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1.  調査目的 
 

化学物質管理に関連する国連ベースの多国間条約のうち、経済産業省では、「残留性有機

汚染物質に関するストックホルム条約」（以下、POPs 条約）1 及び「国際貿易の対象となる特定の

有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続きに関するロッテル

ダム条約」（以下、PIC 条約）2 に対応すべく、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（以下、化審法）等の施行を通じて、化学物質の製造・使用・貿易等に係る規制措置を実施して

いる。 

各条約に新たな物質が追加された場合には、国内の法制度等に適切に反映する必要があ

るため、これら条約の動向を中心に、主に経済産業省で担当する化学物質の製造・使用・貿

易等に関する規制の国際動向に注目した情報収集をすることが重要である。 

そこで、本事業では、POPs 条約及び PIC 条約に関係する国際会議における検討状況を調

査するとともに、これらの条約の着実な国内実施のために必要な基礎情報を収集・整理した。

また、POPs 候補物質に関する国際会議における検討状況の詳細を踏まえつつ、必要に応じ

て、POPs 及び POPs と類似の性状を有する高懸念化学物質に関する国際機関及び諸外国で

の規制等に関する情報を収集した。さらに、当該 POPs 条約の規制対象物質については、条

約加盟国において規制措置が実施されているものの、非意図的に含有する高懸念化学物質

等に関する規制状況は国毎に異なるため、これらの非意図的な含有に関する各国制度上の

扱いについて化審法における手続の際の判断材料とすべく、海外の規制措置について調査

を行った。 

 

                                                        
 
1 環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性、長距離移動性が懸念される有機化学物質（残留性

有機汚染物質）の製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を

規定している。我が国は 2002 年に締結。（http://chm.pops.int/） 
2 特定の有害な化学物質の輸出入に関する手続を規定し、その決定を締約国に周知することにより、環境

の悪化と人の健康に悪影響を及ぼすことを防ぐ。我が国は 2004 年に締結。（http://www.pic.int/） 

http://chm.pops.int/
http://www.pic.int/
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2.  調査内容及び調査方法 
  POPs 条約及び PIC 条約の規制対象物質及び規制候補物質に関する国際的な動向調査 

2.1.1  POPs 候補物質に関する調査 

(1)  POPs 条約の規制候補物質に関する調査 

① ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）とその塩及び関連物質 

PFHxS とその塩及び関連物質については、POPRC15（2019 年）以降、COP10 に向けた文

書案等の提供が無いことを確認した。 

 

② デクロランプラス 

デクロランプラスについて作成されるリスクプロファイルに関して発生源情報やモニタ

リングデータ等に関する情報を調査するとともに、生物蓄積性情報等の懸念点や問題点を

抽出した。また、POPRC16 にて有害性情報が不十分であることから、リスク管理評価書の

段階に進むことについては合意されなかった。従って、経済産業省担当官の指示に基づきデ

クロランプラスの有害性情報に特化して、欧米での規制状況及び毒性評価の調査・整理を行

った。 

 

③ メトキシクロル 

メトキシクロルについて作成されるリスクプロファイルに関して発生源情報やモニタリ

ングデータ等に関する情報を調査するとともに、生物蓄積性情報等の懸念点や問題点を抽

出した。また、メトキシクロルについてはリスク管理評価書の段階に進むことが決定された

が、国内では失効農薬であり農薬以外の用途も確認されていないことを確認した。 

 

④ 新規提案物質 

スイスより新たに提案された UV-328 について、国内法令での措置状況、有害性評価・リ

スク評価等の実施状況及び評価結果、製造及び使用量等について調査した。また、提案文書

及び補足文書に記載された情報、国内の既存点検データ等に基づき、POPs 条約附属書 D に

規定されるスクリーニング基準に基づく項目のうち残留性及び生物蓄積性情報について、

基準を満たすか否かを検討した。 

 

(2)  今後提案される可能性のある化学物質に関する調査 

POPRC16 では、新規に POPs 候補物質が提案されたため、④の新規提案物質に特化した

調査を行った。 

 

2.1.2  POPs 条約及び PIC 条約に関する海外情報調査 

ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) とその塩及び PFOA 関連物質の例示リストについて、

スイスから 176 物質の PFOA 関連物質の追加が提案されたことから、これらの物質につい
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て PFOA への分解を示す文献及び分解性、生物蓄積性、有害性、長距離移動性を示す文献の

有無を調査した。 

また、176 物質の追加提案の根拠の一つとしてスイスが提示した文献に各 PFAS の情報源

の分類 (Type 分類) が記載されていることから、提案された 176 物質について該当する Type

分類を調査した。 

 

(1)  文献調査 

① 調査対象物質 

調査対象物質は、スイスから提案された 176 物質とした。176 物質の CAS 番号を表 2.1-1

に示す。 

 

表 2.1-1 スイスから提案された 176 物質の CAS 番号 

17125-58-5 2342-53-5 137338-39-7 864551-40-6 

72623-77-9 1578186-53-4 137338-40-0 63967-40-8 

176676-70-3 1578186-56-7 137338-41-1 335-73-9 

1545-59-1 1578186-64-7 154478-87-2 63967-42-0 

87017-97-8 1578186-57-8 1835251-22-3 56900-98-2 

191852-87-6 149790-22-7 1244062-17-6 88243-13-4 

93857-45-5 441765-20-4 250738-42-2 88243-12-3 

63295-18-1 146955-29-5 116177-54-9 55427-54-8 

63295-19-2 76962-34-0 200817-54-5 88271-22-1 

63295-23-8 146090-84-8 93454-70-7 88243-14-5 

63295-24-9 123445-18-1 125635-85-0 88243-15-6 

63295-22-7 77117-48-7 90499-29-9 88247-39-6 

90179-37-6 1835250-28-6 93454-71-8 88243-11-2 

98005-85-7 182130-12-7 133299-41-9 88243-16-7 

98005-84-6 1835250-47-9 100550-08-1 88243-10-1 

1158182-60-5 182130-14-9 1244062-16-5 88247-40-9 

1578186-42-1 182130-15-0 31200-97-2 88243-17-8 

1158182-61-6 6145-05-7 423-56-3 88243-09-8 

93776-20-6 931415-52-0 307-37-9 121500-31-0 

93776-21-7 138472-76-1 307-46-0 67549-47-7 

63295-20-5 117146-18-6 135984-68-8 67535-33-5 

63295-26-1 133310-73-3 864551-38-2 38565-53-6 

114482-33-6 120226-60-0 1513863-96-1 98900-53-9 
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99679-40-0 438237-73-1 1513863-97-2 246234-80-0 

93776-18-2 63225-57-0 1383438-89-8 1189587-64-1 

94817-79-5 63255-58-1 1383438-90-1 934505-67-6 

94817-80-8 54950-06-0 93128-66-6 142636-88-2 

121912-26-3 441765-12-4 755698-73-8 138473-79-7 

25935-14-2 54207-62-4 690947-60-5 89932-71-8 

100155-23-5 481050-04-8 62880-96-0 178766-44-4 

100107-48-0 441765-14-6 62880-98-2 376-23-8 

2089109-26-0 160819-47-6 1513864-19-1 335-90-0 

2089109-27-1 160819-50-1 1513864-12-4 91707-61-8 

145441-32-3 160819-49-8 1513864-11-3 30295-53-5 

171184-16-0 121912-28-5 80475-33-8 308-01-0 

171184-17-1 727351-53-3 80475-34-9 331755-02-3 

171184-04-6 1513864-17-9 34455-23-7 103555-98-2 

2089109-30-6 71940-07-3 34455-24-8 90179-39-8 

80234-03-3 71625-52-0 438237-77-5 5158-52-1 

80244-66-2 1513863-91-6 34455-21-5 57670-46-9 

34143-74-3 1513863-92-7 34455-35-1 98900-76-6 

76830-13-2 704870-51-9 34695-29-9 98900-75-5 

121913-10-8 1513864-01-1 34695-31-3 98046-76-5 

39108-34-4 67333-62-4 441765-18-0 154380-30-0 

 

② 調査方法 

スイスから提供された176物質のPFOA関連物質のCAS番号に基づき、QSAR Toolbox（version 

4.4.1）を用いて分解性、生物蓄積性及び有害性に関する実測データを検索した。また、これ

らの物質の分解性、生物蓄積性及び有害性について、Pubmed を用いた文献検索も実施した。 

QSAR Toolbox は OECD のホームページから無料で公開されているツールで、各国から提

供された種々のデータベースに登録されている有害性試験データ等が集積されている。今

回は、以下のデータベースを検索対象とした。 

 

Environmental Fate and Transport 

- Bioaccumulation Canada 

- Bioaccumulation fish CEFIC LRI 

- Bioconcentration NITE 

- Biodegradation in soil OASIS 

- Biodegradation NITE 
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- Biota-Sediment Accumulation Factor 

- ECHA REACH 

- ECOTOX 

- Hydrolysis rate constant OASIS 

- kM database Environment Canada 

- Phys-chem EPISUITE 

- REACH Bioaccumulation database (normalised) 

 

Ecotoxicological Information 

- Aquatic ECETOC 

- Aquatic Japan MoE 

- Aquatic OASIS 

- ECHA REACH 

- ECOTOX 

- Food TOX Hazard EFSA 

 

Human Health Hazards 

- Acute Oral toxicity DB 

- ADME Database 

- Bacterial mutagenicity ISSSTY 

- Biocides and plant protection ISSBIOC 

- Carcinogenic Potency Database (CPDB) 

- Carcinogenicity&mutagenicity ISSCAN 

- Cell Transformation Assay ISSCTA 

- Dendritic cells COLIPA 

- Developmental & Reproductive Toxicity (DART) 

- Developmental toxicity database (CAESAR) 

- Developmental toxicity ILSI 

- ECHA REACH 

- ECOTOX 

- Eye Irritation ECETOC 

- Food TOX Hazard EFSA 

- GARD Skin sensitization 

- Genotoxicity & Carcinogenicity ECVAM 

- Genotoxicity OASIS 

- Genotoxicity pesticides EFSA 
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- Human Half-Life 

- Keratinocyte gene expression Givaudan 

- Keratinocyte gene expression LuSens 

- Micronucleus ISSMIC 

- Micronucleus OASIS 

- MUNRO non-cancer EFSA 

- REACH Skin sensitisation database (normalised) 

- Receptor Mediated Effects 

- Rep Dose Tox Fraunhofer ITEM 

- Repeated Dose Toxicity HESS 

- Rodent Inhalation Toxicity Database 

- Skin Irritation 

- Skin Sensitization 

- Skin Sensitization ECETOC 

- ToxCastDB 

- Toxicity Japan MHLW 

- Toxicity to reproduction (ER) 

- Transgenic Rodent Database 

- Yeast estrogen assay database 

- ZEBET database 

 

Pubmed はアメリカ国立衛生研究所のアメリカ国立医学図書館 (NLM) が運用している、

生命科学や生物医学に関する文献の無料検索エンジンである。今回は、CAS 番号で特定さ

れた各物質の情報を収集するため、各物質の CAS 番号＋生分解性、生物蓄積性、毒性及び

長距離輸送性に関するキーワード (例：degradation, accumulation, toxicity, long range transport) 

で検索を行った。 

また、第 15 回化学物質検討委員会 (PICCRC15) における議論も踏まえ、スイスから提供

された PFOA 関連物質の CAS 番号リスト収載物質のうち OECD が 2006 年に発行したフッ

素化合物のリスト「Lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, Related Compounds and Chemicals that 

may Degrade to PFCA（ENV/JM/MONO(2006)15）」3に収載されている物質も調査した。 

さらに、各国の有害性評価書の有無を NITE-CHRIP4を用いて調査し、欧州 REACH での

                                                        
 
3 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=env/jm/mono
(2006)15 
4 https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=env/jm/mono(2006)15
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=env/jm/mono(2006)15
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
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登録文書の有無を ECHA サイト 5で調査した。 

 

(2)  Type 分類調査 

スイスから提示された Glüge et al., (2020) 6  の文献の ESI (Electronic supplementary 

information) を参照し、提案された 176 物質について CAS 番号に基づき該当する情報源の

分類 (Type 分類) を調査した。 

 

2.1.3  POPs 条約及び PIC 条約の関連会議における対応 

(1)  第 16 回残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC16） 

2020 年 12 月にオンラインにて開催されたプレミーティング及び 2021 年 1 月にオンライ

ンにて開催された第 16 回残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC16）の検討状況を調査す

るため、国内有識者を派遣するとともに、有識者に同行して情報収集・分析など委員会対応

に必要なサポートを行った。 

 

(2)  第 16 回化学物質検討委員会（PICCRC16） 

2020 年 9 月にオンラインにて開催された第 16 回化学物質検討委員会（PICCRC16）に出

席し、情報収集・分析などを行った。 

 

(3)  国内検討会議の開催 

POPRC16 の開催前後に大学教授や研究機関などの専門家らによる検討会議を開催し、

POPRC16 における対応についての有識者の意見を聴取・取りまとめ、及び POPRC16 の結

果報告を行った。 

 

  非意図的に含有する高懸念物質等に関する海外規制状況調査 

EU、米国、カナダ、中国及び韓国における、化審法第一種特定化学物質に該当する化学

物質ごとに、非意図的な副生成物として含有される高懸念化学物質に係る基準値の有無や、

基準値がある場合にはその設定根拠について、公開情報を用いた調査を行った。 

                                                        
 
5 https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
substances;jsessionid=66AE1CF0F3F938C2B937EB11CA8BACAF.live1 
6 Juliane Glüge, Martin Scheringer, Ian T. Cousins, Jamie C. DeWitt, Gretta Goldenman, Dorte Herzke, 
Rainer Lohmann, Carla A. Ng, Xenia Trier, Zhanyun Wang: An overview of the uses of per- and 
polyfluoroalkyl substances (PFAS). Environmental Science: Processes & Impacts, 2020, 22, 2345–2373, 

https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances;jsessionid=66AE1CF0F3F938C2B937EB11CA8BACAF.live1
https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances;jsessionid=66AE1CF0F3F938C2B937EB11CA8BACAF.live1
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3.  調査結果 
  POPs 条約及び PIC 条約の規制対象物質及び規制候補物質に関する国際的な動向調査 

3.1.1  POPs 候補物質に関する調査 

(1)  POPs 条約の規制候補物質に関する調査 

① ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）とその塩及び関連物質 

PFHxS とその塩及び関連物質については、POPRC15（2019 年）以降、COP10 に向けた文

書案等の提供が無いことを確認した。 

 

② デクロランプラス 

デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体について、会期間作業グループ

より提供されたリスクプロファイル案 (第三次ドラフト) の確認を行った。 

デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体に関して作成されたリスクプロ

ファイル案を基に、発生源情報やモニタリングデータ等に関する情報を調査した。 

また、POPRC16 にて有害性情報が不十分であることから、リスク管理評価書の段階に進

むことについては合意されなかった。従って、経済産業省担当官の指示に基づき、デクロラ

ンプラスの有害性情報に特化して、欧米での規制状況及び毒性評価の調査・整理を行った。 

 

(ア) リスクプロファイル案 (第三次ドラフト) への対応 

経済産業省担当官と協議の上、以下の趣旨のコメントを作成した。 

・ リスクプロファイル案第一次ドラフトにおいて、日本が生分解性試験及び蓄積性試

験結果について化審法の既存点検結果の J-CHECK のサイトを引用するようにコメ

ントしたが、その URL には試験条件等の具体的な記載がなかったため、取り上げら

れなかった。そこで今回は、具体的なデータの記載された URL で J-CHECK（英語

サイト）引用を追記するように求めた。 

・ その他、参考文献の記載不備についてコメントした。 

 

(イ) 発生源、モニタリングデータ、残留性及び生物蓄積性に関する検討 

リスクプロファイル案 (UNEP/POPS/POPRC.16/2) の記載内容に基づき、発生源、モニタ

リングデータ、残留性及び生物蓄積性に関する情報を調査した (表 3.1-1)。なお、発生源、

残留性及び生物蓄積性について、それぞれ「デクロランプラス並びにその syn-異性体及び

anti-異性体の発生源等の概要」【添付資料 1】、「デクロランプラス並びにその syn-異性体及

び anti-異性体の残留性等の概要」【添付資料 2】及び「デクロランプラス並びにその syn-異

性体及び anti-異性体の生物蓄積性等の概要」【添付資料 3】として取りまとめた。 
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表 3.1-1 デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体の発生源、 

モニタリングデータ、残留性及び生物蓄積性 
項目 リスクプロファイル案の主な内容 

発生源等 製造、流通、ストックパイル 

• 米国ではデクロランプラスは 1960 年代から製造されていたが 2016 年半ば

生産は停止された。 

• 中国では Anpon Electrochemical Co.によって製造され、中国での製造量は

2003 年以降年間 300～1000 トンと報告されている。 

• デクロランプラスは、年間 100～1000 トンの製造及び/又は輸入量のトン

数帯で、2 件の REACH 登録がされている。 

• EU での最大輸入量は 300～400 トン/年であった。2019 年、EU への輸入量

は 100 トン未満で、スウェーデンは、2006 年に 5 トン、2005 年に 11 トン

の DP の使用を登録した。 

• 世界の年間生産量は約 5000 トンである。 

• カナダでは、2011 年及び 2016 年に CEPA のセクション 71 の下で実施され

た調査に基づくと、1000～10000 kg のデクロランプラスが、いくつかの企

業によって輸入された。 

• 韓国ではデクロランプラスは製造されていない。 

 

 

用途 

• デクロランプラスは、市販のデカブロモジフェニルエーテル (c-decaBDE) 

の代替品/代用品として、また難燃剤として使用されるマイレックスの代

用品として販売されている。 

• 電子配線及びケーブル、自動車、プラスチック屋根材、テレビやコンピュ

ーターモニタの硬質プラスチックコネクタ、ワイヤーコーティング及び家

具の難燃剤として使用されている。 

• 難燃剤としては航空宇宙産業及びその他のアプリケーションでも広く使用

されている。 

• デクロランプラスは、難燃剤として多くの高分子システム (通常、熱可塑

性プラスチック又は熱硬化性樹脂のいずれか) で使用されている。 

• 2018 年に開催された REACH の付属書 XIV にデクロランプラスを含める

ための第 9 次勧告案に関する EU の公開協議の中で、多くの企業がデクロ

ランプラスを添加難燃剤として使用している用途を特定した。 
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項目 リスクプロファイル案の主な内容 
環境への放出、その他の発生源 

• デクロランプラス及びその異性体の非意図的な生成は知られておらず、環

境中でのデクロランプラス及びその異性体の発生は、人間の活動の結果で

ある。 

• 生産、使用、リサイクル、廃棄物処理、埋立地浸出液、流出及び廃水処理

などの多くの活動は、環境へのデクロランプラスの放出につながる可能性

がある。 

• DP は電気・電子機器の難燃剤として使用されており、電子廃棄物のリサ

イクルが環境へのデクロランプラスの放出源であると報告されている。 

• 室内の粉塵は、消費者製品から放出されるデクロランプラスを含む多くの

汚染物質の吸収源でありキャリアでもある。室内の粉塵も、生活排水のみ

を受け入れている廃水処理場の主な汚染源であると考えられている。 

モニタリング

データ 

• デクロランプラスは、廃水処理場からの汚泥及びバイオソリッドから検出

されている。さらに、ノルウェーのオスロでは、雨水の粒子画分中に syn-

及び anti-デクロランプラスが検出された。 

• 上海の従来の下水処理場では、廃水からデクロランプラスが検出された。

anti-DP の割合は、syn-DP の割合の割合よりも一貫して高かった。 

残留性 非生物的分解 

• デクロランプラスは、様々な環境コンパートメントで化学的に安定であ

り、非生物的分解は最小限又は全くない。 

• 水溶解度が非常に低く、log Kow が高いため、デクロランプラスは土壌及

び底質中の有機炭素に結合すると予想され、微生物が生物学的に利用でき

る可能性は低い。 

• デクロランプラスは加水分解を受けやすい官能基を含まず、加水分解は関

連する分解プロセスであるとは予想されない。 

• 空気中での光分解に関する研究から、anti-デクロランプラスが syn-デクロ

ランプラスよりも空気中での光分解性が高い可能性が示唆されている。さ

らに、デクロランプラスはいくつかの研究では光分解及び低塩素化デクロ

ラン及びその他の分解物の生成が報告されているが、自然条件下の空気中

では比較的光安定性があると考えられている。 

 

生物的分解 

• 活性汚泥生分解試験 (修正 MITI OECD 301C) では 2 週間で生分解度は

0.6％、廃水バイオソリッドを用いた 21 日間の試験では生分解度は 0％と

報告されている。 
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項目 リスクプロファイル案の主な内容 
• 化審法におけるデクロランプラスの分解度点検結果では、BOD による分

解度は 0.6％であり、難分解性と判定されている。 

• モニタリング研究では、デクロランプラスが難分解性であり、底質中での

生分解が限定的であることが追加の証拠によって示されている。 

• 土壌中での DP の長期的な分解は限定的であり、260 日後で 4.2～8.2％し

か分解しない。 

生物蓄積性 • Log Kow=9.3 は、生物蓄積の可能性が高いことを示している。 

• BCF> 5000 及び BCF>5000 に相当する排泄半減期が報告されている。 

• 化審法におけるデクロランプラスの濃縮性点検結果では、BCF＝87～121

でありデクロランプラスは低濃縮性と判定されている。 

• BMF/TMF>1 が、いくつかの種と食物網について報告されている。 

 

(ウ) デクロランプラスの欧米での規制状況及び毒性評価 

a. 欧州 REACH 

高懸念物質（SVHC：Substances of Very High Concern）は、REACH 規則の附属書 XIV の認可

対象物質の候補となる物質で、以下のように定義されている。 

SVHC の定義（第 57 条） 

a) 発がん性区分 1A 又は 1B の物質 

b) 変異原性区分 1A 又は 1B の物質 

c) 生殖毒性区分 1A 又は 1B の物質 

d) PBT 物質（難分解性、生物蓄積性、有害性である物質） 

e) vPvB 物質（極めて難分解性で生物蓄積性が非常に高い物質） 

f) 上記以外に人健康や環境に重大な影響が起こりうる科学的な証拠があり、(a)～(e)と同

等の懸念を引き起こす物質。例えば、内分泌かく乱物質等（個別に検討） 

 

デクロランプラスは、2018 年 1 月 15 日に SVHC に収載されている 7。 

 対象物質： 

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-

7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) 

covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof 

 収載根拠：vPvB (Article 57e) 

 SVHC に特定されると発生する義務は、「3.2 非意図的に含有する高懸念物質等に関

する海外規制状況調査」参照。 

                                                        
 
7 https://echa.europa.eu/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e181f392bf 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table/-/dislist/details/0b0236e181f392bf
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また、デクロランプラスについてノルウェーが制限提案の意図を示しており、2021 年 4

月 9 日に提案文書提出予定となっている 8。 

 対象物質： 

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-

7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) 

covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof 

 制限の範囲：本提案は、Dechlorane Plus™を物質、他の物質の成分、混合物、成形品又

はそれらの部品としての製造、使用及び上市を制限することを目的としている。 

 制限の理由：デクロランプラスは、極めて難分解性で生物蓄積性が非常に高いため、

非常に懸念される物質である。本物質は地球環境で広く検出されており、いくつかの

研究では濃度の上昇が示されている。デクロランプラスは、ヒトの血液、胎盤、母乳

からも検出されている。ノルウェーは、残留性有機汚染物質に関するストックホルム

条約の附属書 A、B、及び/又は C にデクロランプラスとその syn-異性体及び anti-異性

体を追加する提案を提出した。 

 

b. 米国 

Dechlorane Plus (DP, CAS No. 13560-89-9) は、TSCA インベントリーに収載済み（ACTIVE

物質）9。 

 

c. POPRC16 リスクプロファイル案 INF 文書 (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14)10 からの情

報 

各国の規制について POPRC16 リスクプロファイル案 INF 文書からの情報を表 3.1-2 に示す。 

 

  

                                                        
 
8 https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e184a168c4 
9 https://www.epa.gov/tsca-inventory/how-access-tsca-inventory 
10 
http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC16/Meetingdocuments/tabi
d/8500/Default.aspx 

https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e184a168c4
https://www.epa.gov/tsca-inventory/how-access-tsca-inventory
http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC16/Meetingdocuments/tabid/8500/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC16/Meetingdocuments/tabid/8500/Default.aspx
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表 3.1-2 デクロランプラス及びその異性体の国内規制プロセス 

(UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 より引用和訳) 

国／機関 規制プロセス 

カナダ DP は、カナダの国内物質リスト (DSL) に収載されている。2019 年春にカ

ナダ環境気候変動省 (ECCC) 及びカナダ保健省によって DP の最終スク

リーニング評価が発表された。本評価で、DP は環境又はその生物学的多

様性に急性的又は長期的な有害影響を与える、又は与える可能性のある

量又は濃度で、環境に侵入する又は侵入する可能性があるため、環境に

対する毒性の基準を満たしていると結論された。提案されている規制アプ

ローチは、特定の有害物質の禁止規則 2012 を修正して、DP 及び DP を

含むすべての製品の製造、輸入、使用、販売、又は販売の申し出を禁止

することである。 

欧州連合（EU） 2018 年に、英国が作成した附属書 XV Dossier とリスク管理オプション分析

に基づいて、DP (syn-異性体及び anti-異性体を含む) が極めて難分解性

で生物蓄積性が非常に高い物質であるとして、SVHC に特定され、

REACH の候補リストに追加された。さらに、0.1 重量％を超える濃度の

SVHC を含む成形品の供給者は、成形品の安全な使用を可能にするため

に十分な情報を成形品の受領者に提供しなければならない。少なくとも、

当該物質の名称を伝える必要がある。消費者からの要求に応じて、サプラ

イヤーは 45日以内に安全データシートを提供する必要がある。ECHAは、

その固有の特性と大量かつ広範な使用との組み合わせに基づいて、2019
年 10 月に REACH 規則の付属書 XIV（認可の対象となる物質のリスト）に

DP を追加することを推奨した。EU 内のリスク管理活動をストックホルム条

約に基づく評価プロセスと整合させるために、DP の附属書 XV REACH 制

限 Dossier が作成される。ノルウェーは、2021 年 4 月に提出される予定の

制限案を作成する責任がある。これは、REACH 付属書 XIV に DP を追加

する可能性に関するプロセスに影響を与える。EU には DP（CAS 13560-
89-9）の調和分類はないが、78 の通知者が、この物質を急性毒性カテゴリ

ー4、H332“吸入すると有害である”と分類している。 

ニュージーランド DP はニュージーランドの化学物質インベントリーに記載されているが、有

害物質及び新生物法に基づく独自の承認はない。これは、グループ標準

の対象となる製品のコンポーネントとしてのみ使用できることを意味する。 

ノルウェー ノルウェーでは、2020 年までに使用を段階的に廃止するという国家目標の

もと、2019 年 1 月に DP が優先物質のリストに追加された。 

タイ DP は有害物質法 B.E2535（1992）において分類されていない。ただし、DP
はアカウント番号 5.6 でタイ工業省の通知に基づいて規制されている。製

造業者及び輸入業者は、1000kg/年を超えるトン数の化学物質/製品の輸

入を報告する必要がある。現在、タイにおける輸入量及び使用量に関する

利用可能なデータはない。 

米国 DP は、有害物質規制法（TSCA）のインベントリーに掲載され、化学物質デ

ータ報告規則の対象であり、製造業者及び輸入業者は、米国 EPA に生

産、輸入、使用量、及びその他の関連情報を提供することが要求されてい

る。 
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国／機関 規制プロセス 

ChemSec DP は、2014 年から ChemSec の Substitute It Now（SIN）リストに掲載されて

いる。SIN リストは EU の化学物質法である REACH において定義された基

準に基づいて、ChemSec によって SVHC であると識別された化学物質で

構成されている。 

 

 

d. 欧州 REACH SVHC SUPPORT DOCUMENT における毒性の記載 

欧州 REACH の SVHC 指定時の根拠文書の一つである Support Document11に記載されている

毒性情報について以下に示す。 

 

 サマリーでの毒性 (T：Toxicity) の記載 

入手可能な生態毒性と哺乳類のデータに基づくと、Dechlorane Plus は現在 T 基準を満た

さない。魚類（餌を介して）、底質又は土壌生物、及び/又は鳥類の関連するライフステージ

における長期毒性試験の実施により、これらのばく露経路を介して悪影響が生じる可能性

があるかどうかを明らかにすることができる。ただし、Declorine Plus は vP と vB の両方の

基準を満たしているため、これらは環境リスク管理の目的において科学的に必要ではない。 

 

 毒性 (T：Toxicity) 評価のまとめより抜粋 
[ヒト健康影響] 

入手可能なデータに基づくと、Dechlorane Plus は、変異原性、生殖毒性、又は特定の標的

臓器毒性の分類基準を満たしていない。データはこれらのエンドポイントの分類には不十

分である。発がん性データが不足している（登録トン数では必要ない）。マウスの潜在的な

肝機能障害の証拠がいくつかあるが、これらの所見の重要性は不明である。 

この情報に基づくと、現在、T 基準は満たされない。 

 

[生態毒性] 

利用可能なすべての水生毒性試験は、純水への溶解限度（2 ng/L）を大幅に超える濃度で

実施され、摂餌及び強制経口投与試験でも、環境に関連しない可能性のある比較的高濃度で

実施された。Liang et al.（2014）は、この物質が魚の肝臓に潜在的に毒性を及ぼす可能性が

あることを示唆しているが、決定的ではない。しかし、経口投与によるマウスを用いた試験

でも同様の所見が観察された。ゼブラフィッシュを用いた最近の非標準的な試験は、デクロ

ランプラスが生物活性を持ち、酸化ストレス、甲状腺ホルモン関連遺伝子のアップレギュレ

ーション、神経行動の変化などの影響を誘発する可能性があることを示唆している。ただし、

                                                        
 
11 https://echa.europa.eu/documents/10162/97b3c3bf-f38a-f3e2-6b53-45654bcc02dc 

https://echa.europa.eu/documents/10162/97b3c3bf-f38a-f3e2-6b53-45654bcc02dc
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調査結果の信頼性は不確実である。 

水溶性が非常に低く、疎水性が高いことから、試験濃度の維持が困難であるため、水ばく

露による短期又は長期の毒性試験で影響が観察される可能性はほとんどない。より適切な

試験は、標準的な試験ガイドラインは存在しないが、摂餌ばく露による関連するライフステ

ージでの長期魚毒性試験である可能性がある。 

いくつかの研究は、母体への取込みと卵への移行が鳥類や魚類で起こり得ることを示して

いる。また、この物質が血液脳関門を通過でき、性腺に存在し、雌の魚から卵に移行する可

能性があることを示している。同様に、ヒト臍帯血清中でのこれらの物質の検出は、胎盤移

行及び胎児のばく露を示し、ヒト母乳中の存在は、離乳前のばく露が継続することも意味す

る。したがって、敏感なライフステージと組織は、長期間のばく露後、現在利用可能な研究

では検出できない微妙ではあるが重要な悪影響を示す可能性がある。 

ミミズを用いた試験で酸化ストレス及びその他の損傷（DNA を含む）の兆候が最大 28 日

間のばく露後に検出された。これらの調査結果は、より長期間ではミミズへの影響（行動や

繁殖など）を排除できないことを意味する。 

入手可能なデータは鳥類における重大な毒性を示唆していないが、標準的な試験ガイド

ライン試験は入手できないため、調査結果は決定的なものとは見なされない。 

デクロランプラスは、ヘプタクロル（CAS 番号 76-44-8）やクロルデン（CAS 番号 57-74-

9）などの既知の農薬と構造的に関連しているが、構造と物理化学的特性は、デクロランプ

ラスが同様の毒性特性を持っていると結論付けるほどは類似していない。 

つまり、入手可能な情報は、生態毒性データに基づいて T 基準を評価するには不十分で

ある。 

 

e. カナダにおけるスクリーニング評価 

表 3-2 に記載の通り、カナダでは 2019 年にデクロランプラス (DP) の最終スクリーニン

グ評価結果が公表されている 12。 

 

 本評価のサマリーの抜粋 
実験データ及びモデルによるデータは、DP の好気性及び嫌気性生分解が非常に限られて

おり、DP が水、土壌及び底質中で非常に持続性があると考えられることを示している。空

気中の DP のモデル予測は、気相の半減期が 1 日未満であることを示唆しているが、DP は

空気中の粒子に吸着される可能性が最も高く、空気中の持続性はより長くなる可能性があ

る。 

公表されている生物蓄積及び生物濃縮の研究、並びに生物相での広範な測定は、DP が高

                                                        
 
12 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-
substances/screening-assessment-certain-organic-flame-retardants-substance-grouping-
dimethanodibenzo-cyclooctene-dodecachloro-dodecahydro-dechlorane-plus-dp-.html 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-certain-organic-flame-retardants-substance-grouping-dimethanodibenzo-cyclooctene-dodecachloro-dodecahydro-dechlorane-plus-dp-.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-certain-organic-flame-retardants-substance-grouping-dimethanodibenzo-cyclooctene-dodecachloro-dodecahydro-dechlorane-plus-dp-.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-certain-organic-flame-retardants-substance-grouping-dimethanodibenzo-cyclooctene-dodecachloro-dodecahydro-dechlorane-plus-dp-.html
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度に生物蓄積性であり、生物及び食物網で生物濃縮する可能性があることを示している。 

DP の限られた実験による水生毒性データ（水への溶解度が低いため）を考慮し、水中での

摂餌による魚毒性の可能性を Critical Body Residue（CBR）アプローチを使用して調査した。

CBR の結果は、生物相（カナダの魚の組織）の DP が組織濃度に達せず、水生生物に急性又

は慢性の致死性をもたらすことを示唆している。DP の土壌及び底質の生態毒性データが不

足しているため、2 つの類似物質、クロルデン（CAS RN 57-74-9）及びマイレックス（CAS 

RN 2385-85-5）の慢性毒性データを評価した。これらの類似体を用いた評価は保守的である

と考えられるが、結果は、DP が底質及び土壌生物に低濃度で影響を与える可能性があるこ

とを示唆している。 

産業シナリオは、潜在的な使用量を含む利用可能な工業用地情報を考慮してばく露推定

値を提供するために開発された。これらのシナリオには、底質への DP 分配、及び廃水バイ

オソリッドへの分配とそれに続く土壌への適用をもたらす水への工業的放出が含まれてい

た。さらに、カナダ全土の廃水処理システムからの最近のモニタリングデータを用いて、ば

く露分析をさらに発展させた。ばく露の控えめな推定値を毒性情報と統合するリスク指数

分析が、底質及び土壌生物、並びに野生生物に対して実施された。これらの分析結果は、DP

が底生生物に対するリスクを有する可能性があることを示している。さらに、ほとんどの土

壌シナリオでは、カナダにおける現在の使用と放出レベルに基づくと、DP は生物へのリス

クは低いが、少なくとも 1 つの土壌ばく露シナリオは、DP の予測環境濃度が土壌生物への

リスクをもたらす可能性のあるレベルに匹敵することを示唆している。 

DP の高い持続性は、過去及び現在の排出によって環境に蓄積する可能性を示唆しており、

その結果、底質及び土壌が長期間ばく露されることになる。DP は、産業活動から直接又は

廃水処理システムを介して間接的に地表水に放出されると、浮遊物質/粒子に強く吸着し、

最終的に堆積底質領域（つまりシンク）に沈殿すると予想される。いくつかの研究は、カナ

ダで使用された量に基づいて産業シナリオから開発された底質の予測環境濃度を超える五

大湖地域の DP 底質濃度を報告しており、カナダの特定の地域での DP ばく露は過小評価さ

れる可能性があり、予防措置が必要であることを示唆している。DP は米国では高生産量の

物質であることに注意する必要があり、米国北部からの DP の過去及び/又は現在の環境輸

送、特に五大湖近くでの製造はカナダでの DP ばく露に寄与する可能性がある。 

このスクリーニング評価で提示された利用可能なすべての証拠を考慮すると、DP による

環境への有害リスクがある。DP は、CEPA のパラグラフ 64（a）に基づく基準「環境又はそ

の生物学的多様性に、即時又は長期の悪影響を及ぼす、又は及ぼす可能性がある量又は濃度

で環境内に入る、又は入る可能性がある」を満たしていると結論付けられる。しかし、DP

は、生命が依存している環境を危険にさらす、又はそれを危険にさらす可能性がある量又は

濃度で環境に侵入していないため、CEPA のパラグラフ 64（b）に基づく基準を満たさない

と結論付けられる。 

国内又は国際的な規制機関による DP の健康影響分類は確認されていない。遺伝毒性に関
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する入手可能な情報に基づくと、DP は遺伝毒性である可能性は低いと考えられる。反復投

与毒性試験（経口）では、動物試験で試験された最高用量まで有害作用は認められなかった。 

カナダの一般住民の主なばく露源は、環境媒体（空気、ダスト、土壌、水）、及び母乳を含

む食品であると予想される。 

環境媒体及び食品からの推定摂取量と特定された健康への悪影響がないことに基づいて、

一般集団の DP によるリスクは低いと考えられる。したがって、DP は、カナダにおける人

命又は健康に対する危険を構成する、又はそれを構成する可能性がある量又は濃度で環境

に侵入していないため、CEPA のパラグラフ 64（c）に基づく基準を満たさないと結論付け

られる。 

 

全体の結論 

DP は、CEPA のセクション 64 に記載されている 1 つ以上の基準を満たしていると結論付

けられる。DP は、CEPA の持続性及び生物蓄積規制に定められている持続性及び生物蓄積

の基準を満たすことが決定されている。 

 

 

 

 生態毒性関連個所 (9.3.2 Consideration of the lines of evidence and conclusion) の抜粋 

DP の生態毒性試験は不足している。Non-apical endpoint 13を用いた DP の生態毒性試験は、

                                                        
 
13 最終的ではないエンドポイント：代替、亜生物体レベル、in vitro 反応、バイオマーカー、QSAR、ゲ

ノミクス。到達エンドポイントのものより下位の生物学的な組織レベルの中間のイベント又は段階 (食品

安全委員会 in silico 評価方法等食品に係る新たなリスク評価方法の開発・実用化に関する国際的な状況

の調査報告書 https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=cho20160050001&fileId=001 よ

り)。 

【参考】 

CEPA（カナダ環境保護法）Part 5 

有害物質（Toxic substances） 

64. 本パートおよびパート 6 の目的のために、「本質的に有害性」という表現が表示されてい

る場合を除き、物質が次の量もしくは濃度でまたは次の条件下で環境内に入っていく場合ま

たは入るかもしれない場合、その物質は有害性である： 

（a）環境またはその生物学的多様性に、即時または長期の悪影響を及ぼす、または及ぼす

可能性がある。 

（b）生命が依存している環境を危険にさらす、またはそれを危険にさらす可能性がある。また

は 

（c）カナダにおける人命または健康に対する危険を構成する、またはそれを構成する可能性

がある。 

https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=cho20160050001&fileId=001
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土壌及び水生生物におけるDPの影響（酸化ストレス、遺伝毒性など）を示している。さらに、この評

価で用いられた DP の生態毒性類似体であるクロルデン及びマイレックスは、底質生物及び陸生

生物に対する毒性を示している。ただし、これらの物質は DP よりも生物学的に利用可能であるた

め、保存的であり、PNEC の決定にはより毒性が高い類似体である。これらの保守的な PNEC を用

いると、底質生物（及び 1 つのシナリオでは土壌生物）に害を及ぼすリスクがある。五大湖地域の

DP の発生源からのばく露の可能性、及びカナダ国内での DP 使用の潜在的な増加（例えば、電

子配線及びケーブル、自動車、プラスチック屋根材、及び硬質プラスチックコネクタのさまざまな難

燃剤アプリケーションにおける DecaBDE の代替難燃剤として）に関連する不確実性のため予防措

置が必要である。 

さらに、ここでは評価されていないが、カナダの環境及び生物相における DP の範囲（又は、場

合によってはそれ以上の）濃度での他の“デクロラン関連”類似体（例、Dec 602、Dec 603、Dec 604、

CP）の検出を考慮すると、同様の“デクロランプラス類似の”物質の累積的影響の可能性を考慮す

る必要がある。DP 関連化合物には、DP 合成の副反応によって形成される不純物（1,4-DP、VCH-

DP、1,3- DPMA、1,5-DPMA など）も含まれる。これらすべての物質の製造、用途、物理化学的性

状及び毒性に関する情報は不足しているが、初期の研究では、DP と同様の P 及び B 特性を有し

ている可能性が示されている。 

この情報は、DP がカナダで生態系に害を及ぼす可能性があることを示している。 

 

 ヒト健康影響関連個所 (10.3 Characterization of risk to human health) 

国内又は国際的な規制機関による DP の健康影響の分類は確認されていない。遺伝毒性デ

ータベースの結果はすべて陰性であり、DP が遺伝毒性である可能性が低いことを示してい

る。慢性影響に関する研究は確認されていない。DP の発がん性を評価するための他の一連

の証拠は決定的ではなかった。 

最大 5000 mg/kg-bw/day の DP をラットに経口投与した 28 日間の生殖発生毒性スクリー

ニング・反復投与毒性併合試験及び 90 日間亜慢性毒性試験において、有害作用は観察され

なかった。環境媒体（空気、水、ダスト）及び食品及び母乳からのカナダの一般集団の DP

へのばく露の推定上限値は、0.5～4 歳の幼児で 8.3 ng/kg-bw/日である。このばく露の推定上

限値は、悪影響が観察されなかった実験動物で試験された最高用量よりも約 8 桁低い。この

マージンは、ばく露及び健康影響データベースの不確実性を説明するのに十分であると考

えられ、一般集団の DP からのリスクは低いと考えられる。 

 

③ メトキシクロル 

メトキシクロルについて、会期間作業グループより提供されたリスクプロファイル案 (第

三次ドラフト) の確認を行った。 

メトキシクロルに関して作成されたリスクプロファイル案を基に、発生源情報やモニタ

リングデータ等に関する情報を調査した。また、メトキシクロルについてはリスク管理評価
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書の段階に進むことが決定されたが、国内では失効農薬であり農薬以外の用途も確認され

ていないことから、当該物質の国内での使用状況及び代替可能性等に関する情報を収集は

実施しなかった。 

 

(ア) リスクプロファイル案 (第三次ドラフト) への対応 

経済産業省担当官からの指示に従い、リスクプロファイル案（三次ドラフト）について内

容の確認を行った。メトキシクロルについては日本からのコメント提出は行わなかった。 

また、会期間作業として、リスクプロファイル案中に引用されている BCF 値算出方法に

関する条約事務局からの問合せに対応し、BCF 算出方法の詳細を記載した文書 (英文) を作

成した。 

 

(イ) 発生源、モニタリングデータ、残留性及び生物蓄積性に関する検討 

リスクプロファイル案 (UNEP/POPS/POPRC.16/3) の記載内容に基づき、発生源、モニタ

リングデータ、残留性及び生物蓄積性に関する情報を調査した (表 3.1-3)。なお、発生源、

残留性及び生物蓄積性について、それぞれ「メトキシクロルの発生源等の概要」【添付資料

4】、「メトキシクロルの残留性等の概要」【添付資料 5】及び「メトキシクロルの生物蓄積性

等の概要」【添付資料 6】として取りまとめた。 

 

表 3.1-3 メトキシクロルの発生源、モニタリングデータ、残留性及び生物蓄積性 
項目 リスクプロファイル案の主な内容 

発生源等 製造、流通、ストックパイル 

• メトキシクロルは 15 年以上にわたり、複数の国で制限/禁止されてい

る。 

• 1975 年には、米国の 3 社が 2,500 トンのメトキシクロルを生産していた

が、1991 年には 193 トンに減少した。1992 年以降、米国でのメトキシ

クロルの生産は、2000 年に禁止されるまで大幅に減少した。 

• 世界規模でのメトキシクロルの現在の生産量や使用量に関する情報は公

開されていない。 

 

用途 

• メトキシクロルは有機塩素系殺虫剤であり、DDT の代替品として使用

されてきた。 

• 情報募集 (Annex E, 2019) に対応して、メトキシクロルの現在の使用を

示した締約国はない。しかし、リスクプロファイル作成の目的で行われ

た文献検索では、特定の国でメトキシクロルの最近の使用が発生してい

る可能性があることが示唆されている。 
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項目 リスクプロファイル案の主な内容 
 

環境への放出、その他の発生源 

• メトキシクロルは環境中に自然発生するものではなく、主に殺虫剤とし

て農作物や家畜に散布された結果、環境中に放出されている。また、生

産、製剤化、貯蔵、出荷、廃棄の過程で少量のメトキシクロルが環境中

に放出される可能性がある。 

• 世界中で生産されたメトキシクロルの最大推定量 8,000 トン/年 (1975 年

頃) に基づき、生産中のピーク時の大気放出量は最大 4 トン/年と推定さ

れている。 

• 米国では、2018 年にオンサイト及びオフサイト処分 (またはその他の放

出) から合計 1.04 トンのメトキシクロルが放出された。 

モニタリング

データ 

• メトキシクロルは土壌粒子に強固に結合すると予想されるが、メトキシ

クロルを含む土壌粒子は、風で飛ばされたり、雨水や雪解け水で河川や

湖沼に運ばれたりする可能性がある。また、地下水のモニタリングデー

タから、メトキシクロルが土壌中に溶出する可能性が示唆されている。 

• モニタリングデータは、メトキシクロルが段階的に廃止された後も、ヨ

ーロッパとカナダの表層水域及びフランスの地下水からメトキシクロル

が検出され続けていることを示しており、水中にメトキシクロルが残留

していることを示すいくつかの証拠を提供している。 

• 北極圏の湖や北太平洋から北極海までの海域の表層海水のモニタリング

データからは、表層水や海洋水域にも残留している可能性があることが

示されている。 

残留性 非生物的分解 

• メトキシクロルの加水分解は無視できる程度と考えられる。メトキシク

ロルの光分解率は中程度と思われるが、水中での光分解は最上層でしか

起こらないため、光分解が分解に大きく寄与するとは考えられない。太

陽光に暴露した乾燥メトキシクロル膜の光分解や土壌中での構造類似体 

(エトキシクロル) の光分解の報告に基づき、メトキシクロルは土壌表面

で光分解を受ける可能性があると考えられるが、数 mm 以下の深さの土

壌ではメトキシクロルの光分解は起こらないと考えられる。 

 

生物的分解 

• モデリングデータ (BIOWIN 2、3、6) はメトキシクロルが迅速に生分解

されるとは予想しておらず、メトキシクロルが難分解性である可能性が

あることを示している。 
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項目 リスクプロファイル案の主な内容 
• 証拠の重み付け (weight-of-evidence) アプローチに基づき、実験室での

研究とモニタリングデータから得られた結果は、メトキシクロルは好気

性堆積物中において難分解性であり、一部の嫌気性堆積物中においても

難分解性である可能性があることを示している。 

• 証拠の重み付けアプローチに基づき、実験室での研究結果とモニタリン

グデータから、メトキシクロルは一部の好気性土壌に難分解性である可

能性があることが示された。しかし、上記の表層水、海水および土壌中

のメトキシクロルの存在は、長距離輸送の結果である可能性もある。 

生物蓄積性 • メトキシクロルは非常に疎水性が高く、その物理化学的特性に基づき、

ほとんどの場合、堆積物や生物相に分布する。 

• メトキシクロルは親油性物質であり、log Kow の実測値は 5.08 であっ

た。 

• Arnot-Gobas 法 (upper trophic) によって予測された BAF 値 (9,001 L/kg)

は、水生生物におけるメトキシクロルの生物蓄積性を示唆している 

(BAF > 5,000)。 

• メトキシクロルの BCF 値は、種によるメトキシクロルの代謝排泄能の

違いの結果、水生生物種間で大きく異なる (113～8,300 の範囲)。 

• 実験室での研究では、BCF 値が 5,000 を超える複数の魚種でメトキシク

ロルが生物蓄積の可能性があることが示されている。 

• 二枚貝では 12,000 の BCF 値、カタツムリでは 6,945 の平均 BCF 値 

(5,000 から 8,570 の範囲) があることから、メトキシクロルが水生無脊

椎動物に生物蓄積性を有することが示唆されている。 

• メトキシクロルは生物蓄積性と強い毒性及び強い生態毒性の組み合わせ

が懸念される。 

• 毒物動態及び代謝に関する研究から、メトキシクロルは哺乳類には蓄積

しないと示唆される。 

 

 

④ 新規提案物質 

スイスより新たに提案された UV-328 について、国内法令での措置状況、有害性評価・リ

スク評価等の実施状況等とその結果、製造、使用量等について調査した。また、提案文書及

び補足文書に記載された情報、国内の既存点検データに基づき、POPs 条約附属書 D に規定

されるスクリーニング基準 (表 3.1-4) に基づく項目のうち残留性及び生物蓄積性情報につ

いて、基準を満たすかどうかを検討した。 
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表 3.1-4 POPs 条約附属書 D に規定されるスクリーニング基準 

(a) 物質の特定 (i) 物質名 

(ii) 構造 (異性体の特定を含む) 

(b) 残留性 (i) 水中半減期＞60 日、土壌中半減期＞6 ヶ月、底質中半減期＞6 ヶ月 

又は 

(ii) その他の科学的根拠 

(c) 生物蓄積性 (i) 水生生物における BCF14又は BAF15＞5,000  

(BCF 又は BAF データがない場合、log Kow＞5) 

(ii) 他の生物における高い生物蓄積性や生態毒性を示す根拠、又は 

(iii) 生物蓄積性の可能性を示す生物相におけるモニタリングデータ 

(d) 長距離移動性 (i) 排出源から離れた地点における測定濃度 

(ii) 長距離にわたる移動が大気、水、渡り鳥などの回遊性の生物種を経由

して起こることを示すモニタリングデータと、環境への移動可能性 

(iii) 環境中運命又は大気を経由した長距離にわたる移動可能性を示すモ

デル計算結果と、排出源から離れた地点における環境への移動可能性。

大気を経由して著しく移動する物質の場合、大気中の半減期＞2 日 

(e) 有害な影響 (i) 人の健康や環境に対する有害な影響 

(ii) 人の健康や環境を損なう可能性を示す毒性データ、又は生態毒性デー

タ 

 

 

(ア) 化学物質の特定情報（出典：UNEP/POPS/POPRC.16/4） 

表 3.1-5 に UV-328 の特定情報を示す。 

 

表 3.1-5 UV-328 の特定情報 

CAS 番号 25973-55-1 

一般名 UV-328 

IUPAC 名 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(2-methylbutan-2-yl)phenol 

分子式 C22H29N3O 

分子量 351.5 

                                                        
 
14 BCF；Bioconcentration factor (水 (えら) からの取込みに関する濃縮係数) 
15 BAF；Bioaccumulation factor (水 (えら) からと餌の両方の取込みに関する濃縮係数) 
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構造式  

 

 

(イ) 物理化学的性状（出典：UNEP/POPS/POPRC.16/4） 

表 3.1-6 に UV-328 の物理化学的性状を示す。 

 

表 3.1-6 UV-328 の物理化学的性状 

融点 (°C) 蒸気圧 (Pa) 水溶解性 (mg/L) 

80～83 (実測値) 

137 (予測値) 

202 (予測値) 

2.6 × 10−8 (25°C) 

5.0 × 10−6 (20°C、実測値) 

0.1 (100°C、実測値) 

< 0.001 (20°C, pH 6.3～6.4、実測値) 

1.3 × 10−5 (範囲 4.2 × 10−8～3.1 × 

10−5、予測値) 

0.015 (予測値) 

0.42 (予測値) 

0.02 (実測値) 

沸点 (°C) log Kow ヘンリー定数 (atm m3/mol) 

> 180 (沸騰前に分

解、実測値) 

> 230 (予測値) 

478 (予測値) 

> 6.5 (23°C, pH 6.4、実測値) 

7.3 (25°C、予測値) 

6.5 × 10−13 (予測値) 

6.2 × 10−8 (予測値) 

 

 

(ウ) 国内法令での規制状況及び製造・輸入数量等 

UV-328 の国内法令での規制状況及び製造・輸入数量等の概要を表 3.1-7 に示す。 

 

表 3.1-7 UV-328 の国内法令での規制状況及び製造・輸入数量等 

CAS No. 物質名 官報公示 
整理番号 化審法 製造・輸入数量実績 その他 

適用法令 

25973-55-1 UV-328 
5-3604 既存 2016～18年度：1,000未満 

2015年度：1,000 
2014年度：1,000未満 

水濁法：指定物質(フェ

ノール類及びその塩類) 
食品衛生法：添加剤 
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(エ) 有害性評価・リスク評価等の実施状況等 

a. 化審法既存化学物質安全性（分解性・濃縮性）点検結果 16 

化審法における UV-328 の分解度点検結果を表 3.1-8 に示す。BOD による分解度は 8%及

び 2%であり、難分解性と判定されている。化審法における UV-328 の濃縮度点検結果を表

3.1-9 に示す。低濃縮性と判定されている。 

 

表 3.1-8 UV-328 の分解性点検結果 

被験物質名称 ２－（２Ｈ－１，２，３－ベ

ンゾトリアゾール－２－イ

ル）－４，６－ジ－ｔｅｒｔ

－ペンチルフェノール 

官報公示整理番号 5-3604 

CAS 番号 25973-55-1 判定 難分解性 
分解度（BOD） 8%（試験物質濃度：10 mg/L） 

2%（試験物質濃度：20 mg/L） 
分解度（GC） － 

試験期間 4 週間   
試験物質濃度 10 mg/L 

20.3 mg/L 
活性汚泥濃度 1 %（都市下水処理場

活性汚泥の上澄液） 
 

表 3.1-9 UV-328 の濃縮性点検結果 

被験物質名称 ２－（２Ｈ－１，２，３－ベ

ンゾトリアゾール－２－イ

ル）－４，６－ジ－ｔｅｒｔ

－ペンチルフェノール 

官報公示整理番号 5-3604 

CAS 番号 25973-55-1 判定 低濃縮性 
濃縮倍率 
(設定濃度) 

570～1400 
(定常状態の平均：944.68) 
(0.1 ppb) 

濃縮倍率 
(設定濃度) 

620～1800 
(定常状態の平均：-*) 
(0.01 ppb) 

魚種 コイ 試験期間 60 日間 
*最後の連続した 3 回の分析における濃縮倍率（平均）の変動が 20%を超えたため算出できなかった。 

 

 

b. 環境省生態毒性試験結果 
UV-328 について、環境省が生態影響試験を実施している 17 (表 3.1-10)。 

 

 

                                                        
 
16 J-CHECK：https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/detail.action?cno=25973-55-1&mno=5-
3604&request_locale=ja 
17 J-CHECK：https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/detail.action?cno=25973-55-1&mno=5-
3604&request_locale=ja 

https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/detail.action?cno=25973-55-1&mno=5-3604&request_locale=ja
https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/detail.action?cno=25973-55-1&mno=5-3604&request_locale=ja
https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/detail.action?cno=25973-55-1&mno=5-3604&request_locale=ja
https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/detail.action?cno=25973-55-1&mno=5-3604&request_locale=ja
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表 3.1-10 UV-328 生態影響試験結果 

試験の種類 (試験生物) 試験結果 
藻類生長阻害試験 (ムレミカヅキモ) 72 時間 EC50 (速度法) ≧0.016 mg/L 

72 時間 NOEC (速度法) ≧0.016 mg/L 
ミジンコ急性遊泳阻害試験 (オオミジンコ) 48 時間 EC50 ≧0.083 mg/L 
魚類急性毒性試験 (ヒメダカ) 96 時間 LC50 ≧0.078 mg/L 

 

c. 厚生労働省既存化学物質毒性試験結果 
UV-328 (2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール) について、厚

生労働省が哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験を実施している 18。染色体異常試験の

結果、短時間処理法及び連続処理法ともに染色体の構造異常及び倍数体の出現率の増加は

認められなかった。一方、各処理法の陰性対照群における染色体の構造異常及び倍数体の出

現率はすべて陰性の判定基準内にあり、試験施設の背景値と同様であった。更に、各処理法

の陽性対照群における染色体構造異常の出現率はすべて陽性の判定基準を超え、試験施設

の背景値と同様の顕著な誘発が認められた。 

以上の結果から、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノールは、本

試験条件下において染色体の構造異常及び倍数体の誘発能は有さないものと判定されてい

る。 

 

d. 政府による GHS 分類結果 

UV-328 について政府による GHS 分類結果が公表されている 19。 

 

表 3.1-11 UV-328 の政府による GHS 分類結果（抜粋） 

危険有害性項目 分類結果 

特定標的臓器毒性（反復暴露） 区分 1（肝臓）、区分 2（腎臓） 

水性環境有害性（急性） 区分外 

水性環境有害性（長期間） 区分 1 

 

(オ) POPs 条約附属書 D に規定されるスクリーニング基準への適合性の検討 

スイスからの提案文書に記載された情報について、「UV-328 の残留性、生物蓄積性等に関

する情報」として取りまとめた【添付資料 7】。 

 

上記の調査結果から得られた残留性、生物蓄積性に関する情報に基づき、POPs 条約附属

書 D に規定されるスクリーニング基準（表 3.1-4）のうち残留性及び生物蓄積性について、

                                                        
 
18 https://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/jsp/FileListPage.jsp?parameter_csno=25973-55-1 
19 https://www.nite.go.jp/chem/ghs/15-mhlw-0058.html 

https://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/jsp/FileListPage.jsp?parameter_csno=25973-55-1
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/15-mhlw-0058.html
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基準を満たすかどうか検討を行った。 

検討結果を表 3.1-12 に示す。 

 

表 3.1-12 UV-328 のスクリーニング基準への適合性 
項目 残留性、生物蓄積性に関する情報 スクリーニング基

準への適合性 
残留性 (i) 半減期に関する根拠 

・消失半減期 (DT50)：179～218 日 

99～223 日 

・米国、ナラガンセット湾で、製造工程から環境中への

放出が停止された数十年の堆積物から UV-327 及び

UV-328 を検出 

(ii) その他の根拠 

・疎水性が高く、有機物に強く吸着又は吸収し、揮発性

が低い 

・水中に放出した場合、粒子や有機物に分配され、浮遊

または沈着する可能性が高い 

・UV-328 を用いた水中又は堆積物中のシミュレーショ

ンはないが、類似構造を持つ M1 (CAS 84268-36-0)に

よるリードアクロスを実施 M1 の DT50 は、堆積物の

種類によって最大で 238 日又は 248 日であり、残留性

を有することを支持 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準を満

たす。 

 

生物蓄積性 (i) BCF/BAF の根拠 

・以下の情報に基づき生物蓄積性があると判断 

－log Kow>5 

－BCF (実測値) 及び BAF (予測値) は生物蓄積性の閾

値を超える 

－代謝変換速度が低い 

・BCF：5.6×103 L/kg ww (非補正) 

6.6×103 L/kg ww (脂質補正) 

・平均脂質補正 BCF：5.5×103 L/kg ww 

(ii) その他の根拠 

・UV-328 は環境条件下では主に中性型(neutral form)で存

在 

・高次の生物に取り込まれた場合、代謝が遅いために生

物蓄積する可能性あり 

・中等栄養段階の魚類の BAF (予測値)：8.7 × 104 L/kg 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準を満

たす。 
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項目 残留性、生物蓄積性に関する情報 スクリーニング基
準への適合性 

ww  

AQUAWEB モデルによると、摂餌を考慮した場合、水

生生物の BMF は十分大きい 

(iii) 生物蓄積性を示すモニタリングデータ 

・いくつかの調査で水生生物から数百 ng/g lw の濃度で検

出 (例：1998～2009 年の有明海のスナメリの脂肪) 

－有明海のスナメリと水間の UV-327 の BAF：3.3×104 

L/kg ww (4 ng/g ww/0.12 ng/L) 

小型魚類の BAF よりも約一桁高い (3.2×103 L/kg 

ww = 0.39 ng/g ww/0.12 ng/L) 

ただし、UV-328 の濃度は得られていない。 

・食品や人の脂肪組織から検出 

・水質、堆積物、下水処理施設、生物等や遠隔地からも検

出 

 

 

(2)  今後提案される可能性のある化学物質に関する調査 

POPRC16 では、新規に POPs 候補物質が提案されたため、今後提案される可能性のある

化学物質に関する調査は実施しなかった。 

 

 

3.1.2  POPs 条約及び PIC 条約に関する海外情報調査 

(1)  文献調査 

176 物質について、分解性、蓄積性、有害性、長距離移動性に関する文献情報は無かった。 

Pubmed 検索では、CAS 番号 17125-58-5 (lithium salt of perfluorooctanoic acid) の 1 物質の

みで 11 報の文献が得られた。この 11 報の文献の概要を表 3.1-13 にまとめたが、PFOA のリ

チウム塩であることから、この物質に特化した情報はなかった。 

OECD のリストには、176 物質のうち以下の 8 物質が PFOA 関連物質として収載されてい

た (表 3.1-14)。 

各国の有害性評価書、欧州 REACH での登録文書は無かった。 

 

(2)  Type 分類調査 

176 物質についてスイスから提示された Glüge et al., (2020) の文献の ESI (Electronic 

supplementary information) を参照し、提案された 176 物質について CAS 番号に基づき該当

する情報源の分類 (Type 分類) を調査した結果を表 3.1-15 に示す。 
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176 物質のうち、情報源として用途情報であるのが 23 物質、製品中からの検出であるの

が 33 物質、特許情報であるのが 96 物質 (うち、特許情報のみであるのは 89 物質)、過去に

承認されたものが 3 物質、情報源不明なものが 39 物質であった。 
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表 3.1-13 CAS 番号 17125-58-5 (lithium salt of perfluorooctanoic acid) について Pumed 検索で得られた文献の概要 

タイトル 概要 著者 出典 

Concentration- and nutrient-

dependent cellular responses of 

microalgae Chlorella pyrenoidosa 

to perfluorooctanoic acid 

PFOA は、新興の POPs であり、水生生物に毒性効果をもたらす

可能性があるが、一般的に PFOA の暴露濃度が高く、栄養価の

高い環境下で評価されており、実際の環境とは一致していな

い。そこで本研究では、PFOA の水生生物に対する毒性影響を

総合的に理解するために、異なる濃度（≦1.0 mg/L）及び栄養条

件での微細藻類 Chlorella pyrenoidosa の PFOA に対する細胞応

答を調査した。その結果、1.0 mg/L 以下の濃度の PFOA は、藻

類の生育やクロロフィル含量に大きな影響を与えず、膜の完全

性や形態を破壊するような酸化的損傷は発生しなかった。しか

し、窒素、リン制限条件及び飢餓条件では、藻類の生育及びク

ロロフィル含量が有意に低下し、酸化ストレスを誘発して細胞

膜の構造と機能が破壊された。さらに、リンの欠乏は窒素の欠

乏よりも藻類に深刻な悪影響を及ぼし、いずれも 1.0 mg/L の

PFOA に対する微細藻類の毒性反応に影響を与えていた。藻類

細胞による PFOA の吸着・取り込み率はいずれも 10%以下であ

り、窒素、リン制限条件および飢餓条件下では吸着量は増加し

たが取り込み量は減少した。これらの知見は、水生環境におけ

る微細藻類に対する PFOA の毒性効果を理解する上で有用であ

る。 

Hu Y, Meng FL, Hu YY, 

Habibul N, Sheng GP. 

Water Res. 2020 Oct 

15;185:116248. 
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タイトル 概要 著者 出典 

A critical review of 

perfluorooctanoate and 

perfluorooctanesulfonate exposure 

and immunological health 

conditions in humans 

PFOA と PFOS はヒトにおいて免疫毒性があるかどうかは不明

であることから、本稿では、PFOA 及び PFOS への曝露とヒト

における様々な免疫関連の健康状態との関連性に関する疫学

的証拠を体系的かつ批判的にレビューした。免疫バイオマーカ

ーレベルや遺伝子発現パターンの研究 10 件、アトピーやアレ

ルギー性疾患の研究 10 件、感染症の研究 5 件、ワクチン反応の

研究 4 件、慢性炎症性疾患や自己免疫疾患の研究 5 件（複数の

エンドポイントを評価した研究も含む）など、24 件の疫学研究

で PFOA や PFOS と免疫関連の健康状態との関連性が報告され

ている。最もよく研究されている喘息は 7 件の研究で評価され

た。特定の健康状態を対象とした研究が少なく、方法論的に限

定されていることが多く、結果に一貫性がなく、観察された関

連性の説明として交絡、偏り、または偶然性を除外することが

できないため、利用可能な疫学的証拠は、PFOA 及び PFOS へ

の暴露とヒトの免疫関連の健康状態との間の因果関係につい

ての結論を出すには不十分である。このような研究を解釈する

際には、臨床的な異常を示す証拠がない場合には、免疫不全が

存在すると推定すべきではない。特定のエンドポイントとの示

唆的な関連性を確認するためには、独立した集団での反復暴露

評価を伴う大規模なプロスペクティブ研究が必要である。 

Chang ET, Adami HO, 

Boffetta P, Wedner HJ, 

Mandel JS. 

Crit Rev Toxicol. 

2016;46 (4):279-

331. 
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タイトル 概要 著者 出典 

Alternative and Legacy 

Perfluoroalkyl Substances: 

Differences between European 

and Chinese River/Estuary 

Systems 

厳しくなる規制の影響で、PFAS の生産はアジアの規制の低い

国に委託されている。さらに、フッ素樹脂業界では、2,3,3,3,3-

テトラフルオロ-2-(1,1,2,2,3,3,3,3-ヘプタフルオロプロポキシ)プ

ロパン酸(HFPO-DA)などのフッ素化代替品の使用が始まって

いる。2013 年 8 月から 2014 年 9 月にかけて、ドイツのエルベ

川とライン川、オランダのライン・ミューズデルタ、中国のシ

ャオチン川の河川・河口域における HFPO-DA とレガシーPFAS

の表流水域での発生と分布を調査した。特に中国のサンプル

は、主に PFOA を排出する工業用点源によって高濃度に汚染さ

れていた。この点源では、HFPO-DA が 73.1 ng/L の濃度で支配

的な化合物であったスホール川（オランダ）の 6000 倍以上の濃

度が観測された。さらに、北海の海岸線に沿ったすべてのサン

プルから HFPO-DA が検出されたことから、この化合物はライ

ン・ミューズのデルタから水流を介してドイツ湾に運ばれてい

る可能性が示唆された。我々の知る限りでは、フッ素化代替物

質である HFPO-DA がドイツと中国の表層水から初めて検出さ

れた。 

Heydebreck F, Tang J, Xie 

Z, Ebinghaus R. 

Environ Sci 

Technol. 2015 Jul 

21;49 (14):8386-95. 
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タイトル 概要 著者 出典 

Acute inhalation toxicity of 

ammonium perfluorononanoate 

ペルフルオロノナン酸アンモニウム（CAS 登録番号 4149-60-4）

は、昇華する白い粉末である。雄性ラットにおけるその急性吸

入毒性を調査するため、雄性ラットを 67～4600 mg/m3 の範囲の

粉塵濃度に 4 時間暴露した。LC50 は 820 mg/m3 と決定され、最

低致死濃度は 590 mg/m3 であった。パーフルオロノナン酸アン

モニウムは急性吸入経路では中程度の毒性に分類された。パー

フルオロノナン酸アンモニウムに暴露すると、肝臓の大きさが

顕著に増加した。パーフルオロノナン酸アンモニウムの急性毒

性は炭素数 8 の同族体であるパーフルオロオクタン酸アンモニ

ウムに似ているが、炭素数 10 の同族体であるパーフルオロ-n-

デカン酸よりはかなり低いと思われる。 

Kinney LA, Chromey 

NC, Kennedy GL Jr. 

Food Chem Toxicol. 

1989 Jul;27 (7):465-

8. 
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タイトル 概要 著者 出典 

Dermal toxicity of ammonium 

perfluorooctanoate 

ペルフルオロオクタン酸アンモニウム（CAS 登録番号 3825-26-

2）は皮膚に接触する可能性がある微細な白色粉末として存在

するため、その皮膚毒性をウサギとラットで調べた。0.5 g を 24

時間皮膚に塗布したところ、ウサギの皮膚に軽度の刺激性を示

した。経皮LD50はウサギで 4300 mg/kg、雄ラットで 7000 mg/kg、

雌ラットで 7500 mg/kg 以上であった。ラットの皮膚はウサギの

皮膚に比べて刺激性が少なく、一般的な効果はオス（メスに比

べて）ラットの方が顕著であった。0、20、200 または 2000 mg/kg

のいずれかを用いた亜慢性的な経皮処理（10 回塗布、5 回投与、

2 回休息日、5 回投与）は、それぞれ体重の軽度または著しい減

少をもたらした。肝作用を示す血清酵素活性の上昇が投与ラッ

トで認められた。肝重量が増加し、肝細胞の壊死と肥大が顕微

鏡的に観察された。また、2000 mg/kg 投与群では塗布部位で表

皮壊死が認められた。血中有機フッ素量は用量に応じて増加し

た。また、血中有機フッ素の存在により、事前の曝露が明らか

になったが、治療に関連した毒性所見はすべて 42 日間の回復

期間中に消失した。 

Kennedy GL Jr. Toxicol Appl 

Pharmacol. 1985 

Nov;81 (2):348-55. 
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タイトル 概要 著者 出典 

Seasonal variations and spatial 

distributions of perfluoroalkyl 

substances in the rivers Elbe and 

lower Weser and the North Sea 

ドイツのエルベ川とヴェーザー川下流域及び北海を対象に、表

層水域における PFAS の空間分布と季節変動を調査した。その

結果、ΣPFAS 濃度はエルベ川では 4.1～250ng/L、ヴェーザー川

下流では 3.8～16ng/L、北海では 0.13～10ng/L の範囲であった。

最も多いのは PFBS で、河川水では 24%、海水では 31%を占め

た。エルベ川水中の PFHxA と PFOA の濃度は、2011 年に有意

な季節変動を示した。この季節変動は、放流量の変動と関連し

ている可能性がある。PFOA と PFHxA の濃度が最も高かったの

は 8 月であった。ピアソン相関から、PFBA と PFBS は他の PFAS

とは異なる出所を有しており、現在の C4 ベースの製品の製造

と使用でその違いを説明できる可能性があることが示された。

エルベ川における個々の物質と∑PFAS の推定フラックスは、

有意な季節変動を示さなかった。北海への PFASs の年間放出量

は、エルベ川から 335±100 kg/年、ヴェーザー川から 102±22 

kg/年と推定された。 

Zhao Z, Xie Z, Tang J, 

Sturm R, Chen Y, Zhang 

G, Ebinghaus R. 

Chemosphere. 2015 

Jun; 129:118-25. 
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タイトル 概要 著者 出典 

Inhalation toxicity of ammonium 

perfluorooctanoate 

ペルフルオロオクタン酸アンモニウム（CAS 登録番号 3825-26-

1）は、昇華する白い粉末であるため、その吸入毒性が雄性ラッ

トで研究された。この化合物は、1 回の 4 時間暴露で中等度の

毒性を示し、LC50 は 980 mg/m3 であった。この濃度では、肝臓

の大きさと角膜の不透明度が増加した。両方の所見は、暴露後

の時間の増加とともに減少した。頭部のみの亜慢性吸入暴露

（0、1、8 または 84 mg/m3に 6 時間/日、5 日/週、2 週間）では、

84 mg/m3 で体重増加が抑制された。可逆的な肝重量増加、血清

酵素活性の可逆的増加、および壊死を含む顕微鏡的な肝臓病理

学が 8 および 84 mg/m3 暴露でみられた。眼の変化は認められな

かった。血中の有機フッ化水素濃度は、84 mg/m3 で処理したラ

ットでは初期濃度が 108 ppm であり、84 日後には 0.84 ppm ま

で低下し、血中半減期は 5～7 日であった。無影響濃度は 1 mg/m3

であり、1 mg/m3 の大気暴露 10 回目の直後のラットでは血中有

機フッ化物濃度は平均 13 ppm 検出された。 

Kennedy GL Jr, Hall GT, 

Brittelli MR, Barnes JR, 

Chen HC. 

Food Chem Toxicol. 

1986 Dec;24 

(12):1325-9. 
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タイトル 概要 著者 出典 

Perfluoroalkyl acids (PFAAs) in 

riverine and coastal sediments of 

Laizhou Bay, North China 

本研究では、中国の莱州湾と隣接する河川の表層堆積物中の

PFCAs 及び PFSAs を含む PFAAs の濃度と分布を調査した。∑

PFAAs は、沿岸堆積物 (平均 0.76 ng/g dw) に比べて、河川堆積

物 (平均 5.25 ng/g dw) で高い値を示した。PFAAs の中では

PFOA が主な化合物であり、70％の試料で∑PFAA 濃度の 50％

から 97％を占めていた。最も高い濃度が検出されたのは小青江

であり、これは近くのフッ素化学工業が急速に発展したためで

あると考えられる。莱州湾における PFAAs の分布には、流体力

学が強く影響していることがわかった。短鎖型 PFAA（C≦8）

の親水性によって、海流を介して湾内に運ばれ、浮遊物質に吸

着して沈着することが可能になった。また、小青江では、世界

中で調査された堆積物の中で最も高いPFOA濃度（76.9 ng/g dw）

を示しており、この河川の底生生物にとって潜在的な脅威とな

っている可能性がある。 

Zhao Z, Tang J, Xie Z, 

Chen Y, Pan X, Zhong G, 

Sturm R, Zhang G, 

Ebinghaus R. 

Sci Total Environ. 

2013 Mar 

1;447 :415-23. 
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タイトル 概要 著者 出典 

[Hepatotoxicity of 

perfluorooctanoic acid in human 

hepatocytes using metabonomics] 

メタボノミクスの手法で異なる用量の PFOA に 72 時間暴露し

た L-02 ヒト肝細胞の代謝プロファイリングを調べたところ、ス

コアプロットでは、用量依存性の分布が観察された。さらに、

PFOA の毒性と密接に関連する 18 種類の代謝物がバイオマー

カーとして同定された。その中には、カルニチンとアシルカル

ニチン、ヌクレオシドとヌクレオシド抱合体、アミノ酸とアミ

ノ酸抱合体などが含まれていた。その中で、脂肪酸代謝に重要

な役割を果たすカルニチンとその代謝物については、対照群と

用量群で有意な変化が認められた。一方、遺伝子マイクロアレ

イ解析では、コレステロール生合成に関与するいくつかの遺伝

子が劇的にアップレギュレーションされていた。コレステロー

ル生合成の障害は脂肪酸代謝に悪影響を及ぼし、その結果、投

与群ではカルニチンの減少とアシルカルニチンの増加を誘導

する可能性があることが示唆された。また、プリン代謝、トリ

カルボン酸サイクル、糖リン脂質代謝、アミノ酸代謝も PFOA

に対する毒性反応に関与している可能性がある。 

Peng S, Yan L, Zhang J, 

Shen H. 

Se Pu. 2012 Feb;30 

(2):123-7. 
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タイトル 概要 著者 出典 

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 

and perfluorooctanoic acid 

(PFOA) in sewage treatment 

plants 

本研究では、実規模の下水処理場の生物学的単位での PFOS と

PFOA の濃度を測定した。流入水、一次排水、曝気槽排水、最

終排水及び一次活性化、二次及び嫌気性消化汚泥を 1 年間に 5

回のサンプリングで採取した。この研究のために選択された 2

つの下水処理場（STP）は、受け入れている排水の 95％が生活

排水である A 工場と、60％の工業廃水と 40％の生活排水を受

け入れている B 工場である。PFOS と PFOA は、B 工場で A 工

場に比べて水試料及び汚泥試料中に高濃度で観察された。PFOS

の質量流量は、A 工場の二次処理後も一定であったが、B 工場

の従来型活性汚泥法 (CAS) では有意に増加した (平均94.6%)。

これらの結果は、短い汚泥滞留時間 (SRT) で運転されている活

性汚泥プロセスの処理後も、これら 2 つの化合物の質量流量が

一定であることを示唆している。PFOS の季節変動は A 工場で

認められたが、PFOA については両工場で有意な季節変動は認

められなかった。 

Yu J, Hu J, Tanaka S, Fujii 

S. 

Water Res. 2009 

May;43 (9):2399-

408. 
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タイトル 概要 著者 出典 

Complete mineralization of 

perfluorooctanoic acid (PFOA) by 

γ-irradiation in aqueous solution 

PFOA は環境汚染物質の一つであり、従来の処理法では分解が

困難であることから、その分解についての関心が高まってい

る。本研究では、(60)Co 線源を用いたγ線照射により、PFOA の

迅速かつ完全な鉱化と同時に脱フッ素を達成した。γ線照射に

よる PFOA の分解速度は高く、pH13.0 の N2 飽和条件下では、

擬一次速度定数 0.67h(-1)を達成することができた。実験結果と

量子化学計算の結果から、PFOA の分解には 2 つのラジカル、

すなわちヒドロキシルラジカル (-OH) と水性電子 (eaq(-)) が

関与しており、eaq(-) または-OH だけでは PFOA の完全な無機

化を達成できない可能性があることが確認された。その結果、

-OH と eaq(-) の相乗効果により、C-C 結合及び C-F 結合の開裂

が起こり、PFOA の完全な無機化が達成された。また、中間生

成物を同定し、分解経路を提案した。本研究の結果は、フッ素

化学物質やその他の難分解性汚染物質を完全に無機化するた

めの有用かつ高効率なアプローチを提供できる可能性がある。 

Zhang Z, Chen JJ, Lyu XJ, 

Yin H, Sheng GP. 

Sci Rep. 2014 Dec 

10;4: 7418. 
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表 3.1-14 OECD リストに収載されていた 8 物質 

CAS 番号 Class 

72623-77-9 PFOA 

P3: Perfluoro carboxylic compounds 

93857-45-5 F8: Fluoro phosphate compounds 

63295-18-1 F1: Fluoro alcohol compounds 

F8: Fluoro phosphate compounds 

93776-21-7 F8: Fluoro phosphate compounds 

63295-20-5 F1: Fluoro alcohol compounds 

F8: Fluoro phosphate compounds 

38565-53-6 F17: Partial fluoro& miscellaneous fluoro compounds 

142636-88-2 F5: Fluoro ester compounds 

90179-39-8 PFOA 

 

 

表 3.1-15 176 物質についての Glüge et al., (2020) の Type 分類 

通し
番号 CAS No. Designation Type 分類注 

1 17125-58-5 
Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, 

lithium salt (1:1) 
U 

2 72623-77-9 Fatty acids, C6-18, perfluoro, ammonium salts - 

3 176676-70-3 

1-Pentadecanol, 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,1

5,15-heptacosafluoro- 

- 

4 1545-59-1 

1-Tridecanol, 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-

tricosafluoro- 

- 

5 87017-97-8 
1-Undecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-

nonadecafluoro- 
- 

6 191852-87-6 
Undecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-

nonadecafluoro- 
- 

7 93857-45-5 

1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 

11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), 

ammonium salt (1:2) 

U 
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通し
番号 CAS No. Designation Type 分類注 

8 63295-18-1 

1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 11,11,11-hexa 

decafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate), 

diammonium salt 

P 

9 63295-19-2 

1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 11,11,11-hexa 

decafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate), 

compd. with 2,2′-iminobis[ethanol] (1:2) 

P 

10 63295-23-8 

2-Undecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-

hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, dihydrogen phosphate, 

diammonium salt 

P 

11 63295-24-9 

Acetic acid, 2-[[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10, 10-hexadeca 

fluoro-1-[(phosphonooxy)methyl]-9-(trifluoromethyl) 

decyl]oxy]-, ammonium salt (1:2) 

P 

12 63295-22-7 
1-Undecanol, 2-chloro-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 11,11,11-

hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, dihydrogen phosphate P 

13 90179-37-6 
2-Undecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,11-

heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate, potassium salt 
P 

14 98005-85-7 

Diphosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl) ester, compd. with 2,2′,2′′-

nitrilotris[ethanol] (1:3) 

AP 

15 98005-84-6 

Diphosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl) ester, compd. with 2-aminoethanol 

(1:3) 

AP 

16 1158182-60-5 

Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 

9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro dodecyl) 

mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-

heptadecafluorodecyl) ester 

D 

17 1578186-42-1 

Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl) mono(3,3,4, 

4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-

pentacosafluorotetradecyl) ester 

D 

18 1158182-61-6 

Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 

9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl) 

mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,1
- 
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通し
番号 CAS No. Designation Type 分類注 

4,14-pentacosafluorotetradecyl) ester 

19 93776-20-6 

1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), ammonium salt 

(1:1) 

U 

20 93776-21-7 

1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 

11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), 

ammonium salt (1:1) 

U 

21 63295-20-5 

1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11, 11,11-

hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1,1′-(hydrogen 

phosphate) 

P 

22 63295-26-1 
1-Undecanol, 2-chloro-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,11,11,11-

hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, hydrogen phosphate P 

23 2342-53-5 
1-Nonadecanol, 12,12,13,13,14,14,15,15,16, 16,17,17, 

18,18,19,19,19-heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate 
AP 

24 1578186-53-4 

Phosphoric acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-

heptadecafluorodecyl bis(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-

tridecafluorooctyl) ester 

D 

25 1578186-56-7 

Phosphoric acid, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-

heptadecafluorodecyl) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

tridecafluorooctyl ester 

D 

26 1578186-64-7 

Phosphoric acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12, 

12-heneicosafluorododecyl 3,3,4,4, 

5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester 

D 

27 1578186-57-8 

Phosphoric acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 

11,11,12,12,12-heneicosafluorododecylbis 

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) ester 

D 

28 149790-22-7 
1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

heptadecafluoro-, 1,1’,1’’-phosphate 
D 
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29 441765-20-4 

1-Decanesulfonamide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,10-

heptadecafluoro-N-[3-(phosphorno oxy)propyl]-N-propyl-, 

sodium salt (1:2) 

P 

30 146955-29-5 
2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-

heptadecafluoro-1-(hydroxymethyl)decyl ester 
P 

31 76962-34-0 
2-Propenoic acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,11-

heptadecafluoro-2-hydroxyundecyl ester 
P 

32 146090-84-8 
Silane, triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 

11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl)- 
- 

33 123445-18-1 
Silane, (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 12,12,12-

heneicosafluorododecyl)trimethoxy- 
- 

34 77117-48-7 Decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- P 

35 1835250-28-6 
Undecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

36 182130-12-7 
Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

37 1835250-47-9 
Tridecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

38 182130-14-9 
Tetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

39 182130-15-0 
Pentadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

40 6145-05-7 
Hexadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

41 931415-52-0 
Heptadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-

heptadecafluoro- 
P 

42 138472-76-1 
Octadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

43 117146-18-6 
Tetracosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

44 133310-73-3 
Hexacosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

45 137338-39-7 
Octacosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 

46 137338-40-0 
Triacontane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 

P 
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47 137338-41-1 
Dotriacontane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-

heptadecafluoro- 
P 

48 154478-87-2 
Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
P 

49 1835251-22-3 
Tridecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
P 

50 1244062-17-6 
Tetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
P 

51 250738-42-2 
Pentadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
P 

52 116177-54-9 
Hexadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
P 

53 200817-54-5 
Heptadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
P 

54 93454-70-7 
Octadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
P 

55 125635-85-0 
Nonadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
P 

56 90499-29-9 
Eicosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
P 

57 93454-71-8 
Docosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-

heneicosafluoro- 
- 

58 133299-41-9 

Eicosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 

13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-

tetratriacontafluoro- 

P 

59 100550-08-1 

Tetracosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,17, 

17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24, 24,24-

tetratriacontafluoro- 

P 

60 1244062-16-5 
9-Tetracosene, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-

heptadecafluoro- 
- 

61 31200-97-2 
1-Undecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-

hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)- 
P 

62 423-56-3 
1-Nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro- 

- 
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63 307-37-9 
1-Decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-

nonadecafluoro- 
- 

64 307-46-0 
1-Undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,11,11,11-

heneicosafluoro- 
- 

65 135984-68-8 
Decanal, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro- 

- 

66 864551-38-2 
Dodecanal, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,12-

heneicosafluoro- 
- 

67 864551-40-6 
2-Dodecenal, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,12,12-

eicosafluoro- 
- 

68 63967-40-8 
Nonanal, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro- 

- 

69 335-73-9 
Decanal, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

nonadecafluoro- 
- 

70 63967-42-0 
Undecanal, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-

heneicosafluoro- 
- 

71 56900-98-2 
Ethanol, 2-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-

heptadecafluorodecyl)oxy]ethoxy]- 
P 

72 88243-13-4 
Propanol, [2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-

heptadecafluorodecyl)oxy]methylethoxy]- 
P 

73 88243-12-3 
Ethanol, 2-[2-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-

heptadecafluorodecyl)oxy]methylethoxy] methylethoxy]- 
P 

74 55427-54-8 
3,6,9,12-Tetraoxadocosan-1-ol, 15,15,16,16,17, 17,18,18,19, 

19,20,20,21,21,22,22,22-heptadecafluoro- 
P 

75 88271-22-1 

3,6,9,12-Tetraoxadocosan-1-ol, 15,15,16,16,17, 

17,18,18,19,19, 20,20,21,21,22,22,22-

heptadecafluorodimethyl- 

P 

76 88243-14-5 

3,6,9,12-Tetraoxadocosan-1-ol, 15,15,16,16,17, 

17,18,18,19,19, 20,20,21,21,22,22,22-

heptadecafluorotetramethyl- 

P 

77 88243-15-6 

3,6,9,12,15-Pentaoxapentacosan-1-ol, 18,18,19, 19,20, 

20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,25-

heptadecafluoropentamethyl- 

P 
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78 88247-39-6 
3,6,9,12,15,18-Hexaoxaoctacosan-1-ol, 21,21,22, 22,23, 

23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,28-heptadecafluoro- 
P 

79 88243-11-2 
3,6,9,12,15,18-Hexaoxaoctacosan-1-ol, 21,21,22, 22,23,23,24, 

24,25,25,26,26,27,27,28,28,28-heptadecafluoropentamethyl- P 

80 88243-16-7 

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaoctacosan-1-ol, 21,21,22, 22,23,23, 

24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,28-heptadecafluoro 

hexamethyl- 

P 

81 88243-10-1 

3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxahentriacontan-1-ol, 24,24,25,25, 

26,26,27,27,28,28,29,29,30, 30,31,31,31-

heptadecafluoropentamethyl- 

P 

82 88247-40-9 

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxatetratriacontan-1-ol, 

27,27,28,28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,34-

heptadecafluoro- 

P 

83 88243-17-8 

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxatetratriacontan-1-ol, 

27,27,28,28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,34-

heptadecafluorooctamethyl- 

P 

84 88243-09-8 

3,6,9,12,15-Pentaoxapentacosan-1-ol, 18,18, 19,19,20, 

20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,25-

heptadecafluoropentamethyl-, acetate 

P 

85 121500-31-0 
1,2-Propanediol, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)oxy]- 
P 

86 67549-47-7 
11,14,17,20,23,26,29,32-Octaoxaoctatetracontan-33-one, 

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro- 
U 

87 67535-33-5 

Tridecanoic acid, 27,27,28,28,29,29,30,30,31,31, 32,32,33,33, 

34,34,34-heptadecafluoro-3,6,9,12, 15,18,21,24-octaoxatetra 

triacont-1-yl ester 

- 

88 38565-53-6 
Oxirane, 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro 

nonyl)- 
P 

89 114482-33-6 
Oxirane, 2-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)oxy]methyl]- 
- 

90 99679-40-0 

1-Decanaminium, N,N-diethyl-3,3,4,4,5,5, 

6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-2-hydroxy-N-

methyl-, iodide (1:1) 

- 
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91 93776-18-2 

1-Undecanaminium, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,11-

heptadecafluoro-2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-

methyl-, iodide (1:1) 

P 

92 94817-79-5 
2-Undecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,11-

nonadecafluoro-1-[(1-methylpropyl) amino]- 
P 

93 94817-80-8 
2-Dodecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 12,12,12-

nonadecafluoro-1-[(1-methylpropyl) amino]- 
P 

94 121912-26-3 

1-Propanaminium, 3-[[4-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 

9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]-1,4-dioxo-2-buten-1-

yl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide (1:1) 

- 

95 25935-14-2 
Pyridinium, 1-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-

heptadecafluorodecyl)-, iodide (1:1) 
- 

96 100155-23-5 

Ethanaminium, N-ethyl-2-[[[[3-[[[[3-[[[[3-

[[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadeca 

fluorodecyl)oxy]carbonyl]amino]methylphenyl] 

amino]carbonyl]amino]methylphenyl]amino]carbonyl]amino]

methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]-N,N-dimethyl-, ethyl 

sulfate 

P 

97 100107-48-0 

Ethanaminium, N-ethyl-2-[[[[3-[[[3-[[[3-[[[(3,3,4,4,5,5,6, 

6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadeca 

fluorodecyl)oxy]carbonyl]amino]methylphenyl] 

carbonimidoyl]amino]methylphenyl]carbonimidoyl]amino]me

thylphenyl]amino]carbonyl]oxy]-N,N-dimethyl-, ethyl sulfate 

P 

98 2089109-26-0 
1-Decanaminium, N-(carboxymethyl)-3,3,4,4,5,5, 

6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-N,N-dimethyl- 
D 

99 2089109-27-1 

1-Dodecanaminium, N-(carboxymethyl)-

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-

heneicosafluoro-N,N-dimethyl- 

- 

100 145441-32-3 

1-Decanaminium, N-(carboxymethyl)-3,3,4,4,5,5, 

6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-N,N-dimethyl-, inner 

salt 

- 

101 171184-16-0 

1-Dodecanaminium, N-(carboxymethyl)-

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-nonadecafluoro-

N,N-dimethyl-, inner salt 

U, D 
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102 171184-17-1 

1-Tetradecanaminium, N-(carboxymethyl)-

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-

tricosafluoro-N,N-dimethyl-, inner salt 

U, D 

103 171184-04-6 

1-Dodecanaminium, N-(carboxymethyl)-

3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-eicosafluoro-

N,N-dimethyl-, inner salt 

U, D 

104 2089109-30-6 

1-Dodecanaminium, N-(carboxymethyl)-5,5,6,6, 

7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heptadeca fluoro-N,N-

dimethyl- 

D 

105 80234-03-3 

1-Undecanaminium, 2-(acetyloxy)-N-(carboxy methyl)-

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoro-N,N-

dimethyl-, inner salt 

U 

106 80244-66-2 

1-Tridecanaminium, 2-(acetyloxy)-N-(carboxy methyl)-

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12, 12,13,13,13-

heneicosafluoro-N,N-dimethyl-, inner salt 

U 

107 34143-74-3 
1-Decanethiol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-

heptadecafluoro- 
P 

108 76830-13-2 
2-Propenamide, telomer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 

8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-1-decanethiol 
- 

109 121913-10-8 
2-Propenamide, telomer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10, 

10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-1-dodecanethiol - 

110 39108-34-4 
1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,10-

heptadecafluoro- 
D, P 

111 120226-60-0 
1-Dodecanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8, 

8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro- 
- 

112 438237-73-1 
1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,10-

heptadecafluoro-, potassium salt (1:1) 
- 

113 63225-57-0 
1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepta 

decafluoro-, 1-(hydrogen sulfate), ammonium salt (1:1) 
P 

114 63255-58-1 

1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 

11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, 1-(hydrogen sulfate), 

ammonium salt (1:1) 

P 
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115 54950-06-0 
Butanedioic acid, 2-sulfo-, 1,4-bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 

9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) ester, sodium salt (1:1) - 

116 441765-12-4 
Acetic acid, 2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-

heptadecafluorodecyl)thio]-, lithium salt (1:1) 
P 

117 54207-62-4 
Propanoic acid, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-

heptadecafluorodecyl)thio]- 
D 

118 481050-04-8 
Propanoic acid, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-

heptadecafluorodecyl)thio]-, lithium salt (1:1) 
- 

119 441765-14-6 
Ethanesulfonic acid, 2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)thio]-, lithium salt (1:1) 
P 

120 160819-47-6 
2-Propanol, 1,3-bis[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)thio]- 
P 

121 160819-50-1 
2-Propanol, 1-[(2-dodecylhexadecyl)oxy]-3-[(3,3,4,4,5,5, 

6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]- 
P 

122 160819-49-8 

2-Propanol, 1-[(2-decyltetradecyl)oxy]-3-

[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)thio]- 

P 

123 121912-28-5 

2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxa-27-thiaheptatria contan-25-ol, 

30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,35, 35,36,36,37,37,37-

heptadecafluoro- 

- 

124 727351-53-3 

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-

[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)thio]- 

U, D 

125 1513864-17-9 

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-

[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12, 12-

heneicosafluorododecyl)thio]- 

U, D 

126 71940-07-3 

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4, 

4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-, 

chloride (1:1) 

U 

127 71625-52-0 

Ethanaminium, 2-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-

heptadecafluorodecyl)thio]ethoxy]-N,N,N-trimethyl-, iodide 

(1:1) 

- 
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通し
番号 CAS No. Designation Type 分類注 

128 1513863-91-6 
Acetamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 

7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]- D 

129 1513863-92-7 

Acetamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 

7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12, 12,12-heneicosafluorododecyl) 

thio]- 

D 

130 704870-51-9 

1-Propanaminium, 3-[[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 

9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]acetyl] amino]-

N,N,N-trimethyl- 

D 

131 1513864-01-1 

1-Propanaminium, 3-[[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10, 

11,11,12,12,12-heneicosafluorodo decyl)thio]acetyl]amino]-

N,N,N-trimethyl- 

D 

132 67333-62-4 

1-Propanaminium, N-ethyl-3-[[3-[(3,3,4,4,5, 5,6,6,7,7,8,8,9,9, 

10,10,10-heptadecafluorodecyl) thio]-2-methyl-1-

oxopropyl]amino]-N,N-dimethyl-, ethyl sulfate (1:1) 
- 

133 1513863-96-1 

1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-[[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 

7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]acetyl] 

amino]-N,N-dimethyl-, inner salt 
D 

134 1513863-97-2 

1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-[[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 

7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12, 12,12-heneicosafluorododecyl) 

thio]acetyl] amino]-N,N-dimethyl-, inner salt 
D 

135 1383438-89-8 

Butanoic acid, 4-[[3-(dimethylamino)propyl] amino]-2-

[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) 

thio]-4-oxo- 

U 

136 1383438-90-1 

Butanoic acid, 4-[[3-(dimethylamino)propyl] amino]-2-

[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,12,12-heneicosa 

fluorododecyl)thio]-4-oxo- 

U 

137 93128-66-6 
Glycine, N-[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-

heptadecafluorodecyl)thio]-2-hydroxypropyl]-N-methyl- 
- 

138 755698-73-8 

1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10, 

10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-1-oxopropyl]amino]-2-

methyl- 

U, D 
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通し
番号 CAS No. Designation Type 分類注 

139 690947-60-5 

1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10, 

10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro dodecyl)thio]-1-

oxopropyl] amino]-2-methyl- 

U, D 

140 62880-96-0 

1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 

7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-1-

oxopropyl]amino]-2-methyl-, sodium salt (1:1) 

- 

141 62880-98-2 

1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7,8,8, 

9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro dodecyl)thio]-1-

oxopropyl]amino]-2-methyl-, sodium salt (1:1) 

- 

142 1513864-19-1 
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4, 

5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)sulfinyl]- D 

143 1513864-12-4 

1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7, 

7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) sulfinyl]-1-

oxopropyl]amino]-2-methyl- 

D 

144 1513864-11-3 

1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7,8,8,9,9,10, 

10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro dodecyl)sulfinyl]-1-

oxopropyl]amino]-2-methyl- 

D 

145 80475-33-8 
1-Decanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxido amino)propyl]-

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadecafluoro- 
U, P 

146 80475-34-9 
1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxido amino)propyl]-

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-N-methyl- 
P 

147 34455-23-7 
1-Decanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino) propyl]-

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro- 
U, D, P 

148 34455-24-8 

1-Dodecanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino) propyl]-

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,12,12-

heneicosafluoro- 

U, D, P 

149 438237-77-5 

1-Propanaminium, 3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)sulfonyl] amino]-N,N,N-trimethyl-, 4-

methylbenzene sulfonate (1:1) 

P 

150 34455-21-5 

1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-

[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)sulfonyl]amino]-N,N-dimethyl-, inner 

salt 

U, D, P 
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通し
番号 CAS No. Designation Type 分類注 

151 34455-35-1 

1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-

[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-

heneicosafluorododecyl)sulfonyl]amino]-N,N-dimethyl-, inner 

salt 

U, D, P 

152 34695-29-9 

Ethanaminium, N-(2-carboxyethyl)-2-[[(3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7, 

8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro decyl)sulfonyl]amino]-N,N-

dimethyl-, inner salt 

P 

153 34695-31-3 

Ethanaminium, N-(2-carboxyethyl)-2-[[(3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7, 

8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl) 

sulfonyl]amino]-N,N-dimethyl-, inner salt 
P 

154 441765-18-0 
Glycine, N-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)sulfonyl]-N-propyl-, lithium salt 
P 

155 98900-53-9 

β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-N-[6-[[(3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,8,8, 

9,9,10,10,10-heptadecafluoro decyl)sulfonyl]amino]hexyl]-, 

dipotassium salt 

P 

156 246234-80-0 
Silane, (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-

heptadecafluorodecyl)tris(1-methylethoxy)- 
- 

157 1189587-64-1 
Silane, tetrakis[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-

heptadecafluorodecyl)thio]ethyl]- 
P 

158 934505-67-6 

2-Propenoic acid, polymer with 2-ethenylnaphthalene and 

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,11-heptadecafluoro-2-

hydroxyundecyl 2-propenoate 

P 

159 142636-88-2 

2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,12,12-

heneicosafluorododecyl 2-propenoate, 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-

propenoate and 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-

pentacosafluorotetradecyl 2-propenoate 

U 

160 138473-79-7 
Glycine, N-ethyl-N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

pentadecafluoro-1-oxooctyl)-, ammonium salt 
P 

161 89932-71-8 
Octanamide, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-N-

(14-hydroxy-3,6,9,12-tetraoxatetradec-1-yl)- P 
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通し
番号 CAS No. Designation Type 分類注 

162 178766-44-4 
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2,2,3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,7-

pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-, chloride (1:1) P 

163 376-23-8 
Octanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2,2,3,3,4,4,5,5, 

6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- 
D 

164 335-90-0 

1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2,2,3,3,4, 

4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-, 

iodide (1:1) 

P 

165 91707-61-8 

1-Pentanaminium, N,N,N-trimethyl-5-

[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8, 8,8-pentadecafluoro-1-

oxooctyl)amino]-, iodide (1:1) 

P 

166 30295-53-5 
Octanamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- 
P 

167 308-01-0 
Pyridinium, 1-[2-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]ethyl]-, chloride (1:1)   
P 

168 331755-02-3 
Pyridinium, 1-[2-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]ethyl]-, bromide (1:1) 
P 

169 103555-98-2 

Piperazinium, 1-(2-hydroxyethyl)-1-methyl-4-

(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)-, 

chloride (1:1) 

P 

170 90179-39-8 

1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-

[(2,2,3,3, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-

oxooctyl)amino]-, inner salt 

D, P 

171 5158-52-1 

1-Propanaminium, N-(2-carboxyethyl)-3-

[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-pentadecafluoro-1-

oxooctyl)amino]-N,N-dimethyl-, inner salt 

P 

172 57670-46-9 
Ethanesulfonic acid, 2-[ethyl(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-

pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-, potassium salt (1:1) 
P 

173 98900-76-6 

1-Propanesulfonic acid, 3-[(3-aminopropyl) 

(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-

oxooctyl)amino]-2-hydroxy-, sodium salt (1:1) 

P 

174 98900-75-5 

Benzenesulfonic acid, 4-[[[3-(methylamino) 

propyl](2,2,3,3,4,4 ,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-

oxooctyl)amino]methyl]-, sodium salt (1:1) 

P 
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通し
番号 CAS No. Designation Type 分類注 

175 98046-76-5 
Octanamide, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-N-

[3-(trimethoxysilyl)propyl]- 
P 

176 154380-30-0 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[dimethoxy[3-[(2,2,3,3,4,4,5,5, 

6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]propyl]silyl]-

ω-[[dimethoxy[3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-

pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]propyl]silyl]oxy]- 

P 

注 U:used、U*:currently used (used after 2017)、D:detected analytically in products、P:patented、 
AP:approved in the past 

 

 

3.1.3  POPs 条約及び PIC 条約の関連会議における対応 

(1)  第 16 回残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC16） 

POPs 条約対象物質への追加を提案された候補物質を検討するために設置された POPRC

の第 16 回会合 (POPRC16) が、2021 年 1 月 11 日～16 日、オンラインにて開催された。（な

お、POPRC16 がオンライン開催となり議論の時間が制限されることから POPRC16 の開催

に先立ち、事前に意見を取集し POPRC16 の議論を促進させるために 2020 年 12 月 1 日～3

日、プレミーティングがオンラインにて開催された。）以下に POPRC16 の会合概要を報告

する。 

なお、POPRC16 のレポート (Advance 版) (UNEP/POPS/POPRC.16/9) (英文) を【添付資料

8】に、その和文翻訳を【添付資料 9】に示す。また、【添付資料 10】として、POPRC16 で

審議されたデクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体のリスクプロファイル

案 (UNEP/POPS/POPRC.16/2) の和文翻訳を示す。 

 

① 会合の概要 

POPRC16 の暫定議長は Mr. Peter Dawson（ニュージーランド）、メンバーとしての参加国

は、日本、ガーナ、モロッコ、トーゴ、コンゴ、エジプト、エチオピア、ナミビア、インド、

イラン、パキスタン、イエメン、中国、タイ、ベラルーシ、ウクライナ、ポーランド、コス

タリカ、ペルー、スリナム、アルゼンチン、エクアドル、オーストリア、カナダ、デンマー

ク、ニュージーランド、ベルギー、ドイツ、ノルウェーの 29 カ国であり、レソト及び韓国

は欠席であった。 

POPRC16 では、デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体並びにメトキシ

クロルのリスクプロファイル案の検討、UV-328 の提案文書の検討、DecaBDE 及び SCCPs の

個別の適用除外に関連する情報の検討、附属書 A 第 IV 部及び第 V 部第 2 項に準じた臭素

化ジフェニルエーテルの評価及び検討、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び
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PFOA 関連物質に該当する物質の例示リストの検討が行われた。 

以下に POPRC16 での主な検討結果を示す。 

 

 POPs 候補物質の検討結果 

 デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体 

リスクプロファイル案を審議し、残留性、生物蓄積性、長距離移動性及び有害性等を

検討した結果、残留性、生物蓄積性及び長距離移動性に関する情報はデクロランプラス

並びにその syn-異性体及び anti-異性体が重大な悪影響をもたらす恐れがあると結論付

けるのに十分であったが、有害性に関しては現状の情報では十分であるという合意が

得られなかったため、今後更なる情報を収集し、次回会合（POPRC17）において議論を

継続することが決定された。 

 メトキシクロル 

リスクプロファイル案を審議し、残留性、生物蓄積性、長距離移動性及び有害性等を

検討した結果、メトキシクロルが重大な悪影響をもたらす恐れがあるとの結論に達し、

附属書 F（リスク管理に関する評価の検討）の段階へ進めることが決定された。 

 UV-328 

提案国から提出された提案文書について、残留性、生物蓄積性、長距離移動性及び有

害性等を審議した結果、UV-328 が附属書 D のスクリーニング基準を満たすとの結論に

達し、附属書 E（リスクプロファイル案の作成）の段階へ進めることが決定された。 

 

 その他の技術的課題の検討結果 

 PFOA とその塩及び PFOA 関連物質に該当する物質の例示リスト 

PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の例示リストの改定について、締約国及びオブザ

ーバーから意見収集を行うことが決定された。 

 

② 議事次第 

POPRC16 の議事次第及び検討内容を表 3.1-16 に示す。 

 

表 3.1-16 POPRC16 の議事次第及び検討内容 

議題 検討内容の概要 会議資料 

1 開会 2021 年 1 月 11 日（月）20:0020 開会。 － 
2 組織事項 
 (a) 議題の採択 事務局より提示された議題案が採択された。 1 
 (b) 作業の構成 会合のシナリオメモ、暫定スケジュールについて確 Add.1 

                                                        
 
20 時間表記は全て日本時間とする。 
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議題 検討内容の概要 会議資料 

認。必要に応じて Contact Group、Drafting Group 及

び Friends of the Chair Group を設置し、検討を進め

ることが確認された。 

INF/1/Rev.1 
INF/2/Rev.1 

3 メンバー交代 2020 年 5 月からの新メンバーが紹介された。 INF/3 
4 技術的課題 

(a) リスクプロファイル案の検討 
(i) デクロランプラス並

びにその syn-異性

体及び anti-異性体 

会期間作業グループにおいて作成されたリスクプロ

ファイル案について検討された。 
2 
INF/4 
INF/14 
CRP.2 
CRP.3 

(ii) メトキシクロル 会期間作業グループにおいて作成されたリスクプロ

ファイル案について検討された。 

3 
INF/5 
CRP.1/Rev.1 
CRP.8 

(b) 化学物質の附属書 A、B 及び/または C への掲載勧告の検討 
UV-328 スイスからの提案文書について検討された。 4 

INF/6/Rev.1 
CRP.7 

(c) DecaBDE 及び

SCCPs の個別の適

用除外に関連する

情報の検討 

会期間作業グループが作成した附属書 A に掲載さ

れている DecaBDE 及び SCCPs の個別の適用除外

に関する報告書案について検討された。 

5 
INF/7 
INF/8 
INF/9 
INF/10 
CRP.4 
CRP.5 

(d) 附属書 A 第 IV 部

及び第 V 部第 2 項

に準じた臭素化ジフ

ェニルエーテルの評

価及び検討 

事務局が作成した附属書 A 第 IV 部及び第 V 部第

2 項に準じた臭素化ジフェニルエーテルの評価及び

検討のための報告書案について検討された。 

6 
INF/11/Rev.1 

(e) PFOA とその塩及び

PFOA 関連物質に

該当する物質の例

示リスト 

事務局が作成した PFOA とその塩及び PFOA 関連

物質に該当する物質の例示リストについて検討され

た。 

7 
INF/12 
CRP.6 

5 POPRC 委員会作業へ

の効果的な参加に関す

る報告 

効果的な参加を支援するための事務局の取組みが

報告された。 
INF/13 

6 会期間の作業計画

（POPRC16～
POPRC17） 

デクロランプラス並びにその syn-異性体及び

anti-異性体並びに UV-328 のリスクプロファイル案の

作成、メトキシクロルのリスク管理評価書案の作成、

8 
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議題 検討内容の概要 会議資料 

長距離移動性の基準の適用に関するガイダンスの

作成の作業グループが設置された。 
7 POPRC17 の開催日程

及び開催場所 
2021 年 9 月 27 日‐10 月 1 日にローマで開催される

予定である。 
- 

8 その他の議題 
   

9 報告書の採択 POPRC16 の報告書案を確認し、採択された。 - 
10 閉会 1 月 16 日（土）27:02 閉会。 - 
* 会議資料は UNEP/POPS/POPRC.16/の後の番号を記載 

 

 

(2)  第 16 回化学物質検討委員会（PICCRC16） 

PIC 条約対象物質への追加を提案された候補物質を検討するために設置された化学物質

検討委員会の第 16 回会合 (PICCRC16) が、2020 年 9 月 8 日～11 日、オンラインにて開催

された。以下に PICCRC16 の会合概要を報告する。 

なお、PICCRC16 のレポート (UNEP/FAO/RC/CRC.16/6) (英文) を【添付資料 11】に示す。 

 

① 会合の概要 

PIC 条約とは、正式名称を「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤につ

いての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」といい、1998 年 9

月に採択され、2004 年 2 月に発効した。本条約は、先進国で使用が禁止または厳しく制限

されている化学物質や駆除剤が、開発途上国にむやみに輸出されることを防ぐために、締約

国間の輸出に当たっての事前通報/同意手続（Prior Informed Consent）等を規定したものであ

る。 

本条約の下、条約附属書 III に掲載された化学物質に関する輸入国側の輸入条件が全ての

締約国に回付され、これに基づき輸出国は輸入国の当該化学物質の輸入意思を確認した上

で輸出を行うこととなる。また、各締約国が独自に禁止又は厳しく制限した化学物質を輸出

する際には、事前に輸入国へ当該化学物質の有害性情報などを通報することとなる。 

条約附属書 III に化学物質を掲載する為には、その化学物質の通報が条約附属書 II もしく

は附属書 IV の要件を満たす必要があり、この要件を満たしているか否かを検討するために、

専門家による化学物質検討委員会（Chemical Review Committee、CRC）が設置されている。

ストックホルム条約との連携を重視し、第 10 回会合よりストックホルム条約の専門家委員

会と連続して、同一場所で開催されてきたが、第 16 回会合は新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の世界的な感染拡大に伴い対面での開催が困難であるとして、オンラインで

開催された。 

PICCRC16 の議長は Ms. Noluzuko Gwayi（南アフリカ）、メンバーとしての参加国は、ア
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ンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストリア、ベルギー、カナダ、

中国、コロンビア、エクアドル、フィンランド、ガーナ、ガイアナ、インド、インドネシア、

ラトビア、モルディブ、マルタ、ネパール、ニュージーランド、パキスタン、ポーランド、

ルワンダ、セネガル、スリランカ、スイス、タイ、チュニジア、タンザニア、ジンバブエの

30 カ国で、コンゴが欠席であった。 

PICCRC16 では、デカブロモジフェニルエーテル（decaBDE）の決定指針文書の検討と、

PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の新規通報についての検討が行われた。 

以下に PICCRC16 での主な検討結果を示す。 

 

  PIC 条約附属書 III 追加候補物質の検討結果 

 decaBDE 

決定指針文書案について検討し、decaBDE について、附属書 III への追加を COP に

勧告することが決定された。 

 PFOA とその塩及び PFOA 関連物質 

ノルウェーからの新たな通報について検討し、その内容に基づいて PICCRC15 で決

定された決定指針文書案の改訂案が最終化され、PFOA とその塩及び PFOA 関連物質

の附属書 III への追加を COP に勧告することが決定された。 

ノルウェーの新たな通報により、対象物質の CAS No.に基づく網羅的リストの入手

は困難となった。決定指針文書案では、ロッテルダム条約事務局に対し、COP で附属

書 III への追加が決定された場合には CRC と協議の上、PFOA とその塩及び PFOA 関

連物質の一覧表を作成してロッテルダム条約のウェブサイトで公開し、定期的に更新

することの要請が盛り込まれた。 

 

② 議事次第 

PICCRC16 の議事次第及び検討内容を表 3.1-18 に示す。 

 

表 3.1-18 PICCRC16 の議事次第及び検討内容 

議題 検討内容の概要 会議資料* 
1 開会 2020 年 9 月 8 日（火）20:0021 開会。 － 
2 組織事項 
 (a) 議題の採択 事務局より提示された議題案を採択。 1 

1/Add.1 
 (b) 作業の構成 会合のシナリオメモ、暫定スケジュールについて

確認。必要に応じて、Contact Group 及び Drafting 
Group を設置し検討を進めることを確認。 

1 
2 

                                                        
 
21 時間表記は全て日本時間とする。 
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議題 検討内容の概要 会議資料* 
3 メンバー交代 2022 年 4 月の任期満了に伴う新メンバーの選出

に関する説明。 
INF/3 

4 技術的課題 
(a) 決定指針文書案の検討 
decaBDE 会期間作業グループにおいて作成された決定指

針文書案について検討された。 
3 
INF/6 

(b) 最終規制措置通報の事前審査に関する事務局からの報告 2 
INF/4 
INF/5 

(c) 最終規制措置の評価  
(i) PFOA とその塩及

び PFOA 関連物質 
ノルウェーからの通報について検討された。 4 

INF/7 
INF/8 
INF/9 

5 PICCRC17 の開催日程

及び開催場所 
2021 年 9 月 20 日‐24 日にローマで開催予定であ

る。COVID-19 の感染拡大状況や CRC における

議題の数に応じて、会議の期間等は変更される可

能性がある。 

- 

6 その他の議題 
(a) Handbook of Working Procedures and Policy Guidance for the Chemical 

Review Committee の更新 
- 

(b) 委員会作業への効果的な参加を促進する活動に関する報告 - 
(c) PICCRC16 - 17 の会期間タスクグループ作業のタイムスケジュール INF/5 

7 報告書の採択 PICCRC16 の報告書案の確認及び採択。 6 
8 閉会 9 月 11 日（金）21:20 閉会。  
* 会議資料は UNEP/FAO/RC/CRC.16/の後の番号を記載 

 

(3)  国内検討会議の開催 

大学教授や研究機関などの専門家らによる検討会議をオンラインにて開催し、POPRC15

から POPRC16 に向けて行われている会期間作業の動向・議論を踏まえ、POPRC16 対応に

ついて有識者の意見を聴取し、取りまとめを行った。また、POPRC16 の結果について有識

者への報告を行った。 

 

① 第 1 回国内検討会議 

2020 年 11 月 24 日に第 1 回国内検討会議をオンラインにて開催し、POPRC16 への対応

について有識者の意見を聴取し、取りまとめを行った。 

UV-328 の提案文書のうち、残留性、生物蓄積性について説明した。有識者による議論の

結果、UV-328 の残留性と生物蓄積性については附属書 D のスクリーニング基準を満たす
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ことが合意された。ただし、プラスチックを介した長距離移動性については新たな概念と

して考え方の整理が必要であるとの結論になった。 

デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体のリスクプロファイル案のう

ち、発生源等の概要、残留性及び生物蓄積性について説明した。BCF＞5000 を示す文献が

1 報のみであり、再度内容の確認を行うこととなった。また、有害性の情報が不十分であ

り日本としてもう一年データ収集を提案する方向で、専門家にご協力いただきながら

POPRC16 での説明資料を作成することとなった。 

メトキシクロルのリスクプロファイル案のうち、発生源等の概要、残留性及び生物蓄積

性について説明した。 

PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の例示リストについて、スイスから 176 物質の追加

提案があった旨を説明した。 

 

② 第 2 回国内検討会議 

2021 年 2 月 9 日に第 2 回国内検討会議をオンラインにて開催し、POPRC16 の結果報告

を行った。 

UV-328 の提案文書について、POPRC16 における日本の対応と各国からの主なコメント

内容を報告した。議論の結果、UV-328 は附属書 D のスクリーニング基準を満たすとの結

論に達し、リスクプロファイル案を作成する段階に進むこととなった旨を報告した。さら

に、プラスチックを介した長距離移動性について議論となり、様々な意見が出されたこと

から、会期間作業グループとして、長距離移動性に関するガイダンス作成のワーキンググ

ループが設置された旨も報告した。 

デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体のリスクプロファイル案につい

て、POPRC16 における日本の対応と各国からの主なコメント内容を報告した。有害性に関

する情報は十分か、次の附属書 F（リスク管理評価）の段階に進めるかどうかが議論とな

ったが、メンバー間で意見が分かれ最終的に合意できなかったため、次回の POPRC17 ま

でに有害性情報が追加的に収集されることとなった旨を報告した。 

メトキシクロルのリスクプロファイル案について、POPRC16 における日本の対応と各国

からの主なコメント内容を報告した。議論の結果、当該物質が長距離移動の結果、重大な

悪影響をもたらすおそれがあるとの結論に達し、リスク管理評価書を作成する段階に進め

ることが決定した旨を報告した。 

PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の例示リストについて、POPRC16 における日本の対

応と各国からの主なコメント内容を報告した。追加提案された物質についての検討に時間

を要する旨のコメントが多く、176 物質追加前のリストをベースに、意見聴取が実施され

修正をすすめるという決議が採択された旨を報告した。 
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  非意図的に含有する高懸念物質等に関する海外規制状況調査 

3.2.1  欧州 REACH 規則 

(1) 概要 

REACH（Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals；化学物質の登

録、評価、認可及び制限に関する規則）は、2007 年 6 月 1 日に発効した EU の化学品の規

則であり、「人の健康と環境の高レベルの保護、ならびに、EU 市場での物質の自由な流通

の確保と EU 化学産業の競争力と革新の強化」を目的としている。 

従来の規則との相違点としては以下が挙げられる。 

 新規化学物質だけでなく、既存化学物質も規制の対象 

 ばく露評価、リスク評価、リスク管理を産業界に要求 

 製品（成形品）に含まれる化学物質も対象 

 サプライチェーンにおける情報伝達を義務付け 

 

REACH の主な要素として、「登録」「評価」「認可」「制限」の 4 つがある。 

登録（Registration） 

事業者当たり年間 1 トン以上を製造輸入する場合は、ECHA（European Chemicals 

Agency）に物質を登録する必要がある（第 6 条）。登録する情報は数量に応じて段階

的に増加する。成形品中に含まれる物質についても登録が必要。 

評価（Evaluation） 

ECHA が登録情報の適合性の確認、試験提案の評価を実施する（第 40 条～第 43

条）。また、登録された物質の中から ECHA 及び加盟国が物質を特定しリスク評価を

行う。これは CoRAP（Community rolling action plan）として実施されている（第 44 条

～第 48 条）。 

認可（Authorisation） 

極めて懸念の高い物質については原則製造・輸入・使用禁止とし、用途ごとの許可

制とする（第 56 条）。詳細は(2)③参照。 

制限（Restriction） 

人や環境に容認し難いリスクがある場合、製造・輸入、使用について制限する（第

68 条）。詳細は(2)④参照。 
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(2) 製品含有化学物質に関する規制等 

REACH では成形品（アーティクル）の義務として以下の義務が定められている 22, 23。 

なお、高懸念物質（SVHC：Substances of Very High Concern）は、REACH 規則の附属書

XIV の認可対象物質の候補となる物質で、以下のように定義されている。 

SVHC の定義（第 57 条） 

a) 発がん性区分 1A 又は 1B の物質 

b) 変異原性区分 1A 又は 1B の物質 

c) 生殖毒性区分 1A 又は 1B の物質 

d) PBT 物質（難分解性、生物蓄積性、有害性である物質） 

e) vPvB 物質（極めて難分解性で生物蓄積性が非常に高い物質） 

f) 上記以外に人健康や環境に重大な影響が起こりうる科学的な証拠があり、(a)～(e)

と同等の懸念を引き起こす物質。例えば、内分泌かく乱物質等（個別に検討） 

 

① 登録に関する義務（EU 域内の生産者又は輸入者の義務） 

通常及び当然予見できる使用条件下で、その成形品から物質が意図的に放出され、その物

質が成形品中に、1 生産者又は輸入業者あたり年間 1 トンを越える量で存在し、その用途が

登録されていない場合は、登録が必要。[第 7 条(1)] 

 

② SVHC に特定されると発生する義務（EU 域内の生産者又は輸入者の義務） 

・ 0.1 重量％を超える濃度、かつ 1 トン／年以上の SVHC を含む成形品の製造者または

輸入者は、ECHA に届出なければならない。ただし、人又は環境へのばく露を排除し

得る場合および既にその使用のために登録されている場合は届出不要。[第 7 条(2)] 

・ SVHC が成形品中に 0.1 重量％を超えて含有される場合には、成形品の供給者は川下

ユーザーに対して、また、消費者から要求がある場合は 45 日以内に無料で、その成

形品を安全に使用できる情報（少なくとも物質名）を提供する義務がある。[第 33 条] 

 

また、成形品ではないが、SVHC そのもの及び SVHC を含む混合物についても以下の義

務が発生する。 

・ SVHC の提供者は、SDS を提供しなければならない。[第 31 条(1)(c)] 

・ SVHC を含む混合物の提供者は、0.1 重量％以上の SVHC を含有する場合、受領者か

らの要求により SDS を提供しなければならない。[第 31 条(3)] 

 

                                                        
 
22 Guidance on requirements for substances in articles, June 2017, Version 4.0
（https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_en.pdf/cc2e3f93-8391-4944-88e4-efed5fb5112c） 
23 J-Net21 成形品の義務-REACH 規則の基礎（https://j-net21.smrj.go.jp/development/reach/basic/mold.html） 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_en.pdf/cc2e3f93-8391-4944-88e4-efed5fb5112c
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表 3.2-1 成形品（アーティクル）中の物質に関する義務 24 

義務 アーティクル中の物質の

登録 

アーティクル中の物質の

届出 

アーティクル中の物質の

情報伝達 

REACH 規則における

法的根拠 

第 7 条（1） 第 7 条（2） 第 33 条 

関係する行為者 アーティクルの生産者 

及び 

アーティクルの輸入業者 

アーティクルの生産者 

及び 

アーティクルの輸入業者 

アーティクルの供給者 

関係する物質 アーティクルから放出さ

れるよう意図される物質 

認可のための極めて懸

念の高い物質（SVHC）

の候補リストに収載され

た物質 

認可のための極めて懸

念の高い物質（SVHC）

の候補リストに収載され

た物質 

トン数閾値 1 トン／年 1 トン／年 － 

アーティクル中の濃度

閾値 

－ 0.1 重量％ 0.1 重量％ 

下記に基づき可能な、義務からの免除： 

既に当該使用のため

に物質が登録済み

（第 7 条(6)） 

Yes Yes No 

「ばく露の除外」に基

づく（第 7 条(3)） 

No Yes No 

 

 

③ 認可（Authorisation） 

認可は主に物質の規制であるが、成形品への物質の組込みには適用される。一方、物質が

輸入される成形品の一体部分として EU 内に輸入される場合は適用されない。 

・ 懸念の高い物質については原則製造・輸入・使用禁止とし、用途ごとの許可制とする

（第 56 条）。具体的には、附属書 XIV に収載された物質は認可を受けなければ上市

又は使用ができない。附属書 XIV の認可物質は次のような流れで決定される。 

                                                        
 
24 JETOC 特別資料 No.431, EU REACH の手引書「アーティクル中の物質に対する要件に関する手引き」（第 4
版）より引用一部改変 
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 CoRAP や ECHA 及び加盟国からの提案（Registry of Intentions）によりリスク評価

が実施され CLS（Candidate List of substances of very high concern for Authorisation）

が半年毎に更新される。 

 CLS（SVHC として特定された物質）からさらにリスク評価、用途、生産量、代

替物質などを考慮し、認可物質を特定し附属書 XIV に収載する。2020 年 8 月末

現在で 54 物質が認可物質として収載されている 25。 

・ 認可の要求は、附属書 XIV に収載された物質そのものの上市と使用、混合物中の物質

の上市と使用、成形品への物質の組込みに適用される（第 56 条(1)）。 

・ 従って、附属書 XIV に収載された物質が他の物質の不純物、添加物、あるいは、成分

要素のみである場合は、附属書 XIV のエントリーで指定されていない限り（例えば、

物質 W、および、物質 W を x ％以上含有する物質 X, Y ,Z）、または、他の物質とし

て附属書 XIV に収載されていない限り、通常は適用されない（ECHA Q&As26）。 

・ 認可は、物質が輸入される成形品の一体部分として EU 内に輸入される場合は、要求

されない（成形品中の物質に関するガイダンス 27より）。 

・ 附属書 XIV に収載された物質が混合物の成分として含まれている場合、この使用には

認可要件が適用される（すなわち、混合物の製剤）。さらに、附属書 XIV に収載され

た物質が REACH 第 56 条(6)で定められた濃度制限を下回る濃度で混合物中に存在し

ない限り、そのような混合物の市場への投入および使用には認可が必要である

（ECHA Q&As26）。 

・ 認可の要求は、物質が混合物中に以下のように存在する場合、その使用には適用され

ない（第 56(6)）。 

(a) 第 57 条(d)、(e)及び(f)に言及される物質（PBT/vPvB 物質、内分泌かく乱性物質

等）について 0.1 重量％の濃度限界値未満 

(b) 他の全ての物質については、CLP 規則 28第 11 条(3)注 に規定された、混合物を有

害性としての分類に至らせる値未満（カットオフ値未満） 

 

                                                        
 
25 https://echa.europa.eu/authorisation-list 
26 https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/scope/REACH/Authorisation 
27 Guidance on requirements for substances in articles, June 2017, Version 4.0
（https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_en.pdf/cc2e3f93-8391-4944-88e4-efed5fb5112c） 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:02008R1272-20190726 

https://echa.europa.eu/authorisation-list
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/scope/REACH/Authorisation
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_en.pdf/cc2e3f93-8391-4944-88e4-efed5fb5112c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:02008R1272-20190726
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注：CLP 規則第 11 条(3) は、「The cut-off value referred to in paragraphs 1 and 2 shall be 

determined as set out in section 1.1.2.2 of Annex I.」と記載されており、このカットオフ値は、

CLP 規則の附属書Ⅰの 1.1.2.2 に従って決定することになる。一部の物質では、発がん性や

変異原性、皮膚感作性などの特定濃度限界値が 0.01％や 0.001％と設定されている。 

 

 

④ 制限（Restriction） 

制限は、物質毎に規制内容が異なるが、多くの物質で物質/混合物だけでなく成形品に対

する規制が設けられている。 

・ 人の健康または環境への許容できないリスクが存在する場合、物質それ自身、混合物

中のまたは成形品中の物質の製造、使用または上市について新たな制限を採用する

（第 68 条）。 

・ 具体的には、制限物質として附属書 XVII に物質とその用途の制限が規定されてい

る。用途の制限は特定の用途や全面的な使用制限など、物質毎に決められている。

2020 年 2 月末現在で Entry no.73（途中欠番あり）まで収載されている 29。 

 

(3) 高懸念物質が副生物や不純物として非意図的に含有される場合 

REACH では、懸念の高い物質に関する規制として、前述のように SVHC に特定される

と発生する義務、認可及び制限がある。それぞれ、閾値や適用除外が設定されており、高

懸念物質が副生物や不純物のように非意図的に含有される場合であっても閾値を越える場

合は規制への対応が必要となる。ただし、一部の物質では、非意図的に含有する場合の閾

値や適用除外となる用途等が個別に規定されている。化審法の第一種特定化学物質につい

て閾値等を調査した結果は、表 3.2-6 を参照のこと。 

 

 

3.2.2  欧州 POPs 規則 

(1) 概要 

残留性有機汚染物質に関する規則 (EU) 2019/1021 は、従来の欧州 POPs 規則でありこれまで

に数度改訂されてきた規則 (EC) No 850/2004 を更新した規則であり、欧州における POPs 条約担

保法である。POPs 条約対象物質及びそれ以外の一部の物質について、原則として EU における

製造、上市を禁止するとともに、POPs の廃棄物管理についても定めている。なお、2020 年 6 月付

で規則 (EU) 2019/1021 の付属書 I に PFOA とその塩及び PFOA 関連物質を追加する規則 (EU) 

2020/784 規則 (EC) No 850/2004 が公布され、欧州 POPs 規則に PFOA が追加されている。 

 
                                                        
 
29 https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
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(2) 非意図的含有の取扱い 

欧州 POPs 規則では、非意図的含有物質は‘unintentional trace contaminant’ (非意図的な痕跡

量の汚染物質) として以下の通り定義されている。 

 

‘unintentional trace contaminant’ (非意図的な痕跡量の汚染物質) については、規則第 4 条 1

項 (b) として、規則第 3 条 (製造、上市及び使用の管理、物質の収載) からの適用除外が認めら

れる物質の 1 つとされており、具体的な条件は附属書 I、II の中で物質毎に規定されている。 

 

 

化審法の第一種特定化学物質及び第一種特定化学物質への追加が予定されている PFOA

とその塩及び PFOA 関連物質を対象に欧州 POPs 規則における非意図的含有の取り扱いを調査

した結果を表 3.2-2 に示す。このうち、規則第 4 条 1 項  (b) に基づく‘unintentional trace 

contaminant’ (非意図的な痕跡量の汚染物質) が具体的に規定された物質を表 3.2-2 に示す。な

お、この他に一部の用途に対する適用除外が別途規定されているものがある。 

 

表 3.2-2 欧州 POPs 規則における非意図的含有の閾値＊ 

物質 非意図的な含有の閾値 

PFOS とその塩及び PFOS 関連物質 ・物質、混合物中: 10 mg/kg (0,001 重量%) 

・半製品、製品、成形品又はその部品中: 0.1 重量% 

ポリ臭素化ジフェニルエーテル (テト

ラ-、ペンタ-、ヘキサ-、ヘプタ-、及び

デカブロモジフェニルエーテル) 

・10 mg/kg (0,001 重量%) 

・テトラ-、ペンタ-、ヘキサ-、ヘプタ-、及びデカブロモジフェニ

ルエーテルの合計で 500 mg/kg 

(b) a substance present as an unintentional trace contaminant, as specified in the relevant 

entries of Annex I or II, in substances, mixtures or articles. 

(参考訳) 

  附属書 I 又は II の関連エントリーにおいて特定された“unintentional trace contaminant” 

として物質、混合物、成形品中に存在する物質 

‘unintentional trace contaminant’ means a level of a substance that is incidentally present in 

a minimal amount, below which the substance cannot be meaningfully used, and above the 

detection limit of existing detection methods to enable control and enforcement;  

(参考訳) 

  「意図しない痕跡量の汚染物質」とは、これを下回ると当該物質を意味のある方法で使

用できなくなるような、付随的に最小量存在する物質のレベルであり、既存の検出方法

の検出限界を超え、管理と施行が可能である物質のレベルである。 
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ヘキサブロモシクロドデカン ・物質、混合物、成形品: 10 mg/kg (0,001 重量%) 

PFOA とその塩及び PFOA 関連物

質 

・PFOA とその塩: 0.025 mg/kg (0.0000025 重量%)  

・PFOA 関連物質又は PFOA 関連物質の合計: 1 mg/kg 

(0.0001 重量%) 

・炭素数 6 以下のフッ素化合物の製造の中間体として使用さ

れる物質中： 20 mg/kg (0.002 重量%) 

・Polytetrafluoroethylene (PTFE) 微粒子中: 1 mg/kg (0.0001

重量%) 

*‘unintentional trace contaminant’として適用除外とされる閾値 

 

また、ポリ塩化ビフェニル (PCB)、ポリ塩化直鎖パラフィン (SCCP) については、‘unintentional 

trace contaminant’ (非意図的な痕跡量の汚染物質) とはされていないものの、含有量に応じた管

理措置について規定されている (表 3.2-3)。 

 

表 3.2-3 欧州 POPs 規則におけるその他の管理措置* 

物質 非意図的な含有の閾値 

ポリ塩化ビフェニル 

(PCB) 

加盟国は、2025 年 12 月 31 日までにできるだけ早く、0.005%、0.05 dm3

を超えて PCB を含有する機器 (変圧器、コンデンサー、又は液体原料

を含むその他の容器等) を特定し、使用を止めなければならない。 

ポリ塩化直鎖パラフィン 

(SCCP) 

適用除外として、1 重量%未満の濃度の SCCP を含む物質、混合物、又

は 0.15 重量%未満の濃度の SCCP を含む成形品の製造、上市、及び使

用を認める。 

 * ‘unintentional trace contaminant’として規定された閾値以外の含有閾値を含む管理措置 

 

 

3.2.3  米国 有害物質規制法（TSCA） 

(1) 概要 

TSCA（Toxic Substances Control Act；有害物質規制法）は、有害な化学物質による人の健

康または環境への影響の不当なリスクを防止することを目的として 1977 年 1 月 1 日に発

効。その後、2016 年 6 月 22 日に改正 TSCA が発効した。 

TSCA の Policy（第 2 条(b)）は、「人の健康及び環境に対する化学物質の影響について、

情報を作成するのは化学物質の製造者及び加工者の責任である。」「化学物質による不当な

リスクから、人の健康と環境を保護すると共に、技術革新の妨害や経済的障害を考慮する。」

とされている。 

TSCA の主な要素は以下。 
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・ 製造前届出（PMN；Pre Manufacture Notification）：TSCA インベントリーに掲載さ

れていない物質（＝新規化学物質）について製造前届出が必要。ただし、成形品の

一部として輸入される化学品は除外。 

・ 重要新規利用規則（SNUR；Significant New Use Rule）：重要新規利用規則（取扱い

の制限等）が定められた用途で新たに使用を予定する事業者は、当局への通知が必

要 

・ 化学品データ報告（CDR；Chemical Data Reporting）：TSCA インベントリーに掲載

された物質を年間 25,000 ポンド（約 11 トン）製造・輸入する場合、定期的な量、

用途等の報告が必要 

 

適用対象事業者： 

化学物質を製造、輸入、加工、流通、利用又は処分する個人及び企業。要求事項を

規定する文章には「製造」は出てくるが、「輸入」という言葉は使われていない。し

かし、3 条(7)の定義で「製造は輸入を含む」とされているので実質的に対象となる。 

 

適用対象製品： 

化学物質（substance）と混合物（mixture）。いずれも用途規制（SNUR）の適用を

受ける。成形品（article）は直接には対象にならないが、成形品中の化学物質が SNUR

の適用を受ける。 

 

(2) 製品含有化学物質に関する規制等 30 

① 重要新規利用規則（SNUR） 

重要新規利用規則（SNUR）は、TSCA 第 5 条(a)(2)に基づき重要新規利用であると EPA が

決定した利用を特定し、製造業者、輸入業者及び加工業者がこれらの重要新規利用について

報告する手続を規定する規則（以下に第 5 条(a)を引用記載した）。SNUR の対象となる化学

物質は、定められた要件とともに Subpart E に列挙される。重要新規利用規則には、次の 5

つが定められている。①「作業場における保護」プログラムを確立せずに行う、その物質の

何らかの利用に関係のある製造、輸入又は加工の全ての方式又は方法、②「危険有害性周知

プログラム」を確立せずに行う、その物質の何らかの利用に関係のある製造、輸入又は加工

の全ての方式又は方法、③「工業的、商業的及び消費者活動」、④「処分（焼却、埋立、深

井戸注入以外）」、並びに⑤「水中への放出」。なお、「全ての利用（any use）」と規定されて

いれば、当該化学物質の製造、輸入又は加工は実質的に禁止されている。 

 

                                                        
 
30 JETOC 特別資料 No.434, 米国における化学物質規制の初歩（第 8 版）及び JETOC 特別資料 No.413, 米国

有害物質規制法（第 2 版） より 
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第 5 条 製造及び加工の届出 

(a) 総則 

(1) (A) 何人も、本パラグラフのサブパラグラフ(B)及び(h)項に定める場合を除き、以下を

行ってはならない 

(i) 長官が第 8 条(b)項により要求されるリストを最初に公表した日から 30 日以降に

新規化学物質を製造する、又は 

(ii) 長官がパラグラフ(2)に従い重要新規利用であると決定した使用のために何らか

の化学物質を製造又は加工する。 

(B) 以下に該当する場合、あらゆる者はサブパラグラフ(A)に述べられた措置をとるこ

とができる 

(i) 少なくともそのような製造又は加工を行う 90 日前に、その者が(d)項に従って当

該物質の製造又は加工を行う意図の届出を長官に提出し、かつ(b)項、(e)項及び(f)

項の適用されるあらゆる要件又は前記の各項に従って課されるあらゆる要件を順

守している、並びに 

(ii) 長官が以下を行っている 

(I) その届出の審査を実施している；及び 

(II) (3)項のサブパラグラフ(A)、(B)又は(C)に基づく決定を下し、適用される審査期

間内に、前記のサブパラグラフに基づく決定に伴い要求される措置をとってい

る。 

(2) 化学物質の使用がパラグラフ(1)に基づいてそれに関して届出が要求される重要新規

利用であるという旨の長官による決定は、以下を含む全ての関連要因を考慮した後に

公布される規則により行われるものとする 

(A) 化学物質の製造及び加工の計画数量 

(B) 使用が化学物質に対する人又は環境のばく露の様式又は状態を変える程度、 

(C) 使用が化学物質に対する人又は環境のばく露の規模と期間を増大する程度、並びに 

(D) 化学物質の製造、加工、商業的流通及び廃棄の当然予想される様式及び方法 

 

例えば、物質が②の「危険有害性周知プログラム」に特定される場合には、OSHA のハザ

ードコミュニケーションスタンダードで定めるような文書化されたハザードコミュニケー

ションプログラム、表示、安全性データシート（SDS）、作業員通知及び訓練、既存のハザ

ードコミュニケーションプログラム及び人の健康、環境への危険有害性、ばく露及び予防ス

テートメントの記述を確立しないで利用することが重要新規利用に該当する。従って、これ

らを確立せずに製造、輸入又は加工をする時には、SNUR に従って重要新規利用届出（SNUN）

が必要である。言い換えると、ハザードコミュニケーションプログラム等を確立すれば、重

要新規利用に該当しないので SNUN なしに製造、輸入又は加工が可能であるが、物質の利

用者（つまり製造・輸入業者にとっては顧客）にもハザードコミュニケーションプログラム
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等を確立することが要求される。従って、製造・輸入業者は、その物質が適用される 40 CFR 

§721 Subpart E の特定のセクションを利用者に通知することを含めて、物質の利用者がハザ

ードコミュニケーションプログラム等を確立することを確実にする措置を講じない限り

SNUN なしには製造、輸入できない。 

 

SNUR には既存及び新規物質に関するものがそれぞれあり、多少異なる。 

既存物質の SNUR 

既存物質の SNUR は、既存の化学物質及び混合物が懸念を生じ得る新しい方法で利用

される前に、EPA に届け出ることを要求する。EPA は、第 5 条(a)(2)にリストされたもの

を含む全ての関連因子の考慮後に SNUR の公布を決定する。この中には、指定された利

用が「全ての利用（any use）」と規定されている化学物質もある。このような化学物質は、

その製造、輸入又は加工が実質的に禁止されているのに等しい。 

 

新規物質の SNUR 

既存物質の SNUR に対して、新規物質の SNUR は、第 5 条(e)の同意指令 31に深く関連

する。同意指令により特定の利用が制限された PMN 物質は、このまま NOC（製造又は

輸入の開始届出）32が提出されれば PMN 提出者以外の者は、同意指令で課せられた制限

と関係なくその物質の製造や輸入が可能になり公平性を欠く（同意指令は PMN 提出者

のみを対象としているため）。これを防ぐために第三者の利用を制限する新規物質に関す

る SNUR が公布される。 

一方、PMN に記載された以外の活動が人や環境に悪影響を及ぼすおそれがあると EPA

が判断する場合においても、SNUR が公布される。 

 

② 不純物及び副生物の PMN 免除 

TSCA では PMN 規則の適用を受けない化学品が複数規定されている。不純物及び商業目的

のために使用されない副生物も PMN 規則の適用を受けない。ただし、法に基づいて商業目的の

ために製造されるが、これらは化学物質それ自体として商業的流通のために製造されず、かつそ

の物質、混合物又はそれらが一部であるアーティクルとは別の商業目的を持っていないことが必要

である。 

不純物 

不純物は、他の化学物質と一緒に意図的でなく存在する化学物質を意味すると定義さ

                                                        
 
31 同意指令（Consent Order）：PMN の提出後、リスク上の懸念がなければ製造や輸入が認められるが、

PMN に記載された内容に対して、ある特定の条件下では不当なリスクが起こりうるという判断が出た場

合の条件付きの許可。同意指令はその化学物質の PMN 申請をした事業者のみに効力を発揮する。 
32 PMN を既に提出し、90 日間の審査が終了すれば新規化学物質を製造又は輸入できる。商業目的のため

に新規化学物質を製造又は輸入する者は、製造又は輸入開始後、30 暦日以内に、EPA に製造又は輸入の

開始届出（NOC）を提出しなければならない。 
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れている（40 CFR§720.3）。 

ある新規化学物質と一緒に存在していると予期される全ての不純物に関する情報は、

その新規化学物質の製造前届出（PMN）に含められなければならず、その情報はその物質

により呈されるリスク評価の際に考慮される。最大重量％及び利用可能なら CAS 登録番

号が、第 5 条届出書式に記載されるべきである。それらの不純物が特定されていなけれ

ば、それらの存在が書き留められ、かつそれらの総重量％が推定されるべきである。 

商業目的のために使用されない副生物 

副生物は、他の化学物質又は混合物の製造、加工、使用又は廃棄中に別の商業的意図な

しに生産される化学物質を意味すると定義されている（40 CFR§720.3）。 

副生物は、その唯一の商業目的が、燃料としてそれを燃やす、廃棄物として処理する、

又は商業目的のためにそれから成分化学物質を抽出する使用でない限り、届出要件の対

象になる。（この除外はその副生物にのみ適用される；その副生物から抽出される成分物

質には適用されない。） 

 

③ 第 6 条による規制 

化学物質又は混合物の製造（輸入を含む）、加工又は流通等が、人の健康又は環境を損な

う不当なリスクをもたらすという結論を下す正当な根拠がある場合には、EPA は規則によ

りそのような化学物質又は混合物に対して、そのようなリスクに対する適切な防護に必要

な範囲で、製造（輸入を含む）、加工もしくは流通等を禁止もしくは制限する、又は表示も

しくは他の要件を課することができる。現在、PCB やアスベスト等について規則が公布さ

れている。 

化審法の第一種特定化学物質に該当する PCB については、40CFR§761 に PCB 及び

PCB 含有製品の製造（輸入を含む）、加工、流通、使用、処分、貯蔵及び表示に係わる禁

止行為及び遵守要件が定められている。非意図的に PCB を含有する製品については、製造

施設から外に運び出される又は国内に輸入される製品中の非意図的に副生する PCB 濃度は

最大 50ppm、年平均で 25ppm 未満と定められている。物質中への非意図的な副生に関する

閾値についての記載はない。 

 

 

3.2.4  カナダ環境保護法（CEPA） 

(1) 概要 

1999 年カナダ環境保護法（Canadian Environmental Protection Act 1999；CEPA 1999）33は、

2000 年 3 月 31 日から施行されている法律であり、持続可能な開発のための汚染防止並びに

                                                        
 
33 1999 年カナダ環境保護法（Canadian Environmental Protection Act 1999） 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.31/ 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.31/
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環境及びヒトの健康の保護を目的としている。 

CEPA 1999 は 356 条項 6 附表（Schedules）からなる法律で、附表 1 の有害物質リストには

第 64 条の定義に基づく有害物質（toxic substances）が収載されている。有害性の判断にあた

っては、ヒトに対する物質固有の毒性に加えて、カナダ国内の環境や生物多様性に対する影

響も考慮される。環境影響を考慮するという点ではストックホルム条約の基準に類似して

いるといえるが、本規則ではカナダ国内における影響を考慮するため、ストックホルム条約

の附属書収載物質の全てが本規則における有害物質に該当するわけではなく、また、ストッ

クホルム条約で規制対象となっていない物質も多数リストに収載されている。 

さらに、CEPA 1999 の下には 50 以上の関連規則が存在する。そのうち、一般的な化学物

質の管理や規制に関する規則を以下に挙げる。なお、ペルフルオロオクタンスルホン酸

（PFOS）及びその塩並びにその他の特定化合物の規制（Perfluorooctane Sulfonate and its Salts 

and Certain Other Compounds Regulations；PFOS 規制）は 2016 年の改正で 2012 年特定有害物

質禁止規則に統合され、廃止された 34。 

  

 2012 年特定有害物質禁止規則（Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 

2012） 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-285/index.html 

 PCB 規則（PCB Regulations） 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2008-273/index.html 

 

CEPA 1999 の関連規則では、製品中の非意図的含有物質に関連して“incidentally produced”

（偶発的/付随的に製造された）及びこれに類する表現が用いられている。カナダの法規制

ではこの表現の定義はなされていないが、製品の微量不純物を含めた非意図的含有物質と

して解釈される可能性がある。 

 

(2) 製品含有化学物質に関する規制等 

① 2012 年特定有害物質禁止規則 
2012 年特定有害物質禁止規則（Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012；以

下、特定有害物質禁止規則）は製品含有化学物質規制の代表的規則である。 

本規則はストックホルム条約に基づく義務を履行するための主要な法規制として位置づ

けられており、CEPA 1999 に基づき、環境及び/またはヒトの健康に有害であり、残留性や

生物蓄積性及び/または本質的な毒性が判明した物質を規制対象としている 35。 
                                                        
 
34 2012 年特定有害物質禁止規則改正規則（Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances 

Regulations, 2012 (for the addition of 5 substances) (SOR/2016-252)）  
https://pollution-waste.canada.ca/environmental-protection-registry/regulations/view?Id=131 

35 カナダ政府ホームページ Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations: frequently asked questions  

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-285/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2008-273/index.html
https://pollution-waste.canada.ca/environmental-protection-registry/regulations/view?Id=131
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本規則では、 

・CEPA 1999 の附表 1 の有害物質リストに明記されており、かつ； 

・本規則の附表 1 または 2 に収載されている有害物質及びそれらを含む製品 

の製造、輸入、使用、販売、販売の申し出（本規則ではこれらをまとめて「活動（activities）」

と定義）を原則禁止している。但し、本規則では前述の活動が条件付きで認められる適用除

外が数多く規定されているため、懸念される物質が含まれる附表と附表の各パートに適用

される条項（Section 4～9 及び 12）を詳細に確認する必要がある。 

以下に、特定有害物質禁止規則の対象及び対象外となる物質、濃度及び用途についてまと

める。製品含有物質に関連する条項及び記載は特に下線で示す。 

 

i) 特定有害物質禁止規則の対象物質［Section 1］ 

 CEPA 1999 附表 1 

  CEPA 1999 で定められた有害物質リスト。2020 年 8 月末現在、132 物質群が収載されて

いる。 

 

 特定有害物質禁止規則 附表 1 

Part タイトル 
適用条項 
（Section） 

概要 
対象物質

（数）* 

1 禁止有害物質 
1, 2, 4(1), 
4.1(1), (2), 
5(1) 

いずれの用途においても禁止。 13 物質群 

2 
製品への含有を

除いて禁止され

る有害物質 

1, 2, 4(1), 
(2), 5(2), 
9(2) 

製品への含有を除き禁止。 5 物質群 

3 禁止製品 
1, 2, 4(1), 
(3), 4.1(2) 

製品への含有を禁止。Column 1 に示さ

れる有害物質は、Column 2 に示される

製品を除き、製品に含有してはならな

い。 

1 物質 

* 2020 年 6 月末現在 

 

特定有害物質禁止規則 附表 2：許可された用途、濃度制限及び報告閾値 

Part タイトル 適用条項 
（Section） 概要 対象物質

（数）* 

1 
許可された用途

―全ての活動 
1, 2, 6(1), 
6(2)(a), 9(2) 

Column 2 の用途について全ての活動を

許可。 4 物質群 

1.1 
許可された用途

―特定の活動 

1, 2, 6(1), 
(2.1), (2.2), 
9(2) 

特定の用途のみで活動を許可。許可され

る活動の詳細は Section 6(2.3)に定められ

ている。 
5 物質群 

1.2 許可された用途 1, 2, 6(1), 特定の用途のみで活動を許可。 2 物質群 
                                                        
 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-
registry/prohibition-certain-toxic-substances-regulations-questions.html 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/prohibition-certain-toxic-substances-regulations-questions.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/prohibition-certain-toxic-substances-regulations-questions.html
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Part タイトル 適用条項 
（Section） 概要 対象物質

（数）* 
―唯一の用途 (2.3) 許可される活動の詳細は Column 2 に記

載されている。 

2 
一時的な許可用

途 

1, 2, 6(1), 
6(2)(b), 
6(2.4), (4), 
7(1), 7(2)(a), 
9(2), (3) 

期限付きで使用を許可。 
Column 1 に示される有害物質を含有す

る製品は、Column 2 の用途のために設計

され、Column 3 の日付よりも前に活動が

発生している場合のみ、全ての活動が許

可される。 

5 物質群 

3 許容濃度限界 
1, 2, 6(1), 
6(2)(c), 
7(2)(b), 9(2) 

製品中で、規定濃度までの使用を許可。 
Column 1 に示される有害物質を含有す

るColumn 2の製品は、含有濃度がColumn 
3 の濃度以下であり、かつ当該製品が

2013 年 3 月 14 日以前に製造又は輸入さ

れたものである場合のみ、使用、販売又

は販売の申し出が許可される。2013 年 3
月 14 日以降は、Section 9(2)に従って許可

証が交付された場合に活動が許可され

る。Column 1 の有害物質が偶発的/付随的

に存在する場合も対象となる。 

2 物質群 

3.1 
特定用途の濃度

制限 

1, 2, 6(1), 
(2.5), 7(3), 
9(2) 

特定用途で使用する製品中で、規定濃度

までの使用を許可。 
Column 1 に示される有害物質を含有す

る Column 2 の製品のうち、含有濃度が

Column 3 の濃度以下であり、かつ当該製

品が 2008 年 5 月 29 日以前に製造又は輸

入され、製造過程で特定の物理的形状又

はデザインに形成され、その形状又はデ

ザインに依存する機能を有する場合の

み、使用、販売又は販売の申し出が許可

される。2013 年 3 月 14 日以降は、Section 
9(2)に従って許可証が交付された場合に

活動が許可される。Column 1 の有害物質

が偶発的/付随的に存在する場合も対象

となる。 

1 物質群

（PFOS 及

びその塩、

並びに次の

いずれかの

基を含む化

合物：

C8F17SO2、

C8F17SO3又

は

C8F17SO2N） 

4 報告閾値 1, 2, 9(2), 12 

報告閾値以上の活動で、附表 5 に定めら

れた情報を含む報告書の提出を義務付

け。 
Column 2～4 に閾値が記載されている。 

2 物質群 

*2020 年 6 月末現在 

 

ii) 特定有害物質禁止規則の対象外となる物質及び用途［Section 2, 3］ 

 ・CEPA 1999 Part 7 Division 8 が適用される有害性廃棄物、有害性のリサイクル可能な材料

又は非有害性廃棄物の中に含まれる物質 

 ・害虫防除製品法（Pest Control Products Act）Section 2(1)の意味する範囲で防除製品中に

含まれる物質 
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 ・有害物質の放出がない工程で使用される化学供給原料中に不純物として存在し、かつ、

その有害物質がその工程中で破壊される、又は、当該工程中で特定有害物質禁止規則の

附表 1 又は 2 のいずれかに示される有害物質ではない物質に完全に変換される物質 

 ・分析のための実験室での使用、科学研究での使用又は実験室の分析標として使用する有

害物質やそれを含有する製品（但し Section 3(2)、(3)項で規定される場合を除く） 

 

② PCB 規則 

PCB 規則（PCB Regulations）は、環境へのポリ塩化ビフェニル（PCB）の放出を防止し、

これらの物質の段階的な廃止を加速することによって人と環境の健康を保護する目的で、

2008 年に施行された。 

本規則は PCB 及び PCB を含む全ての製品に適用される［Section 2(1)］。本規則では、PCB

を含有する製品の加工や使用、2 mg/kg 以上の濃度で含有する製品の製造や輸出入、50 mg/kg

以上の濃度で含有する製品の販売の申し出及び販売が禁止されている［Section 5, 6］。但し、

偶発的/付随的に製造された PCB を含む着色顔料の製造、輸出、輸入、販売の申し出、販売、

加工または使用については、PCB 濃度が 50 mg/kg 未満かつ年間平均 PCB 濃度が 25 mg/kg

を超えない限り、適用除外の対象となる［Section 11］。 

 

 

3.2.5  中国 新化学物質環境管理弁法 

(1) 概要 36 

新規化学物質管理のための「新化学物質環境管理弁法」が 2003 年 9 月 12 日に国家環境

保護総局令第 17 号として公布された。その後、本弁法は改正され、2010 年 10 月 15 日か

ら改正新化学物質環境管理弁法が施行、同時に旧弁法は廃止された。改正新化学物質環境

管理弁法は、EU REACH 規則を参考とした部分もあり、適用範囲の追加、申告者の資格の

限定（国内の登録された機構に限定）、リスク評価報告の追加、一般類／危険類／重点環境

管理危険類新化学物質に区分された管理、などが新たに導入された。本法の主管部門は生

態環境部である。規制対象物質は、「中国現有化学物質名録 37（IECSC：中国既存化学物質

リスト）に収載されていない化学物質」（新化学物質）であり、製造／輸入前に新化学物質

の申告手続が必要である。申告のフローチャートを図 3.2-1 に示す。 

 

 

                                                        
 
36 経済産業省委託事業, 平成 27 年度化学物質安全対策（化審法の施行状況等に関する調査） 
37 1992 年 1 月 1 日から 2003 年 10 月 14 日（新化学物質環境管理弁法が公布される前日）までに中国国内

で生産又は輸入された化学物質を収録したリストであり、環境保護部が編成している。新化学物質として

登録証が発行された物質は、初回の生産又は輸入の日より 5 年経過後に環境保護部によってリストに追加

されることとなっている。 
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図 3.2-1 新規化学物質申告のフローチャート 

 

適用除外項目 

① 他の法律等で管理されている製成品 
放射性物質、軍事工業製品、火工製品、医薬、農薬、化粧品、食品、他 

② 天然に存在する物質 
③ 非商業目的または非意図的生産物、廃棄物、副生物、不純物等 

不純物：製品の機能に貢献せず、最終製品中に期せずして存在する、単一含量が

10wt％以下で、総量が 20wt％以下の化学物質 
④ その他の特殊類別 

ガラス類、ガラスフリット類、セラミックス原料・陶磁器、合金類、非分離中間

体、物品＊等 
 

＊物品 38：製造時に特定の形状または様式を形成し、最終使用の機能および目的を

持ち、それが物品の形状または様式に依存し、最終使用時に化学変化がな

い、または商業価値以外の化学変化のみがあるもの。ただし、通常の使用

時に新化学物質が意図的に放出される場合、その新化学物質は申告が必要

になる。 

 

本弁法の特徴として以下が挙げられる。 

 中国国内で年間 1 トン以上製造・輸入される全ての新規化学物質について、製造・輸

入前に新規化学物質環境管理登録証 39を取得しなければならない 

                                                        
 
38 JETOC 特別資料 No.291, 中国新化学物質環境管理弁法および新化学物質申告登記指南・関連資料 
39 新化学物質の生産者又は輸入者は、必ず生産前又は輸入前に申告を行い、新化学物質環境管理登記証（以

下、登記証とする）を受領しなければならない。 
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 常規申告の場合、年間製造・輸入数量が 1 トン以上のすべての物質について、リスク

評価が必要である（年間製造・輸入量に応じて要求される試験データは異なる） 

 ポリマーの登録も必要 

 常規申告の場合、危害特性の鑑別、分類標準に基づき、一般類新規化学物質、危険類

新規化学物質（GHS 危害物質）、重点環境管理危険類新規化学物質（PBT 物質）に

分類され、重点環境管理危険類新規化学物質については、重点的なリスク抑制措置が

実施される 

 常規申告の登録証の所有者は、化学品安全技術説明書（SDS）に有害性について明記

するとともに、加工使用者にリスク抑制対策、化学品安全技術説明書（SDS）、分

類、警告ラベル等を伝達しなければならない 

化学物質の類別 40 

・ 一般類新化学物質：まだ危害特性が見つかっていない、またはその危害性が化学物

質危害特性の鑑別、分類に関する標準規定値より低い新化学物質 

・ 危険類新化学物質：物理化学危害性、人体の健康危害性または環境危害特性を有

し、かつ化学物質危害特性の鑑別、分類に関する標準規定値に達する、または超え

る新化学物質（GHS 危害物質） 

・ 重点環境管理危険類新化学物質：危険類新化学物質の中で、持久性（残留性）、生

物蓄積性、生態環境及び人体の健康への危害特性を有する化学物質（PBT 物質） 

 

① リスク抑制措置 41 

一般的なリスク抑制措置 

常規申告の登記証所有人及び相応する加工使用者：下記の 1 つ以上を実施 

新化学物質のリスク・防護知識教育、個人防護の強化、安全防護の設置、警告標識の配

置、生産使用方法の改善、汚染防治技術の改善、応急対応案・応急措置ほか 

危険類新化学物質の登記証所有人及び加工使用者： 

「危険化学品安全管理条例」等現行法規の関連規定の遵守 

 

重点的なリスク抑制措置 

重点環境管理危険類の登記証所有人及び相応する加工使用者：下記の全てを実施 

一般的なリスク抑制措置に加えて、生産/加工使用期間中の環境への媒質排出状況の監

視測定/見積評価、移動時の相応の設備配備と適切な措置による環境への漏出防止と緊

                                                        
 
40 JETOC 特別資料 No.291, 中国新化学物質環境管理弁法および新化学物質申告登記指南・関連資料 
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急処置の提示、関連規定に従う危険廃棄物処置 

 

② 情報伝達 41 

登記証所有人：製品中に「未申告登記の新化学物質を含まない」又は「含まれる化学物質は

弁法に合致している」との声明を加工使用者に提供（指南六（四）1） 

常規申告の登記証所有人：下記を実施 

 SDS 中での新化学物質の危害特性の明確化、加工使用者への SDS の提供、登記証

中のリスク抑制措置、GHS 分類結果等を提供（弁法第 30 条） 

 加工使用者のリスク抑制能力を評価し、その能力のない者への新化学物質の譲渡

禁止（弁法第 33 条） 

 

③ 報告 41 

活動報告 

 常規申告の登記証所有人（弁法第 35 条、指南六（四）2）： 

生産／輸入活動の初回活動の 30 日以内に、初回活動状況報告表を報告送付 

 重点環境管理危険類新化学物質の登記証所有人（弁法第 35 条、指南六（四）

3）： 

初回活動状況報告に加えて、生産／輸入後、毎回、異なる加工使用者への移動が

発生してから 30 日以内に、登記証の番号、移動方式・移動量等を報告 

年度報告（一般類の場合は不要） 

登記証の年度報告材料をウェブ上のシステムを通じて一括して提出しなければならな

い。 

 簡易申告の登記証所有人の報告内容（弁法第 36 条、指南六（四）4）： 

生産総量、輸入総量、移動総量 等 

 危険類（重点環境管理危険類を含む）の登記証所有人の報告内容（弁法第 36 条、

指南六（四）4）： 

生産総量、輸入総量、移動量、移動時間、移動回数、リスク抑制措置の実行状

況、環境中へのばく露・放出状況 等 

（注）重点環境管理危険類の場合、本年度の生産／輸入計画、リスク抑制措置実

施準備状況も追加報告する 

 

なお、非意図的な副生物や不純物に関する除外規定等の記載はなかった。 

 

                                                        
 
41 JETOC 特別資料 No.450, 世界の新規化学物質届出制度（第 11 版） 
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3.2.6  中国 厳格制限の有毒化学品名録 

(1) 概要 

中華人民共和国生態環境部は 2019 年 12 月 31 日に「「中国厳格制限の有毒化学品名録」

（2020 年）に関する公告」42を発表し、「中国厳格制限の有毒化学品名録」（以下、名録と略）

は 2020 年 1 月 1 日より施行されている。 

当該名録に収載されている化合物を輸出入する場合、以下の規制措置を実施しなければ

ならない。 

・生態環境省に有毒化学品輸入（出）環境管理通行通知書を申請しなければならない。 

・輸出入業者は製品を通関申請する際に、税関に有毒化学品輸入（出）環境管理通行通知

書を提出する。 

 

 厳格に制限される有毒化学品：健康や環境への損害を及ぼすため、使用が禁止されている

が、申請・許可による特別な状況下での使用が許可されている化学品、且つ環境に入った

後の環境蓄積、生体内蓄積、生体内変化又は化学反応等による健康や環境に損害をもたら

し、又は接触による人体に重篤な有害性及び環境に有害の恐れがある化学品を指す。 

 

(2) 非意図的含有の取扱い 

名録には 8 化合物が収載されており、そのうち、2 化合物には定量的な基準値（制限）が

設けられている。他の 6 化合物には定量的な基準が設けられていない。2 化合物の基準を表

3.2-4 に示す。 

 

表 3.2-4：「名録」における定量的な基準値 

条目番号 化学品名称 基準値制限 

3 水銀 水銀の合金を含み、水銀含有量が少なくとも 95 重
量％の水銀及びその他の物質との混合物を含む 

8 短鎖塩素化パラフィン 
炭素数が 10 から 13 までの直鎖塩素化炭化水素で
あって、混合物での濃度が重量１％以上、且つ塩素
の含有量が重量 48％を超えるものを含む 

 

当該名録では意図的・非意図的による混合物への含有の区別について、明文化されていな

いため、当局に電話でヒアリングを実施した（下記参照）。その結果、企業からの書類の提

出、その書類の確認という届け出制度により、管理していることが判明した。具体的には生

体環境部に「輸(出)入環境管理通行通知書」を申請し、税関では「輸(出)入環境管理通行通

知書」の有無を確認しているという管理方法である。 

                                                        
 
42 http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201912/t20191231_756318.html 
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管理方法に係る当局ヒアリング 

基準値の設定について、電話で当局(生態環境部)にヒアリングを実施した。 

Q：管理範囲は非意図的含有と意図的含有の区別があるか？ 

A：意図的添加であるかどうかに関わらず、名録の品目に該当すれば、管理対象である。 

Q：「中国厳格制限有毒化学品名録」(2020 年)に収載された物質に対して、制限値の規定が

あるか？ 

A：現時点で、制限値の規定は設定されておらず、「混合物に含まれている限り、必ず申請

手続きが必要」という規定もない。輸(出)入環境管理通行通知書の申請は、「名録」の化

学品名称と HS コードの両方が合致した場合に申請しなければならず、且つ制限されて

いる許可用途を満たすことが必要である。 

 

 

3.2.7  韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律（化評法） 

(1) 概要 43 

化学物質の登録及び評価等に関する法律（化評法）は 2015 年に施行された法律で、欧州

REACH 規則の影響を強く受けており、K-REACH とも呼ばれる。その後法律の一部が改正

され、改正化評法が 2019 年に施行された。欧州 REACH と同様に新規化学物質だけでなく

既存化学物質の登録・評価、サプライチェーンにおける情報提供等が義務付けられてい

る。化評法の全体像を図 3.2-2 に示す。 

 

                                                        
 
43 JETOC 特別資料 No.451, 韓国化学物質の登録及び評価等に関する法律、施行令及び施行規則（第 3 版） 
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図 3.2-2 化評法の全体像 

 

新規/既存化学物質の登録/申告については、化評法第 11 条 化学物質の登録等の免除等 

第 1 項第 2 号に「危害性が非常に低い化学物質として評価委員会の審議を経て環境部長官

が指定・告示する化学物質を製造・輸入しようとする者」とされている。 

これによって告示されたのが、「環境部告示第 2018-234 号」44で、不純物及び副産物が

登録又は申告免除対象の化学物質として定められている。 

外部コンサルタントからの情報によれば、これらの裾切値は法規上記載がなく、具体的

な数値は設定されていないが、口頭レベルにおいては単体成分 10％ほどまでであれば問題

なく不純物、副産物として認められるといった当局見解が一般的にあるとのこと。 

 

① 有害化学物質 

化評法における有害化学物質（有毒物質、許可物質、制限物質、禁止物質）を表

3.2-5 に示す。 

 

 

                                                        
 
44 
http://gwanbo.mois.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001545875067831000&tocId=000000
00000000001545875071366000&isTocOrder=N# 

http://gwanbo.mois.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001545875067831000&tocId=00000000000000001545875071366000&isTocOrder=N
http://gwanbo.mois.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001545875067831000&tocId=00000000000000001545875071366000&isTocOrder=N
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表 3.2-5 化評法における有害化学物質 

有毒物質 ・ 有害性がある化学物質として大統領令で定める基準 45により環境部長

官が指定して告示したもの。2019 年 11 月末時点で約 950 物質が指定

されている。 

・ 「物質名（CAS 番号）及びこれを○％以上含有した化合物／混合物」

という形で指定されている。 

・ 指定された物質を輸入しようとするものは輸入申告をしなければなら

ない。また、指定された物質を製造、販売、保管・貯蔵、運搬又は使

用している者は営業許可を受けなければならない。 

・ 非意図的な副生物であるかどうかの記載はない。 

許可物質 ・ 危害性があると憂慮される化学物質として環境部長官の許可を受けて

製造・輸入・使用するように第 25 条により環境部長官が関係中央行

政機関の長との協議と第 7 条による化学物質評価委員会の審議を経て

告示したもの。2019 年 11 月現在未告示。 

制限物質 ・ 特定用途で使用される場合、危害性が大きいと認定される化学物質と

してその用途での製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬又は使用を禁

止するために第 27 条により環境部長官が関係中央行政機関の長との

協議と第 7 条による化学物質評価委員会の審議を経て告示したもの。 

・ 「物質名（CAS 番号）及びこれを○％以上含有した化合物／混合物」

という形で指定されている。 

・ 非意図的な副生物であるかどうかの記載はない。 

禁止物質 ・ 危害性が大きいと認定される化学物質として全ての用途での製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬又は使用を禁止するために第 27 条によ

り環境部長官が関係中央行政機関の長との協議と第 7 条による化学物

質評価委員会の審議を経て告示したもの。 

・ 「物質名（CAS 番号）及びこれを○％以上含有する混合物」という形

で指定されている。 

・ 非意図的な副生物であるかどうかの記載はない。 

 

 

                                                        
 
45 化評法施行令 第 3 条 別表 1 
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② 重点管理物質 

次の各目のどれか一つに該当する化学物質のうちで危害性があると憂慮されて第 7

条による化学物質評価委員会の審議を経て環境部長官が定めて告示するものをいう。 

イ) 人又は動物にがん、突然変異、生殖能力異常又は内分泌系に障害を起こすか起

こすおそれがある物質 

ロ) 人又は動植物の体内に蓄積性が高く、環境中に長期間残留する物質 

ハ) 人にばく露する場合、肺、肝臓、腎臓等に長期の損傷を起こすことができる物

質 

ニ) 人又は動植物にイ)～ハ)までの物質と同等な水準又はそれ以上の深刻な危害を与

えることができる物質 

 
重点管理物質としては、672 物質が指定されている。2 段階で適用され、第 1 段階（204 物

質）は 2019 年 7 月 1 日から、第 2 段階（468 物質）は 2021 年 7 月 1 日から施行される。 

 

(2) 製品含有化学物質に関する規制等 46 

① 重点管理物質含有製品の申告 

製品（混合物としての製品）に含有された重点管理物質を 0.1％以上で年間 1 トン

以上含有した場合、含有された重点管理物質の名称、含量等を申告しなければならな

い（法 32 条）。 

申告義務者：重点管理物質含有製品＊1（混合物としての製品）の生産・輸入者 

申告対象：製品内の各重点管理物質が重量比 0.1％を超過し、かつ年間 1 トン＊2 を超過した

場合の各重点管理物質 
＊1 化学物質が使用過程で流出せず特定の固体形態で一定の機能を発揮する製品は除外 
＊2 年間 1 トンとは、毎年 1 月 1 日～12 月 31 日までに製品内に含有され個別重点管理物質

の全体使用量を生産者ごとに合算した結果が 1 トンを超過した場合 

⇒不純物・副生物について除外とは記載されていない（第 11 条第 1 項）。外部コンサルタントから

の情報でも、重点管理物質に関しては不純物であれば規制免除等の文言はなく、対応の必要が

あるとのこと。 

 

② 重点管理物質含有製品の情報提供 

法 32 条により申告した重点管理物質（0.1％超の濃度でかつ総量 1 トン以上）含有

製品を譲渡する者は含有重点管理物質の名称、用途、条件等、環境部令で定める情報

を作成して譲受者に提供しなければならない（法 35 条）。 

情報提供者：重点管理物質含有製品を譲渡する者 

                                                        
 
46 JETOC 特別資料 No.451, 韓国化学物質の登録及び評価等に関する法律、施行令及び施行規則（第 3 版） 
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提供対象者：製品譲受者（要請された場合、消費者にも） 

適用除外：構成成分や含有量等、営業秘密に該当すると認定される情報。ただし、化学製

品安全法の安全確認対象生活化学製品は営業秘密に認定されない。 

 

3.2.8 韓国 残留性汚染物質管理法 

(1) 概要 

 目的：残留性汚染物質の管理に必要な事項を規定することにより、残留性汚染物質によ

る危害を避け、国民の健康と環境を保護し、国際協力を促進することを目的とす

る。（法第１条） 

 定義：「残留性汚染物質」とは、毒性及び残留性及び生物濃縮性、長距離の移動などの特

性を持っており、人や生態系を危険にさらす物質として「残留性有機汚染物質に関

するストックホルム条約」と「水銀に関する水俣条約」で定めるものをいい、その

具体的な物質は、大統領令で定める 47。（法第 2 条） 

 

① 残留性汚染物質の製造・輸出入及び使用禁止又は制限 

「取り扱い禁止残留性汚染物質」の関連規定： 

定義：ストックホルム条約附属書 A に規定された残留性有機汚染物質をいい、「化学物

質管理法」に規定された制限物質・禁止物質と「農薬管理法」に規定された農薬は除

く。（法第 13 条） 

管制：何人も製造・輸出入または使用してはならない。ただし、ストックホルム条約附

属書 A の特定の用途に製造または使用が許可された物質と試験及び研究用・検査用

試薬は、この限りでない。（法第 13 条） 

罰則：許可された用途外の製造・輸出入または使用した者は、5 年以下の懲役または 1

億ウォン以下の罰金に処する。（法第 32 条） 

 

「取扱制限残留性汚染物質」の関連規定： 

定義：ストックホルム条約附属書 B に規定された残留性有機汚染物質と水俣条約に規

定された水銀と水銀化合物をいい、「化学物質管理法」 に規定された制限物質・禁止

物質と「農薬管理法」に規定された農薬は除く。（法第 13 条） 

管制：ストックホルム条約および水俣条約で許可された範囲内、禁止された用途以外に

製造・輸出入または使用することができる。ただし、塩素アルカリ製造施設から発生

した水銀は、製造・輸出入または使用してはならない。（法第 13 条） 
                                                        
 
47 
http://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoPLinkR.do?lsiSeq=165409&lsNm=%EC%9E%94%EB%A5%98%EC%84%B1
%EC%9C%A0%EA%B8%B0%EC%98%A4%EC%97%BC%EB%AC%BC%EC%A7%88+%EA%B4%80%EB%A
6%AC%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&bylNo=0001&bylBrNo=00&bylCls=BE&bylE
fYd=20150324&bylEfYdYn=Y  

http://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoPLinkR.do?lsiSeq=165409&lsNm=%EC%9E%94%EB%A5%98%EC%84%B1%EC%9C%A0%EA%B8%B0%EC%98%A4%EC%97%BC%EB%AC%BC%EC%A7%88+%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&bylNo=0001&bylBrNo=00&bylCls=BE&bylEfYd=20150324&bylEfYdYn=Y
http://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoPLinkR.do?lsiSeq=165409&lsNm=%EC%9E%94%EB%A5%98%EC%84%B1%EC%9C%A0%EA%B8%B0%EC%98%A4%EC%97%BC%EB%AC%BC%EC%A7%88+%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&bylNo=0001&bylBrNo=00&bylCls=BE&bylEfYd=20150324&bylEfYdYn=Y
http://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoPLinkR.do?lsiSeq=165409&lsNm=%EC%9E%94%EB%A5%98%EC%84%B1%EC%9C%A0%EA%B8%B0%EC%98%A4%EC%97%BC%EB%AC%BC%EC%A7%88+%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&bylNo=0001&bylBrNo=00&bylCls=BE&bylEfYd=20150324&bylEfYdYn=Y
http://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoPLinkR.do?lsiSeq=165409&lsNm=%EC%9E%94%EB%A5%98%EC%84%B1%EC%9C%A0%EA%B8%B0%EC%98%A4%EC%97%BC%EB%AC%BC%EC%A7%88+%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&bylNo=0001&bylBrNo=00&bylCls=BE&bylEfYd=20150324&bylEfYdYn=Y
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罰則：許可された用途外の製造・輸出入または使用した者は、3 年以下の懲役または 5

千万ウォン以下の罰金に処する。（法第 33 条） 

 

製造・輸出入・使用に関連する管理基準： 

管理基準：施行令第 18 条において、下記 2 種類の対象に関して、それぞれ関連管理基

準を規定している。 

A、許可される「取り扱い禁止残留性汚染物質」と「取扱制限残留性汚染物質」：容器

や包装、保管・貯蔵場所等に安全管理ための表示、応急措置に使用する防災装備や資

材の備え、他の物と分けて保管等を規定している。 

B、水銀と水銀化合物： A の管理基準に加え、適切な保護具の着用、休業・廃業した

場合の排出に関する安全対策の実施等を規定している。 

罰則：上記の管理基準を守らない者は、2 年以下の懲役または 2 千万ウォン以下の罰金

に処する。（法第 34 条） 

 

承認申請書の関連規定： 

規定： 

A、「取り扱い禁止残留性汚染物質」、「取扱制限残留性汚染物質」を許可された範囲 48

内で輸出する場合（試験及び研究用・検査用等は除く）、環境部に承認申請書を提出

する必要がある。（法第 13 条） 

B、許可された範囲内で「取り扱い禁止残留性汚染物質」、「取扱制限残留性汚染物質」

を輸出しようとする者は、輸入国ごと当該物質を輸出する 90 日前までに、規定書式

の輸出承認申請書に輸出者の責任保証書、輸出通知書、MSDS を添付して流域環境庁

長または地方環境庁長に提出しなければならない。（施行規則第 6 条） 

罰則：上記に違反して承認または変更の承認を受けず、または虚偽の承認または変更の

承認を受けて輸出した者、2 年以下の懲役または 2 千万ウォン以下の罰金に処する。

（法第 34 条） 

 

なお、非意図的な副生物や不純物に関する除外規定等の記載はなかった。 

 

  

                                                        
 
48 ストックホルム条約及び水俣条約で許可された用途範囲、及び水俣条約附属書で禁止された用途以

外。 
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3.2.9  化審法の第一種特定化学物質の各国における規制 

化審法の第一種特定化学物質について欧州 (POPs条約、REACH、POPs規則)、米国 (TSCA)、

カナダ (CEPA)、中国及び韓国での規制、閾値の有無の調査を行った。 

調査結果を表 3.2-6 及び表 3.2.-7 に示す。第一種特定化学物質に該当する化学物質ごとに

以下に整理した。 

 

(1) ポリ塩化ビフェニル 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A 及び C に掲載されている。欧州

では POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。

非意図的な含有による適用除外の閾値は規定されていないが、含有量に応じた管理措置と

して次のように定められている。 

 加盟国は、2025 年 12 月 31 日までにできるだけ早く、0.005%、0.05 dm3 を超えて

PCB を含有する機器（変圧器、コンデンサー、又は液体原料を含むその他の容器

等）を特定し、使用を止めなければならない。 
 

米国 TSCA では、第 6 条による規制（1.1.3 (2)③参照）に基づいて本物質に関する規則

40CFR§761 が公布され、PCB 及び PCB 含有製品の製造（輸入を含む）、加工、流通、使用、

処分、貯蔵及び表示に係わる禁止行為及び遵守要件が定められている。非意図的に PCB を

含有する製品については、製造施設から外に運び出される又は国内に輸入される製品中の

非意図的に副生する PCB 濃度は最大 50ppm、年平均で 25ppm 未満と定められている。 

カナダでは、CEPA1999 の下で PCB 規則が公布されている。本規則は PCB 及び PCB を含

む全ての製品に適用される。本規則では、PCB を含有する製品の加工や使用、2 mg/kg 以上

の濃度で含有する製品の製造や輸出入、50 mg/kg 以上の濃度で含有する製品の販売の申し

出及び販売が禁止されている。但し、偶発的/付随的に製造された PCB を含む着色顔料の製

造、輸出、輸入、販売の申し出、販売、加工または使用については、PCB 濃度が 50 mg/kg

未満かつ年間平均 PCB 濃度が 25 mg/kg を超えない限り、適用除外の対象となる。 

韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されている。禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 0.005％とされている。また、置換された塩素数が 3 個未満の場

合は除外される。また、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱

い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収録されていない。 

 

(2) ポリ塩化ナフタレン 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A 及び C に掲載されている。欧州

では POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 
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カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）

には本物質は収録されていない。 

 

(3) ヘキサクロロベンゼン 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A 及び C に掲載されている。欧州

では POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(4) １，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－１，４，４ａ，５，８，８ａ－ヘキサヒドロ－エキソ－１，４－エン

ド－５，８－ジメタノナフタレン（別名アルドリン） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 0.1％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における

残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(5) １，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－６，７－エポキシ－１，４，４ａ，５，６，７，８，８ａ－オクタヒド

ロ－エキソ－１，４－エンド－５，８－ジメタノナフタレン（別名ディルドリン） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 
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韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 1％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における残

留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(6) １，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－６，７－エポキシ－１，４，４ａ，５，６，７，８，８ａ－オクタヒド

ロ－エンド－１，４－エンド－５，８－ジメタノナフタレン（別名エンドリン） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 1％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における残

留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(7) １，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（４－クロロフェニル）エタン（別名ＤＤＴ） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 B に掲載されている。欧州では POPs

規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、あらゆる用途の施設毎で、年間 10,000 ポン

ド以上の製造、輸入、または加工が規制されている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。 

韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 1％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における残

留性汚染物質リストに取り扱い制限残留性汚染物質としてリストされている。 

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(8) １，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１

Ｈ－インデン、１，４，５，６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－４，７－メタノ

－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混合物（別名クロルデン又はヘプタクロル） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 
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韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。禁止物質についてはクロルデンの閾値が 1％、ヘプタクロルの閾値が 6％とされ

ている。有毒物質については、クロルデン及びヘプタクロルのいずれもの閾値は 1％とされ

ている。また、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残

留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(9) ビス（トリブチルスズ）＝オキシド 

本物質は欧州 REACH 規則において SVHC に特定されており、届出、情報提供、SDS 提

供の義務がある（1.1.1 (2)参照）。いずれも閾値は 0.1 重量％とされている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。ただし、当該製品中濃度

が 30%(w/w) 以下であり、かつ当該製品が 2013 年 3 月 14 日以前に製造又は輸入されたも

のである場合のみ、使用、販売又は販売の申し出が許可される。2013 年 3 月 14 日以降は、

Section 9(2)に従って許可証が交付された場合に活動が許可される。ビス（トリブチルスズ）

＝オキシドが製品中に偶発的/付随的に存在する場合も対象となる。 

中国では、中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）に収載されており、許可された用

途（工業用途（塗料用途は除く））以外は使用が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。さ

らに制限物質及び有毒物質に指定されており、それぞれ以下のように定められている。 

 制限物質 
・水酸化トリアルキルスズとその塩類（酸化トリアルキルスズを包含する）及びト

リブチルスズ化合物又はそのうちの一つを 0.1％以上含有した混合物 
・次の各号に該当する用途では製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止

する。 

 イ．船舶法第 2 条の規定による韓国船舶（ただし、軍艦・警察用船舶は除く）及

び漁船法第 2 条規定による漁船の防汚塗料用 

 ロ．海洋汚染防止法による海洋施設と港湾法による港湾施設中一部又は全部が海

水と接触するか接触できる構造物又は施設、漁網、漁具の防汚塗料用 

 ハ．山林法による木材防腐処理用 

 ニ．冷却水殺菌剤用 
 有毒物質 
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・水酸化トリアルキルスズとその塩類（水酸化トリアルキルスズを包含する）及び

トリブチルスズ化合物又はその中の 1 つを 0.1％以上含有する化合物にういて輸入申

告、営業許可が必要 
 

POPs 条約、欧州 POPs 規則、米国 TSCA の SNUR 及び韓国残留性汚染物質管理法では対

象となっていない。 

 

(10) Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレン

ジアミン又はＮ，Ｎ’－ジキシリル－パラ－フェニレンジアミン 

本物質は、本調査の対象としたいずのれ規制等においても対象となっていない。 

 

(11) ２，４，６－トリ－ターシャリ－ブチルフェノール 

本物質は、本調査の対象としたいずのれ規制等においても対象となっていない。 

 

(12) ポリクロロ－２，２－ジメチル－３－メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタン（別名トキサフェン） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 1％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における残

留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(13) ドデカクロロペンタシクロ［５．３．０．０（２，６）．０（３，９）．０（４，８）］デカン（別名マイレックス） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）

には本物質は収載されていない。 
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(14) ２，２，２－トリクロロ－１，１－ビス（４－クロロフェニル）エタノール（別名ケルセン又はジコホル） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。 

韓国では化評法において、有毒物質に指定されており、本物質及びこれを 25％以上含有

する化合物は輸入申告、営業許可が必要となる。 

欧州 POPs 規則については、本物質を附属書Ⅰに追加する案が検討されている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則、中

国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）及び韓国残留性汚染物質リストには本物質は収載

されていない。 

 

(15) ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A 及び C に掲載されている。欧州

では POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）

には本物質は収載されていない。 

 

(16) ２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール 

本物質は欧州 REACH 規則において認可対象物質となっており、認可の要求を行い許可を

受けなければ上市又は使用ができない。ただし、認可要求は、物質が混合物中に以下のよう

に存在する場合、その使用には適用されない（1.1.1 (2)③参照）。 

 (a)第 57 条(d),(e),(f)に言及される物質（PBT/vPvB 物質、内分泌かく乱性物質等）につい

て 0.1 重量％の濃度限界値未満 

 (b)他の全ての物質については、CLP 規則第 11 条(3)に規定された、混合物を有害性とし

ての分類に至らせる値未満 

 

その他の規制等では対象となっていない。 

 

(17) ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又はその塩 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 B に掲載されている。欧州では POPs

規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。非意図的含

有について以下のように定められている。 
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 物質又は混合物中に 10 mg/kg (0,001 重量%) 以下で存在する当該物質は

‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。 
 半製品、製品、成形品又はその部品については、構造上又は微細構造上区別できる

部品の重量から算出された PFOS 濃度が 0.1 重量％未満、線維製品又はコーティン

グされた製品については、PFOS 濃度が 1μg/ m2未満の場合、‘unintentional trace 

contaminant’として適用除外とする。 
 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、任意の用途での製造（輸入を含む）又は加工

が規制されている。ただし、次の場合を除く。 

（i）耐火性リン酸エステル航空油圧作動油の防食添加剤としての使用 

（ii）光酸発生剤又は界面活性剤を含むフォトレジスト物質の成分として、又は反射防止

コーティングの成分としての使用 

（iii）表面張力、静電気放電、及びアナログ及びデジタル画像フィルム、紙、印刷版の接

着制御用コーティング、又は画像フィルムの処理に使用される混合物の界面活性剤

としての使用 

（iv）（i）、（ii）、又は（iii）にリストされた使用例外のためにのみ使用される他の化学物

質を生産するためだけの中間体としての使用。 

 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。ただし、以下の例外が規

定されている。 

 フォトリソグラフィプロセス用のフォトレジストや反射防止コーティング、写真用

フィルム、印画紙、印刷版の用途での製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が認

められている。 
 国外の軍事作戦で汚染された軍用船舶または軍用消防車に存在する水性皮膜形成泡

（AFFF）の用途での使用が認められている。 
 AFFF 製品のうち、含有濃度が 10 ppm 以下であり、かつ当該製品が 2008 年 5 月 29

日以前に製造又は輸入され、製造過程で形成された特定の物理的形状に依存する機

能を有する場合のみ、使用、販売又は販売の申し出が許可される。2013 年 3 月 14

日以降は、Section 9(2)に従って許可証が交付された場合に活動が許可される。有害

物質が偶発的/付随的に存在する場合も対象となる。 
 

中国では、中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）に収載されており、以下の許可さ

れた用途以外は使用が禁止されている。 

 許可された用途：写真の画像形成、半導体デバイスのフォトレジストおよび反射防

止コーティング、化合物半導体およびセラミックフィルターのエッチング液、航空
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油圧油、閉ループシステムのみの金属メッキ（硬質金属メッキ）、特定の医療機器

（例えば、テトラフルオロエチレンとエチレン共重合体（ETFE）層と放射線シール

ド ETFE の製造、体外診断用医療機器と CCD カラーフィルター）、消火用フォーム

の製造と使用 
 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。さ

らに、有毒物質にも指定されており、ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム及びこれを

0.3％以上含有する化合物は輸入申告、営業許可が必要とされている。また、韓国残留性汚

染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い制限残留性汚染物質としてリスト

されている。 

 

(18) ペルフルオロ（オクタン－１－スルホニル）＝フルオリド（別名ＰＦＯＳＦ） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 B に掲載されている。欧州では POPs

規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。非意図的含

有について以下のように定められている。 

 物質又は混合物中に 10 mg/kg (0,001 重量%) 以下で存在する当該物質は‘unintentional 

trace contaminant’として適用除外とする。 

 半製品、製品、成形品又はその部品については、構造上又は微細構造上区別できる

部品の重量から算出された PFOS 濃度が 0.1 重量％未満、線維製品又はコーティン

グされた製品については、PFOS 濃度が 1μg/ m2未満の場合、‘unintentional trace 

contaminant’として適用除外とする。 

 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、任意の用途での製造（輸入を含む）又は加工

が規制されている。ただし、次の場合を除く。 

（i）耐火性リン酸エステル航空油圧作動油の防食添加剤としての使用 

（ii）光酸発生剤又は界面活性剤を含むフォトレジスト物質の成分として、又は反射防止

コーティングの成分としての使用 

（iii）表面張力、静電気放電、及びアナログ及びデジタル画像フィルム、紙、印刷版の接

着制御用コーティング、又は画像フィルムの処理に使用される混合物の界面活性剤

としての使用 

（iv）（i）、（ii）、又は（iii）にリストされた使用例外のためにのみ使用される他の化学物

質を生産するためだけの中間体としての使用。 

 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。ただし、以下の例外が規
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定されている。 

 フォトリソグラフィプロセス用のフォトレジストや反射防止コーティング、写真用

フィルム、印画紙、印刷版の用途での製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が認

められている。 

 国外の軍事作戦で汚染された軍用船舶または軍用消防車に存在する水性皮膜形成泡

（AFFF）の用途での使用が認められている。 

 AFFF 製品のうち、含有濃度が 10 ppm 以下であり、かつ当該製品が 2008 年 5 月 29

日以前に製造又は輸入され、製造過程で形成された特定の物理的形状に依存する機

能を有する場合のみ、使用、販売又は販売の申し出が許可される。2013 年 3 月 14

日以降は、Section 9(2)に従って許可証が交付された場合に活動が許可される。有害

物質が偶発的/付随的に存在する場合も対象となる。 

 

中国では、中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）に収載されており、以下の許可さ

れた用途以外は使用が禁止されている。 

 許可された用途：写真の画像形成、半導体デバイスのフォトレジストおよび反射防

止コーティング、化合物半導体およびセラミックフィルターのエッチング液、航空

油圧油、閉ループシステムのみの金属メッキ（硬質金属メッキ）、特定の医療機器

（例えば、テトラフルオロエチレンとエチレン共重合体（ETFE）層と放射線シール

ド ETFE の製造、体外診断用医療機器と CCD カラーフィルター）、消火用フォーム

の製造と使用 

 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い制限残留性汚染

物質としてリストされている。 

 

(19) ペンタクロロベンゼン 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A 及び C に掲載されている。欧州

では POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、あらゆる用途の施設毎で、年間 10,000 ポン

ド以上の製造、輸入、または加工が規制されている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。ただし、PCB 規則で使用

が許可されている場合、機器や機器用の液体に含まれるクロロビフェニルとともに使用す

ることが認められている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物
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質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(20) ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｔ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名α－ヘキサクロロ

シクロヘキサン） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 1.5％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における

残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(21) ｒ－１，ｔ－２，ｃ－３，ｔ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名β－ヘキサクロロ

シクロヘキサン） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 1.5％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における

残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(22) ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名γ－ヘキサクロロ

シクロヘキサン又はリンデン） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 1.5％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における

残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び
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中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(23) デカクロロペンタシクロ［５．３．０．０（２，６）．０（３，９）．０（４，８）］デカン－５－オン（別名クロル

デコン） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(24) ヘキサブロモビフェニル 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、すべての用途の製造、輸入、加工が規制され

ている。 

韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物

質としてリストされている。 

カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）に

は本物質は収載されておらず、韓国化評法における有害化学物質及び重点管理物質には指

定されていない。 

 

(25) テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニルエーテル） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。非意

図的含有について以下のように定められている (2021 年 7 月 16 日までに再評価予定）。 

 物質中に 10 mg/kg (0,001 重量%) 以下で存在する当該物質は‘unintentional trace 

contaminant’として適用除外とする。 
 tetra-, penta-, hexa-, hepta-及び decaBDE に対して、混合物又は成形品中に存在するこ

れらの物質の合計濃度で 500 mg/kg までは‘unintentional trace contaminant’として適

用除外とする。 
 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、すべての用途の製造、輸入、加工が規制され

ている。 
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カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造品（manufactured items）への含有を除いて製造、輸入、使用、販売、販売の申し

出が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(26) ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロモジフェニルエーテル） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。非意

図的含有について以下のように定められている (2021 年 7 月 16 日までに再評価予定）。 

 物質中に 10 mg/kg (0,001 重量%) 以下で存在する当該物質は‘unintentional trace 

contaminant’として適用除外とする。 

 tetra-, penta-, hexa-, hepta-及び decaBDE に対して、混合物又は成形品中に存在するこ

れらの物質の合計濃度で 500 mg/kg までは‘unintentional trace contaminant’として適

用除外とする。 

 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、すべての用途の製造、輸入、加工が規制され

ている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造品（manufactured items）への含有を除いて製造、輸入、使用、販売、販売の申し

出が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。さ

らに、禁止物質にも指定されており、ペンタブロモジフェニルオキシド及びこれを 0.1％以

上含有した混合物は製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。また、

韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物質

としてリストされている。 

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(27) ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェニルエーテル） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。非意

図的含有について以下のように定められている (2021 年 7 月 16 日までに再評価予定）。 
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 物質中に 10 mg/kg (0,001 重量%) 以下で存在する当該物質は‘unintentional trace 

contaminant’として適用除外とする。 

 tetra-, penta-, hexa-, hepta-及び decaBDE に対して、混合物又は成形品中に存在するこ

れらの物質の合計濃度で 500 mg/kg までは‘unintentional trace contaminant’として適

用除外とする。 

 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、すべての用途の製造、輸入、加工が規制され

ている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造品（manufactured items）への含有を除いて製造、輸入、使用、販売、販売の申し

出が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(28) ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロモジフェニルエーテル） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。非意

図的含有について以下のように定められている (2021 年 7 月 16 日までに再評価予定）。 

 物質中に 10 mg/kg (0,001 重量%) 以下で存在する当該物質は‘unintentional trace 

contaminant’として適用除外とする。 

 tetra-, penta-, hexa-, hepta-及び decaBDE に対して、混合物又は成形品中に存在するこ

れらの物質の合計濃度で 500 mg/kg までは‘unintentional trace contaminant’として適

用除外とする。 

 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、すべての用途の製造、輸入、加工が規制され

ている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造品（manufactured items）への含有を除いて製造、輸入、使用、販売、販売の申し

出が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 
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中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(29) ６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，

４，３－ベンゾジオキサチエピン＝３－オキシド（別名エンドスルファン又はベンゾエピン） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

韓国では化評法において、禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸

入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必

要となる。いずれも閾値は 1％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における残

留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(30) ヘキサブロモシクロドデカン 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。非意

図的含有について以下のように定められている。 

 物質、混合物、成形品中に 10 mg/kg (0,001 重量%) 以下で存在する当該物質又は難

燃性成形品の成分として含有する場合は‘unintentional trace contaminant’として適

用除外とする。 
また、欧州 REACH 規則において認可対象物質となっており、認可の要求を行い許可を受

けなければ上市又は使用ができない。ただし、認可要求は、物質が混合物中に以下のように

存在する場合、その使用には適用されない（1.1.1 (2)③参照）。 

 (a)第 57 条(d),(e),(f)に言及される物質（PBT/vPvB 物質、内分泌かく乱性物質等）につい

て 0.1 重量％の濃度限界値未満 

 (b)他の全ての物質については、CLP 規則第 11 条(3)に規定された、混合物を有害性とし

ての分類に至らせる値未満 

 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、自動車での使用以外の消費者向け繊維製品で

の使用が規制されている。 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。 

中国では、中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）に収載されており、以下の許可さ

れた用途以外は使用が禁止されている。 

 特定の登録免除の有効期間内（2021 年 12 月 25 日までに）の建物に使用される発泡

ポリスチレンと押出ポリスチレン（主に難燃剤として）の製造と使用 
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韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い制限残留性汚染

物質としてリストされている。 

 

(31) ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。 

また、欧州 REACH 規則において制限物質となっており、以下の条件での上市又は使用が禁

止されている。 

 物質として 
 0.1 重量％以上の濃度で、他の物質中の成分として、又は混合物で 

 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。さ

らに禁止物質及び有毒物質に指定されており、禁止物質は製造、輸入、販売、保管・貯蔵、

運搬、使用が禁止されている。有毒物質は輸入申告、営業許可が必要となる。いずれも閾値

は 1％とされている。また、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取

り扱い禁止残留性汚染物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、カナダの 2012 年特定有害物質禁止規則及び

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）には本物質は収載されていない。 

 

(32) ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのものであつて、塩素の含有量が全重量の

４８パーセントを超えるものに限る。） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。非意

図的な含有による適用除外の閾値は規定されていないが、含有量に応じた管理措置として

次のように定められている。 

 適用除外として、1 重量％未満の濃度の SCCP を含む物質、混合物、又は 0.15 重

量％未満の濃度の SCCP を含む成形品の製造、上市、及び使用を認める。 
 

また、欧州 REACH 規則において SVHC に特定されており、届出、情報提供、SDS 提供

の義務がある（1.1.1 (2)参照）。いずれも閾値は 0.1 重量％とされている。 

米国 TSCA では、SNUR が定められており、すべての用途の製造、輸入、加工が規制され

ている。 
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カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出が禁止されている。 

中国では、中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）に収載されており、許可された用

途（工業用途）以外は使用が禁止されている。なお、対象物質は、鎖長 C10−C13 の直鎖塩

素化炭化水素であつて、混合物に含まれる濃度は重量別で 1%以上、且つ塩素量は重量別で

48%以上とされている。 

韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染物

質としてリストされている。韓国化評法における有害化学物質及び重点管理物質には指定

されていない。 

 

(33) １，１’－オキシビス（２，３，４，５，６－ペンタブロモベンゼン）（別名デカブロモジフェニルエー

テル） 

本物質は、ストックホルム条約（POPs 条約）の附属書 A に掲載されている。欧州では

POPs 規則の附属書Ⅰに掲載されており、原則製造、上市及び使用が禁止されている。非意

図的含有について以下のように定められている (2021 年 7 月 16 日までに再評価予定）。 

 物質中に 10 mg/kg (0,001 重量%) 以下で存在する当該物質は‘unintentional trace 

contaminant’として適用除外とする。 
 tetra-, penta-, hexa-, hepta-及び decaBDE に対して、混合物又は成形品中に存在するこ

れらの物質の合計濃度で 500 mg/kg までは‘unintentional trace contaminant’として適

用除外とする。 
 

また、欧州 REACH 規則において制限物質となっており、以下の条件での上市又は使用が

禁止されている。 

 物質を成分とする他の物質や混合物および、物質を 0.1 重量％以上含有する成形品

の製造や上市を原則禁止 
 ただし、次の用途は適用除外 

［デカブロモジフェニルエーテルを含む他物質または混合物の適用除外用途］ 

・2027 年 3 月 2 日までの航空機製造時の使用 

・2027 年 3 月 2 日までに製造された航空機用スペアパーツの製造時の使用 

・2019 年 3 月 2 日以前に製造された自動車や農林業用車両、機械のスペアパーツの

製造時の使用 

［デカブロモジフェニルエーテルを 0.1wt％以上含有する成形品の適用除外用途］ 

・2019 年 3 月 2 日以前に上市された成形品 

・2027 年 3 月 2 日以前に上市された航空機 

・2027 年 3 月 2 日までに製造された航空機用スペアパーツ 

・2019 年 3 月 2 日以前に製造された自動車や農林業用車両、機械のスペアパーツ 
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・RoHS 指令（2011/65/EU）の適用範囲である電気電子製品 
 

カナダでは、2012 年特定有害物質禁止規則の対象物質となっており、いずれの用途にお

いても製造品（manufactured items）への含有を除いて製造、輸入、使用、販売、販売の申し

出が禁止されている。 

韓国では化評法において、重点管理物質に指定されており、製品に含有された重点管理物

質を 0.1％以上で年間 1 トン以上含有した場合、申告及び情報提供が必要とされている。ま

た、韓国残留性汚染物質管理法における残留性汚染物質リストに取り扱い禁止残留性汚染

物質としてリストされている。 

米国 TSCA の SNUR で該当するものはなく、中国厳格制限の有毒化学品名録（2020 年）

には本物質は収載されていない。 
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表 3.2-6 化審法の第一種特定化学物質の欧州及び米国における規制及び閾値 

 

  

該当する規制等 閾値 根拠等 規制の内容 該当する規制等 閾値 適用除外等 該当する規制等

1 ポリ塩化ビフェニル
複数あり（297物
質）

●＊

（附属書A、C）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

装置中: 0.005%、0.05
dm3

加盟国は、2025年12月31日までにできるだけ早く、0.005％、0.05 dm3を
超える容量を含有する機器（変圧器、コンデンサー、又は液体原料を含む
その他の容器等）を特定し、使用を止めなければならない

●＊

（有害な化学物
質及び混合物の

規制）

【40 CFR §761】
本規則は、PCB及びPCB含有製品の製造（輸入を含む）、
加工、流通、使用、処分、貯蔵及び表示に係る禁止行為及
び遵守要件を定めたもので、大部分の規定は個別に定めら
れた濃度以上でPCBが存在する場合にのみ適用される。
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=a2d79456d3ef331dfaf4856b8d224208&mc=true&n
ode=pt40.34.761&rgn=div5

2
ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上の
ものに限る。）

複数あり（80物
質）

●＊

（附属書A、C）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

3 ヘキサクロロベンゼン 118-74-1
●

（附属書A、C）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

4

１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－
１，４，４ａ，５，８，８ａ－ヘキサヒドロ－
エキソ－１，４－エンド－５，８－ジメタノ
ナフタレン（別名アルドリン）

309-00-2
●

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

5

１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－
６，７－エポキシ－１，４，４ａ，５，６，
７，８，８ａ－オクタヒドロ－エキソ－１，
４－エンド－５，８－ジメタノナフタレン
（別名ディルドリン）

複数あり（2物
質）

●＊

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

6

１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－
６，７－エポキシ－１，４，４ａ，５，６，
７，８，８ａ－オクタヒドロ－エンド－１，
４－エンド－５，８－ジメタノナフタレン
（別名エンドリン）

複数あり（2物
質）

●＊

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

7
１，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（４－
クロロフェニル）エタン（別名ＤＤＴ）

50-29-3
●

（附属書B）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- -
●

（SNUR　2287）

【40 CFR §721.2287】
重要な新しい用途：あらゆる用途の施設毎で、年間10,000
ポンド以上の製造、輸入、または加工。

8

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ
－２，３，３ａ，４，７，７ａ－ヘキサヒドロ
－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，
４，５，６，７，８，８－ヘプタクロロ－３
ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－４，７－メ
タノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁
化合物の混合物（別名クロルデン又は
ヘプタクロル）

複数あり（10物
質）

●＊

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

9 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド 56-35-9 -
●

SVHC（PBT）
0.1重量％

【REACH第7条(2)】0.1重量％を超える濃度、かつ1トン／年以上のSVHCを含む成
形品の製造者または輸入者は、ECHAに届出なければならない。
【REACH第33条】SVHCが成形品中に0.1重量％を超えて含有される場合には、
成形品の供給者は川下ユーザーに対して、また、消費者から要求がある場合は
45日以内に無料で、その成形品を安全に使用できる情報（少なくとも物質名）を提
供する義務がある。
【REACH第31条(3)】SVHCを含む混合物の提供者は、0.1重量％以上のSVHCを
含有する場合、受領者からの要求によりSDSを提供しなければならない。

-

10

Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジ
アミン、Ｎ－トリル－Ｎ’－キシリル－パ
ラ－フェニレンジアミン又はＮ，Ｎ’－ジ
キシリル－パラ－フェニレンジアミン

複数あり（6物
質）

- － -

11
２，４，６－トリ－ターシャリ－ブチルフェ
ノール

732-26-3 - － -

12
ポリクロロ－２，２－ジメチル－３－メチ
リデンビシクロ［２．２．１］ヘプタン（別
名トキサフェン）

8001-35-2
●

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

13
ドデカクロロペンタシクロ［５．３．０．０
（２，６）．０（３，９）．０（４，８）］デカン
（別名マイレックス）

2385-85-5
●

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

欧州POPs規則
(規則 (EU) 2019/1021)

米国TSCA：重要新規利用規則（SNUR）

政令番号 政令名称 CAS番号
ストックホルム
条約（POPs条

約）

欧州REACH
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表 3.2-6 化審法の第一種特定化学物質の欧州及び米国における規制及び閾値（続き） 

 
  

該当する規制等 閾値 根拠等 規制の内容 該当する規制等 閾値 適用除外等 該当する規制等

14
２，２，２－トリクロロ－１，１－ビス（４－
クロロフェニル）エタノール（別名ケルセ
ン又はジコホル）

115-32-2
●

（附属書A）
－ -

15 ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン 87-68-3
●

（附属書A、C）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

16
２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾー
ル－２－イル）－４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルフェノール

3846-71-7 -
●

（認可/No.54）
0.1重量％

【REACH第56条(6)】認可要求は、物質が混合物中に以下のように存在する場
合、その使用には適用されない。
　(a)第57条(d),(e),(f)に言及される物質（PBT/vPvB物質、内分泌かく乱性物質
等）について0.1重量％の濃度限界値未満
　(b)他の全ての物質については、CLP規則第11条(3)に規定された、混合物を有
害性としての分類に至らせる値未満

-

17
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン
酸）（別名ＰＦＯＳ）又はその塩

複数あり（10物
質）

●＊

（附属書B）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

物質、混合物中: 10
mg/kg (0,001重量%)
半製品、製品、成形品又
はその部品中: 0.1重量%
線維製品又はコーティン
グ製品: 1μg/ m2未満

・物質又は混合物中に10 mg/kg (0,001重量%) 以下で存在する当該物質
は‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
 ・半製品、製品、成形品又はその部品については、構造上又は微細構造
上区別できる部品の重量から算出されたPFOS濃度が0.1重量％未満、線
維製品又はコーティングされた製品については、PFOS濃度が1μg/ m2未
満の場合、‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。

●＊

（SNUR　9582）

【40 CFR §721.9582】
重要な新しい用途：任意の用途での製造（輸入を含む）又
は加工。ただし、次の場合を除く。
　（i）耐火性リン酸エステル航空油圧作動油の防食添加剤
としての使用
　（ii）光酸発生剤又は界面活性剤を含むフォトレジスト物質
の成分として、又は反射防止コーティングの成分としての使
用
　（iii）表面張力、静電気放電、及びアナログ及びデジタル
画像フィルム、紙、印刷版の接着制御用コーティング、又は
画像フィルムの処理に使用される混合物の界面活性剤とし
ての使用
　（iv）（i）、（ii）、又は（iii）にリストされた使用例外のために
のみ使用される他の化学物質を生産するためだけの中間
体としての使用。

18
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホニ
ル）＝フルオリド（別名ＰＦＯＳＦ）

307-35-7
●

（附属書B）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

物質、混合物中: 10
mg/kg (0,001重量%)
半製品、製品、成形品又
はその部品中: 0.1重量%
線維製品又はコーティン
グ製品: 1μg/ m2未満

・物質又は混合物中に10 mg/kg (0,001重量%) 以下で存在する当該物質
は‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
 ・半製品、製品、成形品又はその部品については、構造上又は微細構造
上区別できる部品の重量から算出されたPFOS濃度が0.1重量％未満、線
維製品又はコーティングされた製品については、PFOS濃度が1μg/ m2未
満の場合、‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。

●
（SNUR　9582）

【40 CFR §721.9582】
重要な新しい用途：任意の用途での製造（輸入を含む）又
は加工。ただし、次の場合を除く。
　（i）耐火性リン酸エステル航空油圧作動油の防食添加剤
としての使用
　（ii）光酸発生剤又は界面活性剤を含むフォトレジスト物質
の成分として、又は反射防止コーティングの成分としての使
用
　（iii）表面張力、静電気放電、及びアナログ及びデジタル
画像フィルム、紙、印刷版の接着制御用コーティング、又は
画像フィルムの処理に使用される混合物の界面活性剤とし
ての使用
　（iv）（i）、（ii）、又は（iii）にリストされた使用例外のために
のみ使用される他の化学物質を生産するためだけの中間
体としての使用。

19 ペンタクロロベンゼン 608-93-5
●

（附属書A、C）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- -
●

（SNUR　1430）

【40 CFR §721.1430】
重要な新しい用途：あらゆる用途の施設毎で、年間10,000
ポンド以上の製造、輸入、または加工。

20
ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｔ－５，ｔ－６
－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名α
－ヘキサクロロシクロヘキサン）

319-84-6
●

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

21
ｒ－１，ｔ－２，ｃ－３，ｔ－４，ｃ－５，ｔ－６
－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名β
－ヘキサクロロシクロヘキサン）

319-85-7
●

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

22

ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｃ－５，ｔ－６
－ヘキサクロロシクロヘキサン（別名γ
－ヘキサクロロシクロヘキサン又はリン
デン）

58-89-9
●

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

23
デカクロロペンタシクロ［５．３．０．０
（２，６）．０（３，９）．０（４，８）］デカン－
５－オン（別名クロルデコン）

143-50-0
●

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

24 ヘキサブロモビフェニル
複数あり（23物
質）

●＊

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- -
●＊

（SNUR　1790）

【40 CFR §721.1790】
重要な新しい用途：すべての用途（の製造、輸入、加工）

25
テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名
テトラブロモジフェニルエーテル）

複数あり（4物
質）

●＊

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

10 mg/kg (0,001重量%)
tetra-, penta-, hexa-,
hepta-及びdecaBDEの
合計で500 mg/kg

・物質中に10 mg/kg (0,001重量%) 以下で存在する当該物質は
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
 ・tetra-, penta-, hexa-, hepta-及びdecaBDEに対して、混合物又は成形
品中に存在するこれらの物質の合計濃度で500 mg/kgまでは
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
(2021年7月16日までに再評価予定）

●＊

（SNUR　10000）

【40 CFR §721.10000】
重要な新しい用途：すべての用途（の製造、輸入、加工）

政令番号 政令名称 CAS番号
ストックホルム
条約（POPs条

約）

欧州REACH
欧州POPs規則

(規則 (EU) 2019/1021)
米国TSCA：重要新規利用規則（SNUR）



 107 

表 3.2-6 化審法の第一種特定化学物質の欧州及び米国における規制及び閾値（続き） 

 

  

該当する規制等 閾値 根拠等 規制の内容 該当する規制等 閾値 適用除外等 該当する規制等

26
ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別
名ペンタブロモジフェニルエーテル）

複数あり（3物
質）

●＊

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

10 mg/kg (0,001重量%)
tetra-, penta-, hexa-,
hepta-及びdecaBDEの
合計で500 mg/kg

・物質中に10 mg/kg (0,001重量%) 以下で存在する当該物質は
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
 ・tetra-, penta-, hexa-, hepta-及びdecaBDEに対して、混合物又は成形
品中に存在するこれらの物質の合計濃度で500 mg/kgまでは
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
(2021年7月16日までに再評価予定）

●＊

（SNUR　10000）

【40 CFR §721.10000】
重要な新しい用途：すべての用途（の製造、輸入、加工）

27
ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別
名ヘキサブロモジフェニルエーテル）

複数あり（6物
質）

●＊

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

10 mg/kg (0,001重量%)
tetra-, penta-, hexa-,
hepta-及びdecaBDEの
合計で500 mg/kg

・物質中に10 mg/kg (0,001重量%) 以下で存在する当該物質は
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
 ・tetra-, penta-, hexa-, hepta-及びdecaBDEに対して、混合物又は成形
品中に存在するこれらの物質の合計濃度で500 mg/kgまでは
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
(2021年7月16日までに再評価予定）

●＊

（SNUR　10000）

【40 CFR §721.10000】
重要な新しい用途：すべての用途（の製造、輸入、加工）

28
ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別
名ヘプタブロモジフェニルエーテル）

複数あり（5物
質）

●＊

（附属書A）
－

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

10 mg/kg (0,001重量%)
tetra-, penta-, hexa-,
hepta-及びdecaBDEの
合計で500 mg/kg

・物質中に10 mg/kg (0,001重量%) 以下で存在する当該物質は
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
 ・tetra-, penta-, hexa-, hepta-及びdecaBDEに対して、混合物又は成形
品中に存在するこれらの物質の合計濃度で500 mg/kgまでは
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
(2021年7月16日までに再評価予定）

●＊

（SNUR　10000）

【40 CFR §721.10000】
重要な新しい用途：すべての用途（の製造、輸入、加工）

29

６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－
１，５，５ａ，６，９，９ａ－ヘキサヒドロ－
６，９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキ
サチエピン＝３－オキシド（別名エンド
スルファン又はベンゾエピン）

複数あり（3物
質）

●
（附属書A）

－
附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

- - -

30 ヘキサブロモシクロドデカン
複数あり（14物
質）

●
（附属書A）

●＊

（認可/No.3）
0.1重量％

【REACH第56条(6)】認可要求は、物質が混合物中に以下のように存在する場
合、その使用には適用されない。
　(a)第57条(d),(e),(f)に言及される物質（PBT/vPvB物質、内分泌かく乱性物質
等）について0.1重量％の濃度限界値未満
　(b)他の全ての物質については、CLP規則第11条(3)に規定された、混合物を有
害性としての分類に至らせる値未満

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

物質、混合物、成形品:
10 mg/kg (0,001重量%)

・物質、混合物、成形品中に10 mg/kg (0,001重量%) 以下で存在する当該
物質又は難燃性成形品の成分として含有する場合は‘unintentional
trace contaminant’として適用除外とする。
(2019年3月22日までに再評価予定）

●＊

（SNUR　10281）

【40 CFR §721.10281】
重要な新しい用途：自動車での使用以外の消費者向け繊
維製品での使用。

31
ペンタクロロフェノール又はその塩若し
くはエステル

複数あり（29物
質）

●
（附属書A）

●＊

（制限/No.22）
0.1%

【制限条件】
以下で上市又は使用されてはならない。
－物質として、
－0.1重量％以上の濃度で、他の物質中の成分として、又は混合物で。

【根拠】
旧指令（76/769/EEC）での制限からの移行。数値の根拠は不明。

附属書I PartA - - -

32

ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０
から１３までのものであつて、塩素の含
有量が全重量の４８パーセントを超える
ものに限る。）

複数あり（25物
質）

●
（附属書A）

●＊

SVHC
（PBT/vPvB）

0.1重量％

【REACH第7条(2)】0.1重量％を超える濃度、かつ1トン／年以上のSVHCを含む成
形品の製造者または輸入者は、ECHAに届出なければならない。
【REACH第33条】SVHCが成形品中に0.1重量％を超えて含有される場合には、
成形品の供給者は川下ユーザーに対して、また、消費者から要求がある場合は
45日以内に無料で、その成形品を安全に使用できる情報（少なくとも物質名）を提
供する義務がある。
【REACH第31条(3)】SVHCを含む混合物の提供者は、0.1重量％以上のSVHCを
含有する場合、受領者からの要求によりSDSを提供しなければならない。

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

物質、混合物: 1重量％
成形品: 0.15重量％

適用除外として、1重量％未満の濃度のSCCPを含む物質、混合物、又は
0.15重量％未満の濃度のSCCPを含む成形品の製造、上市、及び使用を
認める。

●＊

（SNUR　10227）

【40 CFR §721.10227】
重要な新しい用途：すべての用途（の製造、輸入、加工）

＊：一つの政令番号に複数のCAS番号が含まれており、それらのCAS番号の一部が当該規制に該当する

政令番号 政令名称 CAS番号
ストックホルム
条約（POPs条

約）

欧州REACH
欧州POPs規則

(規則 (EU) 2019/1021)
米国TSCA：重要新規利用規則（SNUR）

【数値の根拠と推察される記述】
Currently, 0.1% w/w is the limit that triggers the
notification requirement under article 7(2) of
REACH and the information requirement under
article 33 of REACH. This limit also applies to
recycled articles. Finally, the same limit of 0.1% w/w
is applied for PBDEs, including decaBDE, under the
RoHS Directive (see Table 8). To enhance the
enforceability of the restriction a concentration limit
of 0.1% w/w is proposed.
Although no uses in mixtures were identified during
consultation (except some very limited information
on e.g. inks and coatings), the same limit of 0.1 %
w/w is proposed also for mixtures. This is in line
with previous restrictions on brominated flame
retardants (see entry no 45. Diphenylether,
octabromo derivative, of Annex XVII of REACH).
The proposed limit will ensure that decaBDE is not
intentionally added to products since concentrations
below this limit will not ensure flame retardancy.
This is because decaBDE is used in much higher
quantities to be effective. The range of reported
concentrations is between 7.5 and 20% depending on
the application (see section C.2). Finally, there is no
information on any products that would contain
decaBDE as impurity in concentrations higher than
0.1%, meaning that the restriction will not
inadvertently affect any products into which
decaBDE is not intentionally added.

33
１，１’－オキシビス（２，３，４，５，６－
ペンタブロモベンゼン）（別名デカブロモ
ジフェニルエーテル）

1163-19-5
●

（附属書A）
●
（制限/No.67）

0.1%

【制限条件】
－2019年3月2日以降、物質の製造・上市を禁止
－物質を成分とする他の物質や混合物および、物質を0.1重量％以上含有する成
形品の製造や上市を原則禁止

ただし、次の用途は適用除外。
［デカブロモジフェニルエーテルを含む他物質または混合物の適用除外用途］
・2027年3月2日までの航空機製造時の使用
・2027年3月2日までに製造された航空機用スペアパーツの製造時の使用
・2019年3月2日以前に製造された自動車や農林業用車両、機械のスペアパーツ
の製造時の使用
［デカブロモジフェニルエーテルを0.1wt％以上含有する成形品の適用除外用途］
・2019年3月2日以前に上市された成形品
・2027年3月2日以前に上市された航空機
・2027年3月2日までに製造された航空機用スペアパーツ
・2019年3月2日以前に製造された自動車や農林業用車両、機械のスペアパーツ
・RoHS指令（2011/65/EU）の適用範囲である電気電子製品

附属書I PartA
(製造、上市禁
止)

10 mg/kg (0,001重量%)
tetra-, penta-, hexa-,
hepta-及びdecaBDEの
合計で500 mg/kg

・物質中に10 mg/kg (0,001重量%) 以下で存在する当該物質は
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
 ・tetra-, penta-, hexa-, hepta-及びdecaBDEに対して、混合物又は成形
品中に存在するこれらの物質の合計濃度で500 mg/kgまでは
‘unintentional trace contaminant’として適用除外とする。
(2021年7月16日までに再評価予定）

-
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表 3.2-7 化審法の第一種特定化学物質のカナダ、中国及び韓国における規制及び閾値 

 
  

該当する規制等 概要 該当する規制等 概要 該当する規制等 概要 該当する規制等 概要

1 ポリ塩化ビフェニル 複数あり（297物質） ●（PCB規則）

＜分子式がC12H(10-n)Cln（n≧2）の塩化ビフェニル類が対象＞

・PCBを含有する製品の加工や使用、2 mg/kg以上の濃度で含有する製品
の製造や輸出入、50 mg/kg以上の濃度で含有する製品の販売のための提
供及び販売を禁止
・偶発的/付随的に製造されたPCBを含む着色顔料の製造、輸出、輸入、販
売の申し出、販売、加工または使用については、PCB濃度が50 mg/kg未満
かつ年間平均PCB濃度が25 mg/kgを超えない限り、適用除外の対象

●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：1336-36-3＞
【禁止物質（06-4-46）】
・PCB（1336-36-3）及びこれを0.005％以上含有した混合物。ただし、
置換された塩素数が3個未満の場合は除外
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-394）】
・PCB（1336-36-3）及びこれを0.005％以上含有する化合物。ただ
し、置換された塩素数が3個未満の場合は除外
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.9：폴리클로리네이티드비페닐
(Polychlorinated biphenyls, PCBs)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

2
ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限
る。）

複数あり（80物質）
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

＜該当するCAS番号：2234-13-1、70776-03-3＞
いずれの用途においても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出を禁止。 ●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：70776-03-3＞
【重点管理物質（別表2-432）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.26：폴리클로리네이티드나프
탈렌(Polychlorinated naphthalenes, PCNs)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

3 ヘキサクロロベンゼン 118-74-1
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

いずれの用途においても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出を禁止。 ●（重点管理物質）
【重点管理物質（別表2-36）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.8：헥사클로로벤젠
(Hexachlorobenzene)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

4
１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－１，４，４ａ，
５，８，８ａ－ヘキサヒドロ－エキソ－１，４－エンド
－５，８－ジメタノナフタレン（別名アルドリン）

309-00-2 - ●（劇毒）
●（禁止物質/有毒物
質）

【禁止物質（06-4-19）】
・アルドリン（309-00-2）及びこれを0.1％以上含有した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-178）】
・アルドリン（309-00-2）及びこれを0.1％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.1：알드린(Aldrin)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

5

１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－６，７－エ
ポキシ－１，４，４ａ，５，６，７，８，８ａ－オクタヒドロ
－エキソ－１，４－エンド－５，８－ジメタノナフタレ
ン（別名ディルドリン）

複数あり（2物質） - ●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：60-57-1＞
【禁止物質（06-4-6）】
・ディルドリン（60-57-1）及びこれを1％以上含有した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-40）】
・ディルドリン（60-57-1）及びこれを1％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.3：디엘드린(Dieldrin)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

6

１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－６，７－エ
ポキシ－１，４，４ａ，５，６，７，８，８ａ－オクタヒドロ
－エンド－１，４－エンド－５，８－ジメタノナフタレ
ン（別名エンドリン）

複数あり（2物質） - ●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：72-20-8＞
【禁止物質（06-4-25）】
・エンドリン（72-20-8）及びこれを1％以上含有した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-196）】
・エンドリン（72-20-8）及びこれを1％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.2：엔드린(Endrin)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

7
１，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（４－クロロフェ
ニル）エタン（別名ＤＤＴ）

50-29-3
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

いずれの用途においても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出を禁止。 ●
●（禁止物質/有毒物
質）

【禁止物質（06-4-3）】
・DDT（50-29-3）及びこれを1％以上含有した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-27）】
・DDT（50-29-3）及びこれを1％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.10：디디티(1,1,1-trichloro-
2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, DDT)
・取扱制限残留性汚染物質

8

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３
ａ，４，７，７ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ
－インデン、１，４，５，６，７，８，８－ヘプタクロロ
－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－４，７－メタノ－１
Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混合物
（別名クロルデン又はヘプタクロル）

複数あり（10物質） - ●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：57-74-9、76-44-8、5103-71-9、5103-74-2
＞
【禁止物質（06-4-31、06-4-52、）】
・クロルデン（57-74-9）及びこれを1％以上含有した混合物
・ヘプタクロル（76-44-8）及びこれを6％以上含有した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-285、97-1-403、）】
・クロルデン（57-74-9）及びこれを1％以上含有する化合物
・ヘプタクロル（76-44-8）及びこれを1.0％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.5：클로르데인(Chlordane)
・残留性汚染物質リストNo.6：헵타클로르(Heptachlor)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

9 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド 56-35-9
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

当該製品中濃度が30%(w/w) 以下であり、かつ当該製品が2013年3月14日
以前に製造又は輸入されたものである場合のみ、使用、販売又は販売の申
し出が許可される。2013年3月14日以降は、Section 9(2)に従って許可証が
交付された場合に活動が許可される。ビス（トリブチルスズ）＝オキシドが製
品中に偶発的/付随的に存在する場合も対象となる。

● ●

・化審法一特の該当CAS (56-35-9) 以外に、以下のCASも
含まれている。
1983-10-4、2155-70-6、4342-36-3、1461-22-9、24124-
25-2、85409-17-2
・許可の用途以外は使用禁止
・許可の用途：工業用途（塗料用途を除く）

●（重点管理物質/制
限物質/有毒物質）

【重点管理物質（別表2-6）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要
【制限物質（06-5-4）】
・水酸化トリアルキルスズとその塩類（酸化トリアルキルスズを包含す
る）及びトリブチルスズ化合物又はそのうちの一つを0.1％以上含有し
た混合物
・次の各号に該当する用途では製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運
搬、使用を禁止する。
　イ．船舶法第2条の規定による韓国船舶（ただし、軍艦・警察用船舶
は除く）及び漁船法第2条規定による漁船の防汚塗料用
　ロ．海洋汚染防止法による海洋施設と港湾法による港湾施設中一
部又は全部が海水と接触するか接触できる構造物又は施設、漁網、
漁具の防汚塗料用
　ハ．山林法による木材防腐処理用
　ニ．冷却水殺菌剤用
【有毒物質（97-1-139）】
・水酸化トリアルキルスズとその塩類（水酸化トリアルキルスズを包含
する）及びトリブチルスズ化合物又はその中の1つを0.1％以上含有す
る化合物
・輸入申告、営業許可が必要

-

中国：危険化学品
目録（２０１５版）

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020年） 韓国：化評法( K-REACH)／化管法：有害化学物質、重点管理物質 韓国：残留性汚染物質管理法カナダ環境保護法
政令番号 政令名称 CAS番号
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表 3.2-7 化審法の第一種特定化学物質のカナダ、中国及び韓国における規制及び閾値（続き） 

 
  

該当する規制等 概要 該当する規制等 概要 該当する規制等 概要 該当する規制等 概要

10

Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－
トリル－Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレンジアミン
又はＮ，Ｎ’－ジキシリル－パラ－フェニレンジアミ
ン

複数あり（6物質） - - - -

11 ２，４，６－トリ－ターシャリ－ブチルフェノール 732-26-3 - - - -

12
ポリクロロ－２，２－ジメチル－３－メチリデンビシ
クロ［２．２．１］ヘプタン（別名トキサフェン）

8001-35-2 - ●
●（禁止物質/有毒物
質）

【禁止物質（06-4-28）】
・カンフェクロル（8001-35-2）及びこれを1％以上含有した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-259）】
・カンフェクロル（8001-35-2）及びこれを1％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.4：톡사펜(Toxaphene)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

13
ドデカクロロペンタシクロ［５．３．０．０（２，６）．０
（３，９）．０（４，８）］デカン（別名マイレックス）

2385-85-5
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

いずれの用途においても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出を禁止。 ● ●（重点管理物質）
【重点管理物質（別表2-106）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.7：미렉스(Mirex)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

14
２，２，２－トリクロロ－１，１－ビス（４－クロロフェ
ニル）エタノール（別名ケルセン又はジコホル）

115-32-2 - - ●（有毒物質）
【有毒物質（97-1-47）】
・ジコホル（115-32-2）及びこれを25％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

-

15 ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン 87-68-3
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

いずれの用途においても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出を禁止。 ● ●（重点管理物質）
【重点管理物質（別表2-23）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.25：헥사클로로부타디엔
(Hexachlorobutadiene, HCBD)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

16
２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イ
ル）－４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール

3846-71-7 - - - -

17
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名Ｐ
ＦＯＳ）又はその塩

複数あり（10物質）
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

＜該当するCAS番号：1763-23-1、2795-39-3、29081-56-9、29457-72-
5、56773-42-3、70225-14-8＞
・フォトリソグラフィプロセス用のフォトレジストや反射防止コーティング、写真
用フィルム、印画紙、印刷版の用途での製造、輸入、使用、販売、販売の申
し出が認められている。
・国外の軍事作戦で汚染された軍用船舶または軍用消防車に存在する水性
皮膜形成泡（AFFF）の用途での使用が認められている。
・AFFF製品のうち、含有濃度が10 ppm以下であり、かつ当該製品が2008年
5月29日以前に製造又は輸入され、製造過程で形成された特定の物理的形
状に依存する機能を有する場合のみ、使用、販売又は販売の申し出が許可
される。2013年3月14日以降は、Section 9(2)に従って許可証が交付された
場合に活動が許可される。有害物質が偶発的/付随的に存在する場合も対
象となる。

附表2 Part 1、Part 1.1、Part 3.1

●＊ ●＊

・許可の用途以外は使用禁止
・許可の用途：写真の画像形成、半導体デバイスのフォトレ
ジストおよび反射防止コーティング、化合物半導体およびセ
ラミックフィルターのエッチング液、航空油圧油、閉ループシス
テムのみの金属メッキ（硬質金属メッキ）、特定の医療機器
（例えば、テトラフルオロエチレンとエチレン共重合体（ETFE）
層と放射線シールドETFEの製造、体外診断用医療機器と
CCDカラーフィルター）、消火用フォームの製造と使用

●＊

＜該当するCAS番号：1763-23-1、2795-39-3＞
【重点管理物質（別表2-99、2-111）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

＜該当するCAS番号：2795-39-3＞
【有毒物質（2010-1-612）】
・ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム（2795-39-3）及びこれを
0.3％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.21：과불화옥탄술폰산
(Perfluorooctane sulfonic acid, PFOS)
・取扱制限残留性汚染物質

18
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホニル）＝フル
オリド（別名ＰＦＯＳＦ）

307-35-7
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

・フォトリソグラフィプロセス用のフォトレジストや反射防止コーティング、写真
用フィルム、印画紙、印刷版の用途での製造、輸入、使用、販売、販売の申
し出が認められている。
・国外の軍事作戦で汚染された軍用船舶または軍用消防車に存在する水性
皮膜形成泡（AFFF）の用途での使用が認められている。
・AFFF製品のうち、含有濃度が10 ppm以下であり、かつ当該製品が2008年
5月29日以前に製造又は輸入され、製造過程で形成された特定の物理的形
状に依存する機能を有する場合のみ、使用、販売又は販売の申し出が許可
される。2013年3月14日以降は、Section 9(2)に従って許可証が交付された
場合に活動が許可される。有害物質が偶発的/付随的に存在する場合も対
象となる。

附表2 Part 1、Part 1.1、Part 3.1

● ●

・許可の用途以外は使用禁止
・許可の用途：写真の画像形成、半導体デバイスのフォトレ
ジストおよび反射防止コーティング、化合物半導体およびセ
ラミックフィルターのエッチング液、航空油圧油、閉ループシス
テムのみの金属メッキ（硬質金属メッキ）、特定の医療機器
（例えば、テトラフルオロエチレンとエチレン共重合体（ETFE）
層と放射線シールドETFEの製造、体外診断用医療機器と
CCDカラーフィルター）、消火用フォームの製造と使用

●（重点管理物質）
【重点管理物質（別表2-50）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●

・残留性汚染物質リストNo.21：그 염류와 과불화옥탄술
포닐플로라이드(Perfluorooctane sulfonyl fluoride,
PFOS-F)
・取扱制限残留性汚染物質

19 ペンタクロロベンゼン 608-93-5
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

PCB規則で使用が許可されている場合、機器や機器用の液体に含まれるク
ロロビフェニルとともに使用することが認められている。

● ●（重点管理物質）
【重点管理物質（別表2-75）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.20：펜타클로로벤젠
(Pentachlorobenzene, PeCB)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

20
ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｔ－５，ｔ－６－ヘキサク
ロロシクロヘキサン（別名α－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン）

319-84-6 - ●
●（禁止物質/有毒物
質）

【禁止物質（06-4-51）】
・ヘキサクロロシクロヘキサン（608-73-1）及びこれを1.5％以上含有
した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-62）】
・ヘキサクロロシクロヘキサン（608-73-1）及びこれを1.5％以上含有
する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.15：알파헥사클로로사이클로
헥산(Alpha hexachlorocyclohexane)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

21
ｒ－１，ｔ－２，ｃ－３，ｔ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサク
ロロシクロヘキサン（別名β－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン）

319-85-7 - ●
●（禁止物質/有毒物
質）

【禁止物質（06-4-51）】
・ヘキサクロロシクロヘキサン（608-73-1）及びこれを1.5％以上含有
した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-62）】
・ヘキサクロロシクロヘキサン（608-73-1）及びこれを1.5％以上含有
する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.16：베타헥사클로로사이클로
헥산(Beta hexachlorocycloHexane)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

22
ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサク
ロロシクロヘキサン（別名γ－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン又はリンデン）

58-89-9 - ●
●（禁止物質/有毒物
質）

【禁止物質（06-4-51）】
・ヘキサクロロシクロヘキサン（608-73-1）及びこれを1.5％以上含有
した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-62）】
・ヘキサクロロシクロヘキサン（608-73-1）及びこれを1.5％以上含有
する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.14：린덴(Lindane)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

韓国：残留性汚染物質管理法中国厳格制限の有毒化学品名録（2020年）
中国：危険化学品
目録（２０１５版）

韓国：化評法( K-REACH)／化管法：有害化学物質、重点管理物質カナダ環境保護法
政令番号 政令名称 CAS番号
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表 3.2-7 化審法の第一種特定化学物質のカナダ、中国及び韓国における規制及び閾値（続き） 

 
 

該当する規制等 概要 該当する規制等 概要 該当する規制等 概要 該当する規制等 概要

23
デカクロロペンタシクロ［５．３．０．０（２，６）．０
（３，９）．０（４，８）］デカン－５－オン（別名クロル
デコン）

143-50-0 - ● ●（重点管理物質）
【重点管理物質（別表2-42）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.13：클로르데콘(Chlordecone)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

24 ヘキサブロモビフェニル 複数あり（23物質） - ●＊ - ●
・残留性汚染物質リストNo.19：헥사브로모비페닐
(Hexabromobiphenyl)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

25
テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロ
モジフェニルエーテル）

複数あり（4物質）
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

＜該当するCAS番号：40088-47-9＞
製造品（manufactured items）への含有を除いて禁止。

●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：5436-43-1、40088-47-9＞
【重点管理物質（別表2-128、2-353）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●

・残留性汚染物質リストNo.17：테트라브로모디페닐에테
르와 펜타브로모디페닐에테르(Tetrabromodiphenyl
ether and pentabromodiphenyl ether)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

26
ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロ
モジフェニルエーテル）

複数あり（3物質）
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

＜該当するCAS番号：32534-81-9＞
製造品（manufactured items）への含有を除いて禁止。 ●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：32534-81-9＞
【禁止物質（06-4-48）】
・ペンタブロモジフェニルオキシド（32534-81-9）及びこれを0.1％以上
含有した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
＜該当するCAS番号：60348-60-9＞
【重点管理物質（別表2-370）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●

・残留性汚染物質リストNo.17：테트라브로모디페닐에테
르와 펜타브로모디페닐에테르(Tetrabromodiphenyl
ether and pentabromodiphenyl ether)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

27
ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブ
ロモジフェニルエーテル）

複数あり（6物質）
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

＜該当するCAS番号：36483-60-0＞
製造品（manufactured items）への含有を除いて禁止。

●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：36483-60-0、68631-49-2、207122-15-4＞
【重点管理物質（別表2-348、2-399、2-463）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●

・残留性汚染物質リストNo.18：헥사브로모디페닐에테르
와 헵타브로모디페닐에테르(Hexabromodiphenyl ether
and heptabromodiphenyl ether)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

28
ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロ
モジフェニルエーテル）

複数あり（5物質）
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

＜該当するCAS番号：68928-80-3＞
製造品（manufactured items）への含有を除いて禁止。

●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：68928-80-3、207122-16-5、446255-22-7＞
【重点管理物質（別表2-415、2-464、2-467）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●

・残留性汚染物質リストNo.18：헥사브로모디페닐에테르
와 헵타브로모디페닐에테르(Hexabromodiphenyl ether
and heptabromodiphenyl ether)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

29

６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，
６，９，９ａ－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３
－ベンゾジオキサチエピン＝３－オキシド（別名エ
ンドスルファン又はベンゾエピン）

複数あり（3物質） - ●＊ ●

＜該当するCAS番号：115-29-7、 959-98-8、33213-65-9＞
【禁止物質（06-4-24）】
・エンドスルファン（115-29-7）及びこれを1％以上含有した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止
【有毒物質（97-1-193）】
・エンドスルファン（115-29-7）及びこれを1％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.22：엔도설판 및 그 이성체
(Technical endosulfan and its related isomer)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

30 ヘキサブロモシクロドデカン 複数あり（14物質）
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

＜該当するCAS番号：3194-55-6、25637-99-4＞
いずれの用途においても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出を禁止。

- ●＊

・許可の用途以外は使用禁止
・許可の用途：特定の登録免除の有効期間内（2021年12月
25日までに）の建物に使用される発泡ポリスチレンと押出ポ
リスチレン（主に難燃剤として）の製造と使用

●＊

＜該当するCAS番号：3194-55-6、 25637-99-4＞
【重点管理物質（別表1-118、1-184）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.23：헥사브로모사이클로도데
칸(Hexabromocyclododecane)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

31
ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステ
ル

複数あり（29物質） - ●＊ ●＊

＜該当するCAS番号：87-86-5、131-52-2、2917-31-9、2917-32-
0、3644-38-0、7778-73-6＞
【禁止物質（06-4-49）】
・ペンタクロロフェノール（87-86-5）とその塩類及びその中のペンタク
ロロフェノールとして1％以上含有した混合物
・製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止

＜該当するCAS番号：87-86-5、131-52-2、2917-31-9、2917-32-0
＞
【有毒物質（97-1-339）】
・ペンタクロロフェノール（87-86-5）及びその塩類及びその中のペンタ
クロロフェノールとして1％以上含有する化合物
・輸入申告、営業許可が必要

＜該当するCAS番号：3772-94-9、27735-64-4＞
【重点管理物質（別表2-118、2-338）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●

・残留性汚染物質リストNo.24：펜타클로로페놀과 그 염
및 에스테르(Pentachlorophenol and its salts and esters,
PCP)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

32
ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３まで
のものであつて、塩素の含有量が全重量の４８
パーセントを超えるものに限る。）

複数あり（25物質）
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

＜該当するCAS番号：68920-70-7、85535-84-8＞
いずれの用途においても製造、輸入、使用、販売、販売の申し出を禁止。
1 kg以上かつ濃度0.5% (w/w)以上での活動について、附表5に定められた
情報を含む報告書の提出が義務付けられている。

●＊ ●＊

・鎖長C10−C13の直鎖塩素化炭化水素であつて、混合物に
含まれる濃度は重量別で1%以上、且つ塩素量は重量別で
48%以上
・許可の用途以外は使用禁止
・許可の用途：工業用途

- ●
・残留性汚染物質リストNo.29：단쇄염화파라핀(Short-
chain chlorinated paraffins, SCCPs)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

33
１，１’－オキシビス（２，３，４，５，６－ペンタブロモ
ベンゼン）（別名デカブロモジフェニルエーテル）

1163-19-5
●（2012年特定有害
物質禁止規則）

附表1 Part 1、Part 2
附表2.1

- ●（重点管理物質）
【重点管理物質（別表1-96）】
・製品に含有された重点管理物質を0.1％以上で年間1トン以上含有
した場合、申告及び情報提供が必要

●
・残留性汚染物質リストNo.28：데카브로모디페닐에테르
(Decabromodiphenyl ether, BDE-209)
・取り扱い禁止残留性汚染物質

＊：一つの政令番号に複数のCAS番号が含まれており、それらのCAS番号の一部が当該規制に該当する

韓国：残留性汚染物質管理法
政令番号 政令名称 CAS番号

カナダ環境保護法 中国：危険化学品
目録（２０１５版）

中国厳格制限の有毒化学品名録（2020年） 韓国：化評法( K-REACH)／化管法：有害化学物質、重点管理物質
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4.  まとめ 
 

本事業において、POPs 条約及び PIC 条約に関係する国際会議における検討状況の調査、

並びに、POPs 条約及び PIC 条約の着実な実施のために必要な基礎情報等を収集・整理した。

また、非意図的な副生成物として含有される高懸念物質に関する海外規制状況の調査を実

施した。 

 

4.1 POPs 条約及び PIC 条約の規制対象物質及び規制候補物質に関する国際的な動向調査 

2021 年 1 月にオンラインにて開催された POPRC16 の検討状況を調査するため、国内有

識者を派遣するとともに、有識者に同行して情報収集・分析など委員会対応に必要なサポー

トを行った。会期間作業における議論についても状況を把握し、情報収集・分析など、必要

なサポートを行った。 

POPRC16 では新たな追加物質として、スイスから UV-328 が提案された。国内法令での

措置状況、有害性評価・リスク評価等の実施状況等とその結果、製造、使用量等について調

査した。また、提案文書に記載された情報等に基づき、POPs 条約附属書 D に規定されるス

クリーニング基準に基づく項目のうち残留性及び生物蓄積性情報について、基準を満たす

かどうかを検討した。検討の結果、UV-328 は残留性及び生物蓄積性についてスクリーニン

グ基準を満たすと考えられた。 

POPRC16 でリスクプロファイル案の検討が行われたデクロランプラス並びにその syn-異

性体及び anti-異性体、並びにメトキシクロルについて、リスクプロファイル案へのコメン

ト対応を行うとともに、リスクプロファイル案の記載内容に基づき、発生源、モニタリング

データ、残留性及び生物蓄積性に関する情報の調査を行った。デクロランプラス並びにその

syn-異性体及び anti-異性体については、POPRC16 ではリスク管理評価書作成段階に進むこ

とについてメンバーの合意が得られず、POPRC17 までの会期間作業で有害性情報の追加的

な収集が行われることとなった。メトキシクロルについては POPRC16 にてリスク管理評価

書作成段階に進むこととなった。 

また、経済産業省担当官からの指示に従い、デクロランプラスの欧米での規制状況及び毒

性評価についての調査、並びに、スイスから PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の例示リ

ストに関して追加が提案された 176 物質の PFOA 関連物質につい、て PFOA への分解を示

す文献及び分解性、生物蓄積性、有害性、長距離移動性を示す文献の有無を調査した。 

 

4.2 非意図的に含有する高懸念物質等に関する海外規制状況調査 

EU、米国、カナダ、中国及び韓国における、化審法第一種特定化学物質に該当する化学

物質ごとに、非意図的な副生成物として含有される高懸念化学物質に係る基準値の有無や、

基準値がある場合にはその設定根拠について、公開情報を用いた調査を行った。欧州

REACH、欧州 POPs 規則、米国 TSCA 及びカナダ環境保護法では、いくつかの物質につい
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て含有量に関する閾値が設定されていたが、数値の根拠が明確に分かるものはなかった。韓

国の化評法では多くの物質で含有量に関する閾値が設定されていたが、数値の根拠は不明

であった。中国厳格制限の有害化学品名録及び韓国の残留性汚染物質管理法では閾値が設

定されている物質はなかった。 
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発生源等の概要 (デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体) 
 
1 製造、流通、ストックパイル 

(1) 米国 

• デクロランプラス (DP) は、1960 年代から、Hooker Chemicals and Plastics Corporation 

(現在の Occidental Chemical Company (OxyChem)) によって製造されている (Shen et 

al., 2011)。 

• DPは、米国では高生産量化学物質 (> 500トン) に分類されており (Sverko et al., 2011)、

1986 年以降の年間生産量は 450～4500 トンと推定された (Qiu et al., 2007)。 

• Oxychem の施設での生産は 2016 年半ばに停止 (ECHA, 2020a)。 

 

(2) 中国 

• 中国淮安の Anpon Electrochemical Co.による中国での製造量は、2003 年以降年間 300

～1000 トンと報告されている (Wang et al., 2010a)。 

 

(3) EU 

• DP は、年間 100～1000 トンの製造及び/又は輸入量のトン数帯で、2 件 (製造業者毎に

1 件) の REACH 登録がされている。 

• 2013 年以降の主要な登録者である Occidental Chemical Belgium BVBA は、製造業者

OxyChem US を代表して 2017 年 12 月に REACH に基づく「製造又は輸入の停止」を

通知し、現在は EU での DP の製造又は輸入は行っていない (ECHA, 2020b)。 

• 2016 年以降、オランダの企業 ADAMA Agriculture BV は、唯一の輸入業者/販売業者であ

る Velsicol のために Anpon Electrochemical Co.が指名した登録者である。EU での最大

輸入量は 300～400 トン/年であった。2019 年、EU への輸入量は 100 トン未満で (オラ

ンダからの情報)、スウェーデンは、2006 年に 5 トン、2005 年に 11 トンの DP の使用

を登録した (Kaj et al., 2010)。 

 

(4) その他 

• 世界の年間生産量は約 5000 トンである (Ren et al., 2008)。 

• カナダでは、2011 年及び 2016 年に CEPA のセクション 71 の下で実施された調査に基

づくと、1000～10000 kg の DP (一部は製品に含まれた DP) が、いくつかの企業によっ

て輸入された (Canada, 2019a,b)。 

• 韓国では、政府の調査 (2010 年、2014 年、2016 年) から収集された情報に基づくと、

DP は韓国では製造されていない。2010 年には DP は輸入されなかったが、使用量は約

40 トンであった。2016 年には 11 トンが輸入され、17kg が使用された。DP は、2010
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年に 0.9 トンが輸出されて以降は、輸出されていない (Annex E information, Republic of 

Korea)。 

 

2 用途 

(1) DP は、市販のデカブロモジフェニルエーテル (c-decaBDE) の代替品/代用品として、また難

燃剤 (FR) として使用されるマイレックスの代用品として販売されている (Hoh et al., 2006)。 

(2) 電子配線及びケーブル、自動車、プラスチック屋根材、テレビやコンピューターモニタの硬

質プラスチックコネクタ、ワイヤーコーティング及び家具の難燃剤として使用されている 

(Zhang et al., 2015, Annex E, 2019¸2020)。 

(3) また、難燃剤としては航空宇宙産業及びその他のアプリケーションでも広く使用されている 

(AIAC, 2020)。 

(4) DP は、様々な配合の添加剤としてよく使用され、キャビン内部パネル、ダクト、エンジン及

びその他の部品など、多くの航空機部品に用いられている。 

(5) 中国の最近の研究では、DP は様々な建築材料で検出された (Hou et al., 2018)。壁紙 (不織

布、PVC、紙)、ラテックス塗料、ボード (ラミネートフロア、ファイバーボード、無垢材な

ど)、接着剤、シーラント、PVC ラインパイプ及びフォーム (吸音フォーム及び発泡スチロー

ルパネルなど) のサンプルに不検出～5.1 ng/g の範囲の DP が含まれている (Hou et al., 

2018)。 

(6) カナダでは、DP は自動車製造における難燃剤として使用されている (Canada, 2019b)。オラ

ンダからの情報では、自動車における、パワートレイン、冷却装置、シャシー (車の足回り

機構) 及び車体整備・修理部品での使用が確認されている (Annex E, 2019)。 

(7) DP は、難燃剤として多くの高分子システム (通常、熱可塑性プラスチック又は熱硬化性樹脂

のいずれか) で使用されている。 

• DP を含む可能性のある熱可塑性プラスチックの例としては、ナイロン (Weil and 

Levchik 2009; KEMI, 2019)、ポリエステル (KEMI, 2019)、アクリロニトリルブタジエン

スチレン(ABS)、天然ゴム、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリプロピレン及びス

チレンブタジエンゴム (SBR) ブロック共重合体 (OxyChem, 2007) がある。 

• DP は、エポキシ及びポリエステル樹脂、ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、エチレ

ンプロピレンジエンモノマーゴム、ポリウレタンゴム、シリコーンゴム、ネオプレンな

どの熱硬化性樹脂に使用される (OxyChem, 2007)。 

• これらの材料中の DP の量は、PBT の 8％からシリコーンゴムの最大 40％の範囲である 

(OxyChem, 2007)。 

(8) あるメーカーによると、DP は産業顧客のみが使用するために製造されている (OxyChem, 

2007)。ただし、EU のデータによると、DP は一般的に工業用製品と消費者用製品の両方の

製造に使用されている。より具体的には、REACH 登録データによると、EU/EEA 地域での
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DP の使用には、産業現場や専門家による配合又は再梱包での使用、成形品に含まれる場合の

消費者による使用が含まれる (ECHA, 2017a; 2019b)。 

• REACH では、DP はポリマー製剤及び配合物、半導体、接着剤及びシーラントといった

製品カテゴリーで産業用途に登録されている。 

• 配合及び梱包において登録された最終用途には、1）接着剤、シーラント、2）ポリマー

製剤及び配合物、及び 3）半導体が含まれる。 

• 産業現場及び専門家ユーザーによって登録された最終用途には、1）調剤の製剤化 (混合) 

及び/又は再包装 (合金を除く)、2）配合及び変換を含むプラスチック製品の製造、3）コ

ンピューター、電子・光学製品、電気機器の製造が含まれる。 

• 消費者使用段階での成形品の耐用年数において、次の成形品カテゴリーでの使用が登録

文書に記載されている：1）車両、2）機械、機械器具、3）電気/電子製品、4）織物、繊

維、衣服、5）プラスチック製品。 

• さらに、航空機部品の接着剤での使用が示されている (ECHA, 2020)。 

• DP のマイナーな使用として花火の開発があるが (ECHA, 2019)、これは EU/EEA で登録

された用途ではない。 

 

(9) 2011 年に、220 トンの電子廃棄物のサンプルがスイスのリサイクル施設で処理され、さまざ

まな出力ストリームが分析された。DP 質量流量が最も多かったのは、細粒プラスチックと、

モニターやラップトップ筐体などの消費者製品のプラスチックであった (Taverna et al., 

2017)。 

(10) DP は、2 台のテレビ及び 1 台のコンピューターのプラスチック筐体から検出されたが、中国

のリサイクル施設から収集された同様の機器の回路基板からは検出されなかった (Li et al., 

2019c)。さらに、中国広東省のリサイクル ABS からも DP が検出された (Cao et al., 2020)。 

(11) PyroVex® SG は添加難燃剤で、サプライヤーによると DP を 99％以上含有している (Velsicol 

Chemicals LLC, 2020)。PyroVex® SG は通常、プラスチックやその他の材料に混合され、単

独で使用することも、性能要件を満たすために補完的な化学物質と配合することもできる。

難燃性の電線やケーブル、コンピューターなどの電子機器に使用される電気コネクタの難燃

剤として販売されている。PyroVex® SG グレード 515、25、35 は平均粒子径が異なるだけで、

同じ化学混合物である。 

(12) 2018 年 9 月から 12 月 5 日まで開催された REACH の付属書 XIV に DP を含めるための第 9

次勧告案に関する EU の公開協議の中で、多くの企業が DP を添加難燃剤として使用してい

る用途を特定した。識別された用途は、航空及び自動車産業、ケーブル絶縁用の高分子化合

物、及び花火の開発におけるマイナーな使用であった (ECHA, 2017e)。 
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3  環境への放出 

(1) DP 及びその異性体の非意図的な生成は知られておらず、環境中での DP 及びその異性体の発

生は、人間の活動の結果である (DP and its isomers are not known to be unintentionally 

produced. The occurrence of DP and its isomers in the environment is a result of human 

activities.)。 

(2) 生産、使用、リサイクル、廃棄物処理、埋立地浸出液、流出及び廃水処理などの多くの活動

は、環境へのDPの放出につながる可能性がある (Wang et al., 2016; Wang and Kelly, 2017)。

DP は、廃水処理場 (WWTP) からの汚泥 (e.g. de la Torre et al., 2011; Barón et al., 2014a; 

Norwegian Environment Agency, 2018b; 2019a; Ji et al., 2018) 及びバイオソリッド (Davis 

et al., 2012) から検出されている。さらに、DP で汚染された WWTP からの汚泥は、土壌濃

縮 (Wu et al., 2017) 又は肥料 (Dai, 2011 reviewed in Ji et al., 2018) として使用することが

できる。さらに、ノルウェーのオスロでは、雨水の粒子画分中に syn-及び anti-DP が検出さ

れた (Norwegian Environment Agency, 2018b; 2019a)。 

(3) カナダの WWTP からのサンプルで塩素化難燃剤について調査した。DP の検出頻度は、廃水

サンプルとバイオソリッドサンプルの両方で 90％以上であったが、除去効率の中央値は全

DP で 51％から 66％の間であった (Shanmuganathan et al., 2018)。 

(4) 上海の従来の下水処理場では、廃水から平均濃度 0.46 ng/L (範囲：0.05～1.40 ng/L) の DP

が検出された。汚泥には 1.1～2.0 ng/gの範囲で DP が含まれていた。anti-DP の割合 (fanti) は、

syn-DP の割合 (fsyn) の割合よりも一貫して高かった。fsynの平均値は 0.16 から 0.33 の範囲

であり、2 種の市販の DP 混合物の範囲内であった。上海のすべての WWTP からの下水汚泥

を介した DP の年間放出量は 164.8 g と推定された (Xiang et al., 2014)。 

(5) DP は電気・電子機器の難燃剤として使用されており、電子廃棄物のリサイクルが環境への

DP 放出源であると報告されている (Wang et al., 2016)。 

• 中国のリサイクルサイトでは、土壌中で非常に高レベルの DP (3327 ng/g) が検出されて

おり、電子廃棄物のリサイクル活動が中国における DP 排出の重要な発生源となってい

ることを示唆している (Yu et al., 2010)。 

• スイスの研究では、電子廃棄物中の DP 濃度は全体で 33±11 mg/kg であった。これは、

2011 年に生成されたスイスの全ての電子廃棄物において、年間 2.3±0.9 トン/年の年間

DP マスフローに相当する (Taverna et al., 2017)。 

(6) 室内の粉塵は、消費者製品から放出される DP を含む多くの汚染物質の吸収源であり担体 (キ

ャリア) でもある。室内の粉塵も、生活排水のみを受け入れている WWTP の主な汚染源であ

ると考えられている (Katsoyiannis and Samara, 2004; Xiang et al., 2013)。DP は、0.08～124 

000 ng/g の範囲で室内粉塵中から検出されている (Newton et al., 2015; Wong et al., 2017, 

Cao et al., 2014, Lee et al., 2020)。 
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4 情報の統合 (発生源等に関連する部分のみ抜粋) 

• DP は、市販されている添加剤塩素化難燃剤で、プラスチックポリマーで既に規制されている

難燃剤の代替品として販売・使用されている。既知の用途には、航空産業及び自動車産業、

電線及びケーブルのコーティング、プラスチック屋根材、テレビ及びコンピューターモニタ

のコネクタなどがある。 

• DP は、生産拠点から離れた場所及び電子廃棄物のリサイクルサイトの WWTP からの粉塵、

汚泥及び廃水からも検出されており、消費者製品からの排出とばく露を示している。 
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残留性等の概要 (デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体) 
 

1  残留性 

(1) デクロランプラス (DP) は、様々な環境コンパートメントで化学的に安定であり、非生物的

分解は最小限又は全くない (reviewed in Wang et al., 2016, ECHA, 2017d, Canada, 2019a)。 

水溶解度が非常に低く、log Kow が高いため、DP は土壌及び底質中の有機炭素に結合すると

予想され、微生物が生物学的に利用できる可能性は低い (Wang et al., 2016)。地表水、底質

または土壌中での DP の分解に関する測定された半減期データはない (ECHA, 2017d)。しか

し、DP の物理化学的特性は 3 つの異なるモデル (EPISuite、SPARC 及び Absolv) を用いて

予測され、水、土壌及び底質の推定半減期はそれぞれ 180 日、3650 日及び 1621 日と予測さ

れた (Zhang et al., 2016)。 

(2) DP は加水分解を受けやすい官能基を含まず、加水分解は関連する分解プロセスであるとは予

想されない (Canada, 2019a; ECHA, 2017b)。空気中での DP の光分解に関する研究 (Sverko 

et al., 2008; Wang et al., 2011; Li et al., 2013b; Wang et al., 2013b; Tao et al., 2015) 及び水

中での DP の光分解に関する研究 (Chou et al., 1979b) は、ECHA (2017d) 及び Canada 

(2019a) でレビューされている。ほとんどのデータは、溶媒の使用や光強度の違いなどによ

り自然条件に直接関連付けることができない制御された実験室での研究から得られたもので

ある。 

 

(3) 光分解 

• 空気中での光分解に関する研究から、anti-DP が syn-DP よりも空気中での光分解性が高

い可能性が示唆されている。さらに、DP はいくつかの研究では光分解及び低塩素化デク

ロラン及びその他の分解物の生成が報告されているが、自然条件下の空気中では比較的

光安定性があると考えられている。 

• 第一に、自然条件下では、空気中の粒子への DP の収着が予想され、これにより光分解

速度が低下し、空気中での半減期が長くなる (Canada, 2019a)。 

• 第二に、Wang et al. (2013b) の研究では、キセノンランプを用いた光照射による n-ノナ

ン中の DP (anti-DP、syn-DP、及び商用 DP) の光分解が調査され、200～750 nm の光照

射下で脱塩素による急速な光分解が見られた。最初の 5 分間で 50％以上が分解し、30

分後には 99％が分解した。280～750 nm の光では分解がはるかに遅く、4 時間後にわず

か 20％の分解が観察された。200～280 nm (UV-C) での脱塩素化副生成物の量子収率は、

280～320 nm よりも約 2～3 桁高く、320～750 nm の範囲では収率は検出されなかった 

(Wang et al., 2013b)。したがって、可視光 (> 400 nm) と UV-A 光 (320～400 nm) の両

方で、DP は n-ノナン中で無視できるほどの分解を示したが、UV-C (200～280 nm) は

DP の光分解に重要な役割を果たしており、DP を除去するための潜在的に効果的なアプ
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ローチを提供する可能性がある。環境中での UV ばく露の大部分は波長 315～400 nm の

UV-A 光であるため、これらの調査結果から、DP が環境中では光安定性が高く、地表の

自然光条件下では限られた分解しかしないことが示唆された。さらに、DP から 1～4 個

の塩素が除去され、水素と交換される連続分解プロセスが観察され、主要な全体的反応

は光還元であり、DP の光脱塩素化につながることが示唆された (Wang et al., 2013b)。 

• 脱塩素化は Li et al. (2013b) によっても観察された。本研究では、anti-DP、syn-DP 及び

市販の DP の溶液を UV 光にばく露することにより、3 つの光分解実験を実施した。

anti-DP-Cl11 及び syn-DP-Cl11 に加えて、ばく露後のすべてのサンプル及び被験物質で

少なくとも 2 つの未知の生成物が同定された (Li et al., 2013b)。 

• 水中での光分解に関する唯一の管理された実験室研究は、水銀ランプを用いて＞290 nm

の波長を 168 時間発光させ、5％アセトニトリルを含む水溶液中での DP の光変換を測定

した Chou et al. (1979b) によるものである。Canada (2019a) では、この研究での DP

の半減期は＞24 年と報告されているが、ECHA (2017d) では、水中での光変換の速度定

数が＜6×10-4/h と計算され、半減期＞48 日に相当すると報告されている (Chou et al., 

1979b)。ECHA (2017d) によると、試験溶液には溶媒が含まれており、DP の初期濃度

は 1 ppm (1 mg/L) で、報告されている純粋への溶解度よりも有意に大きいため、この研

究結果は自然条件を直接表すものではない。 

 

(4) 生分解 

＜生分解性試験＞ 

• これらのモデリング結果と一致して、Canada (2019a) で議論された実験室試験は、DP

が好気性条件下で生分解する可能性が低いことを示している；活性汚泥生分解試験 (修

正 MITI OECD 301C) では 2 週間で生分解度は 0.6％ (US EPA, 2011;  see also Japan 

J-CHECK, 2020a)、廃水バイオソリッドを用いた 21 日間の試験では生分解度は 0％と報

告されている (US EPA, 2009)。 

• 化審法における DP の分解度点検結果を表 1に示す。BODによる分解度は 0.6％であり、

難分解性と判定されている (NITE CHRIP)。 

 

表 1 DP の分解性点検結果 

被験物質名称 ドデカクロロドデカヒドロジメタノジベ

ンゾシクロオクテン 

官報公示整理

番号 

4-296 

CAS 番号 13560-89-9 判定 難分解性 

分解度（BOD） 0.6％ 分解度（GC） 0.36％ 

試験期間 －   

試験物質濃度 － 活性汚泥濃度 － 
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＜モデル予測＞ 

• 概して、モデル予測は、DP の好気性及び嫌気性生分解が非常に限られており、DP が水、

土壌、底質に残留すると予想されるという実験結果を裏付けている (Canada, 2019a)。 

• BIOWIN v4.10 モデル (US EPA, 2012)、Catalogic (2012) 及び TOPKAT (2004) を用い

た予測はすべて、DP の生分解が非常に遅いことを示した (Canada, 2019a; ECHA, 

2017d)。 

• ECHA (2017d) は、BIOWIN v4.10 モデルの推定データと関連する不確実性に基づいて、

「DP が生分解する可能性は低い」と結論付けている。 

• DP について得られた BIOWIN の結果は、多くのヘキサクロロ-ノルボルネンを含む類似

化学物質と同じであり、DP はストックホルム条約の下で既に POPs としてリストされ

ているマイレックス、クロルデン、ヘプタクロル、ディルドリン/エンドリン、アルドリ

ン、エンドスルファンなどの類似化学物質と同程度の残留性があることを示している。 

• さらに、DP について予測される 2 つの可能性のある微生物分解経路は、POPs 類似体の

場合と同じである。ECHA (2017d) によると、既にリストされている POPs よりも水溶

性が著しく低い DP の方が、これらの経路の代謝速度がより速くなる可能性は低い。

BIOWIN v4.10 モデルの妥当性については、ECHA (2017d) で詳しく議論されている。い

くつかの不確実性があるにもかかわらず、BIOWIN v4.10 は一般的に DP の有効なモデル

と見なされている。 

＜モニタリング研究＞ 

• モニタリング研究では、DP が難分解性であり、底質中での生分解が限定的であることが

追加の証拠によって示されている。 

• DP は、半減期が約 17 年で、浮遊底質中に残留することが示された (Sverko et al., 2008)。 

• Qiu et al. (2007) の研究では、DP が最初の沈着後 30 年以上も存在する可能性があるこ

とが示唆されている。この研究では、DP はカナダのオンタリオ湖中央部の底質コアで測

定され、1980 年頃に対応する層で検出された。fanti 値が、表層（最近の）堆積物での平

均 0.76 から 1980 年頃に対応するより深い層の＞0.90 まで、経時的に増加する線形傾向 

(r2 = 0.739) がみられ、anti-DP は底質中の syn-異性体よりも残留性が高い可能性が示唆

された。しかし、この期間における商用バッチの fantiの変動は不明であり、調査結果は、

syn-DP から anti-DP への異性化も反映している可能性がある。 

• Qiu et al. (2007) の調査結果と同様に、淡水中 (Wang et al., 2010) 及び海底底質中 

(Fang et al., 2014) のDP及び fanti値に関する他の研究は、それぞれ淡水底質中の syn-DP

の立体選択的の減少及び anti-DP の濃縮の可能性が報告されている。anti-DP の濃縮は、

底質中での syn-異性体の優先的な生分解による可能性が高いと説明されている。 

＜土壌での分解＞ 

• 土壌中の DP の分解に関するいくつかのデータも入手可能である。pH 7.1 で、シルト
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64.2％、砂 25.6％、粘土 10.2％及び有機物 3.12％からなる最上層の農業用土壌における

DP の分解を、0.1、1、及び 10 mg/kg の初期 DP 濃度になるように、アセトン中に DP

を添加して土壌をスパイクすることによって、制御された実験室条件下で調査した。25℃

で 260 日間培養した後、初期 DP の 4.2～8.2％が分解した (Cheng et al., 2019)。 

• 変換を調査するために開発されたモデルシミュレーションは、変換速度が一定ではなく、

時間経過とともに統計的に異なることを示した。DP の半減期は、1325 日から 2948 日

の範囲と推定され、土壌中での環境残留性をさらに示した (Cheng et al., 2019)。 

• また、syn-DP は、中国の製造施設の近くでサンプリングされた土壌で 100 cm までの深

さでほとんど変化しないことが報告されており (Wang et al., 2010a)、異性体特異的な

分解又は優先的な吸着が土壌中で重要な役割を果たしていないことを示唆している可能

性がある。DP 濃度は表層土壌 (0～5cm; 837 µg/kg 乾燥重量 (dw)) で最も高く、深さ

60～70 cm で 9.16 µg/kg dw、深さ 90～100 cm で 3.84 µg/kg dw に減少した。fanti値は

土壌の深さによってほとんど変化しなかったが、表層の 0.75 から最深層 (90～100 cm) 

の 0.67 までの範囲であった。研究の著者らは、彼らの発見について相反する意見を述べ

ている。一方では、中国の市販製品の測定された fanti値である 0.60 と比較して、土壌中

の syn-異性体の立体選択的な減少を示唆していると述べている。他方、異性体特異的な

微生物分解又は優先的な吸着は土壌において重要な役割を果たしていないと述べている。 

(5) DP は、水、土壌及び底質中で残留すると予想される。空気中の粒子への結合と利用可能な実

験室研究及びモデリングデータに基づいて、DP は自然条件下の空気中でも残留すると考えら

れている。分解能及び微生物の代謝経路のモデリング研究は、DP の生分解が非常に遅い可能

性があり、ストックホルム条約に記載されている類似物質よりも DP が速く分解する可能性

が低いことを示唆している。モニタリングデータは、土壌と底質の経時的な分解が限られて

いることを示しており、DP が残留性であるという結論を裏付けている。土壌中の DP の残留

性は、最近、制御された実験室研究でも確認された。 

 

2  情報の統合 (残留性に関連する部分のみ抜粋) 

基準 基準への適否

（Yes/No） 

備考 

残留性 Yes • 分解能及び微生物の代謝経路のモデリングは、生分解が非常に

遅く、ストックホルム条約に記載されている構造類似体よりも

速く分解する可能性が低いことを示唆している  (ECHA, 

2017b; Zhang et al., 2016) 

• 土壌中での DP の長期的な分解は限定的であり、260 日後で

4.2～8.2％しか分解しない (Cheng et al., 2019) 

• 土壌中での経時的な分解は限定的 (Wang et al., 2010a) 
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生物蓄積性等の概要 (デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体) 
 

1 生物蓄積性及びトキシコキネティクス 

(1) DP の log Kow は 9.3 (計算値) と報告されている (OxyChem, 2004b)。高い log Kow と非常

に低い水溶解度は、DP が非常に疎水性であり、有機物に分配されることを示している。これ

は、6.65 という比較的高い log Kp（底質-水分配係数）によってさらに指示される。 

(2) これらの特性により、安定したばく露レベルを維持することが困難であるため、実験室での

水性試験を実施することが困難になる。したがって、水へのばく露は、生物蓄積性の観点か

らは重要性が限られていると予測される。しかし、多くの野外研究で魚に有意な取り込みが

起こることが示されている (Guo et al., 2017; Malak et al., 2018; Kurt-Karakus et al., 2019)。 

(3) BCF 

• 水経由のばく露による魚類の生体内蓄積試験では、ストックホルム条約で定められた生

物濃縮基準 (BCF> 5000) を超える生物濃縮係数 (BCF) 値が報告された (Wang et al., 

2019)。本研究では、コイを水経由で DP (0.14～0.24 ng/L の範囲) に 32 日間連続ばく露

させた後、32 日間の排泄期間を置いた。投与は、4 つのパッケージを使用して実行され

た。各パッケージには、フィルタースクリーンに封入した濾紙内に 1g の市販の DP 粉末 

(純度 99％以上) が含まれ、水槽の底にある中空の鋼球に入れられた。著者らは、3 日以

内に定常状態の水中濃度に到達し、その後平衡が維持されると推定した。Syn-異性体及

び anti-異性体の最大濃度は 32 日目に観察され、それぞれ 440±28 ng/g 湿重量 (ww) 及

び 830±44 ng/g ww であった。平衡に達し、筋肉中の湿重量濃度と取り込み及び排泄定

数の比に基づいて BCF が計算された。報告された BCF 値は syn-及び anti-DP でそれぞ

れ 5700 及び 9300 L/kg であり、排泄半減期は syn-及び anti-DP でそれぞれ 6.3 日及び

7.2 日であった (Wang et al., 2019)。【参考】文献中で引用されている DP の水溶解度：

0.0169、0.654、0.0175 ng/L（平均 0.334 ng/L） 

• 1974 年に 2.7 及び 0.27 µg/L の DP 濃度の水にコイを 8 週間ばく露させた生体内蓄積試

験では、BCF = 87～121 を示した (Japan J-Check, 2020b)。魚で観察されたレベルに

関する情報は提供されていない。 

• 化審法における DP の濃縮性点検結果を表 1 に示す。DP は低濃縮性と判定されている 

(NITE CHRIP)。 

表 1 DP の濃縮性点検結果 

被験物質名称 ドデカクロロドデカヒドロジメタノジ

ベンゾシクロオクテン 

官報公示整理

番号 

4-296 

CAS 番号 13560-89-9 判定 低濃縮性 

濃縮倍率 

(設定濃度) 

(実測濃度) 

98～121 

(2.65 µg/L) 

(1.87～2.71 µg/L) 

濃縮倍率 

(設定濃度) 

(実測濃度) 

87～96 

(0.27 µg/L) 

(0.31～0.41 µg/L) 

魚種 コイ 試験期間 28 日間 
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(4) 排泄半減期 

• 排泄半減期は、生体内蓄積の重要な尺度である。英国環境庁 (EA, 2012) の分析による

と、約 8～10 日の排泄半減期は、脂質が正常化され、成長補正された BCF が 5000 L/kg

を超えていることを示している。ニジマスの幼魚を用いた餌料投与による生物蓄積性試

験では、DP の排泄半減期 (全身から肝臓を差し引いたもの) は、anti-異性体で 30～40

日、syn-異性体で 50～70 日と報告されており、非常に生物蓄積性の高い物質であるこ

とを示している (Tomy et al., 2008)。どちらの異性体も、49 日間のばく露後には定常

状態に達しなかった (Tomy et al., 2008)。 

• 南極大陸からの水生食物網研究 (Na et al., 2017) の結果では、Tomy et al. (2008) と同様

に、anti-DP 異性体のより高い生物蓄積が観察された。しかし、コイを用いた実験室で

の研究では、組織特異的な変動が認められた (Tang et al., 2018)。 

• さらに、モデル化された研究（Larisch and Goss, 2018）と魚類の測定された経口摂取

（Tomy et al., 2008）の比較は良好な一致を示し、食物を介した DP のような超疎水性

化学物質の生物蓄積を確実に予測できることを示している。DP の取り込みは遅いが、

物質が魚類で代謝されないため、最終的には実質的な生物濃縮をもたらす（Larisch and 

Goss, 2018）。 

• Wang et al., (2019) で観察されたコイの筋肉での排泄半減期は、Tomy et al., (2008) で

マスの全身から肝臓を除いて観察されたものよりもわずかに短く、魚種や実験条件の違

いが原因である可能性がある。 

 

(5) 10-8 mol DP/L（～6.53 µg/L に等しい）へ 21 日間ばく露し、21 日間の排泄期間をおいた海洋

緑巨藻 U. pertusa の幼生で anri-DP の生物蓄積が観察された（Gong et al., 2018）。累積 DP

レベルは 7 日目及び 21 日目にそれぞれ 127 及び 206 ng/g ww であり、半減期は syn-DP 及

び anti-DP でそれぞれ 1.458 日及び 14.531 日であった。 

(6) ラットに市販の DP25 を異なる用量（0、1、10、及び 100 mg/kg/d）で 90 日間強制経口投与

した試験では、DP は筋肉よりも肝臓に優先的に蓄積した。高用量（10 及び 100 mg/kg/d）

では、syn-DP が組織で優勢であった。syn-DP の排泄半減期は肝臓で約 179 日、筋肉で 44

日、血清で 24 日、anti-DP の場合は筋肉で 54 日、血清で 25 日であった。肝臓の anti-DP の

浄化時間は、浄化後の肝臓の有意でない増加のために計算されなかった（Li et al., 2013b）。 

 

(7) BMF／TMF 

• いくつかのフィールド研究では、様々な食物網における DP の生物蓄積係数（BMF）及

び食物連鎖による生物蓄積（TMF）が報告されている。温度、サンプリング時間、繁殖

状況、回遊、年齢及び組織と全身の計算などの要因が、TMF の計算に影響を与える可能

性がある（Borgå et al., 2012; Franklin, 2016）。 
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• DP は、淡水及び海水の両方から、BMF（Tomy et al., 2007; Wu et al., 2018; Sun et al., 

2015, Sun et al., 2017）及び TMF（Sun et al., 2015; Kurt-Karakus et al., 2019; Na et al., 

2017）が 1 より大きいと報告されており、南極での 1 つの研究（Na et al., 2017）を含

めさまざまな食物網で生物濃縮する。 

• 中国南部の高度に汚染された場所から採取された両生類では、生物蓄積と母体への移行

が観察されている（Wu et al., 2018）。両生類は、水生生物と陸生生物相の間の食物網で

重要な階層的位置を占めている。カエルと昆虫の間の既知の捕食者と被食者の関係に基

づいて、DPの 1を超えるBMF（1.8～2.7）がこの研究で報告されている（Wu et al., 2018）。 

• 中国南部の電子リサイクル施設の近くにある淡水貯水池における DP の生物濃縮の研究

では、DP 異性体の TMF は PBDE 同族体の TMF の 2～3 倍であり、同じ食物網に含まれ

る PCB 同族体の TMF と同等かそれよりも低いことが分かった（Wu et al., 2010）。 

• 中国の水生食物網研究では、TMFは1.9～3.1の範囲で報告された。この研究では、DPMA、

anti-Cl11-DP、及び syn-Cl10-DP についても生物濃縮の可能性（TMF> 1）が報告されて

おり（Wang et al., 2015）、これも DP の生物蓄積を評価する際に考慮に入れる必要があ

る。 

• 1 を超える BMF を示す 3 つの陸生研究が利用可能である（Yu et al., 2013; She et al., 

2013; Wu et al., 2018）。 

• 生物蓄積研究の詳細については、UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の Table5 (本資料最終

ページに掲載) を参照。 

 

(8) 環境サンプル中の DP の異性体組成は、生物相異性体選択的な取り込みまたは排泄、生物蓄

積、及び立体特異的な光分解のために、技術製品とは異なる可能性がある（Wang et al., 2015; 

and reviewed in Wang et al., 2016）。栄養レベル（Peng et al., 2014; Tomy et al., 2007; Wang 

et al., 2015）、ばく露濃度（Li et al., 2013a, b; Mo et al., 2013; Peng et al., 2015）、ライフサ

イクリックステージ（Klosterhaus et al., 2012; Sühring et al., 2014）、野生生物と組織のタ

イプ（Peng et al., 2014; Zhang et al., 2011; Zheng et al., 2014a）及び立体選択的排泄（Li et 

al., 2019）は、生物における DP の立体選択的生物蓄積の主な要因である。 

(9) 鳥類での研究は、DP とその異性体の取り込み、分布、排泄の動態が複雑であることを示して

いる。砂や食物から環境を介して DP にばく露された電子廃棄物リサイクル施設の近くで飼

育されたニワトリは、anti-DP 異性体の優先的な蓄積を示した（Zheng et al., 2014a）。血液

灌流の程度と組織機能も重要な要因であったが、組織の脂質含有量が組織分布の主な要因で

あった。さらに、この研究は、他の組織の ƒanti（0.54-0.59）と比較して、脳、脂肪、肝臓の

ƒantiレベル（0.65-0.64）が高く、anti-DP の組織特異的蓄積を明らかにした。この研究はまた、

土壌及びニワトリにおける anti-Cl11-DP と anti-DP の同様の比率に基づいて、anti-Cl11-DP

が in vivo で DP から代謝されるのではなく、食餌から吸収されたことを示している（Zheng 

et al., 2014a）。この情報は、syn-Cl11-DP 及び anti-Cl11-DP が市販の DP-25 で検出されたと
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いう事実によって裏付けられており、したがって、これらの化学物質は市販の製品に由来す

ると推測できる（Li et al., 2013b）。 

(10) DP の生体内変化に関するいくつかの研究がある（Tomy et al., 2007; 2008; Ren et al., 2009; 

Sverko et al., 2010）。DP は、生体内では容易に代謝されないことが示され（Tomy et al., 

2008; Xian et al., 2011）、Tomy et al. の結果は、魚類での DP の酵素誘発代謝は、もし起こ

ったとしても低い可能性があることを示唆している。魚類の肝臓抽出物又はヒト血清では、

DP のヒドロキシル化またはスルホン化代謝物は観察されなかった（Tomy et al., 2007; Ren et 

al., 2009）。 

(11) デカクロロペンタシクロオクタジエン（DP-Cl10）やウンデカクロロペンタシクロオクタジ

エン（DP-Cl11）などの DP の分解生成物が鳥の卵（Guerra et al., 2011; Muñoz-Arnanz et al., 

2011, 2012; Zheng et al., 2014a）及びラット（Li et al., 2013）で検出されているが、一部の

研究では、摂取前の生物的又は生物的プロセスを通じて、あるいは市販製品の不純物によっ

てさえも形成されることが示唆されている（Sverko et al., 2008, 2010; Tomy et al., 2008; 

Zheng et al., 2010, 2014b; Li et al., 2013）。ウズラと被験物質の両方で、2 つの追加の脱塩

素類似体も検出された（Li et al., 2013a,b）。日本ウズラの卵を卵黄嚢に DP とともに注入し

た研究では、DP の生体内変化は示されなかった（Briels et al., 2018）。これは、18 日目の鶏

卵でも観察されたが、新生ニワトリ（残りの卵黄を含む）の syn-および anti-DP は、それぞ

れ 5.9％および 15％の有意な減少を示し、後期発達段階での何らかの代謝活性を示している

（Li et al., 2019）。 

(12) DP は、1980 年から 2000 年にサンプリングされたエリー湖のアーカイブされた魚（ウォー

ルアイ）で最初に検出された。これは、DP が魚に取り込まれたことを示唆している（Hoh et 

al., 2006）。利用可能なモニタリング研究は、DP が環境中に広く分散していることを示して

いる（reviewed in Canada, 2019a; ECHA 2017b）。世界的な証拠は、DP の取り込みが、人間

の体内だけでなく、水生及び陸生の食物網や人体などのさまざまな生物相サンプルで発生す

る可能性があることを明らかにしている（reviewed in Wang et al., 2016）。フィールドモニタ

リングデータは、DP が生物学的に利用可能であり、ベースライン麻酔に関連する重大な身体

負荷の考慮事項に基づいて懸念される生物相のレベルを超える可能性があることを示唆して

いる（ECHA 2017b）。 

(13) DP は、カナダの 2 つの都市で収集された母乳サンプル（Siddique et al., 2012）、ヒト血清

（Brasseur et al., 2014; Yan et al., 2012: Ren et al., 2009; Chen et al., 2015）および臍帯血清

（Ben et al., 2014）、ならびにヒトの毛髪（Chen et al., 2015）で検出された。 さらに、製造

施設の労働者からの血中および毛髪中で非常に高い DP 濃度が報告されている（Zhang et al., 

2013）。 

(14) 要約すると、BCF が 5000 L / kg を超えることを示す長い排泄半減期が、DP について報告さ

れている。魚類の研究では、DP の log Kow が 5 を超え、DP 異性体の BCF が 5000 L / kg を

超えることが報告されている。さらに、BMF 及び TMF＞1 は、いくつかの生物及び食物網に
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ついて報告されている。多くの研究により、野生生物と人間における DP の存在が明らかに

なっている。フィールドモニタリングデータは、DP が生物学的に利用可能であり、高い身体

負荷を達成できることを示唆している（ECHA、2017b）。これらの一連の証拠は、DP が生

物蓄積性であるという結論を裏付けている。さらに、DP は最近、EU で非常に生物蓄積性の

高い（vB）物質として特定された（ECHA, 2017a）。 

 

 

 

 

2  情報の統合 (生物蓄積性に関連する部分のみ抜粋) 

 

基準 基準への適否

（Yes/No） 

備考 

生物蓄積性 Yes • Log Kow=9.3（OxyChem、2007）は、生物蓄積の可能性が高

いことを示している 

• BCF> 5000（Wang et al., 2019）及び BCF>5000 に相当する

排泄半減期（Tomy et al., 2008; Tang et al., 2018; Li et al., 

2013b） 

• BMF/TMF>1 は、いくつかの種と食物網について報告されて

いる（Tomy et al., 2007; Wu et al., 2018; Sun et al., 2015, Sun 

et al., 2017; Kurt-Karakus et al., 2019; Na et al., 2017） 
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発生源等の概要 (メトキシクロル) 

 

 

1 製造、流通、ストックパイル 

(1) メトキシクロルは商業的にはアニソールとクロラールの縮合によって製造される（IARC, 1979; Sittig, 

1980 as cited in ATSDR, 2002）。 

(2) メトキシクロルの生産量に関するデータは非常に少なく、現在のメトキシクロルの生産量や輸入量

に関するデータは公開されていない。 

(3) 各国・地域での製造・流通状況を表 1 に示す。 

 

表 1 各国・地域におけるメトキシクロルの製造・流通状況 

国・地域 詳細情報 

米国 生産のピークは 1970 年代後半から 1980 年代前半であり、その後、生産量は減少

し続けた。1975 年の米国の生産量は 2,500 トン（IARC, 1979 as cited in ATSDR, 

2002）であったが、1991 年には 193 トンに減少している（Kincaid Enterprises, 1992 

as cited in ATSDR, 2002）。1992 年以降も、2000 年に禁止されるまで、米国でのメ

トキシクロルの生産は大幅に減少したと報告されている（US EPA, 2004）。 

EU ・植物保護製品（Plant protection product; PPP）として承認されておらず、2003 年

7 月 25 日までに PPP としての使用許可が取り消された（欧州委員会規則（EC）

No.2076/ 2002）。 

・複数の加盟国においては 2003 年以前に使用が禁止されていた。 

・2002 年にメトキシクロルが段階的に廃止されて以来、欧州では既存の生産者や

輸入者は報告されていない（OSPAR, 2004）。 

・2006 年 9 月 1 日現在、殺生物剤の上市及び使用に関する欧州委員会規則(EC) 

No 2032/2003 に基づき、EU ではメトキシクロルは有効成分として承認されていな

い。 

・ヒト及び動物用医薬品の認可及び監督に関する規則(EC)No.726/2004 に基づ

き、EU ではメトキシクロルの動物用医薬品としての使用は承認されていない。 

モナコ 

カタール 

大韓民国 

パレスチナ 

現在、生産していない。 

カナダ 

タイ 
現在、生産、輸入、輸出していない。 

ベラルーシ 国内で製造されたことがない。 
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国・地域 詳細情報 

コスタリカ ストックパイルが登録されていない。 

エジプト 現在、生産しておらず、輸入もしていない（1996 年以降、エジプトでは閣僚令第

55/1996 号により禁止されている）。 

バヌアツ 現在、輸入していない。 

ガーナ 輸入に関する公式データはない。 

メキシコ 2010 年以降、輸入承認手続きの枠組みの中で輸入は登録されていない。 

 

2 用途 

(1) メトキシクロルは有機塩素系殺虫剤（OCP）であり、構造類似物質であるDDTの代替品として使用さ

れてきた。獣医学の現場では、寄生虫駆除剤として使用されていた (US EPA, 2000)ほか、ニレ立ち

枯れ病の媒介生物であるニレオオヒノキビクイムシ(US EPA, 2000)、イエバエ、蚊、ゴキブリ、チガー

（ダニの幼虫）や農作物、野菜、果物、貯蔵穀物、家畜及び家庭のペットに一般的に見られる種々

の節足動物を含む広範囲の害虫に対する殺虫剤として使用されてきた（EPA, 1988b; Verschueren, 

1983; ATSDR, 2002）。 

 

使用方法 

(2) ハエや蚊の幼虫を空中散布で防除するため、砂浜、河口、湖、沼地などの広い範囲に散布される

可能性がある（EPA, 1988b; ATSDR, 2002）。その他の用途には、牛舎、穀物箱、菌舎、その他の農

業施設への散布処理や、ゴミ容器、下水道マンホール、下水処理場への散布または曇り止めなど

がある（ATSDR, 2002; EPA, 1988b）。 

(3) 米国では、約 28%が家庭用及び園芸用、15%が工業用及び商業用、57%が農業用に使用されていた

（Kincaid Enterprises, 1992 as cited in ATSDR, 2002）。 

(4) 通常、石油系液体に溶かして散布するか、他の化学物質と混合して粉塵として散布する（ATSDR, 

2002）。水和剤、粉塵、乳剤、ready-to-use の製品（液体）及び加圧液体として製剤化されている

（US EPA, 2004）。 

 

使用量・使用状況 

(5) メトキシクロルの世界的な使用量は、トリフルラリンや DDT 等の他の農薬に使用されている外挿係

数に基づき、1970 年代後半から 1980 年代前半の米国での生産量の情報から全世界での最大生

産量として 8,000 トン/年と推定された（Götzet al., 2008）。なお、最近の生産量の情報は入手できな

い。 

(6) リスクプロファイル作成のために行った文献検索によると、以下の国でメトキシクロルが最近使用さ

れている可能性がある（非網羅的リスト）：エジプト及びトルコ。 

(7) 各国・地域での使用状況を表 2 に示す。 
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表 2 各国・地域におけるメトキシクロルの使用状況 

国・地域 詳細情報 

米国 ・1974 年から 1985 年まで DDT の代替品として広く使用されていた（Götz et al., 

2008）。 

・使用は 1986 年から 1992 年まで継続的に減少し、1992 年以降は大幅に減少した

（1970 年代初頭から 1995 年までの米国におけるメトキシクロルの使用に関する情

報は、図 1 a) 、b) に示す）。 

・米国での農薬使用は2000年に中止され、2004年までにすべての製品が自主的に

中止されたと予想されている（US EPA, 2004）。 

EU ・殺虫剤としての使用は、1970 年代から 2000 年の間にほとんどの加盟国で停止さ

れたと報告されている（OSPAR, 2004）。 

・2003年 7月 25日以降、EUでは段階的に廃止されており、一部の加盟国ではそれ

以前に禁止措置がとられている（例；ハンガリーでは 1972 年以降、オランダでは

1990 年以降、オーストリアでは 1993 年以降使用されていない（Annex E, 2019））。 

・オーストリアでは、メトキシクロルの農業への使用量は 1991～1992年には 1 kg/年

であり、1993 年以降は使用されていない（Annex E, 2019）。 

・欧州医薬品評価機関（EMEA）は、EU加盟国ではメトキシクロルは動物用医薬品に

使用されていないと報告している（OSPAR, 2004）。 

ノルウェー 現在使用登録されていないとの報告がある（Langford et al., 2012）。 

カナダ 2002 年に登録が取り下げられ、3 年間のフェイズアウト期間が設けられた（Annex E, 

2019）。 

オーストラリア 唯一の製品登録は 1987 年半ばに取り消された（APVMA から入手可能な情報）。 

ニュージーラン

ド 

1996 年の有害物質・新生物法（HSNO 法）に基づき承認されていないことが示され

ている（Annex E, 2019）。 

ベラルーシ 殺虫剤としての使用は 1999 年に禁止された（Annex E, 2019）。 

エジプト 殺虫剤としての使用は 1996年に閣僚令第 55/1996号により禁止されている（Annex 

E, 2019）。 

モナコ 

カタール 

大韓民国 

パレスチナ 

タイ 

現在メトキシクロルを使用していない（Annex E, 2019）。 

コスタリカ 2013 年に使用許可が取り消されたため、現在使用されていない。 

メキシコ 1991年 8月以降、訓練を受け認可された人員の監督の下でのみ使用できる制限付

き農薬となっている。さらに、2005年 3月 28日に「農薬、肥料、毒性または危険な物
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国・地域 詳細情報 

質及び材料の登録、輸出入許可、輸出証明書に関する規則」が施行されて以来、

有効成分メトキシクロルに関連した環境評価のための農薬の登録申請に関するデ

ータはない。 

ギニア 

インドネシア 

モーリタニア 

オマーン 

サウジアラビア 

PAN International Consolidated of Banned Pesticides によると禁止されている

（Annex E, 2019）。 

トルコ 2012 年から禁止されている（Cindoruk et al., 2020）。 

台湾 1975 年から OCP が禁止されている（Kao et al., 2019）。 

中国 1990 年代以降、農薬としてのメトキシクロルの登録を停止している。現在のところ、

合法・脱法を問わず、使用されている証拠はない。 

ガーナ OCP の使用が数年前から中止されている。使用に関する公式データはない。 
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a) 

 

b) 

 

図 1 a, b） 米国におけるメトキシクロルの生産・使用・輸入量（トン/年）（Götz et al, 2008; ATSDR,    

       2002; Minister of Indian Affairs and Northern Development Ottawa, 2003） 
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3  環境への放出 

(1) メトキシクロルは環境中に自然には存在しない（ATSDR, 2002）。 

(2) メトキシクロルは、主に農薬として農作物や家畜に散布された結果として環境中に放出される。メト

キシクロルの使用は季節性が高いため、防除時期（春・夏）には環境への放出量が多くなることが

予想される。 

(3) メトキシクロルの生産、調剤、貯蔵、出荷、廃棄の過程で、より少量のメトキシクロルが環境に放出

される可能性がある（ATSDR, 2002）。 

 米国の有害化学物質排出目録制度（Toxics Release Inventory; TRI）によると、1998 年（TRI99, 

2001）にリストアップされたメトキシクロル処理施設は、環境中に放出されたメトキシクロルの大

部分が陸地に放出されたと報告されている（ATSDR, 2002）。 

 

土壌への放出 

(4) メトキシクロルは、主に農作物、家庭用果樹園及び観賞用植物の殺虫剤としての使用を通じて土壌

に放出される。 

(5) 保管場所や廃棄物処理場での漏洩を介して土壌に放出される場合もある。 

 TRI (TRI99, 2001) では、米国内の 3 つの処理施設では、1999 年にはメトキシクロルは土壌に

放出されなかったと報告されている (ATSDR, 2002)。但し、TRI のデータは特定の種類の施設

のみが報告を求められているため、完全な情報ではない可能性に留意する必要がある。 

 米国全国浄化優先順位表(National Priority List; NPL)の有害廃棄物汚染地区である 1613 地

区のうち 58地区から採取された土壌サンプル 46点と堆積物サンプル 11点でメトキシクロルが

検出されている(HazDat, 2002 as cited in ATSDR, 2002)。 

 2018 年の TRI データ（米国 EPA, 2020a）によると、1.02 トンのメトキシクロルがオンサイト処理

（またはその他）によって放出され、0.02 トンのメトキシクロルがオフサイト処理（またはその他）

によって放出された。米国では、2018 年に合計 1.04 トンが放出された。 

 

大気への放出 

(6) メトキシクロルの大気への放出は、主に殺虫剤としての使用によって生じる。 

(7) メトキシクロルの生産、製剤化、廃棄時の大気への放出は、生産量 1 トンあたり 0.5 kg と推定されて

いる（Archer et al., 1978）。 

 1991 年の米国における生産量 193 トン（Kincaid Enterprises, 1992 as cited in ATSDR, 2002）

に基づき、生産時の大気放出量は 96.5 kg/年と推定されている。 

 TRI (TRI99, 2001)によると、米国の 3 つの処理施設では、1999 年に 13 kg のメトキシクロルが

大気中に放出されたと報告されている (ATSDR, 2002)。 

(8) 全世界で生産されたメトキシクロルの最大生産量 8,000 トン/年（1975 年頃）の過去の推定値に基

づき、生産中のピーク時の大気放出量は最大で 4 トン/年と推定される。 
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水圏への放出 

(9) メトキシクロルは、昆虫の幼虫の防除に使用された場合、農場の地表水に直接放出される可能性

がある (Stoltz and Pollock, 1982 as cited in ATSDR, 2002)。 

 メトキシクロルは、湿地で栽培されているクランベリーへの使用が承認されていた（ATSDR, 

2002; EPA, 1988b）ため、クランベリーが栽培されている地表水に直接放出された可能性があ

る。 

(10) 土壌からの流出水、工業排水、または貯蔵・廃棄物処理場の漏水から水中に放出される可能性が

ある（ATSDR, 2002）。 

 現地調査では、メトキシクロルは土壌中に有意に溶出しないことが示されている（Howard, 

1991)が、地下水のモニタリングデータは、メトキシクロルの溶出が起こる可能性を示唆してい

る。 

 TRI（TRI99, 2001）によると、米国内の 3 つの処理施設では、1999 年にはメトキシクロルが水に

放出されなかった（ATSDR, 2002）。 

 メトキシクロルは、NPL の有害廃棄物汚染地区である 1613 地区のうち 58 地区から採取された

19 の地下水と 7 つの表流水のサンプルから検出された（HazDat, 2002 as cited in ATSDR, 

2002）。 

(11) ナイアガラ川からオンタリオ湖に流入するメトキシクロルは、懸濁物質で 3 kg/年、原水で 20 kg/年

未満と推定された。さらに、降水によるスペリオル湖への負荷は 120 kg/年と推定された（Howard, 

1991）。 

(12) カナダからの情報によると、カナダでは現在メトキシクロルの放出はなく、過去の放出に関する情報

は入手できない（Annex E, 2019）。 

(13) 他の締約国は、メトキシクロルの環境中への放出に関する他の情報を提供していないが、一部の

国ではメトキシクロルが環境に放出される可能性があるという文献からの証拠がある。 

 

4 情報の統合 (発生源等に関連する部分のみ抜粋) 

 メトキシクロルは有機塩素系殺虫剤であり、DDT の代替品として使用されてきた。 

 メトキシクロルは 15 年以上にわたり、複数の国で制限／禁止されている。 

 情報募集（Annex E, 2019）に対応して、メトキシクロルの現在の使用を示した締約国はない。しかし、

リスクプロファイル作成の目的で行われた文献検索では、特定の国でメトキシクロルの最近の使用

が発生している可能性があることが示唆されている。 

 1975 年には、米国の 3 社が 2,500 トンのメトキシクロルを生産していたが、1991 年には 193 トンに

減少した。1992 年以降、米国でのメトキシクロルの生産は、2000 年に禁止されるまで大幅に減少し

た。 

 世界規模でのメトキシクロルの現在の生産量や使用量に関する情報は公開されていない。 
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 メトキシクロルは環境中に自然発生するものではなく、主に殺虫剤として農作物や家畜に散布され

た結果、環境中に放出されている。また、生産、製剤化、貯蔵、出荷、廃棄の過程で少量のメトキシ

クロルが環境中に放出される可能性がある。 

 世界中で生産されたメトキシクロルの最大推定量 8,000 トン/年（1975 年頃）に基づき、生産中のピ

ーク時の大気放出量は最大 4 トン/年と推定されている。 

 米国では、2018 年にオンサイト及びオフサイト処分（またはその他の放出）から合計 1.04 トンのメト

キシクロルが放出された（US EPA, 2020a）。 

 

5 参考文献 

Annex E (2019): Annex E information (risk profile) on methoxychlor. Submission of information from 

Parties and observers as specified in Annex E to the Stockholm Convention pursuant to Article 8 of 

the Convention, available at:  

http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC15/POPRC15Follo

wup/AnnexEriskprofileinfosubmission/tabid/8225/Default.aspx. 

ATSDR (2002): Toxicological Profile for Methoxychlor. U.S. Department of Health and Human Services, 

Public Health Service. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. September 2002. Report, 

290 pages. Available at: http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp.asp?id=778&tid=151. 

Archer SR, McCurley WR and Rawlings GD (Monsanto Research Corp.) (1978): Source assessments: 

Pesticide manufacturing air emissions: overview and prioritization, Report EPA-600/2-78-004d, 

Washington, DC, U.S. Environmental Protection Agency. March 1978. 

Cindoruk SS, Sakin AE, Tasdemir Y (2020): Levels of persistent organic pollutants in pine tree 

components and ambiant air. Environmental Pollution 256 (2020) 113418. 

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113418. 

Götz C, Scheringer M, MacLeod M, Wegmann F, Schenker U and Hungerbühler K (2008): Dependence of 

Persistence and Long-Range Transport Potential on Gas-Particle Partitioning in Multimedia Models. 

Environmental Science & Technology 2008, 42, 3690–3696. 

Howard PH (1991): Handbook of environmental fate and exposure data for organic chemicals. Volume III 

Pesticides. CRC Press. ISBN: 0-87371-328-1. 

IARC (1987): IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risks to humans. Overall 

Evaluations of Carcinogenicity: An Updating of IARC Monographs volumes 1 to 42. Supplement No. 7. 

449 pages. World Health Organisation, International Agency for research on cancer, Lyon, France, 

1987. Available at:  

https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-Supplements/Overall-Eval

uations-Of-Carcinogenicity-An-Updating-Of-IARC-Monographs-Volumes-1–42-1987. 

Kao CC, Que DE, Bongo SJ, Tayo LL, Lin YH, Lin CW, Lin SL, Gou YY, Hsu WL, Shy CG, Huang KL, Tsai 

http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC15/POPRC15Followup/AnnexEriskprofileinfosubmission/tabid/8225/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC15/POPRC15Followup/AnnexEriskprofileinfosubmission/tabid/8225/Default.aspx
http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp.asp?id=778&tid=151
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113418
https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-Supplements/Overall-Evaluations-Of-Carcinogenicity-An-Updating-Of-IARC-Monographs-Volumes-1%E2%80%9342-1987
https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-Supplements/Overall-Evaluations-Of-Carcinogenicity-An-Updating-Of-IARC-Monographs-Volumes-1%E2%80%9342-1987


破線の下線：入手済み文献、下線：CERI追加、取り消し線：間違いと推察される情報 

9 

MH and Chao HR (2019): Residue levels of organochlorine pesticides in breast milk and its 

associations with cord blood thyroid hormones and the offspring’s neurodevelopment. International 

Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16, 1438; 

https://doi.org/10.3390/ijerph16081438. 

Langford KH, Beylich BA, Baek K, Fjeld E, Kringstad A, Hoyfeldt A, Oxnevad S, Thomas KV (2012): 

Screening of selected alkylphenolic compounds, biocides, rodenticides and current use pesticides. 

Niva-report 6343/2012, SPFO-report: 1116/2012, TA-2899/2012. 

Minister of Indian Affairs and Northern Development Ottawa (2003): Sources, occurrence, trends and 

pathways in the physical environment. Northern contaminants program. Canadian Arctic 

contaminants assessment report II, 361 pages. Available at: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/ExpertGroups/hm/1meeting/Physical.pdf. 

OSPAR Commission 2002 (2004 Update): OSPAR Background Document on Methoxychlor. Hazardous 

Substances Series. ISBN 0 946956 99 5. Available at: https://www.ospar.org/documents?v=6943. 

US EPA (1988): Guidance for the reregistration of pesticide products containing methoxychlor as the 

active ingredient. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticide 

Programs. PB89-138523. 

US EPA (2000): Summary for methoxychlor available at:  

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/methoxychlor.pdf. 

US EPA (2004): Methoxychlor Reregistration Eligibility Decision (RED). EPA 738-R-04-010. Washington, 

DC: US Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs; 2004. 9 pp. Available at: 

https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/html/methoxychlor_red.html. 

Verschueren K (1996): Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals. 3rd edition. New York, 

NY: Van Nostrand Reinhold Co., 1996., p. 819. 

 

 

https://doi.org/10.3390/ijerph16081438
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/ExpertGroups/hm/1meeting/Physical.pdf
https://www.ospar.org/documents?v=6943
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/methoxychlor.pdf
https://archive.epa.gov/pesticides/reregistration/web/html/methoxychlor_red.html


 
 

無印：リスクプロファイル案（UNEP/POPS/POPRC.16/3）からの情報、破線の下線：入手済み文献、 

太字：提案文書（UNEP/POPS/POPRC.15/4）になく新たに追加された文献、波線の下線：Pre-meetings 

documents Document 2: Updated draft risk profile: Methoxychlorで改訂された情報 

 

 

 

 

【添付資料 5】 

 

 

 

メトキシクロルの残留性等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

無印：リスクプロファイル案（UNEP/POPS/POPRC.16/3）からの情報、破線の下線：入手済み文献、 

太字：提案文書（UNEP/POPS/POPRC.15/4）になく新たに追加された文献、波線の下線：Pre-meetings 

documents Document 2: Updated draft risk profile: Methoxychlorで改訂された情報 

1 

残留性等の概要 (メトキシクロル) 

 

1  残留性 

1.1 モデリングデータに基づくスクリーニング情報 

(1) BIOWIN v4.10 (US EPA, 2012) を用いたメトキシクロルの好気性生分解能の評価結果： 

  BIOWIN 2：0.0162、BIOWIN 3：1.5126、BIOWIN 6：0.006 

これらの値はすべてスクリーニング値を十分に下回っており、REACH ガイダンス R.11 章（ECHA, 

2017; リスクプロファイルAppendix参照）に従い「難分解性または非常に難分解性」である可能性が

示唆される。 

 

Appendix  2.2.2.1 モデリングデータに基づくスクリーニング情報 

物質の好気性生分解能は、BIOWIN v4.10（US EPA, 2012）を用いて評価できる。非線形モデル

（BIOWIN 2）、究極的生分解時間（BIOWIN 3）、MITI 非線形モデル（BIOWIN 6）からの予測値は、

REACH ガイダンス R.11 章（ECHA, 2017）に準拠した難分解性のスクリーニング評価として使用する

ことができる。以下のスクリーニング情報は、物質が「難分解性または非常に難分解性」である可能

性がある場合を示す。  

(a) BIOWIN 2: ‘Does not biodegrade fast’ (probability < 0.5) and BIOWIN 3: ≥ months (< 2.25 (to  

2.75)) or 

(b) BIOWIN 3: ≥ months (< 2.25 (to 2.75)) and BIOWIN 6: ‘does not biodegrade fast’ (probability  

< 0.5). 

 

1.2 加水分解 

(1) 実環境に準じた条件下でのメトキシクロルの残留性に対する加水分解の影響は無視できると予想

される。 

 加水分解試験の結果（Wolfe et al., 1977）（詳細が不明な点があるため信頼性に制約あり）： 

1.0×10-8 M のメトキシクロルを蒸留水に溶解し塩酸で pH5.0 に調整したものを標準溶液として、

実環境に準じた pH 値（3-9）での 4 つの温度（45、65、75 及び 85℃）における加水分解を検討し

た。 

速度定数を求め、これを外挿して得られた半減期は 27℃、pH3-7 で 367 日、27℃、pH9 でのメト

キシクロルの半減期の計算値は 2,100 日であった。 

天然水を用いた試験では、オコニー川（米国ジョージア州アセンズ）の水（pH6.6）やアラバマ川

（米国アラバマ州バーミングハム）の水（pH7.2）では加水分解速度に違いは見られなかった。 

pH7 でのメトキシクロル加水分解の主な生成物は、アニソイン、アニシル、DMDE［2,2-ビス(p-メ

トキシフェニル)-1,1-ジクロロエチレン］である（定量情報なし）。著者らは、アニソインとアニシル

はメトキシクロルよりもはるかに速い速度で分解を受けると予想している。副生成物である
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DMDE はメトキシクロルよりも加水分解に対して安定であり、わずかに蓄積すると予想される。 

 Katagi（2002）の報告によると、蒸留水中でのメトキシクロルの加水分解半減期は pH によって大

きく異なり、27℃での半減期値は 1 年（pH7）及び 5.5 年（pH9）である（HSDB, 2009）。 

 

1.3 光分解 

(1) メトキシクロルは太陽光スペクトルの光を吸収しないため、直接光分解は無視できる程度であると

示唆される（Remucal, 2014）。 

(2) メトキシクロルが溶存有機物の影響による間接的な光分解を受けやすいことを示唆する実験結果

がある。 

 天然水からの溶存有機物を添加し、波長>290nm の光を照射すると水中のメトキシクロルの光

分解が促進されるとの報告がある（Remucal, 2014）。 

 水生環境における農薬の直接光分解を評価するための実験室レベルの試験において一次動

態を仮定すると、天然水中のメトキシクロルの直接光分解半減期は蒸留水（4.5 ヶ月間、12 時間

/日暴露、北緯 40 度）よりもはるかに速い（2～5 時間、5 月中旬の太陽光に曝露した密閉石英

セル中の溶液）ことから、一部の天然水環境では、直接光分解以外の光化学的プロセスがメト

キシクロルのより速い分解を引き起こす可能性があることが示唆された。蒸留水中でのメトキシ

クロル光分解の主な生成物は DMDE であった（Zepp et al., 1976）。この研究は、太陽光の影響

下にある特定の条件下での分解を示している。メトキシクロルの光分解率は中程度と思われる

が、光分解は水相の最上層でしか起こらないため、分解に大きく寄与するとは考えられない。 

(3) 太陽光に曝露した乾燥メトキシクロル膜の光分解と、土壌中の構造類似物質（エトキシクロル）の光

分解に関する研究報告に基づき、メトキシクロルが土壌表面で光分解を受ける可能性が示されて

いるが、水中や土壌中での加水分解や光分解がメトキシクロルの環境中への残留に及ぼす影響は

ほとんどないと考えられる。 

 メトキシクロルの乾燥薄膜は直射日光にさらされると容易に分解した。6 日後には 10 mg のメト

キシクロルの 6.6%が消失し、12 日で40%が消失した。12 日後には5 mg のメトキシクロルの 91.4%

が消失したが、12 日間の暴露期間中に消失した総量はほぼ同じであった（Ginsburg, 1953 as 

cited in NRCC, 1975）。しかし、分解生成物を決定する試みは行われず、暗闇での対照試験も

実施されなかった。したがって、メトキシクロルの消失が完全に光分解によるものであるとは結

論づけられない。 

 その後の MacNeil ら(1972) の研究では、2 ヶ月間太陽光に曝露した 100mg のメトキシクロルの

薄膜がほぼ完全に消失し、メトキシクロルオレフィン(Meo-DDE)が微量に検出されたことが示さ

れている（NRCC, 1975）。 

 固体表面上の純粋なメトキシクロルの膜は、希釈溶液よりも太陽光を急速に吸収する（Zepp et 

al., 1976）。 

 水中でのメトキシクロルの光分解性や土壌中での構造類似体（エトキシクロル）の光分解性か
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ら、土壌中では光分解が起こる可能性が高いがごく表面のみであると報告されている（Coats 

et al., 1979 as cited in ATSDR, 2002）。 

 メトキシクロルはほとんどが土壌の最上層（施用された土壌の最上層 5 cm）に存在する

（Golovleva et al., 1984 as cited in ATSDR, 2002）ため、光化学的分解過程は、作物に適用され

たメトキシクロルの方が重要と考えられる。しかしながら、土壌モニタリングデータ（Abong'o et 

al., 2015; Boloret al., 2018; Thiombane et al., 2018）は、メトキシクロルが耕土（0〜30cm）に存在

することを示しており、地下水モニタリングデータ（US EPA, 1987; Plumb, 1991; Helou et al., 

2019; Affum et al., 2018）は、土壌中で何らかの溶出が生じる可能性があることを示唆してい

る。 

 Katagi（2004）によると、土壌中で光が透過する深さ（光深度）は数 mm 以下である。そのため、

数 mm 以下の深さの土壌ではメトキシクロルの光分解は起こらないと予想される。 

 

1.4 生分解 

(1) 水、堆積物及び土壌中のメトキシクロルの分解速度は、相対的な酸素の有無によって影響を受け

ることが示されている。好気性分解速度は遅く、おそらく無視できる程度であるが、嫌気性分解速度

は速い（OSPAR, 2004）。これは嫌気性条件下での生物学的・生物学的プロセスと微生物種によっ

て説明されると思われる。 

 

<水・堆積物> 

(2) 好気性条件：池沼及び湖沼の堆積物でそれぞれ 115.9±74.1 日及び 206.3±186.8 日； 

        Eh 220～464 mv 

嫌気性条件：池沼及び湖沼の堆積物ともに 28 日未満；Eh -50 mv 未満 

 好気性と嫌気性の実験室条件下にて水-堆積物系（水-堆積物比：20:1、池または湖沼堆積物

の重量：10g dw）における 14C-メトキシクロル（14C-環標識付き）の分解を研究した。湖沼（粘土

79％、シルト 21％、有機物 6.0％）と池沼（粘土 75％、シルト 24％、有機物 6.3％、pH=7.6）の堆

積物を、明暗周期明期 16 時間、暗期 8 時間の制御された環境（22.5℃）で培養した試験（Muir 

and Yarechewski, 1984）における一次動態を仮定した半減期。これらの結果は、好気性条件下、

例えば浮遊堆積物や堆積物と水の界面でのメトキシクロルの分解が比較的遅いことを示唆し

ている。 

 嫌気性条件下では、脱塩素化メトキシクロル（DMDD）とモノおよびジヒドロキシ分解生成物が堆

積物中に存在する主な残留物であることから、メトキシクロルの迅速な分解が期待できる。 

 この試験は OECD TG 308 からの複数の逸脱が指摘されており、その信頼性には制約がある。

また、堆積物からの非抽出メトキシクロルの存在は半減期の計算には考慮されておらず、計算

された半減期はメトキシクロルの最も保守的なケースを表すものではない可能性がある。 
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<土壌> 

(3) メトキシクロルの残留物は表土に最大 14 ヶ月間残留する可能性がある（WHO, 2004）。 

(4) 土壌中での半減期が 120 日との報告がある（Chen, 2014; Wauchope, 1992）が、情報に制約がある

ため、メトキシクロルの土壌中への残留性について決定的な結論を出すことはできない。 

 温度は不明であり、両引用文献ではそれ以上の詳細な情報は得られなかった。 

 120 日という半減期は、メトキシクロルの半減期が 7-60 日、170 日、151-210 日となっている他

の 3 つの研究（Wauchope et al., 1992）から導かれた。151-210 日という結果について Guth ら

（1976）は、ドイツの標準土壌を用いた試験で、メトキシクロルの土壌中半減期として 151 日（土

壌 1）及び 210 日（土壌 2）と報告している（一次速度則で計算、22±2℃の実験室；pH4.8（土壌

1）及び pH6.5（土壌 2）；土壌の種類：1% OC（土壌 1）及び 2.2% OC（土壌 2）の砂壌土で得られた

値）。試験方法の詳細が記載されていないため、本試験結果の取り扱いには注意が必要であ

る。 

(5) 分布モデル（Mackay Level III Fugacity Model）と OECD の Pov および LRTP スクリーニングツール

の入力データとして土壌中の半減期 210 日が使用されている。 

 

1.5 モニタリングデータ 

<土壌> 

(1) メトキシクロルが EU で 2006 年 9 月までに段階的に禁止された後も欧州の土壌からメトキシクロル

が検出され続けていることを示し、好気性土壌ではメトキシクロルが残留している可能性があること

を示すモニタリングデータがある。但し、欧州の土壌中のメトキシクロルの存在は、長距離輸送によ

るものである可能性もある。 

(2) EU 水政策枠組指令（WFD）のファクトシート 1に基づく調査調査（Lettieri and Marinov personal 

communication, May 2020） 

期   間：2006 年～2014 年 

調査対象：代表 4 カ国の内陸地表水 4,201 サンプル 

結   果：53/4,201 サンプルで INERIS による予測無影響濃度（PNEC）値 0.0005 μg/L を超える

メトキシクロルが検出された（検出限界（LOD）：0.007 μg/L、定量限界（LOQ）：0.02 μ

g/L）。検出サンプル中 2 サンプルのみが「溶存分画」、それ以外のサンプルはすべて

「全水」であった。 

(3) スロバキアでは、塩素化農薬（メトキシクロルなど）が飲料水から 10 µg/L のレベルで検出されてお

り、これは個々の農薬に対する EU の飲料水の一般的な制限値である 0.1 µg/L（EC, 1998）を超えて

いる。この濃度は、80～90 年代にスロバキアで農業用に使用されていたこれらの農薬への過去の

                                                  
1 メトキシクロルに関する WFD のファクトシートは以下のリンクから入手可能：

https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/working_groups/priority_substances/2a%20-%20Sub-Group

%20on%20Review%20of%20Priority%20Substances%202014%20start/Monitoring%20based%20exercise/Factsheets/Methoxy

chlor_draft%20Factsheet_annex%20monitoring%20report.pdf. 

https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/working_groups/priority_substances/2a%20-%20Sub-Group%20on%20Review%20of%20Priority%20Substances%202014%20start/Monitoring%20based%20exercise/Factsheets/Methoxychlor_draft%20Factsheet_annex%20monitoring%20report.pdf
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/working_groups/priority_substances/2a%20-%20Sub-Group%20on%20Review%20of%20Priority%20Substances%202014%20start/Monitoring%20based%20exercise/Factsheets/Methoxychlor_draft%20Factsheet_annex%20monitoring%20report.pdf
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/working_groups/priority_substances/2a%20-%20Sub-Group%20on%20Review%20of%20Priority%20Substances%202014%20start/Monitoring%20based%20exercise/Factsheets/Methoxychlor_draft%20Factsheet_annex%20monitoring%20report.pdf
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汚染を反映している（Slovak Republic, 2016）。 

(4) イタリア中部及び南部の都市部と農村部の土壌における OCP の汚染レベルの調査（Thiombane et 

al., 2018） 

期   間：2016 年 4 月上旬～9 月末 

調査対象：イタリア中部～南部 11 地域の主要な都市部と近郊の農村部の表土サンプル（n=148; 

0～20cm の最上層） 

結   果：都市部ではn.d.～53.23 ng/g（平均値：3.64 ng/g）、農村部ではn.d.～521.79 ng/g（平均

値：10.96 ng/g）の範囲で検出された（LOD：0.025 ng/g）。メトキシクロルは都市部の土

壌から検出された OCP 全体の 12.17%を占めていた。 

考   察：この物質の使用は、2003 年以降植物保護製品で、2006 年以降は殺生物剤製品でも

禁止されているが、この結果は最近の適用（特にプーリア州）に関連している可能性

が高いと考察されている。しかし、入手可能な情報によると、2006 年 9 月以降、イタリ

アでは一般的な禁止事項から免除された使用は認められていない。 

 

<表層水・地下水> 

(5) メトキシクロルが段階的な廃止（EU では 2006 年 9 月、カナダでは 2006 年 1 月）後も欧州とカナダ

の表層水域（及びフランスの地下水域）からメトキシクロルが検出され続けていることを示し、メトキ

シクロルが水域に残留していることを示すモニタリングデータがある。但し、欧州とカナダの表層水

域におけるメトキシクロルの存在は、その長距離輸送に起因する可能性もある。 

(6) フランスの表層水モニタリングデータ 2 

期   間：2000～2018 年 

調査対象：表層水域から採取された 202,923 サンプル 

結   果：73/202,923 サンプル（2005、2007、2008、2009、2010、2011、2013、2014、2015、2016、

2017、2018 年で各 1 サンプル以上）から検出された。測定された濃度は 0.005～0.269 

μg/L であり、検出限界は 0.001～0.3 μg/L であった。フランスにおけるメトキシクロル

の段階的廃止（2006 年）後の最高濃度は 0.269 μg/L であった（2013 年）。 

(7) フランスの地下水モニタリングデータ 3 

期   間：1990～2018 年 

調査対象：19,428 のモニタリング地点（大部分は、水道水調査網）から採取された地下水 118,563

サンプル 

結   果：30/19,428 サンプル（2000 年、2002 年、2003 年、2006 年から 2009 年、2015 年を除く

毎年、少なくとも 1 地点以上）から検出された。測定された濃度は 0.001～0.089 μg/L

であり、検出限界は 0.00001～100 μg/L であった。最高濃度（0.089μg/L）は、メトキシ

                                                  
2 データベースへのリンク：http://www.naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/physicochimie. 
3 データベースへのリンク：https://ades.eaufrance.fr/Recherche/Index/QualitometreAvance?g=933c15. 

http://www.naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/physicochimie
https://ades.eaufrance.fr/Recherche/Index/QualitometreAvance?g=933c15
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クロルの廃止後の 2010 年に測定された。 

(8) カナダの表層水域モニタリングデータ（Annex E, 2019） 

期   間：2000～2015 年 

調査対象：表層水域から採取された 1582 サンプル 

結   果：16/1582 サンプル（2001 年、2002 年、2007 年、2008 年、2009 年及び 2011 年で各 1

サンプル以上）から検出された。測定された濃度は 0.027～7.9 ng/L であり、検出限界

は 0.0916～7.9 ng/L であった。カナダでのメトキシクロルの段階的廃止（2006 年）後の

最高濃度は 5.25 ng/L（2009 年）であった。 

 

<湖沼・海域> 

(9) メトキシクロルが段階的に廃止された後の北極海の湖水および北極海でのメトキシクロルの検出は、

メトキシクロルが海洋および淡水のコンパートメントに残留していることを示す複数の証拠を提供し

ている。但し、北極圏の湖沼や海水中のメトキシクロルの存在は、その長距離輸送に起因する可能

性もある。 

(10) メトキシクロル、エンドスルファン、ペンタクロロアニソールの 3 物質が、0.017-0.023 ng/L の濃度で

北極圏の湖で発見された（Muir et al., 1995b as cited in AMAP, 1998） 

(11) 北太平洋～北極海の表層海水モニタリングデータ（Gao et al., 2019） 

期   間：2016 年 7 月 12 日～9 月 23 日及び 2017 年 7 月 27 日～10 月 7 日 

調査対象：北太平洋～北極海の表層海水（北緯 33 度から北緯 83 度） 

結   果：北太平洋のメトキシクロル濃度は<MDL4 -0.54 ng/L（平均 0.13±0.13 ng/L、MDL は

0.01 ng/L）、チュクチ海のメトキシクロル濃度は<MDL-0.38 ng/L（平均 0.15±0.11 

ng/L）であった。 

 

<堆積物> 

(12) オービドス湖（ポルトガル）の堆積物コアモニタリングデータ（Pinto et al., 2016） 

調査時期：2013 年 11 月 

調査対象：上部堆積物コア 

結   果：水深 16～40 cm の間の堆積物コアから 21.8～89 ng/g dw の濃度で検出された（Pinto 

personal communication, September 2019）。堆積物は 16～40 cm では嫌気性であると

予想される。水深 14 cm 以下で検出された濃度を年代付けすることはできなかったが、

14 cm 以下の堆積物コアにメトキシクロルが存在することは、メトキシクロルが過去

（2006 年に EU で段階的に廃止される前）に高濃度で堆積物に投入され、一部の嫌気

性堆積物に残留している可能性があることを示している。 

考   察：Muir and Yarechewski（1984）の実験室環境における嫌気性条件下での生分解試験

                                                  
4メソッド検出限界；Method Detection Limit (MDL). 



 
 

無印：リスクプロファイル案（UNEP/POPS/POPRC.16/3）からの情報、破線の下線：入手済み文献、 

太字：提案文書（UNEP/POPS/POPRC.15/4）になく新たに追加された文献、波線の下線：Pre-meetings 

documents Document 2: Updated draft risk profile: Methoxychlorで改訂された情報 

7 

（「生物学的分解」の項を参照）は、本結果を支持していないが、本結果を考慮すると、

この物質は一部の嫌気性堆積物に残留している可能性がある。 

(13) オーストラリア南東部クイーンズランド州のブリスベン川河口の堆積物コアモニタリングデータ

（Duodu et al., 2017） 

調査時期：2014 年 6 月（冬）、9 月（春）、12 月（夏）、2015 年 5 月（秋） 

調査対象：河口から 75 km の区間に渡るサンプリングポイント合計 22 箇所の堆積物（水深 0～3 

cm）サンプル 

結   果：メトキシクロルの平均濃度は、農村部、住宅地、商業地域及び工業地域で一貫してお

り、平均：4.3±0.2 ng/g、範囲：4.1～4.8 ng/g（検出頻度：100％、MDL：0.06～2.3 ng/g、

相対標準偏差（RSD）＜10％）であった。 

考   察：測定濃度はメトキシクロルの実際の濃度を過小評価している可能性が高いと考えられ

る。これらのデータは、メトキシクロルの流入が歴史的なものであったことを示唆してい

る。ブリスベン川河口域は微小潮汐であり、淡水の流入は限られている。淡水の流入

が比較的少ないため、河口域では強い潮汐混合が支配的な混合メカニズムとして作

用し、それによって微細な堆積物の再懸濁を引き起こしている。この研究は、メトキシ

クロルが堆積物中に残留していることを示す証拠を提供するものであり、この研究で

は堆積物は好気性（河川からの水深 0～3 cm）であったと考えられる。オーストラリア

では、メトキシクロルの唯一の製品登録は 1987 年半ばに中止された（APVMA からの

情報）5。 

(14) 北米五大湖堆積物の堆積物コアモニタリングデータ（Annex E; 2019） 

期   間：2013 年 5 月～2017 年 9 月 

調査対象：五大湖堆積物（水深 0～15 cm だが、ほとんどのサンプルは表層堆積物から採取され

た）301 サンプル 

結   果：48/301 サンプルからメトキシクロルが検出された。これら 48 検体の平均検出濃度は

3.7 ng/g（検出範囲 0.075～36 ng/g）であった。 

考   察：これらのデータは、メトキシクロルが段階的に廃止された後（2006 年 1 月）もカナダの

堆積物から検出され続けていることを示しており、堆積物コンパートメントにメトキシク

ロルが残留している証拠を裏付けるものである。 

 

2  情報の統合 (残留性に関連する部分のみ抜粋) 

 メトキシクロルは非常に疎水性が高く、その物理化学的特性に基づき、ほとんどの場合、堆積物や

生物相に分布する。 

 メトキシクロルは土壌粒子に強固に結合すると予想されるが、メトキシクロルを含む土壌粒子は、風

                                                  
5 この情報は、リンクから入手可能な「Australian National Environment Protection (Assessment of Site Contamination) 

Measure 1999」から引用している。 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeyaLVro_mAhXwQEEAHY-wB0EQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.legislation.gov.au%2FDetails%2FF2013C00288%2F4b4beeaa-cabd-4a50-9c9c-0d1bb721ad75&usg=AOvVaw3iq1UCABE79NKdLY7irKeO
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で飛ばされたり、雨水や雪解け水で河川や湖沼に運ばれたりする可能性がある。また、地下水のモ

ニタリングデータから、メトキシクロルが土壌中に溶出する可能性が示唆されている。 

 メトキシクロルは、蒸気圧値が比較的低いことに基づいて大気中への揮発の可能性は低いが、遠

隔地で発見された濃度は、大気輸送を示唆している。 

 モデリングデータ（BIOWIN 2、3、6）はメトキシクロルが迅速に生分解されるとは予想しておらず、メト

キシクロルが難分解性である可能性があることを示している。 

 メトキシクロルの加水分解は無視できる程度と考えられる。メトキシクロルの光分解率は中程度と思

われるが、水中での光分解は最上層でしか起こらないため、光分解が分解に大きく寄与するとは考

えられない。太陽光に暴露した乾燥メトキシクロル膜の光分解や土壌中での構造類似体（エトキシ

クロル）の光分解の報告に基づき、メトキシクロルは土壌表面で光分解を受ける可能性があると考

えられるが、数 mm 以下の深さの土壌ではメトキシクロルの光分解は起こらないと考えられる。 

 証拠の重み付け（weight-of-evidence）アプローチに基づき、実験室での研究とモニタリングデータ

から得られた結果は、メトキシクロルは好気性堆積物中において難分解性であり、一部の嫌気性堆

積物中においても難分解性である可能性があることを示している。 

 モニタリングデータは、メトキシクロルが段階的に廃止された後も、ヨーロッパとカナダの表層水域

及びフランスの地下水からメトキシクロルが検出され続けていることを示しており、水中にメトキシク

ロルが残留していることを示すいくつかの証拠を提供している。 

 北極圏の湖や北太平洋から北極海までの海域の表層海水のモニタリングデータからは、表層水や

海洋水域にも残留している可能性があることが示されている。 

 証拠の重み付けアプローチに基づき、実験室での研究結果とモニタリングデータから、メトキシクロ

ルは一部の好気性土壌に難分解性である可能性があることが示された。しかし、上記の表層水、

海水および土壌中のメトキシクロルの存在は、長距離輸送の結果である可能性もある。 

 

3 結論 (残留性に関連する部分のみ抜粋) 

 メトキシクロルは、環境中に自然発生するものではない。メトキシクロルは、主に殺虫剤として農作

物や家畜に適用された結果、環境に放出される。少量のメトキシクロルは、その製造、製剤化、貯

蔵、出荷および廃棄の過程で環境に放出される可能性がある。メトキシクロルは、難分解性で、生

物蓄積性があり、水生生物および陸生動物（ヒトを含む）に毒性があり、長距離の環境輸送を経て

排出されるため、遠隔地を含む越境汚染の問題となっている。世界的には、ヒト、野生生物、環境に

対するメトキシクロルの発生と分布が示されている。 

 メトキシクロルは、15 年以上前から複数の国で規制/禁止されている。しかし、文献検索の結果、特

定の国で最近のメトキシクロルの使用が発生した可能性があることが示唆されている。メトキシクロ

ルは残留性と長距離輸送性を示しているため、国や地域の対策だけでは、環境や人の健康を高い

レベルで保護するには十分ではなく、より広い範囲での国際的な対応が必要である。 

 メトキシクロルの使用は、その残留性、生物蓄積性、水生生物及び陸上動物（ヒトを含む）への毒性、
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遠隔地を含む環境区画での広範囲な発生に基づいて、ヒトの健康と環境に重大な悪影響をもたら

す可能性が高く、国際的な行動が必要であると結論づけられている。 
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生物蓄積性等の概要（メトキシクロル） 

 

1 生物蓄積性及びトキシコキネティクス 

1.1 モデリングデータに基づくスクリーニング情報 

(1) メトキシクロルは強疎水性の物質であり、log Kow の実測値は 5.08 である（Karickhoff et al., 1979）。

推定 log Kow値は 5.67（KOWWIN v1.68（US EPA, 2012））であり、これは実測値と一致している。実測

値と推定値はいずれも水生生物におけるメトキシクロルの生物蓄積性を示している（log Kow >5）。 

(2) Arnot-Gobas 法で予測された BAF 値（9,001 L/kg）は、メトキシクロルの水生生物への生物蓄積性

（BAF＞5,000）を示唆している（詳細は Appendix 2.2.3.1 に記載）。 

 

Appendix 2.2.3.1 モデリングデータに基づくスクリーニング情報 

生物蓄積モデル（BCFBAF v3.01; US EPA, 2012）の推定値は以下の通り。 

・ BCF 値 1,044 L/kg wet-wt（回帰法に基づく。入力データ：実測 log kow 値 5.08） 

・ BCF 値 4,134 L/kg、BAF 値 9,001 L/kg（Arnot-Gobas 法（upper trophic）に基づく。入力データ：

実測 log kow 値 5.08） 

この物質は構造及びパラメトリックのいずれについてもモデルの適用範囲内にあり、予測は信頼で

きると考えられる。また、構造類似物質である DDT（CAS RN: 50-29-3）がモデルのトレーニングセッ

トに、メトキシクロルがモデルの検証セット（BCF 315 L/kg wet-wt）に含まれていることにも留意する

べきである。 

推定 BAF 値は、水生生物におけるメトキシクロルの生物蓄積性を示唆している（BAF＞5,000）。 

 

1.2 水生生物における生物濃縮・生物濃縮試験 

(1) メトキシクロルの BCF 値は、生物種によるメトキシクロルの代謝・排泄能力の違いにより、水生生物

種間で大きく異なる（113～8,300の範囲）。実験室環境で算出されたメトキシクロルのBCFの最大値

は、ファットヘッドミノーの 8,300 である（Veith et al., 1979）。 

 ファットヘッドミノーを用いた試験による BCF 推定（Veith et al., 1979） 

概要：25±0.5℃の連続流水システムで、成魚のファットヘッドミノー（Pimephales promelas）（～

6 ヶ月齢、試験区：30 匹、対照区：5 匹）を非致死量のメトキシクロルに暴露した。試験水はスペ

リオル湖から採取した。pHの算術平均値は 7.49±0.15であった。溶存酸素は水槽内の魚の数

に応じて変化し、5 mg/L 以上を維持した。魚には冷凍ブラインシュリンプを毎日与えた。水中

濃度は毎日測定した（メトキシクロル平均暴露量/水中濃度：3.5 μg/L）。暴露 2、4、8、16、24、

32 日後に 5 匹の魚を分析した。生物濃縮係数の計算において、水または組織の濃度は回収

量の補正を行っていない。定常状態の生物濃縮係数は、暴露 32 日目の魚類及び水中の濃

度から算出した。 

結果：BCF値は 8,300と報告されている。著者は 32日目に定常状態に達したかどうかを確認し
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ておらず、BCF 値は 8,300 よりも高かった可能性がある。 

注釈：この研究の初期段階では、偶発的な産卵が観察され、魚の興奮性を低下させるために

暴露時に産卵筒が使用された。実験の詳細が欠落しているため、本研究の妥当性を完全に評

価することは困難である。OECD TG 305 の以下の妥当性基準を満たしているかどうかは不明

である。また、本試験では、排泄期間は設けられておらず、メトキシクロルの BCF は脂質補正

や成長補正が行われていなかった可能性が高い。しかし、試験は OECD TG 305 の重要な原

則に従っており、メトキシクロルはその水溶解度以下の濃度で流水式で試験されたため、BCF

の結果は制限付きで信頼性があると考えられる。 

(2) 8試験機関でOECD TG 305餌料投与法試験のリングテストが行われ（OECD, 2012a; OECD, 2013）1、

6 試験機関で得られた k2g値からの算出されたメトキシクロルの推定 BCF 値は、ニジマスでは 3,335

～5,926 L/kg（平均 4,421 L/kg）、コイでは 1,006～2,015 L/kg（平均 1,537 L/kg; 1 機関のみ）であっ

た（OECD, 2012a）。ニジマスの脂質補正（脂質 5%）及び成長補正した BCF の平均推定値は 2,941

～6,991（不確実性のある第 5 試験機関のデータを除く）、コイの推定値は 667～1,867（Environment 

Agency, 2014）であった。ニジマスの脂質標準化成長補正生物蓄積係数（BMFgL）の平均値は 0.14

（給餌率 3%の場合の相対標準偏差：71%、給餌率 1.5%を用いた単一試験の相対標準偏差：0.022）で

あった（OECD, 2017）。 

 ニジマスの OECD TG 305 餌料投与法試験のリングテスト（OECD, 2012a; OECD, 2013） 

概要：試験はニジマス（Oncorhynchus mykiss）を用いて実施され、1 機関ではコイ（Cyprinus 

carpio）を用いてさらなる研究が行われた（OECD, 2012a）。メトキシクロルの BCF 値は、以下の

ように餌料投与法試験データから導出された：水からのメトキシクロルの等価吸収速度定数

（k1）は、13 の異なる既存方法の文献レビューから特定された「最良の」方法を用いて推定され

た。試験機関間の動態 BCF 値は、7 種類の計算方法から得られた推定 k1値の、全体の排泄

速度定数（k2）の平均値、または成長補正排泄速度定数（k2g）の平均値に対する比として推定

された。 

結果：k2g値を用いて、6 つの試験機関からのメトキシクロルの推定 BCF 値は、1 日あたりの湿

潤体重の 3%の摂食率を用いて、ニジマスでは 3,335～5,926 L/kg（平均 4,421 L/kg）、コイでは

1,006～2,015 L/kg（平均 1,537 L/kg; 1 機関のみ）であった（OECD, 2012a）。ニジマスの脂質補

正（脂質 5%）及び成長補正した BCF の平均推定値は 2,941～6,991（不確実性のある第 5 試験

機関のデータを除く）、コイの推定値は 667～1,867（Environment Agency, 2014）である。1.5%の

給餌率を用いた推定 BCF 値は、3%の給餌率（成長補正なし；OECD, 2013）を用いた推定値と

比較して低かった。リングテストから推定されたニジマスのメトキシクロルの脂質標準化成長補

正生物蓄積係数（BMFgL）の平均値は 0.14 であり、給餌率 3%の場合の相対標準偏差は 71%、

1.5%の給餌率を用いた単一試験の場合の相対標準偏差は 0.022 であった（OECD, 2017）。 

                                                  
1 OECD（2012）では、8つの試験期間（英国、ドイツ、フランス、米国、カナダ、ノルウェー、スイス、日本を含む）の結果を検

討している。 
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注釈：高度に生体蓄積性のある複数の物質が魚類の餌料投与試験で BMFs <<1 を示しており、

そのような結果はフィールドにおける生体蓄積の可能性の欠如を直接示すものではないことに

注意が必要である 2。 

(3) Inoueら（2012）はOECD TG 305に従って餌料投与試験を実施した。メトキシクロル、ムスクキシレン

及び o-テルフェニルと基準物質であるヘキサクロロベンゼンの混合物に、コイを食餌投与法で暴露

した。メトキシクロルの脂質補正及び成長補正した BMF は 0.034±0.001 であった。また、日本の化

審法の試験報告書から得られたメトキシクロルの定常状態における脂質補正 BCF は 810 であった

と引用されている。 

(4) 二枚貝Mytilus edulisにおけるメトキシクロルの生物濃縮能に関する研究では、21日目のBCF値が

12,000と報告されている（Renberg et al., 1985）。21日目には定常状態に完全には達していなかった

ため、BCF 値は 12,000 を超える可能性がある。 

 二枚貝 Mytilus edulis の生物濃縮能に関する研究（Renberg et al., 1985） 

概要：21 日間の試験期間中、連続流水システムが使用された。二枚貝は好ましくない条件下

では弁を閉じることが知られており、結果が偏ることがあるため、内部標準物質（ペンタクロロ

ベンゼン）がメトキシクロルと同時に水に添加された。相互作用のリスクはあるが、著者らは、

取り込みにおける予期せぬ変動は被験物質の濃度と生物の内部標準物質の濃度を関連付け

ることで補うことができると述べている（ベンチマークアプローチ）。貝はバルト海の Tvären 湾の

水深 1～3m で採取し、10℃で 8 ヶ月間飼育した。約 3.5 cm の大きさのイガイを選び、実験に使

用する水槽に移した 2 枚のガラス板のそれぞれに 20 個体を配置した。被験物質のアセトン溶

液（純度 100％）からなるストック溶液を、マグネチックスターラーを用いて汽水と混合した。餌

は単細胞緑藻を与えた。 

結果：21日目にメトキシクロルで 12,000のBCF値が観測された。21日目の終了時には定常状

態に完全には達していなかったため、BCF 値は 12,000 を超える可能性があることが示唆され

た。8 日間の止水試験では 8,020 と 8,400 の BCF 値が得られたが、このような短期間では定常

状態には到達しなかった。 

注釈：実験の詳細（水質パラメータ、温度など）が不明であるため、本研究の妥当性を完全に

評価することは困難である。信頼性の高い実験装置が使用され、メトキシクロルは水溶性以下

の濃度で流水システムで試験されたので、この結果は、Mytilus edulis の BCF が 5,000 を超え

ることを示すデータとして使用可能である。 

(5) 実際の自然条件で無濾過の湖水を使用して、カワゲラ、トビゲラ、等脚類、巻貝、ブルヘッドに流水

式で 28 日間メトキシクロルを暴露した研究では、巻貝 Physa integraにおける平均 BCFが 6,945（濃

度により 5,000 から 8,570 の範囲）であった（Anderson and DeFoe, 1980）。 

 カワゲラ、トビゲラ、等脚類、巻貝、ブルヘッドの暴露研究（Anderson and DeFoe, 1980） 

                                                  
2 ECHA ガイダンス（ECHA、2017 年）R.11.4.1.2.3 項 餌料投与法による生体蓄積試験からの BMF 結果の解釈の難しさに

関する更なる議論を参照のこと。 
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概要：流水試験システムで 28 日間、実際の自然条件（温度、pH、溶存酸素等）で無濾過の湖

水を使用して、カワゲラ、トビゲラ、等脚類、巻貝、ブルヘッドをメトキシクロルに暴露する実験

を行った。 

結果：メトキシクロル BCF は、巻貝 Physa integraにおいて平均 BCFが 6,945（濃度により 5,000

から 8,570の範囲）であった。実験終了時（28日目）に定常状態に達したかどうかは不明である。 

注釈：この試験はメトキシクロルの毒性と生物蓄積性を調べることを目的としており、Physa 

integra の死亡は観察されなかったが、亜致死影響があったかどうかは明らかではなく、したが

って試験濃度が高すぎたのかどうかは不明である。したがって、BCF 値 6,945 は補助情報とし

てのみ使用されている。 

(6) メトキシクロルの生物蓄積性と高い毒性（NOAEL: 0.6 mg/kg bw/day（Aoyama et al., 2012））及び高

い生態毒性（魚類及び水生無脊椎動物に対する NOECs 3が 1.3 µg/L（1,300 ng/L）以下（Anderson 

and DeFoe, 1980; HSDB, 2009; US EPA, 2019）、淡水節足動物に対する HC5 
4が 0.37 µg/L または

370 ng/L（Maltby et al., 2005））の組み合わせによる環境への影響が懸念される。 

(7) メトキシクロルは、北極の生物相サンプル（陸上、鳥類及び海洋；Vorkamp et al., 2004; Savinov et 

al., 2011）及び南極（海洋生物相サンプル及びゾウアザラシの乳汁中（Filho et al., 2009））での検出

が報告されている。さらに、ヒトの母乳からも検出されている（Damgaard et al., 2006）。 

 

2  情報の統合 (生物蓄積性に関連する部分のみ抜粋) 

 メトキシクロルは親油性物質であり、log Kow の実測値は 5.08 であった。 

 Arnot-Gobas法（upper trophic）によって予測されたBAF値（9,001 L/kg）は、水生生物における

メトキシクロルの生物蓄積性を示唆している（BAF > 5,000）。 

 メトキシクロルの BCF 値は、種によるメトキシクロルの代謝排泄能の違いの結果、水生生物種

間で大きく異なる（113～8,300 の範囲）。 

 実験室での研究では、BCF 値が 5,000 を超える複数の魚種でメトキシクロルが生物蓄積の可

能性があることが示されている。 

 さらに、二枚貝では 12,000 の BCF 値、カタツムリでは 6,945 の平均 BCF 値（5,000 から 8,570

の範囲）があることから、メトキシクロルが水生無脊椎動物に生物蓄積性を有することが示唆さ

れている。 

 メトキシクロルは生物蓄積性と強い毒性及び強い生態毒性の組み合わせが懸念される。 

 毒物動態及び代謝に関する研究から、メトキシクロルは哺乳類には蓄積しないと示唆される。 

 

3  結論 (生物蓄積性に関連する部分のみ抜粋) 

 メトキシクロルは、難分解性で、生物蓄積性があり、水生生物および陸生動物（ヒトを含む）に

                                                  
3 No Observed Effect Concentrations (NOEC). 
4 （訳注）5% Hazardous Concentration（HC5）：影響を受ける種の割合が 5%である化学物質濃度 
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毒性があり、長距離の環境輸送を経て排出されるため、遠隔地を含む越境汚染の問題となっ

ている。世界的には、ヒト、野生生物、環境に対するメトキシクロルの発生と分布が示されてい

る。検出例としては、北極や南極でのモニタリングなどがある。 

 メトキシクロルの使用は、その残留性、生物蓄積性、水生生物及び陸上動物（ヒトを含む）への

毒性、遠隔地を含む環境区画での広範囲な発生に基づいて、ヒトの健康と環境に重大な悪影

響をもたらす可能性が高く、国際的な行動が必要であると結論づけられている。 
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1.  残留性等に関する情報 

提案文書の記載（UNEP/POPS/POPRC.16/4） 

 UV-328 は、実験結果から非常に低い生分解性が示唆されているように、難分解性物質である

（ECHA, 2014; ECHA, 2018; J-CHECK, 2018）。EAWAG の生物触媒/生分解データベース

（EAWAG-BD）の予測は Appendix（6.2 項）に記載されている（Gao, J., Ellis, L. B. M. & Wackett, L. 

P., 2009）。UV-328 には生分解も関与しないと予想される（ECHA, 2014）。高い log KOWと log KOC

により、UV-328は浮遊有機物や下水汚泥などに吸着する（または取り込まれる）。これは、ある程

度のレベルで分解の抑制につながる。加水分解（加水分解性を有する構造要素がなく、水への溶

解度が低い）、酸化、光変換（紫外線吸収剤の特性）についても、大きな影響は予想されない。 

 易分解性試験（活性汚泥、OECD TG 301 B, Good Laboratory Practice (GLP)は適用されていな

い）では、28 日後に 10 mg/L の UV-328 が 2-8%分解した（Ciba-Geigy, 1988）。汚泥改質した土壌

（sludge-amended soils）を用いた試験では、UV-328 の消失半減期（DT50）は 179-218 日間であっ

た。この試験では、均質なサンプリングが行われていないこと、散逸モニタリングのみであること、

3 年以上の長い分析期間があることなどの制限がある。それにもかかわらず、UV-328 が土壌中

において非常に残留性であることは明らかである（Lai, H-J. et al., 2014a）。類似の別の試験で

は、UV-328 の DT50は 99-223 日であった（Lai, H-J. et al., 2014b）。 

米国のナラガンセット湾における広範なモニタリングデータセットでは、製造による環境への放出

が停止された数十年後に堆積物中に UV-327 と UV-328 が存在することが報告された。このモニ

タリングでは、製造工場の近くからの堆積物コアが調査された。これらの堆積物サンプルは嫌気

性であった。UV-328 の生産は 1970 年から 1985 年まで行われ（Lopez-Avila, V. & Hites, R. A., 

1980）、堆積物コアに記録された最高濃度は 1976 年の 74 μg/g であった（Cantwell, M. G. et al., 

2015）。地表付近の濃度としては 3-6 μg/g が残存しており、これはより最近の年に対応するもの

であった。過去の使用による同様の濃度傾向は Hartmann ら、2005（4.2.2 節参照）によっても記さ

れている（Hartmann, P. C., Quinn, J. G., Cairns, R. W. & King, J. W., 2005）。 

 UV-328 の推定 DT50は水中では<2 日間（分解ではなく沈殿作用による除去）、沈殿物では>100

日間であり、これは BIOWIN v4.10 の推定値によって支持されている（EPA, 2012）。AopWin v1.92

によると、気相における光分解半減期は 16.3 時間であり、全体の反応速度定数は 15.8×10-12 

cm3/(分子-s)である（EPA, 2012）。BIOWIN3 モデルでは、水中での半減期は 74 日である。土壌中

での半減期はこの値（1.85×水中での半減期）から 136 日間と算出される（Rorije, E., Verbruggen, 

E. M. J., Hollander, A., Traas, T. P. & Janssen, M. P. M., 2011; Strempel, S., Scheringer, M., Ng, C. A. 

& Hungerbühler, 2012）。 

 UV-328 を用いた水や土砂のシミュレーション試験の情報がないため、このデータギャップをカバ

ーするためにリードアクロスを実施した。物質M1（分子量 339.4 g/mol、CAS RN: 84268-36-0）は、

構造的に UV-328 と非常に類似しており（フェニル基の置換基：n-プロピオン酸と tert-ブチル基 

vs 2 つの tert-ペンチル基）、ベンゾトリアゾール（BZT）アナログである EC No.: 407-000-31 の主

要な分解生成物である（Appendix 6.5 項のアナログ構造を参照）。M1 は水相で形成され、UV-328
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よりも親水性が高い（水溶性 102.4 mg/L、log KOW 3.30）（EPA, 2012）。M1は急速に分散し、数日で

堆積物に移行する（ECHA, 2014）。堆積物の種類にもよるが、計算によると DT50は 238 日または

248 日である。M1 の UV-328 と異なる側鎖（プロピオン酸置換基はフェノール環の 4 位に位置す

る）は、UV-328 の側鎖よりも速く分解される。したがって、UV-328 と M1 の運命特性が類似してい

るという（合理的な）仮定の下では、M1 の結果は、UV-328 の DT50および分解半減期（DegT50）の

ベストケースの代表であると期待できる可能性がある。 
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1.1  水中、土壌中及び底質中での半減期等 

1.1.1 水中での半減期等 

(1) 高い log KOWと log KOCにより、UV-328 は浮遊有機物や下水汚泥などに吸着する（または

取り込まれる）。これにより、ある程度の分解の抑制につながる。 

(2) 水中における UV-328 の推定消失半減期（DT50）：<2 日間（分解ではなく沈殿作用による

除去）（EPA, 2012） 

(3) BIOWIN3 モデルによる水中での推定半減期：74 日（EPA, 2012） 

 

1.1.2 土壌中での半減期等 

(1) 高い log KOWと log KOCにより、UV-328 は浮遊有機物や下水汚泥などに吸着する（または

取り込まれる）。これにより、ある程度の分解の抑制につながる。 

(2) 汚泥改質した土壌（sludge-amended soils）を用いた試験における消失半減期（DT50）：

179-218 日間 

この試験では、サンプリングやモニタリングの方法、分析期間にいくつかの制限があった

が、UV-328 が土壌中において非常に残留性であることは明らかである（Lai, H-J. et al., 

2014a）。 

(3) (2)に類似の別の試験における DT50：99-223 日（Lai, H-J. et al., 2014b） 

(4) 土壌中における推定半減期：136 日間 

1.85×水中半減期から算出（水中半減期は BIOWIN3 モデルで算出された 74 日を使用）

（Rorije, E., Verbruggen, E. M. J., Hollander, A., Traas, T. P. & Janssen, M. P. M., 2011; 

Strempel, S., Scheringer, M., Ng, C. A. & Hungerbühler, 2012）。 

 

1.1.3 底質中での半減期等 

(1) 米国のナラガンセット湾における広範なモニタリングデータからは、製造による環境への

放出が停止された数十年後の堆積物中にも UV-327 と UV-328 が存在することが報告さ

れている（Cantwell, M. G. et al., 2015）。 

このモニタリングでは、製造工場の近くの嫌気性の堆積物コアを調査した。UV-328 の生

産は 1970 年から 1985 年まで行われ（Lopez-Avila, V. & Hites, R. A., 1980）、堆積物コア

で検出された最高濃度は 1976 年の 74 μg/g であった。より最近の年に対応する地表付

近の濃度としては 3-6 μg/g が残存していた。 

(2) 過去の使用による同様の濃度傾向は Hartmann らによっても示されている（Hartmann, P. 

C., Quinn, J. G., Cairns, R. W. & King, J. W., 2005）。 

 

1.2  その他の残留性に関する情報 

1.2.1 生分解性 

(1) EAWAGの生物触媒/生分解データベース（EAWAG-BD）による予測：Appendix（6.2項）に
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示す（Gao, J., Ellis, L. B. M. & Wackett, L. P., 2009） 

(2) UV-328 に生分解は関与しないと予想されている（ECHA, 2014）。 

• 易分解性試験（活性汚泥、OECD TG 301 B、非 GLP）結果：10 mg/L の UV-328 が 28

日後に 2-8%分解したと報告されている（Ciba-Geigy, 1988）。 

(3) 化審法における UV-328 の分解度点検結果を表 1-1 に示す。BOD による分解度情報は

公表されていないが、難分解性と判定されている (NITE CHRIP、J-CHECK)。 

 

表 1-1 UV-328 の分解性点検結果 

被験物質名称 ２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリア

ゾール－２－イル）－４，６－ジ－ｔｅ

ｒｔ－ペンチルフェノール 

官報公示整理

番号 

5-3604 

CAS 番号 25973-55-1 判定 難分解性 

分解度（BOD） 8% （試験物質濃度：10 mg/L） 

2% （試験物質濃度：20 mg/L） 

分解度（GC） － 

活性汚泥濃度 1 % （都市下水処理場

活性汚泥の上澄液） 試験期間 4 週間 

 

1.2.2 加水分解 

(1) 加水分解性を有する構造要素がなく、水への溶解度が低いことから、加水分解による大

きな影響は予想されない。 

 

1.2.3 光分解 

(1) 紫外線吸収剤の特性から、光変換の大きな影響は予想されない。 

(2) 気相における光分解半減期はAopWin v1.92の計算値で 16.3時間であり、全体の反応速

度定数は 15.8×10-12 cm3/(分子-s)である（EPA, 2012）。 

 

1.2.4 リードアクロス 

(1) UV-328 よりも親水性が高い構造類似物質である M1 は水中で急速に分散し、数日で堆

積物に移行する（ECHA, 2014）。 

(2) M1 の推定 DT50：堆積物の種類により、238 日または 248 日（EPA, 2012） 

 

1.2.5 その他 

(1) 酸化による大きな影響は予想されない。 

 

1.2.6 結論 

UV-328 は非常に疎水性が高く、有機物に強く吸着・吸収され、揮発性は低い。水中に放

出された場合には、粒子や有機物に分配され、浮遊または沈着する可能性が高い。実験及

び推定データは、UV-328 が水中、土壌、または堆積物中において易分解性ではないことを
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示している。実験データのギャップをカバーするための重み付け（WoE）アプローチ（Brandt, 

M., Becker, E., Jöhncke, U., Sättler, D. & Schulte, C., 2016）に基づく、構造アナログ（別の BZT

物質）からの堆積物中での分解に関するリードアクロスもまた、残留性を支持している。さら

に、放出が停止した数十年後の環境中からの検出は、DegT50>180 日であることを示している。

以上より、UV-328 は残留性の基準を満たしている。 
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2.  生物蓄積性等に関する情報 

提案文書の記載（UNEP/POPS/POPRC.16/4） 

 UV-328 は、log KOW＞5、生体蓄積の閾値以上の実測生物濃縮係数（BCF）及びモデルによる生

物蓄積係数（BAF）、及び低い代謝的変換率を有するため、生体蓄積性があると考えられる。

UV-328 は、ほとんどの場合食餌を介して取り込まれた後に生物体内に蓄積され、魚類、複数の

海洋哺乳類、藻類、甲殻類で検出されている。 

 水生生物への生物蓄積性については、2000 年と 2007 年に異なる 2 試験が行われた（いずれの

試験も、試験魚種：コイ Cyprinus carpio、試験法：OECD TG 305C）（J-CHECK, 2018）。1 つ目の試

験は 60 日間行われ、溶媒の使用に関する情報は提供されなかった。BCF は 5%の脂質含有量で

補正し、試験開始時と終了時の平均脂質含有量で計算された（表 1 及び 2）。排泄半減期は 16 日

(0.01μg/L)および 33 日(0.10μg/L)であった。 追加データでは、外皮、頭部、内臓および可食部の

BCF 測定値を示す。BCF の最高値は、以下の順であった：内蔵＞頭部＞外皮＞可食部（表 3）。

最も低い BCF 値は高濃度区で得られたが、これは、UV-328 の水溶解度が低いことに関係してい

ると考えられる。UV-328 は非常に疎水性の高い化学物質であり（log KOW > 4.5）、非食餌性の暴

露経路を適用した場合には水に完全に溶解しない可能性があるため、水生試験生物による取り

込みとしては部分的にのみ利用可能である可能性がある。以上のように、水中の UV-328 濃度を

過大評価した結果、BCF 値が過小評価された可能性がある（ECHA, 2014; J-Check, 2018）。 

 

表 1. 60 日間の長期 BCF 試験：被験物質の公称濃度に基づく BCF 及び脂質補正 BCF（L/kg 湿

重量（ww））. 試験魚の平均脂質含量は 4.19%aまたは 3.26%b （J-Check, 2018; ECHA, 2014）. 

試験濃度（μg/L） BCF BCFlipid-normalised 

0.1 940a 1.1 × 103 

0.01 620–1.8 × 103 a 740–2.2 × 103 

0.01 2.4 × 103 b 3.7 × 103 

 

表 2. 60 日間の BCF 試験：被験物質の公称濃度に基づく BCF (L/kg ww) の時間経過（J-Check, 

2018; ECHA, 2014）. 

試験濃度 

（μg/L） 

暴露期間（日） 

12 26 40 50 60 

0.1 870 

570 

1.1×103 

1.4×103 

990 

780 

820 

1.0×103 

1.0×103 

1.0×103 

0.01 620 

650 

890 

1.3×103 

1.5×103 

1.8×103 

1.3×103 

980 

1.0×103 

1.7×103 

 

表 3. 60 日間の長期 BCF 試験：被験物質の設定濃度に基づく各組織における BCF（L/kg ww）、

（J-Check, 2018; ECHA, 2014）. 
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試験濃度（μg/L） 外皮 頭部 内蔵 可食部 

0.1 770 

940 

1.4×103 

1.6×103 

2.3×103 

3.6×103 

600 

620 

0.01 900 

2.0×103 

990 

2.3×103 

1.5×104 

3.6×104 

420 

840 

0.01 2.3×103 

3.1×103 

3.7×103 

5.8×103 

1.4×104 

1.5×104 

1.6×103 

1.8×103 

 

2 つ目の研究（OECD TG 305C）では、報告された最大 BCF は 5.6×103（非補正）または 6.6×

103 L/kg ww（脂質補正）であり、平均脂質補正 BCF は 5.5×103 L/kg ww であった（表 4）。この魚

は試験開始時の脂質含量が 4.2％であった。最大値がわずかに高かったことを除いて BCF 値は

類似しており、定常状態と見做すことができた。8 週目の平均 BCF は、脂質含量 4.2%の場合は

4.59×103 L/kg ww、脂質含量 5%で補正した場合は約 5.46×103 L/kg ww であった。 

 

表 4. 8 週間の BCF 試験、被験物質の公称濃度に基づく BCFs（L/kg ww）（J-Check, 2018; ECHA, 

2014）. 

暴露期間（週） 0.8 µg/L 0.08 µg/L 

2 
非補正 1.3×103 1.3×103 2.3×103 2.3×103 

脂質補正 1.5×103 1.6×103 2.7×103 2.7×103 

4 
非補正 1.7×103 1.1×103 3.7×103 3.3×103 

脂質補正 2.0×103 1.3×103 4.4×103 3.9×103 

6 
非補正 1.7×103 2.8×103 4.4×103 5.6×103 

脂質補正 2.0×103 3.3×103 5.2×103 6.6×103 

8 
非補正 2.1×103 2.4×103 4.4×103 4.8×103 

脂質補正 2.5×103 2.8×103 5.2×103 5.7×103 

 

数百 ng/g の脂質重量（lw）の濃度が測定されているモニタリング研究（Kim, J.-W. et al., 2011; 

Nakata, H., Murata, S. & Filatreau, J., 2009; Nakata, H. et al., 2012）では、水生生物相における

UV-328 の多数の知見がある。UV-328 はまた、食品やヒトの脂肪組織で検出されている

（Yanagimoto, H. et al., 2011）。日本の有明海では、1998 年から 2009 年までの間、5 頭のスナメリ

の脂肪中の複数種の BZT の存在をモニターした。調査対象となったスナメリの脂肪中には、平均

して 29 ng/g ww の UV-328 と 14 ng/g ww の UV-327 が検出された。これらの値は、各分析試料

の脂質含量で補正した場合には 19 ng/g lw のUV-327と 38 ng/g lwのUV-328に相当する。BZT

の総負荷量を計算する際、脂質重量は全身重量の 28.8％と考えられた。これより、UV-327 の全

身濃度は 4.0 ng/g ww、UV-328の全身濃度は 8.4 ng/g wwとなった。このことから、本海棲哺乳類

と水との間の UV-327 の BAF は 3.3×104 L/kg ww（4 ng/g ww/0.12 ng/L）と推定され、これは小
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型魚類の報告（3.2×103 L/kg ww = 0.39 ng/g ww/0.12 ng/L）よりも約一桁高い値であった。これら

の UV-327 の BAF は、日本の環境水生試料中の検出基準濃度 0.12 ng/L を用いて算出した。

UV-328 については、このような環境基準値は与えられていないが、比較は可能である。2001 年

の日本における UV-327 の年間生産・輸入量は 100～1,000 トン、UV-328 は 1,000～10,000 トンで

あった。UV-328の排出量が増加する可能性については、水相中に残存するUV-328の割合が低

いことによって部分的に相殺されている可能性がある。本研究における UV-328 の平均濃度（8.4 

ng/g ww）は UV-327（4.0 ng/g ww）よりも 2 倍高いので、UV-328 の BAF は UV-327 と同程度であ

ると考えられる（Nakata, H., Shinohara, R., Murata, S. & Watanabe, M., 2010）。UV-327 の環境基準

値をUV-328に使用する場合、UV-328の推定BAFは 7.0×104 L/kg ww（8.4 ng/g ww/0.12 ng/L）

となる。これらの BAF は、5%の脂質含有量に脂質補正することができる。その場合、UV-327 およ

び UV-328 は、それぞれ 8.0×103 L/kg lw および 1.6×104 L/kg lw の BAF を有することになる。

詳細な値はAppendix 6.3.1に記載されている。また、上記のスナメリの研究と同じ条件を小型魚類

を対象としたNakataら（2009）の研究に適用すると、小型魚類におけるUV-327及びUV-328の脂

質補正 BAF は、それぞれ 6.7×103 L/kg 及び 4.2×103 L/kg となる（Nakata, H., Murata, S. & 

Filatreau, J., 2009）。詳細は Appendix 6.3.2 を参照のこと。 

 フェノール BZT が食物連鎖にどのように入っていくのかを理解するためには、底生動物の潜在

的な役割を考慮する必要がある。これらの底生動物は、浮遊物をろ過して食べたり、堆積物の粒

子を摂取したりしており、そこで BZT が強く吸着される可能性がある。このシナリオは、小魚、エ

ビ、頭足類、つまり底生生物を餌とするスナメリで予想される栄養習慣に適合しており、UV-327 と

UV-328（唯一の違い：tert-ブチル vs tert-ペンチル基）の化学的類似性のために、リードアクロ

スを安全に進めることができる（ECHA, 2014）。 

 先に指摘したように、実験室環境での生物濃縮試験から得られた種々の生物濃縮の値は、log 

KOW > 4 の化学物質の決定的な要因となりうる食餌を介した物質の生物濃縮を十分に考慮してい

ない可能性がある（Arnot, J. A. & Gobas, F., 2003）。これらの物質について、BCF は水（呼吸器）

からの暴露のみを考慮し、食餌からの取り込みを考慮していないため、BAF は BCF よりも実質的

に大きい（Arnot, J. & Gobas, F., 2006）。したがって、代謝補正を加えた BAF は、生物蓄積性を特

徴づけるためのより適切なパラメータである。高 KOWの化学物質の水生生物における代謝変換は

重要ではないと考えられる。UV-328 は環境条件下では主に中性型で存在し（表 3、略）、代謝速

度が遅い。UV-328のカナダでの評価では、代謝速度定数（kM）は 184 gの魚で 0.01/dayとして計

算された。他の有機化学物質と比較した場合、この kM は低いと考えられている（Arnot, J. A., 

Mackay, D., Parkerton, T. F. & Bonnell, M., 2008; Arnot, J. A., Mackay, D. & Bonnell, M., 2008）。し

たがって、この推定値は、UV-328 が高次栄養段階の捕食者によって消費された場合、生物蓄積

は、代謝が低いことによって発生する可能性が高いという主張をサポートしている。UV-328 の

BAF は、AQUAWEB モデルによると、中等栄養段階の魚では約 8.7×104 L/kg ww と推定され、食

物摂取を考慮した場合の水生生物の有意な BMF を示している（Canada, 2016; Arnot, J. A. & 

Gobas, F.; 2004）。未発表のカナダのハミルトンハーバーにおける食物網の研究は、食物連鎖によ
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る UV-328 の濃縮が起こり得ることを示している（Giraudo, M. et al., 2020）。EPI Suite からの推定

はまた、海洋食物網における UV-328 の生物濃縮と生物蓄積を予測している（表 5）。 

 

表 5. BCFBAF v.3.01 で得られた UV-328 の EPI Suite による推定結果（EPA, 2012） 

BCF（回帰法） 6.0×103 L/kg ww 

生体内変換半減期（魚類） 14.3 日 

BCF Arnot-Gobas method (upper trophic) 1.1×103 L/kg 

BCF Arnot-Gobas method (mid trophic) 1.5×103 L/kg 

BCF Arnot-Gobas method (lower trophic) 1.7×103 L/kg 

BAF Arnot-Gobas method (upper trophic) 9.3×104 L/kg 

BAF Arnot-Gobas method (mid trophic) 1.5×105 L/kg 

BAF Arnot-Gobas method (lower trophic) 2.0×105 L/kg 

 

UV-328 は、2011 年に大韓民国において最大濃度 334 ng/g lw でヒト母乳中の主要な BZT

（97.6% DF）であった。母乳の消費を介した EDI は 0.36μg/kg bw/日と推定された（Lee, S. et al. , 

2015）。この研究では、ベンゾトリアゾールの暫定的な 1 日摂取許容量（PTDI）値が確立されてい

ないことが指摘されている（Lee, S. et al. , 2015）。日本、ベトナム、フィリピンでも複数の BZT が母

乳から検出されており、UV-328 もその一つである（1.2 ng/g lw, 16% DF; 基準量より低い値）（Kim, 

J.-W. et al., 2019）。本研究で使用した UV-328 の基準用量は 10μg/kg bw/day である（OECD, 

2017）。日本、韓国、中国、スペイン、米国のヒト脂肪組織からも UV-328 が検出された（最大 35 

ng/g lw、45.2% DF（Yanagimoto, H. et al., 2011）。 

 カナダの都市部の小川では、UV-328 はサンプリングした生物相の 33～57％に最大 1.3 µg/g lw

（ザリガニ）の濃度で存在していた（Lu, Z. et al., 2016）。中国の珠江河口域では、UV-328 を含む

複数の BZT が海洋野生生物に最大 258.9 ng/g lw の濃度で存在していた（Peng, X. et al., 2017）。

以前の研究では、野生の水生生物には検出されていなかったが、養殖のレッドスナッパー中には

存在していた（最大 0.8 ng/g dw）（Peng, X., Jin, J., Wang, C., Ou, W. & Tang, C., 2015）。UV-328は、

米国（サウスカロライナ州）とカナダ（オンタリオ州）のサンプルでは、数種の魚類と 1 種の鳥類の

血漿中に高い DF を示し、コイでは最大 3.8 ng/g ww に達していた（Lu, Z. et al., 2019）。同様の結

果は、米国（フロリダ）とカナダ（オンタリオ）の海洋生物相でも報告されており、ホワイトサッカー

（全身）で最大 3.9 ng/g であった（Lu, Z., Peart, T. E., Cook, C. J. & De Silva, A. O., 2016）。カナダ

の都市部の小川では、魚の肝臓が紫外線吸収剤の主な蓄積組織であり、UV-328 の濃度は 0.6

～20.7 ng/g ww であった（Lu, Z., De Silva, A. O., Peart, T. E., Cook, C. J. & Tetreault, G. R., 2017）。

1990 年に採取された日本の海棲哺乳類の脂肪の試料では、最大濃度は 70 ng/g lw 前後であっ

た（Nakata, H., 2011）。スナメリでは、UV-328 の平均濃度は 38 ng/g lw であり、小型魚（8.4 ng/g 

lw）の約 4倍であった。海洋生物中のUV-328濃度は種によって異なり、ボラやハンマーヘッドシャ

ークの肝臓で高い濃度が検出された（Nakata, H., Shinohara, R., Murata, S. & Watanabe, M., 
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2010）。有明海の海洋生物のすべての試料に紫外線吸収剤が存在し、UV-328 濃度は最大 55 

ng/g ww であった（Nakata, H. et al., 2009）。干潟の腹足類では最大 460 ng/g lw の非常に高い濃

度が検出され、干潟の生物や魚類や甲殻類などの高次栄養種（全身、肝臓）でも高濃度で検出さ

れた（Nakata, H. et al., 2009）。干潟生物における UV-328 の濃度は、浅海生物よりも高かった。生

物相中の UV-328 の存在は変動的で種特異的であった（< 0.2-55.0 ng/g ww, 89.3% DF）（Nakata, 

H., Murata, S. & Filatreau, J., 2009）。UV-328 はスナメリで優勢であった（Nakata, H., Murata, S. & 

Filatreau, J., 2009）。ノルウェーのフィヨルドでは、UV-328 は生物相中に存在していた（最大 19.5 

ng/g）（Langford, K. H., Reid, M. J., Fjeld, E., Øxnevad, S. & Thomas, K. V., 2015; Thomas, K. et al., 

2014）。ドイツのいくつかの河川では、ブリームの肝臓から低い ng/g レベルの濃度で BZT が検出

され、検出された最高濃度のいくつかは UV-328 であった（Wick, A., Jacobs, B., Kunkel, U., 

Heininger, P. & Ternes, T. A., 2016）。また、ノルウェーの河川では、低い ng/g レベルの濃度で

UV-328 が全てのバイオマトリックス（コケと付着藻類、ブラウントラウト）に存在していた（Allan, I., 

Jenssen, M. T. S. & Braaten, H. F. V., 2018）。 

 日本と韓国の食品試料にも BZT が含まれていた。汚染はどこにでも存在し、魚介類（1.7 ng/g 

ww）と食肉（1 ng/g ww）で最も高濃度であった（Yanagimoto, H. et al., 2011）。太平洋のイガイ

（2003-2007 年）では、PCBs、DDTs、PBDEs と同様にフェノール性 BZTs が広範囲に分布してい

た。これらはすべての試料で検出され、特に韓国と日本の試料では、UV-328 は最大 830 ng/g lw

で存在していた（Nakata, H. et al., 2012）。別の報告では、有明海の干潟地域の低層底生生物で

最も高い濃度を示しており、UV-328 は主要な BZT の一つであった（1-460 ng/g lw）（Nakata, H. et 

al., 2009）。UV-328 と UV-327 は高次栄養種で主要な成分であった（Nakata, H. et al., 2009）。イガ

イを用いた別の研究では、香港と韓国で UV-328 が最も高濃度であることが報告されている（約 

0.8 μg/g lw）。米国では、イガイの少数のサンプルから UV-328 が検出され、最大値は 0.3 μg/g 

lw であった（Nakata, H. et al., 2011）。フィリピンのマニラ湾では、ほぼすべての魚類試料から BZT

紫外線吸収剤が ng/g レベルで検出された。UV-328 は試料の 88％で最大 34.2 ng/g で存在して

いた。BZT の分布プロファイルは魚種間で異なっており、これは様々な種で研究された物質の蓄

積性と生分解性の違いを反映している可能性がある（Kim, J.-W. et al., 2011; Kim, J.-W., 

Ramaswamy, B. R., Chang, K.-H., Isobe, T. & Tanabe, S., 2011）。 
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2.1  水生生物の BCF、BMF 及びオクタノール/水分配係数（log Kow） 

2.1.1 濃縮倍率 

 BCF 

(1) 濃縮度試験①（試験魚種：コイ Cyprinus carpio、試験法：OECD TG 305C、暴露期間：60

日間、溶媒の使用に関する情報不明）の結果（J-Check, 2018; ECHA, 2014） 

 

表 2-1. 60 日間の長期 BCF 試験：被験物質の公称濃度に基づく BCF 及び脂質補正 BCF（L/kg

湿重量（ww））. 試験魚の平均脂質含量は 4.19%aまたは 3.26%b 

試験濃度（μg/L） BCF BCFlipid-normalised 

0.1 940a 1.1 × 103 

0.01 620 – 1.8 × 103 a 740 – 2.2 × 103 

0.01 2.4 × 103 b 3.7 × 103 

試験魚の平均脂質含量：a 4.19%、b 3.26%（J-Check, 2018; ECHA, 2014）. 

 

表 2-2. 60 日間の長期 BCF 試験：被験物質の設定濃度に基づく各組織における BCF（L/kg ww） 

試験濃度（μg/L） 外皮 頭部 内蔵 可食部 

0.1 770 

940 

1.4×103 

1.6×103 

2.3×103 

3.6×103 

600 

620 

0.01a 900 

2.0×103 

990 

2.3×103 

1.5×104 

3.6×104 

420 

840 

0.01b 2.3×103 

3.1×103 

3.7×103 

5.8×103 

1.4×104 

1.5×104 

1.6×103 

1.8×103 

試験魚の平均脂質含量：a 4.19%、b 3.26%（J-Check, 2018; ECHA, 2014）. 

 

・排泄半減期：16 日(0.01μg/L)および 33 日(0.10μg/L) 

・BCF の最高値：内蔵＞頭部＞外皮＞可食部の順 

・UV-328 は非常に疎水性の高い化学物質であり（log KOW > 4.5）、水に完全に溶解しない

可能性があるため、水中のUV-328濃度を過大評価した結果、BCF値が過小評価された

可能性がある。 

・元データに記載された試験水中の被験物質濃度を表 2-3 に示す。 
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（参考）表 2-3 試験水中の被験物質濃度（経済産業省既存点検結果, 2007） 

濃度区 

（μg/L） 
1 日後 12 日後 26 日後 40 日後 50 日後 60 日後 

平均 

（標準偏差） 

0.1 0.102 0.100 0.103 0.103 0.103 0.102 
0.102 

(0.0012) 

0.01 0.00927 0.00887 0.00941 0.00923 0.0101 0.0102 
0.00950 

(0.000509) 

 

(2) 濃縮度試験②（試験魚種：コイCyprinus carpio、試験法：OECD TG 305C、暴露期間：8週

間）の結果（J-Check, 2018; ECHA, 2014） 

 

表 2-4. 8 週間の BCF 試験、被験物質の公称濃度に基づく BCFs（L/kg ww） 

暴露期間（週） 0.8 µg/L 0.08 µg/L 

2 
非補正 1.3×103 1.3×103 2.3×103 2.3×103 

脂質補正 1.5×103 1.6×103 2.7×103 2.7×103 

4 
非補正 1.7×103 1.1×103 3.7×103 3.3×103 

脂質補正 2.0×103 1.3×103 4.4×103 3.9×103 

6 
非補正 1.7×103 2.8×103 4.4×103 5.6×103 

脂質補正 2.0×103 3.3×103 5.2×103 6.6×103 

8 
非補正 2.1×103 2.4×103 4.4×103 4.8×103 

脂質補正 2.5×103 2.8×103 5.2×103 5.7×103 
脂質含量は試験開始時に 4.2%であり、脂質補正値は脂質含量 5%として算出した。 

 

・最大値がわずかに高かったことを除いて BCF 値は類似しており、定常状態と見做すこ

とができた。 

・8 週目の平均 BCF は、脂質含量 4.2%（非補正）の場合は 4.59×103 L/kg ww、脂質含量

5%で補正した場合は約 5.46×103 L/kg ww であった。 

 

(3) 化審法におけるUV-328の濃縮性点検結果を表 2-5に示す。UV-328は低濃縮性と判定

されている (NITE CHRIP)。 
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表 2-5 UV-328 の濃縮性点検結果 

被験物質名称 ２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリア

ゾール－２－イル）－４，６－ジ－ｔ

ｅｒｔ－ペンチルフェノール 

官報公示整理

番号 

5-3604 

CAS 番号 25973-55-1 判定 低濃縮性 

濃縮倍率 

(設定濃度) 

570～1400 

（定常状態の平均：944.68） 

(0.1 ppb) 

濃縮倍率 

(設定濃度) 

620～1800 

（定常状態の平均：-*） 

 (0.01 ppb) 

魚種 コイ 試験期間 60 日間 

*最後の連続した 3 回の分析における濃縮倍率（平均）の変動が 20%を超えたため算出できなかった。 

 

 BMF 

(1) 日本の有明海で 1998年から 2009年までの間、5頭のスナメリの脂肪中の複数種のBZT

の存在をモニターした結果、スナメリの脂肪中には、平均 29 ng/g ww の UV-328（脂質含

量補正した場合 38 ng/g lw 相当）と 14 ng/g ww の UV-327（脂質含量補正した場合 19 

ng/g lw 相当）が検出された。BZT の総負荷量算出時の脂質重量を全身重量の 28.8％と

すると、UV-328 の全身濃度は 8.4 ng/g ww、UV-327 の全身濃度は 4.0 ng/g ww となった。

日本の環境水生試料中の検出基準濃度 0.12 ng/L を用いると、本海棲哺乳類と水との

間の UV-327 の BAF は 3.3×104 L/kg ww（4 ng/g ww/0.12 ng/L）と推定され、これは小

型魚類の報告（3.2×103 L/kg ww = 0.39 ng/g ww/0.12 ng/L）よりも約一桁高い値であっ

た。UV-328 については、このような環境基準値は与えられていないが、比較は可能であ

る。2001 年の日本における UV-327 の年間生産・輸入量は 100～1,000 トン、UV-328 は

1,000～10,000 トンであった。UV-328 の排出量が増加する可能性については、水相中に

残存する UV-328 の割合が低いことによって部分的に相殺されている可能性がある。本

研究における UV-328 の平均濃度（8.4 ng/g ww）は UV-327（4.0 ng/g ww）よりも 2 倍高

いので、UV-328 の BAF は UV-327 と同程度であると考えられる（Nakata, H., Shinohara, 

R., Murata, S. & Watanabe, M., 2010）。UV-327の環境基準値をUV-328に使用する場合、

UV-328 の推定 BAF は 7.0×104 L/kg ww（8.4 ng/g ww/0.12 ng/L）となる。5%の脂質含有

量で脂質補正した BAF は、UV-327及び UV-328でそれぞれ 8.0×103 L/kg lwおよび 1.6

×104 L/kg lw となる（詳細な値は Appendix 6.3.1 項に記載）。 

(2) 上記のスナメリの研究と同じ条件を小型魚類を対象とした Nakata ら（2009）の研究に適

用すると、小型魚類におけるUV-327及びUV-328の脂質補正BAFはそれぞれ 6.7×103 

L/kg 及び 4.2×103 L/kg となる（Nakata, H., Murata, S. & Filatreau, J., 2009）（詳細は 

Appendix 6.3.2 節に記載）。 

(3) 底生動物は、浮遊物をろ過して摂取したり、堆積物の粒子を摂取したりしており、そこで

BZT が強く吸着される可能性がある。このシナリオは、小魚、エビ、頭足類等の底生生物

を餌とするスナメリで予想される栄養習慣に適合しており、UV-327 と UV-328（唯一の違
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い：tert-ブチル vs tert-ペンチル基）の化学的類似性のために、リードアクロスを安全に

進めることができると考えられる（ECHA, 2014）。 

(4) 実験室環境での生物濃縮試験から得られた生物濃縮の値は、log KOW > 4 の化学物質の

決定的な要因となりうる食餌を介した生物濃縮を十分に考慮していない可能性があり

（Arnot, J. A. & Gobas, F., 2003）、BCF は水（呼吸器）からの暴露のみを考慮し、食餌から

の取り込みを考慮していないため、BAFはBCFよりも実質的に大きい（Arnot, J. & Gobas, 

F., 2006）。したがって、代謝補正を加えた BAF は、生物蓄積性を特徴づけるためのより

適切なパラメータである。 

(5) UV-328 のカナダでの評価では、代謝速度定数（kM）は 184 g の魚で 0.01/day と計算さ

れた。この kM は他の有機化学物質よりも低いと考えられる（Arnot, J. A., Mackay, D., 

Parkerton, T. F. & Bonnell, M., 2008; Arnot, J. A., Mackay, D. & Bonnell, M., 2008）。この推

定値は、UV-328 が高次栄養段階の捕食者によって取り込まれた場合の生物蓄積は、

代謝が低いことによって発生する可能性が高いという主張をサポートしている。

AQUAWEBモデルによると、UV-328のBAFは、中等栄養段階の魚では約 8.7×104 L/kg 

ww と推定される（Canada, 2016; Arnot, J. A. & Gobas, F.; 2004）。 

(6) カナダのハミルトンハーバーにおける食物網の研究は、食物連鎖による UV-328 の濃縮

が起こり得ることを示している（Giraudo, M. et al., 2020）。 

(7) EPI Suite の推定もまた、海洋食物網における UV-328 の生物濃縮と生物蓄積を予測し

ている（EPA, 2012）。 

 

表 2-6. BCFBAF v.3.01 で得られた UV-328 の EPI Suite による推定結果 

BCF（回帰法） 6.0×103 L/kg ww 

生体内変換半減期（魚類） 14.3 日 

BCF Arnot-Gobas method (upper trophic) 1.1×103 L/kg 

BCF Arnot-Gobas method (mid trophic) 1.5×103 L/kg 

BCF Arnot-Gobas method (lower trophic) 1.7×103 L/kg 

BAF Arnot-Gobas method (upper trophic) 9.3×104 L/kg 

BAF Arnot-Gobas method (mid trophic) 1.5×105 L/kg 

BAF Arnot-Gobas method (lower trophic) 2.0×105 L/kg 

 

2.1.2 オクタノール/水分配係数 （log Kow） 

(1) （US EPA）EPI Suite（KOAWIN v1.10, KowWin v1.68）を用いた推定では、UV-328 の推定

log KOW値として 7.3（25℃）が得られた。 

(2) OECD TG117 に従った実測 log KOW値は> 6.5 (23℃、pH 6.4)と報告されている（ECHA, 

2018）。 
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2.2  生物相でのモニタリングデータ 

(1) カナダの都市部の小川では、UV-328 はサンプリングした生物相の 33～57％から最大

1.3 µg/g lw（ザリガニ）の濃度で検出された（Lu, Z. et al., 2016）。 

(2) 中国の珠江河口域では、UV-328 を含む複数の BZT が海洋野生生物で最大 258.9 ng/g 

lw の濃度で検出された（Peng, X. et al., 2017）。 

(3) 野生の水生生物には検出されていないが、養殖のレッドスナッパーで検出されたとの報

告がある（最大 0.8 ng/g dw）（Peng, X., Jin, J., Wang, C., Ou, W. & Tang, C., 2015）。 

(4) 米国（サウスカロライナ州）とカナダ（オンタリオ州）のサンプルでは、数種の魚類と 1 種の

鳥類の血漿中に高いDFを示し、コイでは最大 3.8 ng/g wwであった（Lu, Z. et al., 2019）。

同様の結果は、米国（フロリダ）とカナダ（オンタリオ）の海洋生物相でも報告されており、

ホワイトサッカー（全身）で最大 3.9 ng/g であった（Lu, Z., Peart, T. E., Cook, C. J. & De 

Silva, A. O., 2016）。 

(5) カナダの都市部の小川における調査では、魚の肝臓が紫外線吸収剤の主な蓄積組織で

あり、UV-328 の濃度は 0.6～20.7 ng/g ww であった（Lu, Z., De Silva, A. O., Peart, T. E., 

Cook, C. J. & Tetreault, G. R., 2017）。 

(6) 1990 年に採取された日本の海棲哺乳類の脂肪の試料では、最大濃度は 70 ng/g lw 前

後であった（Nakata, H., 2011）。スナメリでは UV-328 の平均濃度は 38 ng/g lw であり、小

型魚（8.4 ng/g lw）の約 4 倍であった。 

(7) 海洋生物中の UV-328 濃度は種によって異なり、ボラやハンマーヘッドシャークの肝臓で

高い濃度が検出された（Nakata, H., Shinohara, R., Murata, S. & Watanabe, M., 2010）。 

(8) 有明海の海洋生物のすべての試料に紫外線吸収剤が存在し、UV-328 濃度は最大 55 

ng/g ww であった（Nakata, H. et al., 2009）。 

(9) 干潟の腹足類では最大 460 ng/g lw の非常に高い濃度が検出され、干潟の生物や魚類

や甲殻類などの高次栄養種（全身、肝臓）でも高濃度で検出された（Nakata, H. et al., 

2009）。 

(10) 干潟生物における UV-328 の濃度は、浅海生物よりも高かった。生物相中の UV-328 の

存在は変動的で種特異的であった（< 0.2-55.0 ng/g ww, 89.3% DF）（Nakata, H., Murata, S. 

& Filatreau, J., 2009）。 

(11) UV-328 はスナメリで多く検出された（Nakata, H., Murata, S. & Filatreau, J., 2009）。 

(12) ノルウェーのフィヨルドでは、UV-328 は生物相中に存在していた（最大 19.5 ng/g）

（Langford, K. H., Reid, M. J., Fjeld, E., Øxnevad, S. & Thomas, K. V., 2015; Thomas, K. et al., 

2014）。 

(13) ドイツの複数の河川で、ブリーム（コイ科の淡水魚）の肝臓から低いng/gレベルの濃度で

BZT が検出され、検出された最高濃度のいくつかは UV-328 であった（Wick, A., Jacobs, 

B., Kunkel, U., Heininger, P. & Ternes, T. A., 2016）。 
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(14) ノルウェーの河川では、低い ng/g レベルの濃度で UV-328 が全てのバイオマトリックス

（コケと付着藻類、ブラウントラウト）に存在していた（Allan, I., Jenssen, M. T. S. & Braaten, 

H. F. V., 2018）。 

(15)  日本と韓国の食品試料にも BZT が含まれていた。汚染はどこにでも存在し、魚介類

（1.7 ng/g ww）と食肉（1 ng/g ww）で最も高濃度であった（Yanagimoto, H. et al., 2011）。 

(16) 太平洋のイガイ（2003-2007 年）では、PCBs、DDTs、PBDEs と同様にフェノール性 BZTs

が広範囲に分布していた。これらはすべての試料で検出され、特に韓国と日本の試料で

は、UV-328 は最大 830 ng/g lw で存在していた（Nakata, H. et al., 2012）。 

(17) 別の報告では、有明海の干潟地域の低層底生生物で最も高い濃度を示しており、

UV-328 は主要な BZT の一つであった（1-460 ng/g lw）（Nakata, H. et al., 2009）。 

(18) UV-328 と UV-327 は高次栄養種で主要な検出成分であった（Nakata, H. et al., 2009）。 

(19) イガイを用いた別の研究では、香港と韓国で UV-328 が最も高濃度であることが報告さ

れている（約 0.8 μg/g lw）。米国では、イガイの少数のサンプルから UV-328が検出され、

最大値は 0.3 μg/g lw であった（Nakata, H. et al., 2011）。 

(20) フィリピンのマニラ湾では、ほぼすべての魚類試料から BZT 紫外線吸収剤が ng/g レベ

ルで検出された。UV-328 は試料の 88％で最大 34.2 ng/g で検出された。BZT の分布プ

ロファイルは魚種間で異なっており、これは様々な種で研究された物質の蓄積性と生分

解性の違いを反映している可能性がある（Kim, J.-W. et al., 2011; Kim, J.-W., Ramaswamy, 

B. R., Chang, K.-H., Isobe, T. & Tanabe, S., 2011）。 

 

 

2.4  その他 

(1) UV-328 は、2011 年に大韓民国において最大濃度 334 ng/g lw でヒト母乳中の主要な

BZT（97.6% DF）として検出された。母乳の消費を介した EDI は 0.36μg/kg bw/日と推定さ

れた（Lee, S. et al. , 2015）。この研究では、ベンゾトリアゾールの暫定的な 1 日摂取許容

量（PTDI）値が確立されていないことが指摘されている（Lee, S. et al. , 2015）。 

(2) 日本、ベトナム、フィリピンでも複数の BZT が母乳から検出されており、UV-328 もその一

つである（1.2 ng/g lw, 16% DF; 基準量より低い値）（Kim, J.-W. et al., 2019）。本研究で使

用された UV-328 の基準用量は 10μg/kg bw/day である（OECD, 2017）。 

(3) 日本、韓国、中国、スペイン、米国のヒト脂肪組織からも UV-328 が検出された（最大 35 

ng/g lw、45.2% DF（Yanagimoto, H. et al., 2011）。 

 

2.5 結論 

log KOW の実測値および推定値より、ストックホルム条約の閾値（log KOW > 5）に従って、

UV-328 は生物蓄積性であると認められる。また、BCF が> 5×103 L/kg ww であることを示す

複数の実験データもある。複数の推定モデルにおいても、BCF及びBAF値が > 5×103 L/kg 
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で、生物蓄積性である可能性が示唆されている。UV-328 は海洋食物網でも検出されており、

食物連鎖の中で生体拡散するという証拠がある。したがって、UV-328 は生物蓄積性の基準

を満たしている。 
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3. 参考 

3.1  POPs 条約附属書 D スクリーニング基準（抜粋） 

(b) 残留性 i) 水中における半減期＞2 カ月、又は土壌中における半減 

期＞6 カ月、又は底質中における半減期＞6 カ月、又は、 

ii) その他の科学的根拠 

(c) 生物蓄積性 i) 水生生物におけるBCF※又はBAF※＞5,000（BCF又はBAFデータがない

場合、log Kow＞5） 

ii) 他の生物における高い生物蓄積性や生態毒性を示す根拠、又は 

iii) 生物蓄積性の可能性を示す、生物相におけるモニタリングデータ 

※ BCF；Bioconcentration factor 水からの取込みに関する濃縮係数 
BAF；Bioaccumulation factor 水及び餌を含む全ての経路からの取込みに関する濃縮係数 

 

 

3.2  REACH における PBT 及び vPvB 基準 

基準 PBT 物質 vPvB 物質 

P：難分解性 

海水中半減期＞60 日 
淡水・河口水中半減期＞40 日 
海水底質中半減期＞180 日 
淡水・河口水底質中半減期＞120 日 
土壌中半減期＞120 日 

海水中半減期＞60 日 
淡水・河口水中半減期＞60 日 
海水底質中半減期＞180 日 
淡水・河口水底質中半減期＞180 日 
土壌中半減期＞180 日 

B：生物蓄積性 BCF＞2000 BCF＞5000 

T：毒性 

海水・淡水生物における長期 NOEC 又は
EC10＜0.01 mg/L 
 
発がん性カテゴリー1A 又は 1B 
生殖細胞変異原性カテゴリー1A 又は 1B 
生殖毒性カテゴリー1A、1B 又は 2 
 
特定標的臓器毒性(反復)カテゴリー1 又
は 2 

－ 
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3.3 ECHA における P/vP スクリーニング基準（抜粋） （ECHA, 2017） 

スクリーニング情報 結果 残留性 

Biowin 2 (non-linear model 
prediction) and Biowin 3 
(ultimate biodegradation time) 
 
または 
 
Biowin 6 (MITI non-linear 
model prediction) and Biowin 
3 (ultimate biodegradation 
time) 
 
または 
 
その他のモデル* 

急速な生分解が起こらない（確率＜0.5）*かつ最
終的な生分解の達成に要すると予想される期間
が数ヶ月以上（値＜2.25（～2.75）**） 
 
または 
 
急速な生分解が起こらない（確率＜0.5）*かつ最
終的な生分解の達成に要すると予想される期間
が数ヶ月以上（値＜2.25（～2.75）**） 
 
 
または 
 
モデル固有の値 

P または vP の
可能性 

* 急速に生分解する確率は低い。その他のモデルについては ECHA（2017）に記載されている。 

** この基準を満たす物質は BIOWIN 3 で 2.25～2.75 の値を示すため、一般にさらなる分解関連情報

が必要となる。 
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Appendix 6.2 EAWAG-BD による予測 
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Appendix 6.3 Nakata らの生物蓄積性に関する研究 

6.3.1 Nakata ら（2010）の研究 （Nakata, H., Shinohara, R., Murata, S. & Watanabe, M., 2010） 

Table 1. Concentrations of BZT UV absorbers (ng/g ww) in the blubbers of finless porpoises (FP) 

collected from the Ariake Sea, Japan. 

 FP-1 FP-2 FP-3 FP-4 FP-5 Average 

UV-327  4.5 9.5 6.3 31 18 14 

UV-328 20 64 11 34 16 29 

Table 2. Concentrations from Table 14 converted into ng/g lw. 

 FP-1 FP-2 FP-3 FP-4 FP-5 Average 

Blubber lipid content 81% 83% 87% 59% 91% - 

UV-327  5.6 11.4 7.2 52.5 19.8 19.3 

UV-328 24.7 77.1 12.6 57.6 17.6 37.9 

Table 3. Concentrations from Table 2 lipid-normalised to a lipid content of 5% （Nakata, H., Shinohara, 

R., Murata, S. & Watanabe, M., 2010）. 

 FP-1 FP-2 FP-3 FP-4 FP-5 Average 

UV-327  0.3 0.6 0.4 2.6 1.0 1.0 

UV-328 1.2 3.9 0.6 2.9 0.9 1.9 

Table 4. Concentrations from Table 14 extrapolated to whole body concentrations, considering the 

mass fraction of blubber 28.8%. BAF for the finless porpoises is calculated ww- and lw-based. The 

environmental reference value used for both substances was 0.12 ng/L of UV-327 in water samples. 

 UV-327 UV-328 

Whole body concentration (ng/g ww) 4.0 8.4 

BAF (L/kg ww) 3.3 × 104 7.0 × 104 

BAF (L/kg lw) 8.0 × 103 1.6 × 104 
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6.3.2 Nakata ら（2009）の研究（Nakata, H., Murata, S. & Filatreau, J., 2009） 

Table 5. Concentrations of BZT UV absorbers (ng/g ww) in tidal flat and shallow water organisms 

collected from the Ariake Sea, Japan. 

 Flathead Solefish Right eye flounder Sandperch Sweetlips Average 

Lipid content 2.3% 2.0% 3.3% 7.3% 1.4% - 

UV-327 0.34 0.29 0.34 0.51 0.47 0.39 

UV-328 0.26 0.29 0.26 0.23 0.19 0.25 

Table 6. Concentrations from Table 5 converted into ng/g lw. 

 Flathead Solefish Right eye flounder Sandperch Sweetlips Average 

UV-327 0.7 0.7 0.5 0.3 1.7 0.8 

UV-328 0.6 0.7 0.4 0.2 0.7 0.5 

Table 7. Concentrations from Table 5 lipid-normalised to a lipid content of 5%. 

 Flathead Solefish Right eye flounder Sandperch Sweetlips Average 

UV-327  0.7 0.7 0.5 0.3 1.7 0.8 

UV-328 0.6 0.7 0.4 0.2 0.7 0.5 

Table 8. BAF for small fishes is calculated ww- and lw-based. The environmental reference value used 

for both substances was 0.12 ng/L of UV-327 in water samples. 

 UV-327 UV-328 

BAF (L/kg ww) 3.3 × 103 2.0 × 103 

BAF (L/kg lw) 6.7 × 103 4.2 × 103 
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Appendix 6.5 アナログ物質 

 

UV-328 類似体の物理化学的性質. EPI Suite™ v.4.10 からの値：WSKOW v1.42（log KOWから）、MPBPVP v1.43（Modified Grain 法）、KOAWIN v1.10

（KowWin v1.68）、及び KOCWIN v2.00（MCI 法）（EPA, 2012）. 

 
UV-3281 UV-320 UV-327 UV-350 M12 

CAS RN 25973-55-1 3846-71-7 3864-99-1 36437-37-3 84268-36-0 

Molecular weight 
(g/mol) 

351.5 323.4 357.9 323.4 339.4 

a Water solubility 
(mg/L) 

< 0.001 (20℃, pH 6.3～6.4、実測値) 

1.3×10−5 
 (範囲 4.2×10−8～3.1×10−5、予測値) 

0.015 (予測値) 
0.42 (予測値) 
0.02 (実測値) 

0.2 0.03 0.1 102.4 

b Vapour pressure 
(mmHg, 25 °C) 

2.6 × 10−8 (25℃) 
5.0 × 10−6 (20℃、実測値) 
0.1 (100℃、実測値) 

1.1 × 10−9 2.7 × 10−10 7.8 × 10−10 5.2 × 10−12 

c logKOW 
> 6.5 (23℃, pH 6.4、 実測値) 
7.3 (25℃、予測値) 

6.3 6.9 6.3 3.3 

d logKOC 

3.6（予測値） 
5.2（EPI Suite (KOCWIN v2.00, Kow method)） 
5.6（20℃、EPI Suite (KOCWIN v2.00, MCI method)） 

5.1 5.3 5.2 3.8 
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1 UNEP/POPS/POPRC.16/4 からの追加情報 
2 推定された性質は、SMILES コード CC(C)(C)C1=C(C(=CC(=C1)CCC(=O)O)N2N=C3C=CC=CC3=CC3=N2)O に基づき、M1 の中性型として提供されている。しかし、M1 は、

ACD/Labs によって推定されデンマークの(Q)SAR データベース（Denmark, T. U. of. Danish (Q)SAR Database., 2018）から入手できる 4.7±0.4 の pKa を考慮すると、ほとんどの

場合、環境中ではアニオン性の形で存在する 
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I. Opening of the meeting

1. The sixteenth meeting of the Persistent Organic Pollutants Review Committee was held online

from 11 to 16 January 2021.

2. The interim Chair, Mr. Peter Dawson (New Zealand), declared the meeting open at 12.05 p.m.

(Geneva time (UTC+1)) on Monday, 11 January 2021. Welcoming the members of the Committee and
observers, he informed them that Ms. Svitlana Sukhorebra (Ukraine), Vice-Chair of the Committee,
would serve as the Rapporteur at the current meeting. He then invited Mr. Rolph Payet, Executive 

Secretary of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes
and Their Disposal, the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain

Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and the Stockholm Convention on

Persistent Organic Pollutants, to deliver opening remarks.

3. Mr. Payet welcomed the members, congratulating Mr. Dawson on his new role as interim
Chair of the Committee. Noting that a face-to-face meeting had been impossible due to the ongoing

coronavirus disease (COVID-19) pandemic, he stressed the importance, nevertheless, of holding the
current meeting online in order to advance the Committee’s work prior to the tenth meeting of the 
Conference of the Parties to the Stockholm Convention. The Committee members and all stakeholders

played an important role in enabling the elaboration of robust recommendations for the listing of
chemicals and supporting informed decision-making by the Conference of the Parties, which in turn
facilitated global progress towards the elimination of the production and use of persistent organic

pollutants worldwide. The work undertaken during the online pre-meetings in December 2020, in
which the Committee members and observers had actively participated, would, it was to be hoped,

facilitate the complex technical work on the agenda for the current meeting. The outcomes of the
meeting would inform other processes for the sound management of chemicals and wastes, most
notably at the forthcoming fifth session of the United Nations Environment Assembly of the 

United Nations Environment Programme, under the theme “Strengthening actions for nature to

achieve the Sustainable Development Goals”.

II. Organizational matters

A. Adoption of the agenda

4. The Committee adopted the agenda set out below on the basis of the provisional agenda 

(UNEP/POPS/POPRC.16/1):

1. Opening of the meeting.

2. Organizational matters:

(a) Adoption of the agenda;

(b) Organization of work.
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3. Rotation of the membership. 

4. Technical work: 

(a) Consideration of draft risk profiles: 

(i) Dechlorane Plus and its syn-isomer and anti-isomer; 

(ii) Methoxychlor; 

(b) Consideration of a proposal for the inclusion of UV-328 in Annexes A, B 

and/or C to the Convention; 

(c) Review of information related to specific exemptions for decabromodiphenyl 

ether and short-chain chlorinated paraffins; 

(d) Evaluation and review of brominated diphenyl ethers pursuant to paragraph 2 
of parts IV and V of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent 

Organic Pollutants;  

(e) Indicative list of substances covered by the listing of perfluorooctanoic acid 

(PFOA), its salts and PFOA-related compounds. 

5. Report on activities to support effective participation in the work of the Committee. 

6. Workplan for the intersessional period between the sixteenth and seventeenth meetings 

of the Committee. 

7. Venue and date of the seventeenth meeting of the Committee. 

8. Other matters.  

9. Adoption of the report. 

10. Closure of the meeting. 

 B. Organization of work 

5. The Committee agreed to conduct the meeting in accordance with the scenario note prepared 

by the interim Chair (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/1/Rev.1) and the proposed schedule set out in 
document UNEP/POPS/POPRC.16/INF/2/Rev.1, subject to adjustment as necessary. The Committee 
also agreed to conduct its work in plenary session and to establish contact, drafting and friends of the 

chair groups as necessary. In considering the matters on its agenda, the Committee had before it the 
documents listed in the annotations to the provisional agenda (UNEP/POPS/POPRC.16/1/Add.1) and 

in the list of pre-session documents by agenda item (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/15). 

 C. Attendance 

6. The meeting was attended by the following Committee members: Mr. Agustin Harte 
(Argentina), Ms. Ingrid Hauzenberger (Austria), Ms. Tamara Kukharchyk (Belarus), Ms. Valentina 
Bertato (Belgium), Ms. Cynthia Bainbridge (Canada), Mr. Jianxin Hu (China), Mr. Luis Guillermo 

Romero Esquivel (Costa Rica), Mr. Jean Paul Otamonga (Democratic Republic of the Congo), 
Ms. Rikke Donchil Holmberg (Denmark), Mr. Mario Rodas Talbott (Ecuador), Ms. Elham Refaat 

Abdelaziz (Egypt), Mr. Mehari Wondmagegn Taye (Ethiopia), Ms. Caren Rauert (Germany), Mr. Sam 
Adu-Kumi (Ghana), Mr. Dharmendra Kumar Gupta (India), Mr. Amir Nasser Ahmadi (Islamic 
Republic of Iran), Mr. Kazuhide Kimbara (Japan), Ms. Amal Lemsioui (Morocco), Mr. Gotfried Uiseb 

(Namibia), Mr. Peter Dawson (New Zealand), Ms. Christina Charlotte Tolfsen (Norway), Mr. Syed 
Mujitaba Hussain (Pakistan), Ms. Vilma Morales Quillama (Peru), Ms. Magdalena Frydrych (Poland), 
Ms. Victorine Augustine Pinas (Suriname), Ms. Chalongkwan Tangbanluekal (Thailand), Mr. Nadjo 

N’Ladon (Togo), Ms. Svitlana Sukhorebra (Ukraine), and Mr. Anas Ali Saeed Al-Nadhari (Yemen). 

7. The members of the Committee from Lesotho and the Republic of Korea were unable to 

attend. 

8. The following States and regional economic integration organizations were represented as 
observers: Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Czechia, Egypt, European 

Union, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Japan, Kuwait, Mexico, 
Netherlands, Norway, Qatar, Republic of Korea, Russian Federation, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia, 
Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, United States of America, Zimbabwe. 
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9. The following intergovernmental organizations were represented as observers: Baltic Marine 
Environment Protection Commission (HELCOM), Comité inter-États des pesticides d’Afrique 

centrale (Interstate Pesticides Committee for Central Africa).  

10. Non-governmental organizations were also represented as observers. The names of those 

organizations are included in the list of participants (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/20). 

 III. Rotation of the membership 

11. Introducing the item, the representative of the Secretariat drew attention to the information 
provided in document UNEP/POPS/POPRC.16/INF/3 on the newly appointed members of the 
Persistent Organic Pollutants Review Committee and forthcoming rotation of the membership in 

May 2022.  

12. Following the ninth meeting of the Conference of the Parties, the Governments of Austria, 
Canada, India and Pakistan had informed the Secretariat of the replacement of the experts they had 
designated to serve as members of the Committee. The curricula vitae of the replacement experts from 

those countries were set out in the document before the Committee, together with a summary on the 

rotation of the membership and the contact information of the current and newly appointed members.  

13. As requested by the Conference of the Parties in paragraph 5 of decision SC-9/10, at its 
fifteenth meeting the Committee had identified Mr. Peter Dawson (New Zealand) to serve as its 

interim Chair for its sixteenth meeting. The Conference of the Parties would consider the election of 
the Chair of the Committee at its tenth meeting, to be held in July 2021. Also at its tenth meeting, the 

Conference of the Parties would need to appoint new members with terms of office from 5 May 2022 
to 4 May 2026 to replace the 17 members whose terms would expire on 4 May 2022. To facilitate the 
nomination of experts to fill the resulting vacancies, the Secretariat, on behalf of the Bureau of the 

Conference of the Parties, had sent a letter dated 19 November 2020 to all Parties to the Stockholm 
Convention containing the relevant information, and had proposed a deadline of 19 April 2021 for the 
submission of candidates’ names, curricula vitae and declarations of conflict of interest to enable all 

the regional groups to consult among themselves in advance of, and during, the regional preparatory 

meetings. 

14. Following the introduction by the representative of the Secretariat, one member made a 
statement regarding work being carried out at the national level in relation to the management of 

persistent organic pollutants. Drawing attention to certain illegal importation of persistent organic 
pollutants, he urged the Secretariat to provide capacity-building and customs training to support the 

management of such chemicals.  

15. The Committee took note of the information provided. 

 IV. Technical work 

 A. Consideration of draft risk profiles 

 1. Dechlorane Plus and its syn-isomer and anti-isomer 

16. In considering the sub-item, the Committee had before it a  note by the Secretariat on the draft 
risk profile for Dechlorane Plus and its syn-isomer and anti-isomer prepared by the intersessional 

working group (UNEP/POPS/POPRC.16/2) and notes by the Secretaria t containing additional 
information on the draft risk profile (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14) and a compilation of comments 

and responses relating to the draft risk profile (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/4). 

17. Introducing the sub-item, the representative of the Secretariat recalled that, by 

decision POPRC-15/2, the Committee had established an intersessional working group to further 
review the proposal to list Dechlorane Plus and its syn-isomer and anti-isomer in Annexes A, B and/or 

C to the Stockholm Convention, and to prepare a draft risk profile in accordance with Annex E to the 
Convention. The chair and drafter of the intersessional working group on Dechlorane Plus and its 
syn-isomer and anti-isomer had prepared a revised draft risk profile taking into account the comments 

that had been provided during and after the pre-meetings of December 2020, which was set out in a 

conference room paper before the Committee.  

18. Ms. Victorine Pinas (Suriname), chair of the intersessional working group, gave a presentation 

on the work of the group in developing the draft risk profile. 
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19. In the ensuing discussion, the majority of members who took the floor said that they were 
convinced that the criteria of persistence, bioaccumulation and long-range environmental transport had 

been met. 

20. Some members also said that they considered the evidence on significant adverse effects on 

human health and the environment to be sufficient and therefore proposed to move to the next stage. 
However, other members said that the data on significant adverse effects on human health and the 
environment were insufficient to provide evidence of such adverse effects and that the matter required 

further examination. One member proposed that an intersessional working group be established to 
collect more information on significant adverse effects of the chemical. Other members expressed the 

view that there was nonetheless enough evidence to move ahead on the basis of the precautionary 

principle. 

21. One member recalled that, according to paragraph 7 of  Article 8, the Committee was to decide 
whether the chemical was likely as a result of its long-range environmental transport to lead to 

significant adverse human health “and/or” environmental effects, while another noted that, according 
to the same paragraph, “a lack of full scientific certainty was not to prevent the proposal from 

proceeding”.  

22. Reacting to a comment by the representative of an observer, one member said that the 

handbook for effective participation in the work of the Persistent Organic Pollutants Review 
Committee stated that the term “flexible”, as used in paragraph 3 of Article 8, should be taken to mean 
that a proposal might be considered to have satisfied the criteria if one of the criteria was only 

marginally met but two or more other criteria were amply met. One member clarified, however, that 
the paragraph referred to the application of the screening criteria specified in Annex D and was 

therefore not relevant in the discussion at hand. 

23. The Committee established a contact group, chaired by Ms. Pinas, to further revise the draft 

risk profile for Dechlorane Plus and its syn-isomer and anti-isomer, and to prepare a draft decision 

based on initial text to be prepared by the Secretariat, taking into account the discussion in plenary.  

24. Subsequently, the chair of the contact group introduced a revised version of the draft risk 
profile for Dechlorane Plus and a draft decision on the matter, both of which contained text that 

remained in square brackets owing to a lack of consensus on whether it was possible to conclude that 
there was sufficient evidence of significant adverse effects on human health and/or the environment 
such that global action was warranted; and, if not, whether the Committee should nevertheless proceed 

on the basis of the precautionary approach. 

25. One member cautioned that there were indications that industry was already phasing in 
Dechlorane Plus as a substitute for other listed persistent organic pollutants, meaning that time was of 
the essence. Furthermore, it was likely that, in the future, the Committee would be required to consider 

an increasing number of chemicals for which only limited information was available in relation to 
certain criteria in the Convention. The situation that had arisen in relation to Dechlorane Plus could 

therefore be indicative of a more general issue. 

26. The Committee adopted decision POPRC-16/1, by which it decided to defer its decision on the 

draft risk profile for Dechlorane Plus and its syn-isomer and anti-isomer 
(UNEP/POPS/POPRC.16/INF/19) to its seventeenth meeting; noted that, while information on 

persistence, bioaccumulation and the potential for long-range environmental transport was conclusive, 
the Committee had been unable to reach agreement that the information on adverse effects was 
sufficient to reach a conclusion on the risk profile; also decided to establish an intersessional working 

group to review and update the draft risk profile; and invited Parties and observers to submit to the 
Secretariat additional information relating to the adverse effects of Dechlorane Plus before 1 March 

2021. 

27. The decision is set out in annex I to the present report.  

 2. Methoxychlor 

28. In considering the sub-item, the Committee had before it a  note by the Secretariat on the draft 
risk profile for methoxychlor prepared by the intersessional working group 
(UNEP/POPS/POPRC.16/3) and a compilation of comments and responses relating to the draft risk 

profile (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/5). 

29. Introducing the sub-item, the representative of the Secretariat recalled that, by decision 

POPRC-15/3, the Committee had established an intersessional working group to further review the 
proposal to list methoxychlor in Annexes A, B and/or C to the Stockholm Convention and to prepare a 
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draft risk profile in accordance with Annex E to the Convention. The chair and drafter of the 
intersessional working group on methoxychlor had prepared a revised draft risk profile taking into 
account the comments that had been provided during and after the pre-meetings of December 2020, 

which was set out in a conference room paper before the Committee.  

30. Ms. Lucie Ribeiro, gave a presentation on behalf of Ms. Valentina Bertato (Belgium), the 
drafter of the intersessional working group, on the work of the group in developing the draft risk 

profile. 

31. In the ensuing discussion, one member expressed the view that the draft risk profile for 

methoxychlor satisfied the requirements of Annex E to the Convention. She noted that, while the 
evaluation of bioaccumulation and adverse effects was quite straightforward, for persistence, a weight 
of evidence evaluation had been conducted. The executive summary could have explained the 

approach and the evidence in more detail and could have mentioned the limitation of reported 
half-lives. She said that the monitoring data on soil, which complemented the evidence of lack of 

degradation of methoxychlor in soil, were not presented in the executive summary, but only later in 
the document, making it difficult initially for the reader to understand the rationale. She proposed that 
the issue be rectified. Noting that the most pronounced adverse human health effect  of methoxychlor 

was endocrine disruption, she said that the chemical would meet the criteria for endocrine disruption 

currently applied in the European Union.  

32. She noted that she had recently seen an insecticidal product containing methoxychlor for sale 
on the internet, indicating that some minor use might still occur, contrary to the impression given in 

the profile. She requested a correction to the text in three places, clarifying that registration of plant 
protection products containing methoxychlor had ceased in her country in 1993 and therefore 

agricultural use had also ceased. 

33. The Committee established a contact group, chaired by Ms. Tamara Kukharchyk (Belarus), to 

prepare a draft decision based on an initial text to be prepared by the Secretariat, taking into account 

the discussion in plenary.  

34. Subsequently, the chair of the contact group introduced a revised version of the draft risk 
profile for methoxychlor and a revised version of the draft decision on the matter. The Committee then 

adopted decision POPRC-16/2, by which it adopted the risk profile for methoxychlor 
(UNEP/POPS/POPRC.16/9/Add.1); decided that methoxychlor was likely, as a result of its long-range 
environmental transport, to lead to significant adverse human health and environmental effects such 

that global action was warranted; also decided to establish an intersessional working group to prepare 
a risk management evaluation that included an analysis of possible control measures for methoxychlor 

in accordance with Annex F to the Convention; and invited Parties and observers to submit to the 
Secretariat the information specified in Annex F before 1 March 2021. Additional information relevant 

to the risk profile for methoxychlor was set out in document UNEP/POPS/POPRC.16/INF/16. 

35. The decision is set out in annex I to the present report. 

 B. Consideration of a proposal for the inclusion of UV-328 in Annexes A, B 

and/or C to the Convention 

36. In considering the sub-item, the Committee had before it a  note by the Secretariat on a 
proposal by Switzerland to list UV-328 in Annex A to the Stockholm Convention 
(UNEP/POPS/POPRC.16/4) and the Secretariat’s verification of whether the proposal contained the 

information specified in Annex D to the Convention (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/6/Rev.1). The 
proposal had been presented at the pre-meetings of the Committee held from 1 to 3 December 2020. 
The responses to comments given during those pre-meetings and written comments submitted until 

18 December 2020 were set out in a conference room paper before the Committee. 

37. Mr. Andreas Buser introduced the proposal on behalf of Switzerland. 

38. In the ensuing discussion, several members expressed appreciation to the Government of 
Switzerland for preparing the proposal, with many of them suggesting that UV-328 met the screening 

criteria specified in Annex D. Other members said that further discussions on the matter were required. 

39. While the majority of the members who spoke acknowledged the limited availability of 
monitoring data in relation to the long-range environmental transport of UV-328, most considered that 

the data were sufficient to proceed. Responding to questions, Mr. Buser said that few studies had 
attempted to measure UV-328 in air. A number of members noted that more data would be generated 

if UV-328 were moved on to the risk profile stage. 



UNEP/POPS/POPRC.16/9 

6 

40. One member stressed the importance of conducting a thorough Annex D screening process 
before moving to the risk profile stage. Another member underscored the need to apply the screening 
criteria specified in Annex D in a flexible way, in accordance with paragraph 3 of Article 8 of the 

Convention.  

41. Many members said that there was sufficient evidence for the long-range environmental 
transport of UV-328 via water through plastic debris and microplastics. A few members voiced doubt 
as to whether such long-range environmental transport via water through plastic debris and 

microplastics was covered by Annex D paragraph 1 (d) (ii) of the Stockholm Convention and said that 
further discussions were needed. Mr. Buser highlighted his understanding of the Convention in 

relation to plastics, saying that, although they were not explicitly mentioned in Annex D in relation to 
the potential for long-range environmental transport of chemicals, he considered that when plastics 
were transported by water they fell under the category of water, just as aerosols would fall under the 

category of air transport. Several members voiced their support for this position, with some noting that 
further work was required at the risk profile stage to understand the relative importance of the different 

pathways. 

42. Making detailed proposals for further work, one member suggested that, for the risk profile 

stage, the read-across could be enhanced by a robust read-across justification, following, for example, 
the read-across assessment framework of the European Chemicals Agency. She also supported further 
exploration at the risk profile stage of the role of local contamination, the ingestion of transported 

plastic fragments containing UV-328 by seabirds and its effect on their digestive fluids and the impact 

of UV-328 on endocrine activity and adversity. 

43. The Committee established a contact group, chaired by Mr. Sam Adu-Kumi (Ghana), to 
review the proposal to list UV-328 in Annexes A, B and/or C to the Convention and to prepare a draft 

decision, including an evaluation of the chemical against the screening criteria in Annex D, based on 

initial text to be prepared by the Secretariat, taking into account the discussion in plenary.  

44. Subsequently, the chair of the contact group introduced a draft decision, prepared by the 
group, on the proposal to list UV-328 in Annexes A, B and/or C to the Convention. Several members 

stressed the importance of the Committee continuing to evaluate each chemical on a case-by-case 
basis and avoiding the setting of a precedent with regard to transport via plastic debris and 

microplastics. It was proposed that the Committee establish an intersessional working group to prepare 
draft guidance for the Committee on its consideration of long-range environmental transport to aid 

members in their future evaluations. 

45. The Committee adopted decision POPRC-16/3, by which it decided that the screening criteria 

set out in Annex D to the Stockholm Convention had been fulfilled for UV-328, as set out in the 
evaluation contained in the annex to the decision; also decided to establish an intersessional working 
group to review the proposal further and to prepare a draft risk profile in accordance with Annex E to 

the Convention; and invited Parties and observers to submit to the Secretariat the information specified 

in Annex E before 1 March 2021.  

46. The decision is set out in annex I to the present report. 

 C. Review of information related to specific exemptions for decabromodiphenyl 

ether and short-chain chlorinated paraffins 

47. In considering the sub-item, the Committee had before it a  note by the Secretariat on the 

review of information related to specific exemptions for decabromodiphenyl ether and short-chain 

chlorinated paraffins (UNEP/POPS/POPRC.16/5).  

48. Introducing the sub-item, the representative of the Secretariat recalled that, according to the 
processes adopted in decisions SC-8/13 and SC-8/14, the Committee was to analyse information 

submitted by Parties and observers and any other pertinent and credible information available on 
specific exemptions for decabromodiphenyl ether and short-chain chlorinated paraffins and was to 
prepare a report, including any recommendations, for consideration by the Conference of the Parties. 

Accordingly, the intersessional working groups on decabromodiphenyl ether and short-chain 
chlorinated paraffins established by the Committee at its fifteenth meeting had prepared draft reports 
on the review of information related to specific exemptions for decabromodiphenyl ether 

(UNEP/POPS/POPRC.16/INF/7) and for short-chain chlorinated paraffins 
(UNEP/POPS/POPRC.16/INF/8). The comments and responses relating to the draft reports were set 

out in documents UNEP/POPS/POPRC.16/INF/9 and UNEP/POPS/POPRC.16/INF/10. The chairs of 
the intersessional working groups had prepared revised versions of the draft reports taking into 
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account the comments that had been provided during and after the pre-meetings of December 2020, 

which were set out in conference room papers before the Committee.  

 1. Decabromodiphenyl ether 

49. Ms. Magdalena Frydrych (Poland), chair of the intersessional working group on 

decabromodiphenyl ether, introduced the revised version of the draft report on the review of 

information related to specific exemptions for decabromodiphenyl ether. 

50. In the ensuing discussion, several members addressed the question of whether additional time 
was required for the Committee to gather more information on stocks and uses of decabromodiphenyl 

ether and exemption needs. One member, supported by another, said that she was opposed to 
recommending an additional review cycle, preferring to follow the original process established by the 
Conference of the Parties. Another member indicated that his country’s recently updated national 

implementation plan provided detailed information on stocks and uses of polybrominated diphenyl 
ether, although decabromodiphenyl ether, ha ving been listed fairly recently, had not been specifically 

covered by the latest inventory. One member urged the Committee to consider the fact that many 
developing countries might not have detailed information on decabromodiphenyl ether stocks and 
uses, while another pointed out that many Parties had had a December 2020 deadline for updating their 

national implementation plans, suggesting that additional information could be forthcoming as a result.  

51. Several members observed that Parties that had registered for specific exemptions had failed to 
provide sufficient information about the reasons for such exemptions, and it was therefore important to 
recommend that additional information be sought from those Parties. One member noted her 

disappointment that registrations for specific exemptions had been made for plastic housings for 
household appliances and textiles, stressing the view that use alone would not constitute sufficient 

reason for an extension if such a request were made by a Party. 

52. One member said that exemptions were being requested for production, but should be limited 

to the use of existing stocks, and suggested that a deadline be set for exemption requests. 

53. Another member, noting that Parties using decabromodiphenyl ether had to be registered for 
specific exemptions in accordance with the Convention’s provisions, proposed that Parties be urged 

rather than merely encouraged to register.  

54. Reacting to a member’s suggestion that information regarding the separation and recycling or 

disposal of decabromodiphenyl ether in products, particularly in electrical and electronic equipment, 
be gathered and shared with recyclers, another member informed the Committee that the latest draft of 
the guidance on best available techniques and best environmental practices relevant to the 

polybrominated diphenyl ethers listed under the Stockholm Convention included updated information 

on environmentally sound recycling of articles containing polybrominated diphenyl ethers. 

55. The Committee agreed to request Ms. Frydrych to further revise the draft report, taking into 
account the discussion in plenary, and requested the Secretariat to prepare a draft decision, taking into 

account the discussion in plenary.  

 2. Short-chain chlorinated paraffins 

56. Ms. Cynthia Bainbridge (Canada), chair of the intersessional working group on short-chain 
chlorinated paraffins, introduced the revised version of the draft report on the review of information 

related to specific exemptions for short-chain chlorinated paraffins. 

57. In the ensuing discussion, a number of members highlighted the challenges in the evaluation of 
short-chain chlorinated paraffins, citing the diverse nature of definitions of the chemicals, limited 
relevant information and technological obstacles. One member highlighted the extensive research into 

short-chain chlorinated paraffins under way in his country, including in relation to their separation 
from medium-chain and long-chain chlorinated paraffins. Another member said that there was a need 
for more information regarding the monitoring and control of short-chain chlorinated paraffins and 

their effects on human health and the environment. 

58. One member suggested that, as short-chain chlorinated paraffins had replaced polychlorinated 
biphenyls and polychlorinated naphthalenes in a wide range of open applications and given that 
short-chain chlorinated paraffins would have to be addressed in the next update of national 

implementation plans, the development of a comprehensive inventory would be extremely useful and 

could address all three groups of chemicals.  

59. Several members noted that no Party had registered for specific exemptions for short-chain 
chlorinated paraffins. Several members expressed support for recommending to the Conference of the 
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Parties that specific exemptions were therefore no longer needed and voiced doubt as to whether 
extending the time period for further evaluation would generate any additional useful information. One 
member said that the limited availability of information led her to favour the continued evaluation of 

the need for exemptions until 2023. Another member said that she was not convinced that an extension 

of the period for further evaluation would lead to a different conclusion.  

60. Concerned that the continuation of review processes for decabromodiphenyl ether and 
short-chain chlorinated paraffins until 2023 would result in two reports being required for the eleventh 

meeting of the Conference of the Parties, one member proposed harmonizing the draft decisions on the 
two chemicals or clarifying that any report in 2023 would build on the reports submitted by the 

Committee to the Conference of the Parties at its tenth meeting. 

61. One member, expressing support for the proposal that the Committee recommend that Parties 

and observers provide information to the Secretariat on the composition of commercial chlorinated 
paraffins that included homologues with a chain length of C10–C13, proposed that the recommendation 

include a limit for the presence of short-chain chlorinated paraffins in other chlorinated paraffin 
mixtures. She suggested that the threshold be set at 1 per cent, which was supported by another 

member. 

62. The chair noted an intervention by the representative of an observer Government, who had 

stated that his Government was considering making a proposal for listing under the Stockholm 
Convention chlorinated paraffins with carbon chain lengths in the range C14–C17 and with chlorination 
levels at or above 45 per cent chlorine by weight. In accordance with national legislation a draft 

proposal had been published on the website of the national environment agency for public 
consultation. If the Government were to proceed with the proposal, it would, in accordance with 
Article 8 of the Convention, submit to the Secretariat, by the appropriate deadline, a  complete proposal 

with the information specified in Annex D. 

63. The Committee agreed to request Ms. Bainbridge to further revise the draft report on the 
review of information related to specific exemptions for short-chain chlorinated paraffins, taking into 
account the discussion in plenary, and requested the Secretariat to include text relating to the 

chemicals in the draft decision. 

 3. Conclusion 

64. Subsequently, Ms. Frydrych introduced a revised version of the draft report on the review of 
information related to specific exemptions for decabromodiphenyl ether and Ms. Bainbridge 

introduced a revised version of the draft report on the review of information related to specific 

exemptions for short-chain chlorinated paraffins. 

65. The Committee adopted decision POPRC-16/4, by which it decided to submit to the 
Conference of the Parties the reports on the review of information related to specific exemptions for 

decabromodiphenyl ether (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/17) and short-chain chlorinated paraffins 
(UNEP/POPS/POPRC.16/INF/18), and requested the Secretariat to prepare, for consideration by the 

Conference of the Parties at its tenth meeting, a draft decision reflecting the recommendations of the 

Committee contained in the reports.  

66. The decision is set out in annex I to the present report.  

 D. Evaluation and review of brominated diphenyl ethers pursuant to paragraph 

2 of parts IV and V of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent 

Organic Pollutants  

67. In considering the sub-item, the Committee had before it a  note by the Secretariat on the 

evaluation and review of brominated diphenyl ethers pursuant to paragraph 2 of parts IV and V of 

Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (UNEP/POPS/POPRC.16/6). 

68. Introducing the sub-item, the representative of the Secretariat recalled that, pursuant to 
paragraph 2 of parts IV and V of Annex A to the Convention, the Conference of the Parties was to 

evaluate the progress that Parties had made towards achieving their ultimate objective of elimination 
of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether and tetrabromodiphenyl ether and 

pentabromodiphenyl ether contained in articles and review the continued need for a specif ic exemption 
for those chemicals. The relevant paragraphs also provided that the specific exemptions would in any 

case expire at the latest in 2030. 

69. Pursuant to decision SC-6/3, the Secretariat had analysed the information submitted by Parties 
and other pertinent and credible information and had prepared a draft report on brominated diphenyl 
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ethers (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/11). On the basis of the comments provided during and after the 
pre-meetings in December 2020, the Secretariat had prepared a revised version of the draft report 
(UNEP/POPS/POPRC.16/INF/11/Rev.1). The Secretariat would finalize the report, taking into 

account any further comments at the present meeting, and submit it to the Conference of the Parties for 

consideration at its tenth meeting. 

70. In the ensuing discussion, one member welcomed the significant work undertaken by the 
Secretariat. Another member said that there was a dire need to develop strategies for identifying 

products and articles in use, and wastes consisting of, containing or contaminated with, brominated 
diphenyl ethers. The identification of articles containing brominated diphenyl ethers in imports and in 

the waste stream was a major challenge, particularly in developing countries. Given that imports into 
developing countries were the main sources of articles containing brominated diphenyl ethers, the 
member proposed that prior informed consent procedures be put in place to control the import of 

products containing such chemicals. He also said that wastes containing brominated diphenyl ethers 
should be removed from the recycling streams and that manufacturers should stop using brominated 
diphenyl ethers in new articles. One member noted a comment by the representative of an observer 

indicating the challenges from a practical perspective in separating all articles containing brominated 

diphenyl ethers from the waste stream. 

71. The Committee agreed to entrust the Secretariat with the revision of the report on brominated 
diphenyl ethers pursuant to paragraph 2 of parts IV and V of Annex A to the Convention, taking into 

account the discussion in plenary. 

 E. Indicative list of substances covered by the listing of perfluorooctanoic acid 

(PFOA), its salts and PFOA-related compounds 

72. In considering the item, the Committee had before it a  note by the Secretariat on an indicative 

list of substances covered by the listing of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related 

compounds (UNEP/POPS/POPRC.16/7). 

73. Introducing the sub-item, the representative of the Secretariat recalled that the Conference of 
the Parties, at its ninth meeting, had listed PFOA, its salts and PFOA-related compounds in Annex A 

with various specific exemptions and had requested the Secretariat to establish an indicative list of the 
relevant compounds in consultation with the Committee, based on information provided by Parties and 
others, and update it periodically. The Secretariat had prepared document 

UNEP/POPS/POPRC.16/INF/12, setting out the information provided by Parties and others and a draft 
indicative list, which had been presented at the pre-meetings held in December 2020. The Secretariat 
had subsequently prepared a revised draft indicative list taking into account the comments that had 

been provided after the pre-meetings, which was set out in a conference room paper.  

74. In the ensuing discussion, there was general agreement that the non-exhaustive nature of the 
list should be made clear. While several members proposed including the term “non -exhaustive” in the 
title, others were of the opinion that the title had been agreed upon by the Conference of the Parties 

and should not be modified, and advised incorporating appropriate wording into the text of the 

document, possibly in a footnote.  

75. Members also discussed a suggestion that additional information on individual substances, 
such as applications in which they were used, be added to the list. Several stressed the enormity of the 

work that might be involved in including references to measurements in the environment, for example, 
and expressed hesitation with regard to taking on such a task unless industry was willing to provide the 

relevant information. One member, noting that industry was in the process of identifying applications 
for perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS), suggested waiting until that work was 
complete before considering whether to add information on applications to the indicative list. Another 

member, responding to a suggestion that levels in the environment be added, said that she did not 

consider environmental levels relevant for the purposes of the list.  

76. One member requested additional time to allow assessment of the many substances that had 
been added to the list only very recently. Another highlighted the importance of the list in assisting 

Parties in implementing their obligations under the Convention, and urged that an indicative list be 

made available as soon as possible.  

77. The Committee requested the Secretariat to prepare a draft decision, taking into account the 

discussion in plenary.  
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78. Prior to the adoption of the decision, one member, responding to a request to have the 
indicative list translated into the six languages of the United Nations, said that it was preferable to let 

the Conference of the Parties decide on the matter of translation. 

79. The Committee then adopted decision POPRC-16/5, by which it invited members, Parties and 

observers to submit comments on the draft indicative list of substances covered by the listing of 
PFOA, its salts and PFOA-related compounds (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/12) by 28 February 2021 
and then again on a revised version of the list by 30 April 2021, and requested the Secretariat, in 

consultation with the Chair and the Vice-Chair of the Committee, to update the indicative list of 
substances, taking into account the comments submitted, and to make it available on the Convention 

website in advance of the tenth meeting of the Conference of the Parties.  

80. The decision is set out in annex I to the present report.  

 V. Report on activities to support effective participation in the work 
of the Committee 

81. The representative of the Secretariat introduced a report on activities to support effective 
participation in the work of the Committee (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/13), outlining the 
capacity-building and training activities carried out by the Secretariat since the previous meeting of the 

Committee. She drew attention to workshops organized by the Secretariat to support effective 
participation of Parties and observers in the work of both the Persistent Organic Chemicals Review 
Committee and the Chemical Review Committee of the Rotterdam Convention, as requested by the 

Conference of the Parties. The workshops had been possible thanks to financial support provided by 

the European Union and the Governments of Germany, Norway and Sweden.  

82. A subregional workshop had also been held in Lagos, Nigeria, in January 2020, for the 
English-speaking African subregion, to enhance science-policy-industry interaction and support 

Parties in science-based decision-making for the implementation of the Basel, Rotterdam and 
Stockholm conventions. The workshop participants had discussed the road map for further engaging 

Parties and other stakeholders in informed dialogue for enhanced science-based action in the 
implementation of the conventions at the regional and national levels, and had identified related 
specific needs of developing countries. The Committee’s work had been held up as a concrete example 

of science-policy-industry interaction. 

83. Several members expressed appreciation for the workshops and materials that supported 
effective participation in the meetings of the Committee and encouraged the Secretariat to pursue and 

enhance its efforts in that regard. 

84. The Committee took note of the information presented.  

 VI. Workplan for the intersessional period between the sixteenth and 
seventeenth meetings of the Committee 

85. In considering the item, the Committee had before it a  note by the Secretariat on a draft 

workplan for the intersessional period between the sixteenth and seventeenth meetings of the 
Committee (UNEP/POPS/POPRC.16/8). The representative of the Secretariat introduced the item, 

outlining the information in the note. 

86. In the ensuing discussion, several members expressed concern regarding the tight 

intersessional schedule and suggested various ways of allowing for longer review and commenting 
periods. In the light of clarifications provided by the representative of the Secretariat, however, most 
notably with respect to meeting logistics, the Committee agreed to adopt the workplan without 

amendment.  

87. In accordance with paragraph 29 of the annex to decision SC-1/7, the Committee established a 
number of intersessional working groups to carry forward the work necessary to implement its 
decisions. The Committee also established an intersessional working group to prepare draft guidance 

for the Committee on its consideration of long-range environmental transport.  

88. The composition of the intersessional working groups is set out in annex II to the present 

report, and the workplan is set out in annex III.  
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 VII. Venue and date of the seventeenth meeting of the Committee 

89. The Committee agreed that its seventeenth meeting would be held at the headquarters of the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations in Rome from 27 September to 1 October 
2021, back to back with the seventeenth meeting of the Chemical Review Committee of the Rotterdam 
Convention. It was further understood that arrangements, including the duration of the meeting, might 

be adjusted during the intersessional period, in consultation with the Bureau, taking into accoun t the 
number of chemicals to be considered by the Committee at the meeting and the situation with regard to 

the COVID-19 pandemic. 

 VIII. Other matters  

90. No other matters were raised.  

 IX. Adoption of the report 

91. The Committee adopted the present report on the basis of the draft report that had been 
circulated during the meeting, as orally amended, and on the understanding that the finalization of the 

report would be entrusted to the Rapporteur, working in consultation with the Secretariat. 

 X. Closure of the meeting 

92. Following the customary exchange of courtesies, the meeting was declared closed at 7 p.m. 

(Geneva time (UTC+1)) on Saturday, 16 January 2021. 
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Annex I 

Decisions adopted by the Persistent Organic Pollutants Review 
Committee at its sixteenth meeting 

POPRC-16/1: Dechlorane Plus 

POPRC-16/2: Methoxychlor 

POPRC-16/3: UV-328 

POPRC-16/4: Review of information related to specific exemptions for decabromodiphenyl ether 

and short-chain chlorinated paraffins 

POPRC-16/5: Indicative list of substances covered by the listing of perfluorooctanoic acid (PFOA), 

its salts and PFOA-related compounds 
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  POPRC-16/1: Dechlorane Plus 

The Persistent Organic Pollutants Review Committee, 

Having completed an evaluation of the proposal by Norway to list Dechlorane Plus and its 

syn-isomer and anti-isomer in Annexes A, B and/or C to the Stockholm Convention and having 
decided at its fifteenth meeting, in its decision POPRC-15/2, that the proposal meets the criteria set out 

in Annex D to the Convention, 

Having considered the draft risk profile for Dechlorane Plus in accordance with paragraph 6 of 

Article 8 of the Stockholm Convention, 

1. Decides to defer its decision on the draft risk profile for Dechlorane Plus1 to the 

seventeenth meeting of the Committee; 

2. Notes that, while information on persistence, bioaccumulation and the potential for 
long-range environmental transport was conclusive, the Committee was unable to agree that the 
information on adverse effects was sufficient to reach a conclusion on the risk profile for Dechlorane 

Plus; 

3. Decides, in accordance with the annex to decision SC-1/7 of the Conference of the 
Parties, to establish an intersessional working group to review and update the draft risk profile on 

Dechlorane Plus in accordance with Annex E to the Convention; 

4. Invites Parties and observers to submit to the Secretariat additional information relating 

to adverse effects of Dechlorane Plus before 1 March 2021. 

  POPRC-16/2: Methoxychlor 

The Persistent Organic Pollutants Review Committee, 

Having completed an evaluation of the proposal by the European Union to list methoxychlor in 
Annexes A, B and/or C to the Stockholm Convention and having decided at its fifteenth meeting, in its 

decision POPRC-15/3, that the proposal meets the criteria set out in Annex D to the Convention, 

Having also completed the risk profile for methoxychlor2 in accordance with paragraph 6 of 

Article 8 of the Convention,  

1. Adopts the risk profile for methoxychlor;  

2. Decides, in accordance with paragraph 7 (a) of Article 8 of the Convention, that 

methoxychlor is likely, as a result of its long-range environmental transport, to lead to significant 

adverse human health and environmental effects such that global action is warranted;  

3. Also decides, in accordance with paragraph 7 (a) of Article 8 of the Convention and 
paragraph 29 of the annex to decision SC-1/7 of the Conference of the Parties, to establish an 

intersessional working group to prepare a risk management evaluation that includes an analysis of 

possible control measures for methoxychlor in accordance with Annex F to the Convention;  

4. Invites, in accordance with paragraph 7 (a) of Article 8 of the Convention, Parties and 

observers to submit to the Secretariat the information specified in Annex F before 1 March 2021. 

  POPRC-16/3: UV-328 

The Persistent Organic Pollutants Review Committee, 

Having examined the proposal by Switzerland to list UV-328 in Annex A to the Convention 

and having applied the screening criteria specified in Annex D to the Convention, 

1. Decides, in accordance with paragraph 4 (a) of Article 8 of the Convention, that it is 

satisfied that the screening criteria for UV-328 (CAS No. 25973-55-1) have been fulfilled, as is set out 

in the evaluation contained in the annex to the present decision; 

2. Also decides, in accordance with paragraph 6 of Article 8 of the Convention and 
paragraph 29 of decision SC-1/7, to establish an intersessional working group to review the proposal 

further and to prepare a draft risk profile for UV-328 in accordance with Annex E to the Convention; 

 
1 UNEP/POPS/POPRC.16/INF/19. 
2 UNEP/POPS/POPRC.16/9/Add.1. 
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3. Invites Parties and observers to submit to the Secretariat the information specified in 

Annex E before 1 March 2021, in accordance with paragraph 4 (a) of Article 8 of the Convention. 

  Annex to decision POPRC-16/3 

  Evaluation of UV-328 against the criteria of Annex D 

 A. Background 

The primary source of information for the preparation of the present evaluation was the proposal 
related to UV-328 submitted by Switzerland, which is contained in document 

UNEP/POPS/POPRC.16/4.  

 B. Evaluation 

The proposal was evaluated in the light of the requirements of Annex D regarding the identification of 

the chemical (para. 1 (a)) and the screening criteria (paras. 1 (b)–(e)), as follows: 

 (a) Chemical identity  

(i) Adequate information was provided in the proposal. 

(ii) The chemical structure was provided. 

The chemical identity of UV-328 is adequately established. 

 (b) Persistence 

(i) In two studies in which sludge-amended soils were monitored over a year, UV-328 had 

a disappearance half-life (DT50) of 179–218 days and 99–223 days, respectively 

(Lai et al., 2014a; Lai et al., 2014b). 

In a modified Sturm test (Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) 301 B), UV-328 showed degradation of only 2 to 8 per cent in 28 days, 

meaning that the substance is not readily biodegradable (European Chemicals Agency 

(ECHA), 2020). 

Monitoring data from Narragansett Bay show the presence of UV-328 in sediment 
decades after release into the environment from manufacturing was stopped 

(Cantwell et al., 2015). 

(ii) UV-328 is highly hydrophobic, adsorbs and/or absorbs strongly to organic material, 

and has a low tendency to volatilize. When released into water, it will likely partition 
to particles and organic matter, suspended or deposited (ECHA, 2014). Since UV-328 

has no hydrolysable functional groups and low water solubility, hydrolysis is not 

expected to be significant. 

As no simulation tests are available for water or sediment using UV-328, a read-across 
with a structurally similar substance, M1 (CAS No. 84268-36-0), was performed to 

cover this data gap. For M1, the calculated DT50 can be between 238 and 248 days, 
depending on the type of sediment (ECHA, 2014). Since the different side chain of M1 
(propionic acid) degrades faster than that of UV-328 (tert-pentyl), results for M1 are 

considered to be a best-case representative of the DT50 and degradation half-life of 

UV-328 (Brandt et al., 2016). 

There is sufficient evidence that UV-328 meets the criterion on persistence. 

 (c) Bioaccumulation 

(i) UV-328 has a log KOW > 5 (ECHA, 2020). 

Lipid normalized bioconcentration factor (BCF) values > 5,000 L/kg ww are observed 
in one of two available fish bioaccumulation studies conducted according to OECD TG 

305 C (ECHA, 2014). 

(ii) and (iii)  

Based on a kinetic model, UV-328 has a slow estimated metabolic rate in fish, 
indicating that metabolic transformation is not significant. This means that when it is 
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consumed by a predator from a higher trophic level, biomagnification will likely occur 
due to low metabolism (Environment and Climate Change Canada, Health Canada, 

2016). 

The bioaccumulation factor (BAF) of UV-328 is estimated at approximately 

87,000 L/kg ww in mid-trophic level fish, indicating a significant biomagnification 
factor (BMF) in aquatic organisms when considering food intake, according to the 
AQUAWEB model (Environment and Climate Change Canada, Health Canada, 2016). 

EPI Suite’s BCFBAF module estimates a BCF of 6,000 L/kg ww using its 

regression-based method (United States Environmental Protection Agency, 2012). 

Monitoring data for five finless porpoises from Japan were on average 8.4 ng/g ww on 
a whole-body-weight basis (Nakata et a l., 2010), which is 30 times higher than 

concentrations in small fish sampled from the same area (0.25 ng/g ww). With lipid 
content normalized to 5 per cent, concentrations in finless porpoises were still higher 

than in small fish (Nakata et al., 2009). 

There is sufficient evidence that UV-328 meets the criterion on bioaccumulation. 

 (d) Potential for long-range environmental transport 

(i) and (ii)  

In the Norwegian Arctic, UV-328 was not detected in the air, but a 60 to 100 per cent 
detection frequency was found in Arctic biota (bird eggs and mink livers) (Norwegian 

Institute for Air Research (NILU), 2018). UV-328 was also found in the preen gland 
oil of seabirds sampled from across the world. The highest concentrations were found 
in seabirds from small remote and desert islands (up to 7,000 ng/g) (Takada et al., 

2019). Furthermore, UV-328 had a detection frequency of 65 per cent in mussels 
sampled in the Pacific Ocean (Nakata et al., 2012). Around Lake Superior, which also 

has remote areas, UV-328 had a detection frequency of up to 100 per cent in herring 

gull eggs (Lu et al., 2018). 

The detection of UV-328 in remote locations has not been extensive. It is not yet a 

chemical that is routinely monitored. 

(iii) UV-328 has a log KOA > 10, which represents partitioning into atmospheric aerosol 

particles (Wania, 2003).  

According to the OECD POV and LRTP Screening Tool, the characteristic travel 

distance and transfer efficiency of UV-328 are comparable with those of some 
acknowledged persistent organic pollutants, although there are some uncertainties 

concerning log KAW as an input parameter. 

UV-328 has been found to be transported with and subsequently released from plastic 
debris in water (millimetre-sized polyethylene and polypropylene), as it is used in 

significant amounts and has physico-chemical properties compatible with slow 
diffusion from plastics (Tanaka et al., 2019; Tanaka et al., 2020a). The uptake of 
UV-328 contained in plastic particles by seabirds in remote locations, with subsequent 

accumulation in their tissues, has been demonstrated (Tanaka et al., 2019; 

Tanaka et al., 2020b). 

There is sufficient evidence that UV-328 meets the criterion on the potential for long-range 

environmental transport. 

 (e) Adverse effects 

(i) No information is available. 

(ii) Repeated oral administration (gavage) of UV-328 to rats caused toxicity in several 

organs, in particular the liver and kidneys (ECHA, 2020). 

The Risk Assessment Committee of the European Chemicals Agency concluded that 
UV-328 meets the criteria for specific target organ toxicity – repeated exposure in 
subcategory 2 (STOT RE 2), according to Regulation (EC) No. 1272/2008 of the 

European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, 
labelling and packaging of substances and mixtures, based on subacute (49 days) and 

subchronic (90 days) repeated-dose toxicity studies conducted in rats (ECHA, 2013). 

There is sufficient evidence that UV-328 meets the criterion on adverse effects. 
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 C. Conclusion 

The Committee concluded that UV-328 met the screening criteria specified in Annex D. 
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  POPRC-16/4: Review of information related to specific 
exemptions for decabromodiphenyl ether and short-chain 

chlorinated paraffins  

The Persistent Organic Pollutants Review Committee, 

Having completed the review of information related to specific exemptions for 
decabromodiphenyl ether and short-chain chlorinated paraffins requested by the Conference of the 

Parties in paragraph 5 of decisions SC-8/13 and SC-8/14, 

1. Decides to submit the reports on the review of information related to specific 
exemptions for decabromodiphenyl ether and short-chain chlorinated paraffins3 to the Conference of 

the Parties for consideration at its tenth meeting; 

2. Requests the Secretariat to prepare, for consideration by the Conference of the Parties 

at its tenth meeting, a draft decision reflecting the recommendations of the Committee contained in the 

reports referred to in paragraph 1 above. 

  POPRC-16/5: Indicative list of substances covered by the listing of 
perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related 
compounds 

The Persistent Organic Pollutants Review Committee, 

Having reviewed the compilation of information submitted by Parties and others pursuant to 

section III of decision SC-9/13 and the draft indicative list of substances covered by the listing of 

perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds, 

1. Invites members, Parties and observers to submit comments on the draft indicative list 
of substances covered by the listing of PFOA, its salts and PFOA-related compounds4 before 

28 February 2021; 

2. Requests the Secretariat to prepare, before 31 March 2021, a revised draft indicative 

list of substances covered by the listing of PFOA, its salts and PFOA-related compounds, taking into 

account the comments submitted; 

3. Invites members, Parties and observers to submit further comments on the revised draft 

indicative list referred to in paragraph 2 above before 30 April 2021; 

4. Requests the Secretariat, in consultation with the Chair and the Vice-Chair of the 

Committee, to update the indicative list of substances covered by the listing of PFOA, its salts and 
PFOA-related compounds, taking into account the comments submitted, and to make it available on 

the Convention website in advance of the tenth meeting of the Conference of the Parties;  

5. Recommends that the Conference of the Parties consider inviting Parties and observers 

to submit to the Secretariat any further information regarding the identification of substances covered 
by the listing of PFOA, its salts and PFOA-related compounds so that the information can be 

considered when the list is further updated.  

 
3 UNEP/POPS/POPRC.16/INF/17 and UNEP/POPS/POPRC.16/INF/18. 
4 UNEP/POPS/POPRC.16/INF/12. 
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Annex III 

Workplan for the preparation of risk profiles and risk management 
evaluations during the intersessional period between the sixteenth 

and seventeenth meetings of the Committee 

Scheduled date 

Interval between 

activities (weeks) Activity (for each chemical under review) 

16 January 2021 – The Committee establishes an intersessional working group. 

18 January 2021 <1 The Secretariat requests Parties and observers to provide the 

information specified in Annex E for risk profiles and in Annex F 

for risk management evaluations. 

1 March 2021 6 Parties and observers submit the information specified in Annex E 

for risk profiles and in Annex F for risk management evaluations 

to the Secretariat. 

5 April 2021 5 The working group chair and the drafter complete the first draft.  

19 April 2021 2 The members of the working group submit comments on the first 

draft to the chair and the drafter. 

3 May 2021 2 The working group chair and the drafter finish their review of the 

comments from the working group and complete the second draft 

and a compilation of responses to those comments. 

7 May 2021 <1 The Secretariat distributes the second draft to Parties and 

observers for comments. 

11 June 2021 5 Parties and observers submit their comments to the Secretariat. 

2 July 2021 3 The working group chair and the drafter review the comments 

from Parties and observers and complete the third and final draft 

and a compilation of responses to those comments. 

5 July 2021 <1 The Secretariat sends the final draft to the Division of Conference 

Services, United Nations Office at Nairobi, for editing and 

translation. 

9 August 2021 5 The Division of Conference Services completes the editing and 

translation of the final draft. 

16 August 2021 1 The Secretariat distributes the final draft in the six official 

languages of the United Nations. 

27 September–

1 October 2021 
6 Seventeenth meeting of the Committee. 
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残留性有機汚染物質に関
するストックホルム条約 

配布：一般 

2021 年 1 月 21 日 

原文：英語 

・残留性有機汚染物質検討委員会 

・第 16 回委員会 

・ジュネーブ（オンライン）、2021 年 1 月 11 日～16 日 

 

第 16 回委員会の作業に関する残留性有機汚染物質検討委員会報告 

Ⅰ．委員会の開始 
1. 残留性有機汚染物質検討委員会の 16 回委員会は、2021 年１月 11 日から 16 日までオンラインで開

催された。 

2. 臨時議長の Mr. Peter Dawson（ニュージーランド）は、2021 年 1 月 11 日（月曜日）午後 12 時 5 分

（ジュネーブ時間（協定世界時＋１））に開会を宣言した。委員会の副議長である Ms. Svitlana 
Sukhorebra（ウクライナ）は、委員会の委員とオブザーバーを紹介し、今回の委員会の報告者を務

めると伝えた。その後、開会のご挨拶を戴くために、国境を超える有害廃棄物の移動と廃棄を規制

するバーゼル条約、有害化学物質等の輸出入と国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆

除剤についての事前同意手続きに関するロッテルダム条約、残留性有機汚染物質に関するストック

ホルム条約の事務総長である Mr. Rolph Payet を紹介した。 

3. Mr. Rolph Payet は、委員を歓迎し、委員会の臨時議長としての新しい役職について Mr. Peter Dawson
に祝辞を述べた。コロナウイルス（COVID-19）が現在もまん延しているため、対面での委員会が

不可能になったが、ストックホルム条約の締約国会議の第 10 回委員会に先んじて、活動を進める

ためにこのような委員会をオンラインで開催することの重要性を強調した。委員と関係者全員は、

化学物質のリスト化という確固たる提案が起草できるようにし、締約国会議による情報に基づいた

意思決定を支援する重要な役割を果たした。さらに、世界規模で残留性有機汚染物質の製造と使用

の廃止の進展を促進する。2020 年 12 月のオンラインによる事前委員会で行われた作業では、委員

会の委員とオブザーバーが積極的に参加し、今回の委員会の議題について複雑な技術作業を進める

ことが望まれた。委員会の成果は、化学物質と廃棄物の健全な管理のための別の工程を伝えること

である。特に、来たる国連環境計画の第 5 回国連環境総会は、「持続可能な発展の目標を達成する

ため自然保護活動を強化する」というテーマを掲げている。 

Ⅱ. 組織について 
A. 議題の採択 

添付資料 9 
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4. 委員会は暫定議題に基づき、下記の議題（UNEP/POPS/POPRC.16/1）を採択した。 

1. 委員会の開始 
2. 組織について 

(a) 議題の採択 
(b) 作業の組織 

3. 委員の交代 
4. 技術的作業 

(a) リスクプロファイル草案の検討 
(i) デクロランプラスとその syn-異性体及び anti-異性体 
(ii) メトキシクロル 

(b) 条約の附属書 A、B 及び／または C への UV-328 追加提案の検討 
(c) デカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンの特定適用除外に関連する情報

の検討 
(d) 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書 A の第Ⅳ部と第Ⅴ部の第 2 項に

準じて臭素化ジフェニルエーテルを評価・検討 
(e) ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質の例示リストを提示 

5. 委員会の作業に効率的に参加するための支援活動に関する報告 
6. 第 16 回と第 17 回委員会の間の期間の作業計画 
7. 第 17 回委員会の開催地と日程 
8. その他の事項 
9. 報告書の採択 
10. 委員会の閉会 

B. 作業の組織 

5. 委員会は、臨時議長が準備した進行メモ（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/1/Rev.1）と文書

UNEP/POPS/POPRC.16/INF/2/Rev.1 に示した日程案に従って進行し、必要に応じて調整することに合

意した。委員会はまた、その作業が全体会議で行われることと、必要に応じてコンタクトグループ、

草案グループ及び議長支援グループを設置することに合意した。この議題事項を検討するにあたり、

委員会は事前に暫定議題の注釈に示された文書（UNEP/POPS/POPRC.16/1/Add.1）と議題項目による

事前会議の文書リストにある文書（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/15）を入手した。 

C. 参加者 

6. 委員会には次の委員が出席した。Agustin Harte（アルゼンチン）、Ingrid Hauzenberger（オーストリア）、

Tamara Kukharchyk（ベラルーシ）、Valentina Bertato（ベルギー）、Cynthia Bainbridge（カナダ）、Jianxin 
Hu（中国）、Luis Guillermo Romero Esquivel（コスタリカ）、Jean Paul Otamonga（コンゴ民主共和国）、

Rikke Donchil Holmberg（デンマーク）、Mario Rodas Talbott（エクアドル）、Elham Refa. Jean Paul 
Otamonga（コンゴ民主共和国）、Rikke Donchil Holmberg（デンマーク）、Mario Rodas Talbott（エクア

ドル）、Elham Refaat Abdelaziz（エジプト）、Mehari Wondmagegn Taye（エチオピア）、Caren Rauert（ド

イツ）、Sam Adu-Kumi（ガーナ）、Dharmendra Kumar Gupta（インド）、Amir Nasser Ahmadi（インド）、

Sam Adu-Kumi（ガーナ）、Darmendra Kumar Gupta（インド）、Amir Nasser Ahmadi（インド）、Amir Nasser 
Ahmadi（インド）、Amir Nasser Ahmadi（インド）、Amir Nasser Ahmadi（インド）、Mr. Amir Nasser Ahmadi
（イラン・イスラム共和国）、金原和秀（日本）、Amal Lemsioui（モロッコ）、Gotfried Uiseb（ナミビ

ア）、Peter Dawson（ニュージーランド）、Christina Charlotte Tolfsen（ノルウェー）、Syed Mujitaba Hussain
（パキスタン）、Vilma Morales Quillama（イラン・イスラム共和国）、Sam Adu-Kumi（ガーナ）、Mr. Vilma 
Morales Quillama（ペルー）、Magdalena Frydrych（ポーランド）、Victorine Augustine Pinas（スリナム）、
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Chalongkwan Tangbanluekal（タイ）、Nadjo N'Ladon（トーゴ）、Svitlana Sukhorebra（ウクライナ）、Anas 
Ali Saeed Al-Nadhari（イエメン）。 

7. レソトと大韓民国の委員は出席することができなかった。 

8. 下記の国と地域の経済統合機構は、オブザーバーとして出席した。オーストラリア、ブラジル、カナ

ダ、チリ、中国、コロンビア、クロアチア、チェコ、エジプト、EU、フィンランド、フランス、ド

イツ、ハンガリー、インド、インドネシア、アイルランド、日本、クウェート、メキシコ、オランダ、

ノルウェー、カタール、韓国、ロシア、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スロベニア、南ア

フリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、大英帝国及び北アイルランド、アメリカ合衆国、ジンバ

ブエ。 

9. 以下の政府間組織はオブザーバーとして出席した。バルト海洋環境保護委員会（HELCOM）、中央ア

フリカ国際殺虫財委員会（Comité inter-États des pesticides d’Afrique centrale）。 

10. 非政府組織もオブザーバーとして出席した。これらの組織名は参加者リスト

(UNEP/POPS/POPRC.16/INF/20)に記載されている。 

Ⅲ. 委員の交代 
11. 議題と、残留性有機汚染物検討査委員会に新たに任命された委員に関する文書

UNEP/POPS/POPRC.16/INF/3 で示された情報に注目する事務局の代表者と、2022 年 5 月に行われる

委員の交代の紹介。 

12. 締約国会議の第 9 回委員会に従って、オーストリア、カナダ、インド、パキスタン各国の政府は、

専門家の後任者に委員会の委員を務めるよう任命したことを事務局に報告した。委員会の前に、各

国からの専門家の後任の経歴書は、委員の交代の概要とともに、現在の委員と新しく任命された委

員の連絡先を記した文書をもって提出された。 

13. 決定 SC-9/10 の第 5 項に関する締約国会議の要請により、その第 15 回委員会において、Peter Dawson
氏（ニュージーランド）を第 16 回委員会の臨時議長を務めるよう任命した。締約国会議は、2021
年 7 月に開催される第 10 回委員会で、委員会の議長の選出について検討する。また、締約国会議

第 10 回委員会では、2022 年 5 月 5 日で任期が満了する 17 人の委員に代わり、2022 年 5 月 5 日か

ら 2026 年 5 月 5 日を任期とする新たな委員を任命しなければならない。空席を埋める専門家の推

薦を促すために、締約国会議局に代わり事務局が、ストックホルム条約のすべての締約国に 2020
年 11 月 19 日付けで関連情報を記載した書簡を送付した。地域の予備会議の前または会議中にすべ

ての地域グループが相談できるように提出期限を2021年4月19日として、候補者の名前と経歴書、

利益相反の申告の提出を求めた。 

14. 事務局の代表による発表に続き、一人の委員が残留性有機汚染物質の管理に関連して国レベルで行

われた活動に関して発言した。違法な残留性有機汚染物質の輸入を注視するために、その委員は事

務局に、能力強化とこのような化学物質の管理を行う税関の教育を提供するよう強く要請した。 

15. 委員会は提供された情報を記録した。 

Ⅳ．技術的作業 
A. リスクプロファイル草案の検討 

1．デクロランプラスとその syn-異性体と anti-異性体 

16.  サブ項目を検討するにあたり、委員会は事前に、会期間作業部会が準備したデクロランプラスとそ

の syn-異性体及び anti-異性体のリスクプロファイル草案に関する事務局が作成したメモ

（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/2）と、事務局が作成したリスクプロファイル草案に関する追加情報を

含むメモ（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14）、リスクプロファイル草案に関連するコメントと回答の資

料（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/4）を入手した。 
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17. サブ項目を紹介するために、事務局の代表は、決定 POPRC-15/2 により、委員会がデクロランプラ

スとその syn-異性体及び anti-異性体を、ストックホルム条約の附属書 A 及び／または C に記載す

るという提案を今後検討するため、また条約の附属書 E に従ってリスクプロファイル草案を準備す

るために会期間作業部会を設置したと改めて説明した。議長と、デクロランプラスとその syn-異性

体及び anti-異性体に関する会期間作業部会の草案者は、2020 年 12 月の予備会議の間とその後に寄

せられたコメントを考慮に入れた上でリスクプロファイル草案の改定版を準備した。それらは委員

会前に会議室の紙上に提示された。 

18. 会期間作業部会の議長である Victorine Pinas 氏（スリナム）は、リスクプロファイル草案を作成す

るグループの活動について説明した。 

19. その後の議論において、討論に加わった委員の大半が、残留性、生物蓄積性、長距離移動性の基準

が満たされていることを確信したと述べた。 

20. また、人の健康と環境への重大な悪影響の証拠について検討し、次の段階へ移ることを提案すると

発言した委員もいた。しかし、人の健康と環境への重大な悪影響に関するデータは、そのような悪

影響の証拠を提示するには十分ではなく、さらなる検証が必要であるとする委員もいた。ある委員

は、化学物質の重大な悪影響に関するさらなる情報を収集するために会期間作業部会の設置を提案

した。それにもかかわらず、その他複数の委員は、予防原則に基づいて前進するには十分な証拠が

あるという見解を述べた。 

21. ある委員が、第 8 条第 7 項に従って、委員会は、化学物質は長距離移動の結果として、人の健康「及

び／または」環境への重大な悪影響につながるか否かについて判断するべきだと想起した。一方、

他の委員は同項に従って、「十分な科学的確実性の不足が提案の前進を妨げるものではない」と述

べた。 

22. オブザーバーの代表によるコメントに対応して、ある委員が、残留性有機汚染物質検討委員会の活

動への効果的な参加についての手引書に、第 8 条第 3 項に使用されている「柔軟な」という用語は、

提案は、基準のうちの一つが辛うじて満たしているが他の 2 つ以上は十分に満たしている場合には

基準を満たすと見なされることもあるという意味ととらえるべきであると言った。しかしある委員

は、その項は、附属書 D に明示されている審査基準の適用に言及しているので、すぐに議論するも

のではないと明言した。 

23. 委員会は、デクロランプラスとその syn-異性体及び anti-異性体のリスクプロファイル草案の今後の

改訂と、全体の議論を考慮に入れて事務局により準備される初期文書に基づく決定草案を準備する

ために、ピナス氏を議長とするコンタクトグループを設置した。 

24. その後、コンタクトグループの議長は、改定されたデクロランプラスとその syn-異性体及び anti-
異性体のリスクプロファイル草案と、事項の決定の草案、世界的な対処が必要とされる人の健康及

び／または環境に重大な悪影響があると断定することができるか否かについて、またそうでなけれ

ば、予防手段の原則の上で委員会がそれでもなお進めるべきか否かについて合意不足があるため角

カッコ内の文章が含まれていることを説明した。 

25. ある委員が、産業界ではすでにリストに入っている他の残留性有機汚染物質の代用品としてデクロ

ランプラスを段階的に導入する兆候があるため、時間が重大であると注意を促した。さらに、委員

会は、情報の少ない化学物質を一定の基準に関連して条約に含める件について検討することを将来

これまで以上に求められる可能性がある。したがって、デクロランプラスに関連して生じた状況は、

より一般的な問題の兆候となり得るだろう。 

26. 委員会は、第 17 回委員会のためにデクロランプラスとその syn-異性体及び anti-異性体のリスクプ

ロファイル草案（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/19）の決定を保留すると判断したことにより、決定

POPRC-16/１を採用した。残留性と生物蓄積性、長距離移動性に関する情報が決定的であったが、

委員会は、悪影響に関する情報が、リスクプロファイルの結論に達するのに十分であるという合意
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に至ることができなかった。また、リスクプロファイルを検討し更新するために会期間作業部会を

設置することを決定した。さらに、締約国とオブザーバーに、2021 年 3 月 1 日までにデクロランプ

ラスの悪影響に関する追加情報を事務局へ提出することを依頼した。 

27. この決定は今回の報告の添付Ｉに提示される。 

2．メトキシクロル 

28. 委員会はサブ項目を検討するにあたり、会期間作業部会が準備したメトキシクロルのリスクプロフ

ァイル草案に関する事務局が作成したメモ（UNEP/POPS/POPRC.）と、リスクプロファイル草案に

関するコメントと回答の資料（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/5）を事前に入手した。 

29. サブ項目を説明するにあたり、事務局の代表は、決定 POPRC-15/3 により、委員会が今後メトキシ

クロルをリストとしてストックホルム条約の附属書 A、B 及び／または C に入れることの提案を検

討するためと、条約の附属書 E に従ってリスクプロファイル草案を準備するために会期間作業部会

を設置したことを想起した。議長と、メトキシクロルに関する会期間作業部会の草案者は、2020
年 12 月の事前会議の間と後に寄せられたコメントを考慮に入れた上でリスクプロファイル草案の

改訂版を準備した。それらは委員会の前に CRP に提示された。 

30. Lucie Ribeiro 氏は、会期間作業部会の草案者である Valentina Bertato 氏（ベルギー）に代わり、リス

クプロファイル草案を作成するグループの活動に関する説明を行った。 

31. その後の議論で、ある委員は、メトキシクロルのリスクプロファイル草案が、条約の附属書 E の要

件を満たしているという見解を示した。当委員は、生物蓄積性と悪影響の評価が実に明快である一

方、残留性について証拠の重要性評価が実施されたと述べた。エグゼクティブ・サマリーで手法と

証拠をより詳しく説明し、報告された半減期の制約に言及した。彼女は、土壌のメトキシクロル分

解の不足の証拠を補完する土壌のモニタリングデータは、エグゼクティブ・サマリーで提示されて

おらず、文書の最後で読者が論拠を理解することを難しくしていると述べた。当委員は発行物を修

正することを提案した。もっとも顕著なメトキシクロルの人健康への悪影響は内分泌かく乱ではな

く、化学物質が現在 EU で適用されている内分泌かく乱の基準を満たすのだと言った。 

32. その委員は最近、メトキシクロルを含む殺虫剤がインターネットで販売されているのを見て、プロ

ファイルから受ける印象に反して、少量の使用はあり得るということを示唆していると述べた。当

委員の国ではメトキシクロルを含む植物保護製品の登録が 1993 年に中止されて農業での使用も中

止されたことを明確にするよう、当委員は文章の 3 か所について修正を要求した 

33. 委員会は、全体会議での議論を考慮した上で事務局が作成する初期の文書に基づいて決定の草案を

準備するため、Tamara Kukharchyk 氏（ベラルーシ）を議長とするコンタクトグループを設置した。 

34. 続いて、コンタクトグループの議長が、改定されたメトキシクロルのリスクプロファイル草案と、

改定された事項に関する決定の草案を紹介した。委員会ではその後、メトキシクロルのリスクプロ

ファイル草案（UNEP/POPS/POPRC.16/9/Add.1）を採択したことによる決定 POPRC-16/2 を採択した。

すなわち、メトキシクロルが、その長距離移動の結果として、世界的な対処を必要とするような人

の健康と環境に重大な悪影響をもたらす可能性があると判断した。また、2021 年 3 月 1 日までに、

条約の附属書Fに従ってメトキシクロルの規制措置の分析を含むリスク管理評価書を準備するため、

会期間作業部会を設置することを決定した。メトキシクロルのリスクプロファイルに関連する追加

情報は、文書 UNEP/POPS/POPRC.16/INF/16 に記載された。 

35. この決定は今回の報告の添付 I に提示される。 

B. 条約の附属書 A、B 及び／または C への UV-328 追加の提案の検討 

36. サブ項目を検討するにあたり、委員会は、ストックホルム条約の附属書 A に UV-328 をリストする

というスイスの提案に関して事務局が作成したメモ（UNEP/POPS/POPRC.16/4）と、提案は条約の

附属書 D に明示された情報を含んでいるか否かの事務局の検証（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/6/Rev.1）
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を事前に入手した。提案は、2020 年 12 月 1 日から 3 日まで開催された委員会の事前会議で発表さ

れた。この事前会議の間に出されたコメントと 2020 年 12 月 18 日までに提出された書面のコメン

トへの回答は、委員会の前に CRP に提示された。 

37. Andreas Buser 氏がスイスを代表して提案を紹介した。 

38. 複数の委員が続く議論で、スイス政府が提案を作成したことに感謝の意を表した。それら委員の多

くは UV-328 が、附属書 D に明示された審査基準を満たしているとしている。この件はさらなる議

論が必要だと述べる委員もいた。 

39. 発言した委員の大多数が、UV-328 の長距離移動性に関するモニタリングデータの有用性は低いと

認識していたが、ほとんどの委員は、データは次の段階に進めるのに十分であると見なした。質問

への回答として、Buser氏は、空気中のUV-328を測定する研究はあまり試みられていないと述べた。

委員の多くが、UV-328 がリスクプロファイルの段階に移行すれば、さらに多くのデータが入手で

きるであろうと述べた。 

40. ある委員が、リスクプロファイルの段階に移行する前に附属書 D の審査工程を行うことの重要性を

強調した。別の委員は、条約の第 8 条第 3 項に従って、附属書 D に明示された審査基準を柔軟に適

用する必要性を明確に示した。 

41. 多くの委員が、プラスチックゴミとマイクロプラスチックを介した水への UV-328 の長距離移動に

関する十分な証拠があると述べた。数人の委員が、この長距離移動が、ストックホルム条約の附属

書 D 第 1 項(d)(ⅱ)に含まれるか否かについて疑念の声を上げ、さらなる議論が必要であると述べた。

Buser 氏は、プラスチックに関する条約について自身の理解を強調したが、化学物質の長距離移動

の可能性に関して附属書 D で明確に言及されていないとも述べた。プラスチックが水を介して移行

すると、それらは水のカテゴリーに分類され、エアロゾルは空気中の移行のカテゴリーに分類され

ると彼は考える。数人の委員は、今後の活動はリスクプロファイルの段階において関連するさまざ

まな経路の重要性を理解することが求められるため、この点を支援することを表明した。 

42. ある委員は今後の活動に関する詳細の提案を作成するにあたり、リスクプロファイルの段階では、

リードアクロス（類似物質からの推測）は、例えば、ECHA のリードアクロス評価の枠組みのよう

に、強固なリードアクロスの根拠により強化されると述べた。当委員はまた、極地汚染や UV-328
を含む移行プラスチック片の海鳥による摂取とその消化液への影響、UV-328 の内分泌活動と悪影

響の役割としてのリスクプロファイルの段階においてさらなる研究を支持した。 

43. 委員会は、全体会議での議論を考慮した上で事務局が作成する初期の文書に基づいて、UV-328 を

条約の附属書 A、B 及び／または C のリストに加えるという提案を検討するため、また附属書 D の

審査基準による化学物質の評価を含む決定の草案を準備するため、Sam Adu-Kumi 氏（ガーナ）を

議長とするコンタクトグループを設置した。 

44. 続いてコンタクトグループの議長が、グループが作成した UV-328 を条約の附属書 A、B 及び／ま

たは C のリストに加えるという提案に関する決定の草案を説明した。数人の委員が、委員会が化学

物質それぞれに個々の場合に応じた評価を継続し、プラスチックゴミとマイクロプラスチックの移

行に関する先例を作らないことの重要性を強調した。委員会が長距離移動に関して今後の評価にあ

たって委員を支援する草案ガイダンスを準備するため、委員会が会期間作業部会を設置することが

提案された。 

45. 委員会は、ストックホルム条約の附属書 D に明記された審査基準が UV-328 を満たしていると判断

したことによる、決定 POPRC-16/3 を採択した。また提案を検討し、条約の附属書 E に従ってリス

クプロファイル草案を作成するため会期間作業部会を設置することを決定した。さらに締約国とオ

ブザーバーに、2021 年 3 月 1 日までに附属書 E に明記する情報を事務局に提出するよう依頼した。 

46. この決定は今回の報告の添付 I に提示される。 
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C. デカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンの特定適用除外に関連する情報
の検討 

47. サブ項目を検討するにあたり委員会は、事務局が作成したデカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩

素化パラフィン特定の適用除外に関する情報の検証に関するメモ（UNEP/POPS/POPRC.16/5）を事

前に入手した。 

48. サブ項目を説明するにあたり事務局の代表は、決定 SC-8/13と SC-8/14で採択された工程に従って、

委員会は締約国とオブザーバーが提出した情報とデカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パ

ラフィンの特定の適用除外に有用な適正かつ信頼できる情報を分析し、検討のため締約国会議によ

る提案を含む報告書を作成することを想起した。それに応じて、委員会により設置されたデカブロ

モジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンに関する会期間作業部会は、第 5 回委員会で、デカ

ブロモジフェニルエーテルの特定適用除外に関する情報の検証についての報告草案

（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/7）と短鎖塩素化パラフィンの特定適用除外に関する情報の検証につ

いての報告草案（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/8）を作成した。報告草案に関連するコメントと回答

は、文書 UNEP/POPS/POPRC.16/INF/9 と UNEP/POPS/POPRC.16/INF/10 に記載された。会期間作業

部会の議長は、2020 年 12 月の事前会議の間と後に集まったコメントを考慮した上で報告草案の改

訂版を作成した。それらは委員会の前に CRP に提示された。 

1．デカブロモジフェニルエーテル 

49. デカブロモジフェニルエーテルに関する会期間作業部会の議長である Magdalena Frydrych 氏（ポー

ランド）は、デカブロモジフェニルエーテルの特定適用除外の情報に関する改定報告草案を紹介し

た。 

50. 続く議論で、数人の委員が、委員会がデカブロモジフェニルエーテルの備蓄・使用と適用除外の必

要性に関する多くの情報を集めるためにもっと時間が必要かという質問をした。ある委員が、もう

一人の支持を得て発言した。当委員は、追加の検証サイクルを推奨することに反対し、締約国会議

により確立された既存のプロセスに従うことを希望した。別の委員は、自分の国では最近国の実施

計画を更新し、ポリ臭素化ジフェニルエーテルの備蓄と使用に関する詳細情報を提供したが、デカ

ブロモジフェニルエーテルについては、ごく最近リストに入ったため、最新の一覧表では特に対応

していないと述べた。ある委員が、多くの途上国にはデカブロモジフェニルエーテルの備蓄・使用

に関する詳細情報がないという事実を検討するべきであると注意を促した。その一方で別の委員は、

多くの締約国が 2020 年 12 月の期限までに国の実施計画を更新するため、その結果として追加情報

が間もなく入るだろうと指摘した。 

51. 数人の委員が、特定適用除外として登録した締約国が、そのような適用除外の理由について十分な

情報を提供しなかったため、締約国が提供する追加情報を推奨することが重要だと述べた。ある委

員が、プラスチックの住宅材、家庭用品や繊維製品が特定適用除外に登録されたのが残念だと述べ、

締約国からそのような要求があったのであれば、使用のみでは拡張する十分な理由にならないとい

う見解を強調した。 

52. ある委員が、適用除外は製造に関して要求されるが、今ある在庫の使用に限るべきであると述べ、

適用除外の要求に期限を設けるよう提案した。 

53. 別の委員は、デカブロモジフェニルエーテルを使用している締約国は、条約の規定に従って特定適

用除外を登録するべきだと述べ、締約国に登録を促すだけではなく、強く要請するべきだと提唱し

た。 

54. 委員の提案に対応して、製品中の、特に電気・電子装置のデカブロモジフェニルエーテルの分離、

再生または廃棄に関する情報が集められ、リサイクル業者に提供される。別の委員は、ポリ臭素化

ジフェニルエーテルに関連する最も有効な技術と環境に関する実践についての最新のガイダンス

草案が、ポリ臭素化ジフェニルエーテルを含む製品の環境に配慮したリサイクルに関する更新情報
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を含むストックホルム条約に掲載されていると委員会に伝えた。 

55. 委員会は、Frydrych 氏に、全体会議の議論を考慮した上で報告草案のさらなる改定を要求すること

に合意し、全体会議の議論を考慮した上で決定草案を作成するよう事務局に要求した。 

2．短鎖塩素化パラフィン 

56. 短鎖塩素化パラフィンに関する会期間作業部会の議長である Cynthia Bainbridge 氏（カナダ）は、短

鎖塩素化パラフィンの特定適用除外に関する情報の検証について改訂した報告草案を紹介した。 

57. 続く議論で多くの委員が、短鎖塩素化パラフィンについて評価することの困難さを強調し、化学物

質の定義についての多様な性質、関連情報の不足と技術的障害に言及した。ある委員は、短鎖塩素

化パラフィンの広範な調査が、中鎖と長鎖塩素化パラフィンからの分離に関することも含め、自身

の国で行われていることを強調した。別の委員は、短鎖塩素化パラフィンのモニタリングと管理と、

人の健康と環境への影響に関する情報がもっと必要であると述べた。 

58. ある委員は、短鎖塩素化パラフィンは、オープンアプリケーションに幅広くポリ臭素化ジフェニル

エーテルとポリ塩化ナフタレンに置き換えられ、短鎖塩素化パラフィンは国の実施計画の次の更新

で取り組まなければならないため、総合的な一覧表の作成は大変有用であり、化学物質の 3 つすべ

てのグループに対処することができると述べた。 

59. 数人の委員が、短鎖塩素化パラフィンを特定適用除外に登録した締約国はないと述べた。数人の委

員は、特定適用除外は必要でなく、さらなる評価のための期限を延長して有用な追加情報が得られ

るか否かについて疑念の声を上げるよう、締約国会議に提言することを支持すると表明した。ある

委員は、情報が入手困難であることから、2023 年まで適用除外の必要性の評価を継続する方が良い

と言った。別の委員は、さらなる評価のための期限を延長することで、別の結果につながるとは思

えないと述べた。 

60. デカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンの審査過程を 2023 年まで継続することに

懸念があったため、締約国会議の第 11 回委員会のために 2 つの報告書が必要になった。ある委員

は、2 つの化学物質に関する決定草案を調整する、または 2023 年の報告書を、第 10 回委員会で締

約国会議に提出した委員会の報告書に基づいて作成することを提案した。 

61. ある委員は、委員会が締約国とオブザーバーが、鎖長 C10-C13 の同族体を含む商用の塩素化パラフ

ィンの組成成分に関する情報を事務局に提供するよう勧告するという提案を支持すると表明し、短

鎖塩素化パラフィンが他の塩素化パラフィンの混合物に存在の制限を含むことを提案した。当委員

は、しきい値を 1 パーセントに設定することを提言し、別の委員から支持された。 

62. 議長は、自国の政府はストックホルム条約に鎖長 C14-C17 の間の炭素入り塩素化パラフィンと、塩

素化レベルが重さで 45 パーセント以上の塩素をリスト化するようを提言することを検討している

と述べ、政府オブザーバーの代表による介入に注目した。国の法令に従って、提言草案は公に協議

するため全国環境庁のウェブサイト上に公開された。政府が提言を勧めようとする場合、条約の第

8 条に従って、適切な期限までに、附属書 D に明記された情報とともに完成した提案書を事務局に

提出する。 

63. 委員会は、Bainbridge 氏に、短鎖塩素化パラフィンの特定適用除外に関連する情報の検証に関する

報告草案を、全体会議の議論を考慮した上でさらに改訂することを依頼することに合意し、事務局

に、化学物質に関連する文章を決定草案に含めることを要求した。 

3．結論 

64. 続けて、Frydrych 氏が、デカブロモジフェニルエーテルの特定適用除外に関連する情報の検証に関

する改訂した報告草案を紹介し、Bainbridge 氏は、短鎖塩素化パラフィンの特定適用除外に関連す

る情報の検証に関する改訂した報告草案を紹介した。 
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65. 委員会は、締約国会議にデカブロモジフェニルエーテル（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/17）の特定適

用除外に関連する情報の検証に関する報告書と短鎖塩素化パラフィン

（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/18）の特定適用除外に関連する情報の検証に関する報告書を提出する

ことを決定したことによる決定 POPRC-16/4 を採択し、第 10 回委員会で締約国会議が検討するため

に、報告書に含まれる委員会の提案を反映した決定草案を作成すること事務局に要求した。 

66. この決定は今回の報告の添付 I に提示される。 

D. 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書 A の第Ⅳ部と第Ⅴ部の第 2 項
に準じて臭素化ジフェニルエーテルを評価・検討 

67. サブ項目を検討するにあたり、委員会は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約附属書

A の第Ⅳ部と第Ⅴ部第 2 項に従って事務局が作成した臭素化ジフェニルエーテルの評価と検証に関

するメモ（UNEP/POPS/POPRC.16/6）を事前に入手した。 

68. サブ項目を紹介するにあたり、事務局の代表は、ストックホルム条約附属書 A の第Ⅳ部と第Ⅴ部第

2 項に従って、締約国が製品に含まれるヘキサブロモビフェニルエーテルとヘプタブロモビフェニ

ルエーテルとテトラブロモビフェニルエーテルとペンタブロモビフェニルエーテルの排除という

最終的な目標達成に向かう進捗を締約国会議が評価し、これらの化学物質の特定適用除外の継続的

な必要性を検証することを想起した。また関連する項目で、いずれにせよ遅くとも 2030 年に特定

適用除外の期限が切れると定めた。 

69. 決定 SC-6/3 に従って、事務局は締約国により提出された情報とその他の適性で信頼できる情報を分

析し、臭素化ジフェニルエーテルの報告草案（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/11）を作成した。2020
年 12 月の事前会議の間と後に提供されたコメントに基づき、事務局は報告草案の改訂版

（UNEP/POPS/POPRC.16/INF11/Rev.1）を作成した。事務局が今回の委員会でさらに得たコメント

を考慮に入れた上で報告書を完成させ、第 10 回委員会で検討するために締約国会議に提出する。 

70. 続く議論である委員は、事務局が行った重要な作業を歓迎した。別の委員は、臭素化ジフェニルエ

ーテルを使用している製品と、それを含むまたはそれに汚染されている廃棄物を特定する戦略を策

定することが喫緊に必要であると述べた。輸入や廃棄物の流れにおいて臭素化ジフェニルエーテル

を含む製品を特定することは、特に途上国では非常に困難である。途上国への輸入が主な臭素化ジ

フェニルエーテルを含む製品の原因であるとして、委員は、そのような化学物質を含む製品の輸入

を管理するために事前のインフォームドコンセント手順を導入することを提案した。また、臭素化

ジフェニルエーテルを含む廃棄物はリサイクルの流れから排除し、製造者は新しい製品に臭素化ジ

フェニルエーテルを使用することを止めるべきだと述べた。ある委員は、臭素化ジフェニルエーテ

ルを含むすべての製品を廃棄物の流れから分離するという実用的観点から見た課題を示唆するオ

ブザーバーの代表によるコメントに言及した。 

71. 委員会は、全体会議の議論を考慮した上で条約の附属書 A 第Ⅳ部と第Ⅴ部第 2 項に従って、臭素化

ジフェニルエーテル関する報告書の改訂を事務局に委ねることに合意した。 

E. ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質の例示リストを提示 

72. 項目を検討するにあたり、委員会は、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連

物質の例示リストに関する事務局が作成したメモ（UNEP/POPS/POPRC.16/7）を事前に入手した。 

73. サブ項目を検討するにあたり、事務局の代表は、締約国会議がその第 9 回委員会において、ペルフ

ルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質を、いくつかの特定適用除外を付けて附

属書 A のリストに加えたことを想起した。また、締約国とその他が提供した情報に基づく関連物質

の例示リストを委員会と相談して作成し、定期的に更新するよう事務局に要求した。事務局は文書

UNEP/POPS/POPRC.16/INF/12 を作成し、締約国とその他が提供した情報と例示リストの草案を提示

し、それは 2020 年 12 月の事前委員会で発表された。事務局は続けて、事前会議の後に寄せられた

コメントを考慮に入れた上で改訂した例示リスト草案を作成した。それらは CRP に提示された。 
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74. 続く議論で、完全に網羅されていないリストを完成させることが合意された。数人のメンバーがタ

イトルに「完全に網羅されていない」という用語を含めることを提案した一方で、タイトルは締約

国会議で合意して決められたものであり、変更するべきではないので、できれば文書の脚注に、適

切な言葉を入れてはどうかという意見もあった。 

75. また、メンバーは、物質が使用されているアプリケーションといった個別の物質に関する追加情報

をリストに加えるという提案について議論した。数人は、環境の測定値を参照するなどの作業が膨

大になると強く訴え、産業界が関連情報を進んで提供してくれない限り、このような作業に取り組

むことに気が進まないと述べた。あるメンバーは、産業界はペルフルオロアルキルとポリフルオロ

アルキル（PFAS）のアプリケーションを特定する準備をしていると指摘し、アプリケーションに関

する情報を指示リストに追加するか否か検討する前に、作業が終了するまで待つよう提案した。別

のメンバーは、環境に基準を追加するという提案に反応して、リストの目的として環境基準関連は

考えていないと述べた。 

76. あるメンバーは直近で追加された多くの物質を評価するための時間の延長を要求した。別のメンバ

ーは、条約において締約国が負う義務を実行するための支援としてのリストの重要性を強調した。

そのため指示リストをできるだけ早く利用できるようにすることを強く求めた。 

77. 委員会は、全体会議での議論を考慮した上で決定草案を作成するよう事務局に要求した。 

78. 決定の採択に先立ち、あるメンバーが、例示リストを 6 か国語に翻訳するという国連の要求に対応

して、翻訳の件は締約国会議で判断する方が良いと述べた。 

79. その後委員会は、決定 POPRC-16/5 を採択した。そのため、PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の

例示リスト草案（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/12）に関するコメントを 2021 年 2 月 28 日までに提出

するようメンバーと締約国、オブザーバーに求めた。また、改訂リストについては 2021 年 4 月 30
日までとした。委員会の議長が副議長と相談して、寄せられたコメントを考慮に入れた上で物質の

指示リストを更新し、締約国会議第 10 回委員会の前に条約のウェブサイト上で閲覧できるように

することを事務局に要求した。 

80. この決定は今回の報告の添付Ⅰに提示される。 

Ⅴ. 委員会の作業に効率的に参加するための支援活動に関する報告 
81. 事務局の代表は、委員会の作業への効果的参加を支援する活動に関する報告

（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/13）を紹介し、事務局が前回の委員会以来実施している能力開発と教

育活動の要点を述べ、締約国会議の要求に従って、締約国とオブザーバーが、残留性有機化学物質

検討委員会とロッテルダム条約の化学物質検討委員会の作業へ効果的に参加することを支援する

ために事務局が立ち上げたワークショップへの注目を促した。ワークショップは、EU とドイツ、

ノルウェー、スウェーデン各国の政府が提供した経済的支援により可能となった。 

82. 英語圏のアフリカの小地域が、科学・政策・産業の相互関係を強化しストックホルム条約を支持す

るために 2020 年 1 月に、小地域のワークショップがラゴス、ナイジェリアで開催された。ワーク

ショップの参加者は、地域及び国レベルで条約の履行を継続するためのロードマップを議論し、途

上国に必要な関連事項を特定した。委員会の活動は、科学・政策・産業の相互関係の具体的な例と

して支持された。 

83. 数人のメンバーが、委員会における効果的参加を支援する委員会のワークショップと資料に対して

感謝の意を表明し、事務局がそれに関して継続して努力をしていくことを奨励した。 

84. 委員会は発表された情報を記録した。 

Ⅵ. 第 16 回と第 17 回委員会の会期間活動計画 
85. 項目を検討するにあたり、委員会は、事務局が作成した、委員会の第 16 回と 17 回委員会の会期間
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の作業計画草案に関するメモ（UNEP/POPS/POPRC.16/8）を事前に入手した。事務局の代表は、項

目を紹介し、情報を要約して記録した。 

86. 続く議論で、数人のメンバーが、会期間の日程がきついことに関して懸念を表明し、もう少し長い

検討とコメントの期限を認める多様な方法を提案した。しかし、事務局の代表が提供した説明を踏

まえて、委員会の計画について注目すべく、委員会は修正なしにワークショップを導入することに

合意した。 

87. 決定 SC-1/7 の添付第 29 項に従って、委員会は、その決定を実行するために必要な作業を前進させ

るため、数多くの会期間作業グループを設定した。また委員会は会期間作業部会も設置した。 

88. 会期間作業部会の組織はこの報告書の添付Ⅱに示され、作業計画は添付Ⅲに示されている。 

Ⅶ. 第 17 回委員会の開催地と日程 
89. 委員会は、第 17 回委員会を、ロッテルダム条約の化学物質検討委員会第 17 回委員会に続いて、ロ

ーマの国際連合食糧農業機関の本部で、2021 年 9 月 27 日から 10 月 1 日まで開催することに合意し

た。委員会の期間を含む準備は、検討される化学物質の数と COVID-19 感染拡大の状況を考慮した

上で、事務局と相談して会期間に調整されることが了承された。 

Ⅷ. その他の事項 
90. 他の案件は取り上げられなかった。 

Ⅸ. 報告書の採択 
91. 委員会は、委員会の間に回覧された報告草案に基づく本報告書を採択した。口頭で修正され、事務

局と相談した上で報告書の最終版は報告者に委ねられることが了承された。 

Ⅹ. 委員会の閉会 
92. 慣習に従って挨拶が交わされ、2021 年 1 月 16 日土曜日の午後 7 時（ジュネーブ時間（協定世界時

+1））に委員会の閉会が宣言された。 
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添付１ 
第 16 回委員会において残留性有機汚染物質検討委員会により採択された決定 

POPRC-16/1: デクロランプラス 

POPRC-16/2: メトキシクロル 

POPRC-16/3: UV-328 

POPRC-16/4：デカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンの特定適用除外に関連する情報の

検証 

POPRC-16/5：ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質の例示リスト 
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POPRC-16/1：デクロランプラス 
残留性有機汚染物質検討委員会では、 

デクロランプラスとその syn-異性体及び anti-異性体をストックホルム条約の附属書 A、B 及び／または

C に加えるというノルウェーが提案した評価が完了し、決定 POPRC-15/2 において、提案は条約の附属

書 D に明記された基準を満たすと第 15 回委員会で判断し、 

ストックホルム条約の第 8 条第 6 項に従って、デクロランプラスのリスクプロファイル草案を検討し、 

1. デクロランプラスのリスクプロファイル草案 1の決定を、委員会の第 17 回委員会まで延期すること

を決定する。 

2. 残留性、生物蓄積性及び長距離移動性の可能性に関する情報は決定的であるが、委員会は悪影響関

する情報がデクロランプラスのリスクプロファイルの決定に至るのに十分であると合意すること

ができなかった、という点に留意すること。 

3. 締約国会議の決定 SC-1/7 の添付に従って、デクロランプラスに関するリスクプロファイル草案を条

約の附属書 E に従って検討し更新するため会期間作業部会を設置することを決定する。 

4. 締約国とオブザーバーに、デクロランプラスの悪影響に関する追加情報を事務局へ 2021 年 3 月 1
日までに提出するよう依頼する。 

POPRC-16/2：メトキシクロル 
残留性有機汚染物質検討委員会では、 

メトキシクロルをストックホルム条約の附属書 A、B 及び／または C に加えるという EU が提案した評

価が完了し、決定 POPRC-15/3 において、提案は条約の附属書 D に明記された基準を満たすと第 15 回

委員会で判断し、 

条約の第 8 条第 6 項に従って、メトキシクロルのリスクプロファイル 2も完成し、 

1. メトキシクロルのリスクプロファイルを採択する。 

2. 条約の第 8 条第 7 項(a)に従って、メトキシクロルは長距離移動の結果として、世界的な対処が必要

とされる人の健康と環境に重大な悪影響をもたらす可能性があると判断する。 

3. また、条約の第 8 条第 7 項と締約国会議の決定 SC-1/7 の添付第 29 項に従って、メトキシクロルの

規制措置の分析を含むリスク管理評価書を、条約の附属書 F に従って作成するために会期間作業部

会を設置することを決定する。 

4. 条約の第 8 条第 7 項(a)に従って、附属書 F に明記される情報を事務局へ 2021 年 3 月 1 日までに提

出するよう締約国とオブザーバーに依頼する。 

POPRC-16/3：UV-328 
残留性有機汚染物質検討委員会では、 

UV-328 を条約の附属書 A に加えるというスイスの提案を検証し、条約の附属書 D に明記された審査基

準を適用し、 

1. 条約の第 8 条第 4 項(a)に従って、UV-328（CAS No.25973-55-1）の審査基準を満たすと判断し、今

回の決定の添付の中の評価にそのように提示する。 

2. また、条約の第 8 条第 6 項と決定 SC-1/7 の第 29 項に従って、提案を検討し UV-328 のリスクプロ

                                                       
1 UNEP/POPS/POPRC.16/INF/19 
2 UNEP/POPS/POPRC.16/9/Add.1. 
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ファイル草案を附属書 E に従って作成するために会期間作業部会を設置することを決定する。 

3. 条約の第 8 条第 4 項(a)に従って、附属書 E に明記される情報を事務局へ 2021 年 3 月 1 日までに提

出すよう締約国とオブザーバーに依頼する。 

決定 POPRC-16/3 の添付 
附属書 D の基準に関する UV-328 の評価 

A. 背景 

今回の評価を準備するための主な情報源は、スイスが提出した UV-328 に関連する提案である。それは

文書 UNEP/POPS/POPRC.16/4 に記載される。 

B. 評価 

提案は、化学物質の同一性に関する附属書 D の要求（パラグラフ 1(a)）に照らして以下のように評価さ

れた。 

(a) 化学的同一性 

（ⅰ）提案の中で適正な情報が提供された。 

（ⅱ）化学構造が提供された。 

UV-328 の化学的同一性が適正に証明される。 

(b) 残留性 

(i) スラッジ改良土壌を１年以上にわたって監視した 2 つの調査研究において、UV-328 は消失時

間と半減期間はそれぞれ 179 日から 218 日、99 日から 223 日であった（Lai et al., 2014a; Lai et 
al., 2014b）。 

修正シュトゥルム・テスト（経済協力開発機構（OECD）301B）において、UV-328 は 28 日間

で 2 から 8 パーセントしか分解されなかった。すなわちその物質は生物分解が難しいことを意

味する（European Chemicals Agency (ECHA), 2020）。 

Narragansett Bay（ナラガンセット湾）のデータを監視したところ、製造業からの環境への放出

が停止されてから数十年後、堆積物の中に UV-328 の存在が示された（Cantwell et al., 2015）。 

(ii) UV-328 は高い疎水性で、有機物に吸収または強く吸収されて揮発性は低い。水中に放出され

ると、粒子と有機物に分配され、滞留または堆積する（ECHA, 2014）。UV-328 は加水分解性

の官能基がなく水溶性が低いことから、加水分解は重要ではないと見込まれる。 

UV-328 を使用した水と堆積物のシミュレーション試験は得られていないため、このデータの

不足を補うため構造的に類似の物質、M1（CAS No.84268-36-0）でリードアクロスが行われた。

M1 では、堆積物の種類による計算上の消失時間 DT50は 238 日から 248 日の間となる（ECHA, 
2014）。M1 の別の側鎖（プロピオン酸）は UV-328 のそれ（t-ペンチル）よりも早く減少する

ため、M1 の結果は、UV-328 の DT50と半減時間の代表的なベストケースと見なされる（Brandt 
et al., 2016）。 

UV-328 が残留性に関する基準を満たしているとする十分な証拠がある。 

(c) 生物蓄積性 

 （ⅰ）UV-328 の log Kow >5（ECHA, 2020） 

脂質を標準化した生物濃縮係数（bioconcentration factor、BCF）値＞5,000L/kg ww は、OECD 
TG305C に従って行われた生物蓄積性試験において、対象魚 2 匹のうち 1 匹に見られる（ECHA, 
2014）。 
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 (ⅱ)と（ⅲ） 

動態モデルによると、UV-328 は魚において、代謝速度が遅いと評価された。すなわち代謝変

換は重要ではないことを示唆している。このことは、高い栄養段階の捕食者に摂取された場合、

低代謝のせいで生物蓄積が起こる可能性があるということを意味する（Environment and 
Climate Change Canada, Health Canada, 2016）。 

UV-328 の生物濃縮係数（BAF）は、栄養段階中位の魚でおよそ 87,000L/kg ww と推定され、

AQUAWEBモデルによると、食物摂取を考慮した場合、水生生物での多大な生物蓄積係数（BMF）
を示唆している（Environment and Climate Change Canada, Health Canada, 2016）。EPI Suite
の BCFBAF モジュールでは、Regression‐based メソッドを使用して BCF 6,000L/kg ww と推定

された（United States Environmental Protection Agency, 2012）。 

日本による 5 頭のスナメリのモニタリングデータによると、体重ベースで平均 8.4ng/g ww であ

った（Nakata et al., 2010）。それは、同じ地域から取った小魚のサンプルの濃度よりも 30 倍高

い値である（0.25ng/g ww）。脂質含量を 5 パーセントに標準化しても、スナメリの濃度は小魚

よりも高かった（Nakata et al., 2009）。 

UV-328 が生物濃縮性に関する基準を満たしているとする十分な証拠がある。 

(d) 長距離移動性 

 （ⅰ）と(ⅱ) 

ノルウェーの北極圏では、UV-328 は空気中では検出されなかったが、北極圏生物相（鳥類の

卵とミンクの肝臓）の中では 60 から 100 パーセントの検出頻度であった（Norwegian Institute 
for Air Research (NILU), 2018）。UV-328 は、世界中の海鳥のサンプルの尾腺ワックスからも

発見された。最も高い濃度は、小さな砂地の孤島の海鳥から見つかった（最大 7,000ng/g）
（Takada et al., 2019）。さらに、UV-328 は、太平洋のイガイのサンプルでは 65 パーセントの

検出頻度であった（Nakata et al., 2012）。へき地もあるスペリオール湖の周りでは、UV-328 は、

セグロカモメで 100 パーセントの検出頻度であった（Lu et al., 2018）。 

遠隔地での UV-328 の検出は広範囲ではない。まだ、定期的に監視されている化学物質ではな

い。 

（ⅲ）UV-328 は log Koa >10、大気エアロゾル粒子への分配を示す（Wania, 2003）。 

入力パラメーターとして log Kawに関していくらかの不確実性があるものの、UV-328 特有の移

動距離と移動効率は、OECD Pov と LRTP 検査ツールによって、認知された残留性有機汚染物

質のそれと比較することができる。 

UV-328 は水中のプラスチックゴミから移行することが分かっている（ミリメートルサイズの

ポリエチレンとポリプロピレン）。それは大量に使用され、プラスチックからの遅い拡散に適

合する生理化学的性質を持っている（Tanaka et al., 2019; Tanaka et al., 2020a）。海鳥によるプラ

スチックゴミに含まれる UV-328 の摂取は、結果としてそれらの組織に蓄積され、遠隔地にお

いて確認されている（Tanaka et al., 2019; Tanaka et al., 2020b）。 

UV-328 が長距離移動性に関する基準を満たしているとする十分な証拠がある。 

(e) 悪影響 

 （ⅰ）入手可能な情報なし。 

(ⅱ) ラットに UV-328 を反復経口投与（強制経口投与）したところ、複数の臓器、特に肝臓と腎臓

で毒性を引き起こした(ECHA, 2020)。 

欧州化学物質庁のリスクアセスメント委員会は、UV-328 は特定の標的臓器毒性基準を満たし
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ていると結論付けた。―2008年 12月 16日付け欧州議会と欧州理事会の、物質と混合物の分類、

ラベリング、梱包に関する規制（EC）No.1272/2008 に従って、亜急性（49 日）及び亜慢性（90
日）の反復投与毒性試験に基づき、サブカテゴリ 2（STOT RE2）に分類された(ECHA, 2013)。 

UV-328 は悪影響に関する基準を満たしているとする十分な証拠がある。 

C. 結論 

 委員会は UV-328 が附属書 D に明記された審査基準を満たしていると結論付けた。 
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POPRC-16/4：デカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンの特定適
用除外に関する情報の検証 
残留性有機汚染物質検討委員会では、 

決定 SC-8/13 と SC-8/14 の第 5 項で締約国会議の要求によりデカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パ

ラフィンの特定適用除外に関する情報の検証を完了し、 

1. デカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィン 3の特定適用除外に関する情報の検証に関する報

告書を、第 10 回委員会における検討のために締約国会議に提出することを決定する。 

2. 第 10 回委員会における締約国会議による検討のため、上記第 1 項で言及される報告書に含まれる委員会

の提案を反映した決定草案の作成を事務局に要求する。 

 

POPRC-16/5：ペルフルオロオクタン酸（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質
の例示リスト 
残留性有機汚染物質検討委員会では、 

決定 SC-9/13 の第Ⅲ項に従って締約国とその他から提出された情報の資料と、ペルフルオロオクタン酸

（PFOA）とその塩及び PFOA 関連物質の例示リスト草案を検討し、 

1. PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の例示リスト草案に関するコメントを 2021 年 2 月 28 日までに提出

することをメンバー、締約国及びオブザーバーに依頼する。 

2. PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の例示リスト草案を、提出されたコメントを考慮に入れた上で 2021
年 3 月 31 日までに作成することを事務局に要求する。 

3. 上記第 2 項で言及された例示リスト草案に関するコメントを 2021 年 4 月 30 日までに提出することをメ

ンバー、締約国及びオブザーバーに依頼する。 

4. 委員会の議長と副議長に相談して、PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の例示リストを、提出されたコ

メントを考慮に入れた上で更新し、締約国会議第 10 回委員会の前に条約のウェブサイト上で閲覧でき

るようにすることを事務局に要求する。 

5. 今後リストが更新される際に検討できるように、PFOA とその塩及び PFOA 関連物質の識別に関するさ

らなる情報を、締約国とオブザーバーが事務局に提出することの依頼について検討することを締約国会

議に提言する。 

 

 

 

  

                                                       
3 UNEP/POPS/POPRC.16/INF/17 と UNEP/POPS/POPRC.16/INF/18 
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添付Ⅲ 
 

第 16 回委員会及び第 17 回委員会の期間にリスクプロファイルとリスク管理評価
書を作成するための委員会の作業計画 

 

日程 活動の間隔（週） 活動（検討中の各化学物質について） 

2021 年１月 16 日 – 委員会が会期間作業部会を設置する。 

2021 年１月 18 日 <1 リスクプロファイルの附属書Eとリスク管理評価の附属書F
に明記する情報の提供を締約国とオブザーバーに事務局が

依頼する。 

2021 年 3 月 1 日 6 リスクプロファイルの附属書Eとリスク管理評価の附属書F
に明記される情報を締約国とオブザーバーが事務局に提出

する。 

2021 年 4 月 5 日 5 作業部会の議長と草案者は第一次草案を完成させる。 

2021 年 4 月 19 日 2 第一次草案に対するコメントを、作業部会のメンバーが議長

と草案者に提出する。 

2021 年 5 月 3 日 2 作業部会の議長と草案者は、作業部会からのコメントの検討

を終了し、第二次草案とコメントに対する回答の編集を完成

させる。 

2021 年 5 月 7 日 <1 事務局はコメントを求めるために、第二次草案を締約国とオ

ブザーバーに配布する。 

2021 年 6 月 11 日 5 締約国とオブザーバーはコメントを事務局に提出する。 

2021 年 7 月 2 日 3 作業部会の議長と草案者は、締約国とオブザーバーからのコ

メントを検討し、第三次草案と最終草案、及びコメントに対

する回答の編集を完成させる。 

2021 年 7 月 5 日 <1 事務局は、編集と翻訳のために最終草案をナイロビの国連事

務所会議サービス部門に送付する。 

2021 年 8 月 9 日 5 会議サービス部門は最終草案の編集と翻訳を完了する。 

2021 年 8 月 16 日 1 事務局は、国連の 6 つの公用語の最終草案を配布する。 

2021年 9月 27日～

2021 年 10 月１日 
6 第 17 回委員会 
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技術的作業：リスクプロファイル草案に関する考察： 
デクロランプラス並びにその syn-異性体及び anti-異性体 

 

リスクプロファイル草案：デクロランプラス並びに 
その syn-異性体及び anti-異性体 

 

 事務局による注記 

I. 緒言 
1. 残留性有機汚染物質検討委員会は第 15 回会議において、デクロランプラス（Dechlorane 
Plus、塩素系難燃剤）並びにその syn-異性体及び anti-異性体に関する決定 POPRC-15/2
（UNEP/POPS/POPRC.15/7, annex I）を採択し、委員会は更に、当該化学品を条約

（UNEP/POPS/POPRC.15/3）の付属書 A、B 及び／または C に表記し、条約の付属書 E に従

ってリスクプロファイル草案を作成するという提案を検討するために会期間作業部会を設け

ることを決定した。 

2. 決定 POPRC-15/2 及び委員会採択の作業計画（UNEP/POPS/POPRC.15/7, annex III）に従っ

て、会期間作業部会はリスクプロファイル草案を作成した。当該草案は、正式に編集するこ

となく、本注記の付属書において詳説する。追加の情報とリスクプロファイル草案に関する

コメント及び対応を詳しく編集したものがそれぞれ、文書 UNEP/POPS/POPRC.16 /INF/14 及

び UNEP/POPS/POPRC.16/INF/4 である。 

II. 提案された措置 
3. 委員会は、次の事項を望む。 

(a) 本注記の付属書で詳述するリスクプロファイル草案を、すべての補正事項を付け

て採用すること。 

(b) 条約の第 8 条 7 項に従い、またリスクプロファイルに基づき、デクロランプラス

並びにその syn-異性体及び anti-異性体が、それらの長距離環境移動の結果として、

                                                           
* UNEP/POPS/POPRC.16/1. 
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全世界的な措置が必要とされるような、人の健康及び／または環境に著しく悪い

影響を与える可能性があるか否かを決定すること。 

(c) 上記 (b) 号の決定に応じて、次のいずれかについて合意する。 

(i) すべての当事者とオブザーバーを招待して、それらが条約の付属書 F に従っ

て情報を提供し、会期間作業部会を設けてリスク管理評価の草案を作成し、

また評価草案を完成させるための作業計画について合意する。 

(ii) すべての当事者とオブザーバーが利用できるリスクプロファイルを作成し、

提案を無視する。
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要旨 

1. 残留性有機汚染物質検討委員会は第 15 回目の会議において、デクロランプラス（DP、CAS No. 13560-89-9）
並びにその syn-異性体（CAS No. 135821-03- 3）及び anti-異性体（CAS No. 135821-74-8）が、条約（Decision 
POPRC-15/2）の付属書 D の審査基準を満たしていると結論し、また条約の付属書 E に従って、提案をさらに

検討するため、かつリスクプロファイル草案を作成するために、会期間作業部会を設立することを決定した。

当事者及びオブザーバーは、2019 年 12 月 2 日より前に、付属書 E に定める情報を提出するよう求められた。 

2. 「デクロランプラス」TM の技術的混合物は、1960 年代から使用されている市販のポリ塩化難燃剤である。こ

の材料は、電線及びケーブルの被覆材、プラスチック屋根ふき材、TV 及びコンピュータのモニタ用コネクタ

の添加難燃剤として、またナイロンやポリプロピレンのプラスチックのようなポリマー系の非可塑性難燃剤

として用いられている。 

3. 技術的な DP 混合物には、syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の 2 つの立体異性体（syn-異性体 DP と anti-異性体

DP の比率が約 1：3 または 25%と 75%の比率で存在する）がある。市販の DP 混合物には、不純物として単付

加体 DP や単脱塩素化 DP 及び他の物質が含まれることもある。DP 及びその異性体は、意図的に生成される

ものとして知られている。 

4. フッカーケミカル（Hooker Chemicals and Plastics Corporation）（現オクシデンタルケミカル ［Occidental 
Chemical Company 、OxyChem］）は、ニューヨーク州ナイアガラフォールズで DP の生産を 1960 年代に開始

して 2016 年に終了した。米国では DP は高生産量化学品と見なされてきたが、その推定年間生産量は 1986 年

以降 450～4500 トンであった。中国の江蘇安邦電化有限公司の製造工場での生産は 2003 年に開始され、年間

生産量は 300～1000 トンと報告されている。 

5. DP は、生産、加工及び使用を通じて、また廃棄物処理施設とリサイクル施設から環境中に放出される。使用

中の放出には、産業上の使用と専門的な使用や消費財からの放出がある。DP は多くの場所（生産現場及びリ

サイクル現場から、都市部、村落部及び遠隔地まで及ぶ）で世界的に検出された。DP は、大気、水、氷、土

壌、廃水、汚泥、水処理汚泥、埋立地浸出液、屋内及び屋外の塵、野生生物及び人体から検出された。 

6. 世界的には最高濃度の DP が米国及び中国のよく知られている生産現場や電子廃棄物の処理施設の近くで検出

された。大気や海流を通した、また、おそらく渡り鳥による遠隔地への DP 長距離移動が、モニタリング研究

から明らかにされている。モデルの研究では、DP がすでにリストに入っている POPs（Persistent Organic 
Pollutants、残留性有機汚染物質）と類似の移動性と残留性を有することが示唆されている。DP は、北極、南

極、及びチベット山岳域の異なる環境と生物相で検出された。DP の大気中半減期は約 14 時間と算出されて

いる（すなわち条約の付属書 D (d) (iii) で設定される 2 日の基準より短い）。しかし、モデル化された大気中

半減期は主に気相反応に基づくものであり、粒子への吸着後のおそらくより長い半減期（その低い蒸気圧及

び高いオクタノール空気分配係数の対数値により、これが DP の一次移動形態であると推定される）を考慮し

ていない。入手可能なモニタリングデータはこの仮定を追認し、DP が主に大気中及び水中の粒子相に見られ

ることを示している。したがって、DP の長距離移動は、おそらく粒子結合によって仲介される。粒子へ吸着

すると反応速度が遅くなり、空気中の実際の半減期が長くなり、DP の長距離移動が助長されると考えられる。 

7. DP は水、土壌及び堆積物の中では残留性であると予想され、また、その空気粒子へ結合した後や限られた光

分解の後は、自然条件のもとでは空気中でも残留性であると考えられる。それは、非常に低い水溶性、及び

大きなオクタノール水分配係数である。また、それは、土壌や堆積物の有機物質に結合することが予想され、

おそらく微生物は容易には生物学的に利用できないと思われる。さらに、DP には、加水分解に影響されやす

い官能基がなく、加水分解するとは思われない。モデルから、DP の好気性生物分解は非常に遅いと予測され、

ストックホルム条約ですでにリストに入っている同類の化学物質（マイレックス、クロルデン、ヘプタクロ

ル、ディルドリン／エンドリン、アルドリン及びエンドスルファン）と同様である。DP は深層土壌や堆積物

の中で検出され、その残留性が示唆される。モニタリングデータから、土壌や堆積物の中で時間とともに分

解するのは限られており、DP が残留性であると結論される。このことは、土壌の中の DP 半減期が 180 日よ

り長いことを示す最近の実験室での研究で追認されている。 

8. 生物濃縮係数が 5,000 を上回ることが、最近の魚における DP に関する研究で報告された。また 5,000 L/kg を

上回る DP の生物濃縮係数に対応する排泄半減期と、１を上回る生物蓄積係数及び栄養濃縮係数が、さまざま

な食物連鎖と場所（南極の食物連鎖を含む）で報告された。欧州連合では、DP が非常に残留性で、非常に生

物蓄積性な物質（very persistent and very bioaccumulative substance、vPvB）であることが確認されている。 

9. 一般住民は、食品と飲料水の消費、屋内と環境大気の吸入、及び DP を含む塵芥の吸引と経口摂取により DP 
にばく露される。DPは、多くの地域の人の血液と母乳から検出されている。さらに、人の胎児は、臍帯血を

経て DP にばく露される可能性があり、乳児が DP にばく露される重要な原因は母乳である可能性がある。中
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国では、最高レベルの DP が、職業上ばく露された労働者、ならびに生産施設及び電子廃棄物リサイクル施設

の近くに住む住民に観察された。 

10. 入手可能な動物実験では、人及び他の生物の経口、吸引または経皮経由の DP 摂取による急性毒性の懸念は小

さいことが示唆されているが、DP に関する毒性データは限られており、慢性的な毒性に関する研究はない。

DP を用いた毒性研究では、例えば、酸化的損傷、神経毒性の兆候、及び内分泌かく乱の可能性といった影響

について報告されている。酸化ストレスは、海洋マクロ藻、魚、海洋二枚貝、ミミズ、鳥類及びマウスで観

察されている。DP にばく露された海洋マクロ藻類では、低濃度で光合成が弱められた。神経毒性は魚で観察

され、また神経毒性の可能性がミミズで観察された。内分泌系変調作用の可能性は魚について説明があり、

いくつかの疫学的研究では、人において分泌系変調作用の可能性を示している。また、DP は一部の生物種に

おいて、血液脳関門を通って母親から子供に移行することが報告されている。ゼブラフィッシュ胚を用いた

研究では、DP と 3-メチルフェナントレンとの共ばく露による相乗効果として、神経毒性パラメータの相乗効

果と両化合物の生体蓄積量の上昇が示された。 

11. DP は、遠隔地を含め、全世界の環境中で広く検出されている。入手可能な科学的なデータでは、DP が動物

及び人において残留性と生物蓄積性があり、場合によっては有害となる可能性があることが示されている。

DP は、生産現場と使用現場から遠い場所へと移動する。したがって、DP 並びにその syn-異性体及び anti-異
性体はおそらく、長距離環境移動の結果として健康及び／または環境に悪影響を及ぼし、それゆえ、世界的

な措置が正当化されるものと結論付けられる。 

1. 緒言 

12.2019 年 5 月、残留性有機汚染物質（POPs）に関するストックホルム条約の付属書 A、B、及び／または C に、

塩素系難燃剤（flame retardant［FR］）デクロランプラス（CAS No. 13560-89-9）とその syn-異性体（CAS No. 
135821-03-3）及び anti-異性体（CAS No. 135821-74-8）を含めるという提案をノルウェーが提出した。提案

（UNEP/POPS/POPRC.15/3）は条約の第 8 条に従って提出され、2019 年 10 月の残留性有機汚染物質検討委員会

（Persistent Organic Pollutants Review Committee［POPRC］）の第 15 回会議において検討された。 

13. 市販の混合物「デクロランプラス」TM は、1960 年代から使用されている添加 FR である（Shen et al., 2011）。

デクロランプラスには、略語 DP または DDC-Co が一般的に用いられている。本リスクプロファイルでは、DP を

使用する。 

1.1 化学的同一性 
14. 技術的混合物デクロランプラス TM（CAS No. 13560-89-9）には、syn-異性体 DP（CAS No. 135821-03-3）と

anti-異性体 DP（CAS No. 135821-74-8）の 2 つの立体異性体（syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の比率が約 1：3 ま

たは約 25%と 75%の比率で存在する［Sverko et al., 2011］）を含む市販の製剤である。北米の製造業者 OxyChem
によれば、そこの市販品は、約 35%の syn-異性体 DP と 65%の anti-異性体 DP である（OxyChem, 2013）。江蘇安

邦電化有限公司と OxyChemの製造業者からの市販 DP の syn-異性体 DP 分率（fsyn）値は、0.20～0.41 の範囲にある

（Wang et al., 2010a）。 

15. DP とその 2 つの異性体の化学的同一性と、モデル化された物理化学的性質と実験的な物理化学的性質を下記

の表 1 及び表 2 に示す。DP とその 2 つの異性体の構造式を以下の図１に示す。 

表 1 デクロランプラスとその syn-異性体及び anti-異性体の化学的同一性 

CAS 番号： 13560-89-9（デクロランプラス TM）、135821-03-3（syn-異性体）、135821-74-8（anti-異
性体） 

IUPAC 名： 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18−ドデカクロロペンタシクロ−［12.2.1.16,9.02,13.05,10］オクタデ

カ−7,15−ジエン 

EC 番号： 236-948-9 

EC 名： 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18−ドデカクロロペンタシクロ ［12.2.1.16,9.02,13.05,10］オク

タデカ−7,15−ジエン 

分子式： C18H12Cl12 

分子量： 653.73 g/mol 
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別名： ビス（ヘキサクロロシクロペンタジエノ）シクロオクタン； 
1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14−ドデカクロロ− 
1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a−ドデカヒドロ− 
1,4:7,10−ジメタノジベンゾ［a,e］シクロオクテン； 
ドデカクロロドデカヒドロジメタノジベンゾシクロオクテン 

商品名 
 

デクロランプラス 25（Dech Plus）；デクロランプラス 35（Dech Plus-2 ）；DP-515；デ

クロラン 605；デクロラン A：DP；Escapeflam DK-15（中国）；PyroVex SG（等級 515, 
25 and 35） 

 

 

 

 
図 1 DP とその 2 つの異性体の構造式 

 

表 2 デクロランプラスとその syn-異性体及び anti-異性体の一部の物理化学的特性の概要 

特性 値 参考文献 

20 °C、101.3 kPa での物理的状態 硬い白い粉末 ECHA, 2017d 

融点／凝固点 340-382 °C  
350 °C 

ECHA, 2017d 
OxyChem, 2004b 

蒸気圧 0.006 mm Hg ≙ 0.8 Pa (200 °C) OxyChem, 2004b 

水溶解度＊ <1.67 ng/L (20 – 25 °C) 
0.044 – 249 g/L（不溶） 

ECHA, 2017d 
OxyChem, 2004b 

n-オクタノール／水分配係数、Kow 
（対数値） 

9.3 OxyChem, 2004b 

n-オクタノール／空気分配係数、Koa 
（対数値） 

12.26 OxyChem, 2004b 

堆積物／水分配係数、Kp（対数値） 6.65 OxyChem, 2004b 

空気／水分配係数、Kaw（対数値） 以下の対数Kawは25 °C推定値 

-3.2（測定した水溶解度と推定した蒸気圧
より） 

0.44（測定した水溶解度と蒸気圧より） 

-2.8（EPIWIN＊＊がlog KOW = 9を用いて推定
した水溶解度と蒸気圧より） 

-3.5（HENRYWIN＊＊＊v.3.20がBond法を用
いて予測した構造より） 

ECHA, 2017d 
 

＊ 水溶解度の正確な値には若干の不確かさがある（Chou et al.1979a）。しかし、すべての入手可能な測定値及び予測は、物質が非常に水溶性

に乏しいことを示している。 

以下のモデリングプログラムは、EPI SuiteTM 内の個別のモデルである。 
＊＊ ウィンドウズ版 Estimation Program Interface Suite 
＊＊＊ グループ寄与法及び結合寄与法を用いてヘンリーの法則の定数（空気／水分配係数）を算出する。データベースにフラグメントがないた

め、グループ寄与法は DP に適用できないため、結合寄与法の結果のみを示す。 

16. DP は、2 モルのヘキサクロロシクロペンタジエンと 1 モルの 1,5−シクロオクタジエンからディールスアルダ

ー反応により生成する。市販の工業用ヘキサクロロシクロペンタジエンには、多くの低レベル不純物、例えば、テ

デクロランプラス anti- （または外部） デクロランプラス syn-（または内部) デクロランプラス 
(CAS no. 13560-89-9) (CAS no. 1358 21-74-8) (CAS no. 135821-03-3) 
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トラクロロエチレン、ペンタクロロシクロペンテノン、オクタクロロシクロペンタジエン、ヘキサクロロブタジエ

ン、及び表に記入されている POPs、ヘキサクロロベンゼン、ペンタクロロベンゼン、及びマイレックスが含まれ

る可能性がある（U.S. EPA、1978）。DP モノ付加体（DP monoadduct［DPMA］）がジ付加体ディールスアルダー

プロセスによる DP 合成中の部分反応を通して形成される可能性があり、市販の DP 中に不純物として存在する

（Sverko et al., 2010）。また、より少ない数の塩素原子を含む DP 化合物、例えば、モノ脱塩素化 DP（DP-1Cl ま
たは DP-Cl11）も市販物質の不純物として生じる可能性がある（Li et al., 2013b）。 

17. DP はストックホルム条約ですでに表にある物質（アルドリン、マイレックス、及びクロルデコンなど）と、

構造的に類似している。ストックホルム条約で表にある類似構造、デクロラン関連の物質、及び脱塩素化 DP の物

理化学的性質は、UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の表 1-2 に記載されている。定量的構造活性相関（Quantitative 
structure-activity relationship［QSAR］）モデリング（Sverko et al., 2011、Feoet al., 2012）と製造業者による試験

（EHSI、2004）では、DP が POPs の典型的な特徴を有することを示している（EHSI、2004 年；Sverko et al., 2011、
Feoet al., 2012）。 

1.2 POPs 検討委員会の付属書 D の情報に関する結論 
18.  POPs 検討委員会の第 15 回会議で、DP（CAS No. 13560-89-9）とその syn-異性体（CAS No. 135821-03- 3）及

び anti-異性体（CAS No. 135821-74-8）を残留性有機汚染物質（POPs）に関するストックホルム条約に基づき表に

記載するというノルウェーによる提案を評価し、DP とその syn-異性体及び anti-異性体が決定 POPRC-15/4、付属

書 D（UNEP/POPS/POPRC.15/7）に定める審査基準を満たすものと結論した。委員会はこの提案をさらに検討する

ことと、条約の付属書 E に従ってリスクプロファイル草案を作成することを決定した。 

1.3 データソース 
19. リスクプロファイル草案は、以下のデータソースに基づくものである。 

(a) ノルウェーが提出した推薦報告書（UNEP/POPS/POPRC.15/3） 

(b) 条約の付属書 E の情報（Annex E、2019）及び付属書 E に従って当事者及びオブザーバーが提出した意

見書（Annex E、2020）：ベラルーシ、カナダ、エジプト、ドイツ、ハンガリー、モナコ、オランダ、

ニュージーランド、ルーマニア、タイ、カタール、大韓民国、パレスチナ国、国際汚染物質除去ネット

ワーク（International Pollutants Elimination Network［IPEN］）及び毒性に関するアラスカコミュニティ

アクション（Alaska Community Action on Toxics［ACAT］） 

(c) 報告書とその他の灰色文献、及び査読した科学誌の情報 

(d) 欧州連合（EU）の化学物質の登録、評価、認可、及び制限（Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals、REACH）の規則に基づく高懸念物質（Substance of Very High Concern
［SVHC］）として DP を特定することを支持する文書（ECHA、2017b, c） 

(e) カナダの審査評価報告書とリスク管理手法（Canada、2019a, b） 

1.4 国際条約下の化学物質の現状 
20.  DP がいずれかの国際条約に含まれていることは現在知られていないが、いくつかの国でその規制プロセスが

開始された。 

21. DP はカナダの国内物質リスト（Canada’s Domestic Substances List、DSL）に記載されている（ECCC、2019
年）。DP の最終審査評価が 2019 年春に、カナダ環境・気候変動省（Environment and Climate Change Canada、
ECCC）及びカナダ保健省により発表された（Canada、2019a）。この評価は、それが環境にまたは生物多様性に

即時のまたは長期的な悪影響を与えるまたは与えるかもしれない量や濃度、または条件で侵入しているまたは侵入

する可能性があるため、DP は環境に対する毒性の基準を満たしていると結論するものである。提唱された規制手

法は、2012 年に制定された特定有害物質禁止規則（Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations）を修正して、

DP 及び DP を含むすべての製品の製造、輸入、使用、販売または販売の申し出を禁止するというものである

（Canada、2019b）。 

22. EU では、英国が作成した付属書 XV の関係書類とリスク管理オプション分析に基づいて、DP（その syn-異性

体及び anti-異性体を含む）は SVHC として鑑定され、また、それが非常に残留性で非常に生物蓄積性であると考

えられるため、2018 年１月に REACH 候補リストに加えられた（ECHA、2017a）。 
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23. ノルウェーでは、2020 年までに段階的に DP の使用を減らしていくという国家目標を示し、2019 年１月に優

先物質のリストに DP が加えられた（Norwegian Environment Agency、2019b）。 

24. 輸入及び使用に関する特定の制限、承認及び通知要件が、米国（US）、ニュージーランド及びタイでも定め

られている（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の表 3 を参照）。 

2. リスクプロファイルに関連する情報（概要） 

2.1 発生源 

2.2.1 生産、流通、備蓄 

25. DP は、1960 年代から米国ニューヨーク州ナイアガラフォールズのフッカーケミカル社（現オクシデンタルケ
ミカル社［Occidental Chemical Company 、OxyChem］）により製造されてきた（Shen, et al., 2011）。米国では DP
を高生産量化学品（年間＞500 トン）と分類されており（Sverko, et al., 2011）、年間生産量は、1986 年以降 450 ～
4500 トンと推定された（Qiu, et al., 2007）。Oxychemの施設における生産は、2016 年中頃に終了した（ECHA、
2020a）。中国の淮安市にある江蘇安邦電化有限公司による製造は、2003 年以降年間 300～1000 トンであると報告
された（Wang, et al., 2010a）。全世界の年間生産量は約 5000 トンである（Ren, et al., 2008）。 

26. EU では REACH の下で、年間 100～1000 トンの DP の生産及び／または輸入総トン数を 2 業者が登録してい
る（１登録につき１製造業者）。2013 年以降の主要登録者である、製造業者 OxyChem US を代表するオクシデン
タルケミカルベルギーBVBA（Occidental Chemical Belgium BVBA）が、2017 年 12 月に REACH の下で「製造また
は輸入の中止」を通知し、もはや DP の生産や EU への輸入を行っていない（ECHA, 2020b）。江蘇安邦電化有限
公司を代表するオランダの ADAMA Agriculture BV 社は 2016 年以降、唯一の輸入業者／販売業者 Velsicol の登録者
であった。EU が輸入した最大量は、年間 300 ～400 トンであった。2019 年には、EU への輸入が 100 トンより少な
かった（公開論評期間中のオランダからの情報）。スウェーデンは、2006 年に 5 トンまた 2005 年には 11 トンの
DP の使用を登録した（Kaj, et al., 2010）。 

27. カナダでは、2011 年と 2016 年に CEPA の第 71 節の下で行われた調査に基づき、1,000 kg から 10,000 kg の DP
（一部の製品に含まれる DP を含む）が、数社により輸入された（Canada, 2019a, b）。政府の調査（2010 年、2014
年及び 2016 年）から集められた情報に基づくと、韓国では、DP はこれまで製造されていない。DP は 2010 年には
輸入されなかったが、約 40 トンが使用された。2016 年には 11 トン輸入され、17 kg が使用された。DP は 2010 年
以降輸出されておらず、その間 0.9 トンの DP が輸出された（付属書 E の情報、韓国）。 

2.1.2 用途 

28.  DP は現在、市販のデカブロモジフェニルエーテル（c-decaBDE）の代替品／代用品として、また難燃剤（FR）
として使われるマイレックスの代用として販売されている（Hoh, et al., 2006）。DP は電子配線とケーブル、自動
車、プラスチック屋根ふき材料、及び、テレビとコンピュータのモニタの硬質プラスチックコネクタ、ワイヤ被覆
剤、及び家具などに FR として用いられている（Zhang, et al., 2015、付属書 E［2019 年、2020 年］）。また DP は
航空宇宙産業において FR として、さらには他の応用分野において幅広く用いられている（AIAC［2020］）。DP
は種々の成形剤の添加物として、多くの航空機部品（例えばキャビン内部のパネル、導管材料、エンジンなど他の
部品）で頻繁に使用されている。中国の最近の研究では、DP は種々の建築材料から検出されている（Hou, et al., 
2018）。壁紙（不織布、PVC、紙）、ラテックス塗料、板材（例えばラミネート加工の床、ファイバーボード、加
工木材）、接着剤、シール材、PVC の配管及び発泡剤（例えば吸音発泡剤や発泡ポリスチレンパネル）のサンプ
ルには、検出ゼロから 5.1ng/g までの DP が含まれていた（Hou, et al., 2018）。カナダでは、DP は自動車製造で FR
として使われる（Canada、2019b）。オランダの付属書 E の情報では、自動車のパワートレイン、冷却系、シャシ
ー及び車体部分に使用されていることが確認されている（Annex E［2019 年］）。 

29. DP は、FR として多くのポリマー系で使われている。この系統は通常、熱可塑性物質または熱硬化性物質で
ある。DP が含まれている可能性のある熱可塑性物質として、ナイロン（Weil and Levchik, 2009、KEMI, 2019）、
ポリエステル（KEMI, 2019）、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）、天然ゴム、ポリブチレンテレ
フタレート（PBT）、ポリプロピレン、及びスチレン・ブタジエン・ゴム（SBR）ブロック・コポリマー
（OxyChem, 2007）がある。DP は、熱硬化性物質、例えばエポキシ及びポリエステル樹脂、ポリウレタンフォー
ム、ポリエチレン、エチレン・プロピレン・ジエン・モノマー・ゴム、ポリウレタン・ゴム、シリコンゴム、及び
ネオプレンで使要されている可能性がある（OxyChem, 2007）。これらの材料の中の DP 量は、PBT 中の 8% から
シリコンゴム中の 40% の範囲に及ぶ（OxyChem, 2007）。 

30. ある製造業者によると（OxyChem, 2007）、顧客が工業用に使用するためにのみ DP を製造している。しかし、
EU のデータによると、業務用製品と消費者向け製品の両方を製造するために DP を使用している。より具体的に
は REACH 登録データによれば、EU/EEA の地域では産業現場では成形材や梱包材にまた専門業者の製品には DP
が使用されている（ECHA、2017a、 2019b）。REACH の下で、DP は以下の製品分類の産業用に使用するため登録
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されている。1） 接着剤、シール材、2） ポリマー製剤と化合物、及び 3） 半導体。産業現場におけるまた専門業
者が登録している最終的な用途は、次のとおりである。1） 調剤の調合（混合）及び／または梱包（合金を除く）、
2） プラスチック製品の製造（調合及び転化を含む）、及び、3） コンピュータ、電子及び光学製品、電気機器の
製造。消費者が使用する段階の製品の耐用期間中、以下の製品分類での使用が登録書類に示されている。1） 自動
車、2） 機械、機械部品、3） 電気／電子製品、4） 生地、織物及び衣類、及び、5） プラスチック製品。加えて、
航空機部品の接着剤に使用することも示されている（ECHA, 2020）。小規模な DP の使用としては、花火の製造
（ECHA, 2019）があるが、これは EU/EEA では使用が登録されていない。 

31. 2011 年に、典型的な構成の電子廃棄物電子廃棄物サンプル 220 トンがスイスのリサイクル施設で処理され、
さまざまな発生の流れが分析されている。最大の DP の流れは、細粒プラスチックと消費製品（例えばモニタ及び
ラップトップケース）からのプラスチックからであった（Taverna, et al., 2017）。 

32. 2 台の TV と１台のコンピュータのプラスチックケースから DP が検出されたが、中国のリサイクル施設から
集められた類似機器の回路ボードからは検出されなかった（Li, et al., 2019c）。また、中国の広東省でリサイクル
された ABS から DP が検出された（Cao, et al., 2020）。 

33. PyroVex®の事業者によれば、その SG は、DP を 99%含む添加剤 FR である（Velsicol Chemicals LLC, 2020）。
PyroVex® SG は通常、プラスチックや他の材料に混入され、また、性能要件を満たすために単独で使われるか、補
完的な成分と調製される。それは、難燃性ワイヤやケーブル用に、またコンピュータや他の電子装置に用いる電気
コネクタ用の FR として売買される。PyroVex® SG の等級 515、25 及び 35 は、平均粒径は異なるが同じ化学混合物
である。 

34. DP を REACH の付属書 XIV に含めるための第 9 次推奨草案に関する公開 EU 協議 2018 年 9 月から 12 月 5 日
まで開催され、その際に、多くの会社が添加剤 FR として DP を使用する用途を明らかにした。明確にされた用途
は、航空産業と自動車産業での用途、ケーブル絶縁用重合化合物への用途、及び花火の製造への小規模な使用であ
った（ECHA, 2017e）。 

2.1.3 環境への放出と排出 

35. DP とその異性体は意図せずに生成されることはない。環境中の DP とその異性体は、人間活動の結果として
存在する。 

36. DP は、多くの活動、例えば生産、使用、リサイクル及び廃棄物処理、さらには埋め立て地の浸出液や流出液
及び汚水処理によって、環境に放出される（Wang, et al.,  2016、Wang and Kelly, 2017）。DP は汚泥から検出され
（de la Torre, et al., 2011、Barón, et al., 2014 a、Norwegian Environment Agency, 2018b、2019a、Ji, et al., 2018）、また
汚水処理工場（wastewater treatment plant［WWTP］）の汚水汚泥から（Davis, et al., 2012）検出された。また、DP
に汚染している WWTP からのスラッジが、土壌強化として使用され（Wu, et al., 2017）、また肥料として用いられ
る（Dai, 2011、Ji, et al.,、2018 で概説された）可能性がある。さらに、DP の syn-異性体と anti-異性体は、オスロ
市ノルウェーの雨水の粒子割合中に検出された（Norwegian Environment Agency, 2018b、2019a）。 

37. カナダの WWTP からの試料について塩素化 FR を調査した。DP の検出頻度は、廃水及び汚水汚泥試料の両方
において 90%より大きかったが、除去効率の中央値が総 DP で 51%と 66%の間であった（Shanmuganathan, et al., 
2018）。上海の従来の WWTP において、DP レベルは廃水中に平均濃度 0.46ng/L（範囲：0.05∼1.40ng/L）で検出さ
れた。スラッジには、1.1～2.0ng/g の範囲の DP が含まれていた。anti-異性体 DP の比率（fanti）は、syn-異性体 DP
（fsyn）の比率より一貫して大きかった。fanti値の平均は 0.16～0.33 の範囲にあり、2 つの市販 DP 混合物の範囲内に
あった。上海のすべての WWTP からの下水スラッジを経た DP の年間放出は 164.8g であると推定された（Xiang, 
et al., 2014）。 

38. DP は電気・電子機器の FR として使われ、電子廃棄物電子廃棄物のリサイクルは環境への DP 放出源である
ことが報告されている（Wang, et al., 2016）。中国のリサイクルの現場では、土壌中に非常に高レベルな DP
（3,327ng/g）が検出された。これは、電子廃棄物リサイクル活動が中国の DP 排出の重要な発生源であることを示
唆している（Yu, et al., 2010）。スイスの研究では、電子廃棄物中の総 DP 濃度は 33±11mg/kg であった。これは、
2011 年にスイスのすべての電子廃棄物から発生する 2.3±0.9 t/year の年間 DP 量に置き換えられる（Taverna, et al., 
2017）。 

39. 屋内の塵は、消費財から放出される DP を含む多くの汚染物質の吸収源及び移送体である。屋内の塵はまた、
生活廃水のみを受ける WWTP の汚染物質の主発生源であると考えられる（Katsoyiannis and Samara, 2004 年、
Xiang , et al., 2013）。DP は屋内の塵中に、0.08～124,000ng/g の範囲で検出された（Newton, et al., 2015、Wong , et 
al., 2017、Cao, et al., 2014、Lee , et al., 2020）。製造、WWTP、電子廃棄物リサイクル、埋め立地などからの放出及
び排出に関する付加的情報については表 4 を、また、屋内の塵及び空気については UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14
の表 12 を参照のこと。 
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2.2 環境中運命 

2.2.1 残留性 

40.DP は種々の環境区画内で化学的に安定し、非生物的分解がほとんどまたは全くない（Wang, et al., 2016 概説、
ECHA, 2017d、Canada, 2019a）。非常に低い水溶性と高い log Kowのため、DP は土壌及び堆積物の有機炭素と結合
すると思われ、おそらく微生物にとって生物学的に利用可能ではない（Wang, et al., 2016）。表層水、堆積物また
は土壌中における DP の分解に関して測定された半減期データはない（ECHA、2017d）。しかし、DP の物理化学
的特性は 3 つの異なるモデル（EPISuite、SPARC 及び、Absolv）を用いて予測され、推定された半減期は水で 180
日、土壌中で 3,650 日及び堆積物中で 1,621 日と予測された（Zhang, et al., 2016）。 

41. DP には加水分解されやすい官能基はまったくなく、加水分解が、関連する分解プロセスとは思われない
（Canada、2019 年 a、ECHA、2017 年 b）。空気中（Sverko, et al., 2008、Wang, et al., 2011、Li , et al., 2013b、Wang , 
et al., 2013b、Tao , et al., 2015）、及び水中（Chou, et al., 1979b）における DP の光分解の研究は、ECHA（2017d）
及び Canada（2019a）で概説されている。大部分のデータは、自然条件（例えば、溶媒の使用や光度の違い）に直
接関連付けられない管理された実験室での研究から得られたものである。 

42. 空気中の光分解の研究は、anti-異性体 DP が空気中で syn-異性体 DP よりも光分解可能であるかもしれないこ
とを示唆している。さらに、DP は自然条件下で、空気中において比較的光に対して安定していると考えられるが、
いくつかの研究において、光分解及び低塩素化デクロランの形成、及び他の分解生成物が報告されている。第一に、
自然条件の下で、空気中の粒子への DP の吸着が期待される。これは、光分解率を低下させ、結果として空気中の
半減期が長くなる（Canada, 2019 a）。第二に、Wang ら（Wang et al., 2013b）の研究では、n–ノナン中における DP
（anti-異性体 DP、syn-異性体 DP 及び市販の DP）の光分解がキセノン灯を用いた光照射により調査され、脱塩素
による急速な光分解が 200～750 nmの光の下で見られた。最初の 5 分間で > 50% が分解し、30 分後に 99% が分解
した。分解は 280～750 nmの光ではずっと遅く、4 時間後に 20% のみ消失したことが観察された。200～280 nm
（UV-C）における脱塩素副産物の量子収量は、280~320 nmの場合より約 2～3 桁多く、320～750 nmの範囲では収
量は検出されなかった（Wang et al., 2013b）。したがって、可視光（>400 nm）及び UV-A 光（320～400 nm）で、
DP は n–ノナン中で無視できる程度の分解しか示さなかったが、UV-C（200～280 nm）は、DP の光分解で大きな
役割を果たし、場合によっては有効な DP 除去法になり得る。大部分の環境中 UV ばく露は 315～400 nm の範囲の
波長を有する UV-A 光であるため、これらの所見は、DP は環境中で光安定に違いなく、地表における自然光条件
下では、限定された分解しかしないことを示している。さらに、1～4 個の塩素が DP から取り除かれて水素と交換
される逐次的分解プロセスが観察され、主な全反応が光還元で、DP の光脱塩素につながったことを示唆した
（Wangry et al., 2013b）。脱塩素はまた、Li らにより観察された（Li et al., 2013b）。この研究では、anti-異性体 DP、
syn-異性体 DP 及び市販の DP の溶液を紫外線にさらすことによって、3 件の光分解実験が実行された。anti-異性体
及び syn-異性体 DP-Cl11に加えて、少なくとも 2 つの未知の製品が、ばく露後のすべての試料で、また試験物質で
確認された（Li et al., 2013b）。 

43. 水中の光分解に関する唯一管理された実験室で行われた研究は、Chou ら（Chou et al., 1979b）によるものであ
った。Chou らは、>290 nmの波長を発する水銀灯を用いて、5 % アセトニトリルを含む水溶液中の DP の光転移を
168 時間測定した。Canada（2019a）の研究では >24 年の DP 半減期が報告されているが、ECHA （2017d）は水中
での光転移速度定数は <6×10-4/h と算出し、それは >48 日の半減期に等しいと報告している（Chou et al., 1979b）。
ECHA（2017d） によれば、試験溶液に溶媒が含まれており、DP の初期濃度が 1ppm（1mg/L、純水中における報
告された可溶性より著しく高い濃度）であったため、この研究からの所見は自然条件を直接代表するものではない。 

44. 一般に、モデル予測は、DP の好気性及び嫌気性生物分解が非常に限られており、また、DP は水、土壌及び
堆積物中において残留性であることが予期されるという実験的な所見を支持する（Canada, 2019a）。BIOWIN 
v4.10 モデル（US EPA, 2012）、Catalogic （2012）、及び TOPKAT （2004） を用いた予測はすべて、DP の生物分
解が非常に遅いことを示している（Canada, 2019a、ECHA, 2017 d）。ECHA （2017 d） は、BIOWIN v4.10 モデル
及び関連した不確定度から推定したデータに基づいて、「DP は生物分解しそうにない」と結論している。DP につ
いて得られた BIOWIN の結果は、多くのヘキサクロロ・ノルボルネン含有類似化学物質と同様で、DP が類似化学
物質（例えばストックホルム条約下で POP としてすでに記載されているマイレックス、クロルデン、ヘプタクロ
ル、ディルドリン／エンドリン、アルドリン及びエンドスルファン）と同じくらい残留性であることを示している。
さらに、DP について予測される 2 つの考えられる微生物分解経路は、POP 類似体について予測されるものと同じ
である。ECHA （2017 d） によれば、これらの経路についての代謝速度は、すでに記載された POP より著しく水
溶性が低い DP について、より急速である可能性は低い。BIOWIN v4.10 モデルの有効性は、ECHA （2017d） で詳
述される。不確かさがいくらか見受けられるが、BIOWIN v4.10 は DP についての有効なモデルであると一般に考
えられている。 

45. 以上のモデリング結果に沿って、Canada （2019 a）で述べられる実験室試験は、DP が好気性条件下ではおそ
らく生物分解しないことを示した。活性汚泥生分解試験（改訂 MITI OECD 301C）では 2 週間で 0.6% の生物分解
を報告した（US EPA, 2011、Japan J-CHECK, 2020a も参照のこと）。また、廃水汚水汚泥を用いた 21 日間の試験
では、0% の生物分解性が示された（US EPA, 2009）。 
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46. モニタリング研究は、DP が残留性で、堆積物中の生物分解は制限されるという追加の証拠を提供する。DP
は懸濁堆積物中において残留性で、約 17 年の半減期を有することが分かった（Sverko et al., 2008）。Qiu らの研究
（Qiu, et al., 2007）では、DP が初期堆積後、30 年以上にわたって依然として存在していることを示唆している。
この研究において、DP はオンタリオ湖（カナダ）中心部からの堆積物中で測定され、1980 年頃に対応する層で検
出された。時間と共に増加する fanti値の線形トレンド［r2 = 0.739、表面（新しい）堆積物の平均 0.76 から、1980
年頃に対応するさらに深い層の >0.90 まで］が観察され、anti-異性体 DP が syn-異性体より堆積物中で残留性であ
る可能性を示唆した。しかし、この時間にわたる市販のバッチの fantiの偏差は知られておらず、この所見はまた、
syn-異性体 DP が anti-異性体 DP に異性化したことを反映しているのかもしれない。Qiu ら（Qiu, et al., 2007）の調
査結果と同様、淡水中（Wang et al., 2010）及び海洋沈殿物（Fang, et al., 2014）における DP 及び fanti 値に関する他
の研究ではそれぞれ、淡水堆積物中における syn-異性体 DP の立体選択的減損の可能性、及び anti-異性体 DP の濃
縮について報告している。anti-異性体 DP の濃縮は、堆積物中における syn-異性体の優先的生物分解性による可能
性があると説明されている。 

47. また、土壌中における DP の分解に関するいくつかのデータも入手可能である。最上層農地土壌（pH = 7.1、
64.2% のシルト、25.6% の砂、10.2% のクレー、及び 3.12% の有機物から成る）中における DP の分解が、0.1、1、
及び 10mg/kg の初期 DP 濃度を得るよう DP のアセトン溶液を土壌にスパイクすることによる管理実験室条件で調
査された。25 °C で 260 日間の培養後、初期 DP の 4.2～8.2% が分解された（Cheng et al., 2019）。転換を調査する
ために開発されたモデルシミュレーションにより、転換率が時間とともに変わりやすく、統計的に互いと異なるこ
とが示された。DP の半減期は 1325～2948 日の範囲にあると推定し、土壌中の環境残留性をさらに示した（Cheng 
et al., 2019）。また、syn-異性体 DP は、中国の製造施設の近くで採取された土壌中では 100 cmの深度までほとん
ど変化しないことが報告され（Wang et al., 2010 a）、おそらく、異性体に特有の分解または優先的吸着は、土壌に
おいて大きな影響を与えないことを示唆している。DP 濃度は、表面土壌（0～5 cm）で最も高く（837 μg/kg、乾燥
重量 ［dw））、深度 60 ～70 cmで 9.16μg/kg-dw、及び深度 90～100 cmで 3.84μg/kg-dw まで減少する。fanti値は土
壌深度によってほとんど変化せず、表層の 0.75 から最も深い層（90～100cm）の 0.67 の範囲であった。この調査
の著者らは、自身の矛盾する知見を説明している。その一方で著者らは、自らの成果は、中国の市販の製品で測定
された fanti値 0.60 と比較すると、土壌中における syn-異性体の立体選択的減損を意味すると述べている。また他方
で、異性体に特有の微生物分解または優先的吸着は、土壌において大きな役割を果たしていないとも述べている。 

48. DP は、水、土壌及び堆積物中において残留性であると思われる。空気中の粒子に対するその結合性、及び入
手可能な実験室での研究、及びモデル化データに基づくと、DP はまた、自然条件で空気中で残留性であると考え
られる。分解可能性及び微生物代謝経路のモデリング研究は、DP の生物分解性がおそらく非常に遅いこと、DP が
ストックホルム条約下で記載される類似の物質より、いくらかでも速く分解される可能性は低いことを示唆してい
る。モニタリングデータは、土壌及び堆積物中における経時的分解が限られることを示し、DP が残留性であると
する結論を支持している。また、土壌中の DP の残留性は、管理された実験室での研究により最近追認された。 

2.2.2 生体内蓄積及びトキシコキネティクス 

49. DP の log Kowが 9.3 であることが報告されている（OxyChem, 2004 b）。大きな log Kow及び非常に低い水溶性
は（表 2）、DP が非常に疎水性で、有機物質に対する分配することを示す。これは、6.65 という比較的大きな対
数堆積物 − 水分配係数（log Kp）によっても支持されている。安定したばく露レベルを維持することが困難である
ため、これらの特性は水系の実験室での研究の実行を困難にする。したがって、水系ばく露は、生体内蓄積能に関
しては、重要性が限られているであろう。しかし、多くの現地調査によって、魚類が著しく摂取していることが.
示されている（Guo et al., 2017、Malak et al., 2018、Kurt-Karakus et al., 2019）。 

50. 水系ばく露による魚類生体内蓄積の調査では、生物濃縮係数（bioconcentration factor［BCF］）値がストック
ホルム条約によって定められた生物濃縮基準（BCF 5000）を超える値が報告されている（Wang et al., 2019）。こ
の研究では、コイを水経由で連続的に 32 日間 DP にばく露させ（0.14～0.24ng/L の範囲で）、続いて 32 日間の排
泄期間を置いた。投与は 4 つのパッケージを用いて行われた。各パッケージは、１g の市販 DP 粉末（≥ 99% の純
度）を、フィルタスクリーンに封入された濾紙の中に含め、水槽の底部の中空鋼鉄ボールの中に置かれた。著者は、
定常状態の水中濃度に 3 日以内に達し、その後、平衡は維持されると推定した。syn-異性体及び anti-異性体の最大
濃度は 32 日目に観察され、それぞれ 440±28ng/g 湿潤重量（wet weight［ww］）及び 830±44ng/g-ww であった。平
衡が達成され、BCF は筋肉中の湿潤重量濃度、及び摂取定数と排泄定数の比率に基づいて算出された。報告され
た BCF 値は、syn-異性体及び anti-異性体 DP についてそれぞれ 5,700 L/kg 及び 9,300 L/kg であり、排泄半減期は、
syn-異性体及び anti-異性体 DP についてそれぞれ 6.3 日及び 7.2 日であった（Wang et al., 2019）。1974 年に行われ
た生体内蓄積試験では説明が十分ではないが、コイを水中濃度 2.7mg/L 及び 0.27mg/L の DP に 8 週間ばく露したと
ころ、BCF = 87～121 を示した（Japan J-Check, 2020b）。魚類で観察されるレベルに関する情報は提供されなかっ
た。 

51. 排泄半減期は生体内蓄積の重要な尺度である。英国環境庁（UK Environment Agency［EA］)の 2012 年の分析
によれば、8～10 日程度の排泄半減期は、脂質正常化と成長修正された BCF が 5,000 L/kg より大きいことを示す。
ニジマスの幼魚を使用した実験室での餌料投与による生物蓄積性試験では、DP の排泄半減期（肝臓を除いた全身）
は、anti-異性体については 30～ 40 日、syn-異性体については 50～70 日であると報告され、非常に生物蓄積性の物
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質であることが強く示された（Tomy et al., 2008）。いずれの異性体も、ばく露の 49 日後に定常状態に達しなかっ
た（Tomy et al., 2008）。南極からの水生の食物網研究の結果（Na et al.,2017）では、Tomy ら（Tomy et al., 2008）
の結果と一致して、anti-異性体 DP のより大きな生体内蓄積を観察した。しかし、コイを用いた実験室での研究は、
組織特異的な偏差を示した（Tang et al., 2018）。さらに、モデル化研究（Larisch and Goss, 2018）と魚類による経
口摂取の測定値（Tomy et al., 2008 年）との比較は良く一致し、食物を介した DP のような超疎水性化学物質の生体
内蓄積が信頼性良く予測され得ることを示した。物質は魚類によって代謝されないため、DP の摂取は遅いが、最
終的に相当な生物濃縮になる（Larisch and Goss, 2018）。Wang ら（Wang et al., 2019）で観察されたコイ筋肉の排
泄半減期は、Tomy ら（Tomy at al., 2008）で肝臓を除いた全体について観察された値よりわずかに短く、魚種及び
実験条件の違いが原因であると考えられた。 

52.anti-異性体 DP の生体内蓄積が、海洋緑巨藻 U. pertusa の幼生において、10-8mol DP/L（約 6.53mg/L に等しい）
への 21 日間のばく露後と 21 日間の排泄後に観察された（Gong et al., 2018）。累積 DP レベルは、7 日目及び 21 日
目でそれぞれ 127ng/g-ww 及び 206ng/g-ww であり、半減期は、syn-異性体及び anti-異性体 DP ついてそれぞれ
1.458 日及び 14.531 日であった。 

53. 強制経口投与によって 90 日間、異なる用量（0、1、10 及び 100mg/kg/d）の市販 DP 25 にばく露されたラット
において、DP は筋肉よりも肝臓に優先的に蓄積した。高投与量（10 及び 100mg/kg/d）では、syn-異性体 DP は組
織内で支配的であった。syn-異性体 DP の排出半減期は肝臓で約 179 日、筋肉で 44 日、及び血清で 24 日であり、
anti-異性体 DP ついては筋肉で 54 日、及び血清で 25 日であった。肝臓についての anti-異性体 DP の浄化時間は、
肝臓における浄化後の増加が有意でなかったため、算出されなかった（Li et al., 2013b）。 

54. いくつかのフィールド調査から、さまざまな食物網における DP の生物蓄積係数（biomagnification factor
［BMF］）及び栄養濃縮係数（trophic magnification factor［TMF］）が報告されている。温度、サンプリング時間、
繁殖状況、回遊、年齢、及び組織算出対全身算出のような要因）が、TMF の算出に影響を及ぼす可能性がある
（Borgå et al.,  2012、Franklin, 2016）。BMF（Tomy et al., 2007、Wu et al., 2018、Sun et al., 2015、Sun et al., 2017）
及び TMF（Sun et al., 2015、Kurt-Karakus et al., 2019、Na et al., 2017）が 1 を超えることが報告されているように
（南極における１つの研究［Na et al., 2017 年］を含む）、DP は淡水域から海洋域までの様々なな食物網で生物濃
縮する。中国南部の非常に汚染された場所から採取された両生類において、生体内蓄積及び母体への移行が観察さ
れた（Wu et al., 2018）。両生類は、水生生物相と陸生生物相の間の食物網において重要な栄養段階を占める。カ
エルと昆虫についての既知の捕食者と被食者との関係に基づいて、1 を上回る BMF（1.8～2.7）の DP の研究が報
告された（Wu et al., 2018）。中国南部の電子機器リサイクル施設近くにある淡水貯水池で行った DP の生物濃縮の
研究により、DP 異性体の TMF は、同じ食物網における PBDE 同族体の TMF より 2～3 倍大きく、非常に扱いにく
い PCB 同族体と同等であるか、より小さいことが分かった（Wu et al., 2010）。中国からの水生の食物網研究では、
1.9～3.1 の範囲の TMF が報告された。この研究では、DPMA、anti-異性体 Cl11-DP、及び anti-異性体 Cl10-DP につ
いては生物濃縮能（TMF >1）も報告され（Wang et al., 2015）、これも DP の生体内蓄積を評価するときに考慮し
なければならない。これらの物質の詳細については、第 1.1 節の化学的同一性を参照のこと。1 を上回る BMF を示
す 3 つの陸生研究がある（Yu et al., 2013、 She et al., 2013、Wu et al., 2018）。生体内蓄積研究に関する詳細は
UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の表 5 を参照のこと。 

55.   環境試料中の DP の異性体組成は、それらの生物相における異性体の選択的摂取または排出、生体内の蓄積、
及び立体特異的光分解のため、工業用製品とは異なる（Wang et al., 2015、Wang et al., 2016 で概説）。栄養レベル
（Peng et al., 2014、Tomy et al., 2007、Wang et al., 2015）、ばく露濃度（Li et al., 2013 a, b、Mo et al., 2013、Peng et 
al., 2015）、生涯サイクルの段階（Klosterhaus g et al., 2012、Sühring g et al., 2014）、野生生物の種及び組織（Peng 
et al., 2014 年、Zhang et al., 2011 年、Zheng et al., 2014 a）、及び立体選択的排出（Li g et al., 2019）が、生物におけ
る DP の立体選択的生体内蓄積の主因である。 

56. 鳥類の研究では、DP とその異性体の摂取、分布及び排泄の動態が複雑なことを示している。砂及び食物から
環境を介して DP にばく露され、電子廃棄物リサイクル施設の近くで飼育された鶏は、anti-異性体 DP の優先的蓄
積を示した（Zheng et al., 2014 a）。組織の脂質含有量が生体内分布の主因であったが、血液灌流の程度及び組織の
機能も重要な要因であった。さらに、研究は anti-異性体 DP の組織特異的蓄積を明らかにし、他の組織の 0.54～
0.59 と比べて、脳、脂肪、及び肝臓にさらに高いレベルの fanti（0.65～0.64）を示した。研究はまた、土壌及び鶏肉
中の同程度の anti-異性体 Cl11-DP 対 anti-異性体 DP 比率に基づいて、anti-異性体 Cl11-DP は生体内で DP から代謝さ
れるよりはむしろ、食餌を通して吸収されたことを示している（Zheng t al., 2014 a）。この情報は、syn-異性体
Cl11-DP と anti-異性体 Cl11-DP が、市販の DP-25 で検出されたという事実により支持されている。それゆえに、こ
れらの化学物質は市販の製品から生じたと推測される（Li et al., 2013 b）。 

57.   DP の生体内変化に関するいくつかの研究がある（Tomy et al., 2007,  2008、Ren et al., 2009、Sverko et al., 
2010）。DP は生体内で簡単には代謝されないことが示されており（Tomy et al., 2008、Xian et al., 2011）、Tomy ら
の結果は、魚類における DP の酵素誘発代謝は、もし起こったとしても低い可能性があることを示唆している。水
酸化またはスルホン化された DP の代謝物質は、魚肝エキス、または人血清において観察されなかった（Tomy et 
al., 2007、Re et al., 2009）。DP の分解生成物（例えばデカクロロペンタシクロオクタジエン［DP-Cl10］、またはウ
ンデカクロロペンタシクロオクタジエン［DP-Cl11ｚ］）は、鳥の卵（Guerra et al., 2011、Muñoz-Arnanz et al., 2011, 
2012、Zheng et al., 2014 a）、及びラット（Li et al., 2013）で検出されたが、いくつかの研究では、それらが摂取以
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前の生物的または非生物的プロセスを通して形成されるか、もしくは市販の生成物の不純物を通して形成されるこ
とも示唆されている（Sverko et al., 2008, 2010、Tomy et al., 2008、Zheng et al., 2010, 2014、Li et al., 2013）。また、2
つの追加の脱塩素類似体が、ウズラと試験物質で検出された（Li et al., 2013 a, b）。ウズラの卵の卵黄嚢に DP を注
入した研究では、DP の生体内変化は示されなかった（Briels et al., 2018）。これは 18 日目の鶏卵でも観察されたが、
ヒナが殻を破ったとき、新生のヒナの体内（残りの卵黄も含む）の syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の重量がそれ
ぞれ 5.9% と 15%著しく低下し、後期発育段階中にある程度の代謝活性が示された（Li et al., 2019）。 

58. 1980 年から 2000 年に保存されたエリー湖の魚（ウォールアイ）から DP が最初に検出され、魚に取り込まれ
ることが示唆された（Hoh et al., 2006）。入手可能なモニタリング調査から、DP が環境に広く分散することが示さ
れている（Canada, 2019a で概説、ECHA 2017b）。世界的な証拠から、DP の取り込みが水生と地上の生態食物網、
及び人体のような種々の生物相サンプルに起こることが明らかにされている（Wang et al., 2016 で概説）。フィー
ルドモニタリングデータは、DP が生物学的に取り込まれ、ベースライン麻酔に関連する重大な生体負担の考慮に
基づいた、生物相において懸念なレベルを超える可能性があることを示唆している（ECHA 2017b）。DP は、カナ
ダの 2 つの都市で採取された母乳サンプル（Siddique et al., 2012）、人血清（Brasseur et al., 2014; Yan et al., 2012: 
Ren et al., 2009; Chen et al., 2015）、及び臍帯血血清（Ben et al., 2014）、ならびに人毛髪（Chen et al., 2015）から検
出された。さらに、製造施設の労働者の血液及び毛髪から非常に高い DP 濃度が報告された（Zhang et al., 2013）。
生物相と人のサンプルからの検出に関する詳細ついては、UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の表 10 及び表 13 を参照
のこと。 

59. 要約すると DP に関して、5,000 L/kg を上回る BCF で暗示される長い排泄半減期が報告されている。DP の log 
Kowは 5 より大きく、5,000 L/kg を上回る BCF が、DP 異性体ついて魚類研究から報告された。加えて、BMF =1 及
び TMF =1 が、いくつかの生物及び食物網について報告された。多くの研究から、野生生物と人に DP が存在する
ことが明らかになった。現場モニタリングデータは、DP が生物学的に取り込まれ、高い生体負荷をもたらすこと
を示唆している（ECHA, 2017b）。これら一連の証拠は、DP が生物蓄積性であるという結論を裏付けるものであ
る。さらに EU は最近、DP を非常に生物蓄積性の物質（very bioaccumulative、vB）と特定した（ECHA, 2017a）。 

2.2.3 長距移動性 

60. 大気中の DP は疎水性が強く、また蒸気圧が低いため（第 1.1 節参照）、空気中の粒子に吸着する（Sverko et 
al., 2011; AMAP, 2017, Canada, 2019a）。モニタリング調査から、空気中 DP 粒子に結合した割合が平均で 99%に及
ぶと報告されている（Hoh et al., 2006）。海水中における測定値から、DP が粒子に吸着する傾向が確認されている。
東部グリーンランド海では、粒子に結合した DP の平均が、syn-異性体 DP の 97% 及び anti-異性体 DP の 80%を占
めた。大西洋の海水中では、粒子に結合した割合は平均で、syn-異性体 DP について 58%、anti-異性体 DP につい
て 75%であった（Möller et al., 2010）。 

61. 空気中 DP のモデル化された半減期（QSAR 推定）は 13.68 時間で、条約の付属書 D (d) (iii) に定める 2 日の基
準より短い（Sverko et al., 2011）。ただし、空気中の半減期は主に気相反応に基づき、粒子への吸着（これが DP
の一次移送形態であると推定される）後のより長い可能性のある半減期を考慮しないモデルを用いて導出している
（Sverko et al., 2011 で概説、Canada, 2019a）。デカ BDE のような同様の物理化学的性質を有する他の化学物質に
ついてすでに示されているように（Brevik et al., 2006、UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.2、POPRC-10/2）、粒子への
吸収により反応速度が遅くなり、空気中の実際の半減期が長くなり、粒子上の DP の LRET が助長される可能性が
ある（Sverko et al., 2011; Canada, 2019a）。ECHA （2017d）に記述されるように、空中で微粒子に強く吸着する蒸
気圧が低い物質の LRET は、それらが結合する微粒子の状態に支配され、大気中の条件（例えば乾期）が許せば、
遠隔地域への LRET を経験する。 

62. OECD POV 及び LRTP 選別ツール（残留性及び LRET 能について化学物質を選別するためのソフトウェアツ
ール）により実行されたモデル化研究（Wegmann et al., 2009）、 及び DP と DP 類似体及びベンチマーク化学物質
（α-HCH、HCB、PCB-101、PCB-180、PCB-28、HBCD、アトラジン、p-クレゾール、クロルデンプラス、Dec 602、
Dec 603、Dec 604 など）との比較は、DP が記載された POP についての範囲内の移送及び残留性特性を有し
（Sverko et al., 2011）、DP はある程度遠隔地域に沈着するかもしれないことを示唆している（Canada, 2019a）。し
かし、OECD POV 及び LRTP 選別ツールを用いて導出された結果は不確かさを伴う。なぜなら、モデルで使われ
る入力パラメータの大部分が、推定パラメータだからである（ECHA, 2017d; Sverko et al., 2011）。 

63. DP は遠隔地域の多くのさまざまな環境マトリックス及び生物相で検出された。例えば、北極の大気、雪、土
壌、堆積物、水中及び生物相（AMAP, 2017 で概説、Vorkamp et al., 2019a,b; Canada, 2019a）；南極の大気、土壌、
地衣類、蘚類、ペンギン、トウゾクカモメ、南極ゾウアザラシ、及び南極オットセイ（Möller et al., 2010; Gao et al., 
2018; Kim et al., 2015; 2018; Aznar-Alemany et al., 2019）、及びチベットの遠隔山領域の大気、土壌及び地衣類
（Yang et al., 2016a; Liu et al., 2018）。 

64. 北極の生物相では、海洋食物網内の種［シロクマ、ワモンアザラシ、タテゴトアザラシ、ズキンアザラシ、
シロイルカ・クジラ、シャチ、イッカク、シロカモメ、一般的なカモメ、ヨーロッパウミバトの卵、一般的なケワ
タガモ、ヨーロッパのシャグ、ミツユビカモメ、ミンク及びタラ（anti-異性体 DP だけ）］から大部分が検出され
た。また、陸生種及び淡水種、すなわちトナカイの汚物、ハヤブサの卵、及び陸地に囲まれたアルプスイワナを含
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む（AMAP 2017 で概説、Canada, 2019a; see also Norwegian Environment Agency, 2018a; Dreyer et al., 2019; Letcher et 
al., 2018; Green 2019; Verrault et al., 2018; Vorkamp et al., 2015; 2018; 2019a; Houde et al., 2017; Simond et al., 2017; 
Schlabach et al., 2011）から検出された。 

65. 下記第 2.3.1 節でさらに詳細に述べるように、遠隔地域の DP 濃度は一般に低いが、発生源地域のレベルより
必ずしも低くはない［UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の表 7 参照（注：INF は準備中）］。報告された検出頻度は
非検出から 100%検出までさまざまである。総括すると、入手可能なモニタリングデータから、DP は遠い地理的
距離を通って沈着する遠く離れた領域に移送され、受けとる環境に転送され、生物相に取り込まれることが示唆さ
れる（Sverko et al., 2011 で概説、AMAP 2017 and Canada 2019a; see also Möller et al., 2010; 2011; 2012; Na et al., 2015; 
Yang et al., 2013; Wang et al., 2010b）。 

66. Möller ら（2010 年）は、DP の LRET の可能性を実証する環境モニタリングデータを報告した最初の文献であ
った。この研究では、海洋境界層の大気と表面海水を、東部グリーンランド海から北部大西洋と南部大西洋を経て
南極大陸へ至る、海洋移送中にサンプリングした。DP 濃度は、大気中では 0.05 pg/m3から 4.2 pg/m3の範囲で、海
水では非検出から 1.3 pg/L の範囲であった。結果は、大気及び海水を経て移送する可能性があり、大気及び海水の
粒子に選択的に分配される可能性を示している（Möller et al. (2010)）。東部グリーンランド海で、緯度が増加する
と共に大気中の DP 濃度が減少していることを著者らは観察した。その所見は、おそらく UV 分解によって LRET
の間に生じる、anti-異性体 DP の立体選択的減損を反映したものであることを提案するものである。緯度の増加と
共に濃度レベルが減少する傾向は、海水サンプルには反映されていなかった。この研究では、西ヨーロッパが海洋
環境の DP 発生源地域として確認された。気塊の遡上軌跡の分析から、海洋、北極、大陸の気塊が混在しているこ
とが示された。北部のいくつかの地点で観測された海水中の DP 濃度は、大西洋と北極海に由来する水塊と、融解
した陸氷からの淡水の流入の組み合わせによるものであると考えられる。 

67. 東シナ海から北極への海洋移動（Möller et al., 2011）では、DP 濃度は大気中で 0.01～1.4 pg/m3、及び海水中で
0.006～0.4pg/ L の範囲であった。この海洋環境における DP 発生源がアジア大陸であると特定され、大気 − 海水交
換は大気から水中への DP 沈着であることが示された。チュクチ族海／ベーリング海地域の大気中 DP 濃度は、発
生源地域と比較して一般に低かった。また、緯度の増加とともに減少する DP 濃度がこの研究においても観察され
たが、濃度は検出限界に近かった。 

68. 同じ著者による海洋境界層の大気中 DP に関するもう一つの研究で、大気サンプルが、東インド群島からイン
ド洋へ、更に南極海に向けたサンプリングにおいて採集された（Möller et al., 2012）。syn-異性体 DP と anti-異性体
DP が、0.26 pg/m3から 11 pg/m3の濃度ですべての海洋大気中サンプルから検出された。測定された濃度は、海洋大
気中で以前報告された DP 濃度の範囲内で、最高濃度は東インド群島において検出された
（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の表 6 及び表 7 を参照）。 

69. Vorkamp ら（2019a）が説明するように、現在までの北極大気中最高 DP 濃度が、2012 年にグリーンランドで
検出された。報告されたグリーンランド大気中平均 DP 濃度は、2012 年、2014 年と 2014 年から 2016 年の期間に
おいて、それぞれ 6.7pg/m3、0.64pg/m3、及び 4.2pg/m3であった（Vorkamp et al., 2015; 2019a）。北極の他の地点の
大気サンプルからも DP が明らかに検出された。これらの地点はカナダ北極圏の Alert（Xiao et al., 2012）、ノルウ
ェー北極圏の Longyearbyen（Salamova et al., 2014）及びカナダ亜北極地帯の Little Fox Lake（Yu et al. 2015）である。
これらの地点で報告された平均 DP 濃度はそれぞれ、0.75pg/m3、1.2pg/m3、及び 0.25pg/m3であった。また、北部フ
ィンランドの Pallas の大気中において、平均濃度 0.039pg/m3の DP が検出された（Haglund et al., 2016）。 

70. 北極から遠く離れた他の地域の研究でも、大気を経た DP の LRET が記録されている。Möller らによる調査
（2010 年、2012 年）では、DP の南極への大気中長距離移送を証明し、さらに、南極大気中 DP レベルが他の FR
［例えばポリ臭素化ジフェニル（polybrominated diphenyl、PBDE）とポリ臭化ビフェニル（polybrominated biphenyl、
PBB）］の種類のそれと同等であることを示している。これらの所見は、第 2.3.1 節の環境のレベルと傾向でも記
載するように、南極生物相における DP の検出で証明されている（Gao et al., 2018; Kim et al., 2015; 2018; Aznar-
Alemany et al., 2019 を参照）。DP はまた、遠く離れた山間部に大気中長距離移送される。チベット台地南東部か
らの地衣類の研究において、DP 濃度は高度の増加と共に減少するように見えた（Yang et al., 2013）。著者らによ
ると、この研究において観察された DP の分布パターンは、月平均表面風ベクトル空間についての知識と組み合わ
せて、領域への DP 移送は、主にインドモンスーンによって駆動され、LRET に起因しているという証拠を示して
いる。Yang et al., 2013 はさらに、標高がより高い地点で観察されるより低い DP レベルは、大気を経てこの領域に
移送される DP が、山によって冷却トラップされることを示すものと指摘している。 

71. DP は、世界中の鳥類のさまざまな種の筋肉、鳥糞石、卵、血しょう、尾腺油、及び羽毛中に検出された
（Gauthier and Letcher 2009; Guerra et al., 2011; Munoz-Arnanz et al., 2011; 2012; Baron et al., 2014b; 2015; Vorkamp et al., 
2018; Løseth et al., 2019; Briels et al., 2019; Mo et al., 2019; Desjardins et al., 2019）。 

72. 鳥類は、鳥糞石の沈着、羽毛の抜け落ち、及び腐りかけた死骸を通した POP の移送及び遠隔地の生態系への
沈着の生物学的媒介としてこれまで特定され（Evenset et al., 2007; Blais et al., 2005）、遠隔地への DP の追加の移送
経路を代表する可能性がある。Svalbard の Ellasjøen において、海鳥糞化石は、PCB の測定値に基づいて、湖の集水
域の汚染物質総量の約 14%、湖自体の汚染物質総量の約 80%を占めることが分かり、大気 LRET と比較して、汚
染物質移送経路として約 30 倍高いことが示唆された（Evenset et al., 2007）。 



UNEP/POPS/POPRC.16/2 

 16 

73. Desjardins et al. (2019)による研究では、モントリオール（カナダ）近郊の Deslauriers 島上のコロニーからの、
都市に適応したオビハシカモメの糞化石の沈着は、局所的にばく露を増加させると仮定した（Desjardins et al. 
(2019)）。オビハシカモメのコロニー全体（雌雄合わせて 64,980 羽のカモメ）によって、糞化石を通して堆積され
たハロゲン化 FR の総量は、28 日間で 1 g と推定された。DP が検出された中で支配的なハロゲン化 FR で、anti-異
性体 DP と syn-異性体 DP はそれぞれ、総ハロゲン化 FR 濃度の 2～3%と 1～2%を占めた。著者らは、この都市に
適応したコロニーからの渡り鳥であるオオヒメカモメが、近隣の生態系へのハロゲン化 FR の生物媒介者として過
小評価されている可能性を示唆している。 

74. Vorkamp et al. (2018)は、北極圏南部の南部グリーンランドの Kujalleq で集められたハヤブサの卵から DP を検
出した。グリーンランドハヤブサは、夏を北半球、冬をカリブ海及び南アメリカで過ごす渡り鳥である。したがっ
て、それらの卵の中の DP は、越冬地及び繁殖地、ならびに渡りの間のばく露を反映している可能性がある。 

75. すでに説明したように、Möller et al. (2010)は、環境試料中の anti-異性体 DP の割合［すなわち、fanti = 濃度に
基づく anti-異性体／（syn-異性体 + anti-異性体）］は、紫外線下では anti-異性体 DP が syn-異性体 DP より急速に
分解する結果として、発生源から距離が長くなるにつれて減少すると仮定した。しかし、これらの所見はまた、
anti-異性体 DP が syn-異性体 DP への異性化を反映している可能性がある（Sverko et al., 2011）。入手可能なモニタ
リング研究は、発生源からの距離の増加に伴う異性体比の変化に関する一定程度の証拠を示しているが（ECHA, 
2017b）、北極での観察はこの点に関しては一般に断定的ではない（AMAP, 2017）。より詳しく説明すると、北極
大気中の DP 異性体比は、市販の混合物に見られるのと同じ範囲にあることをいくつかの研究で報告されていたが
（Xiao et al., 2012; Salamova et al., 2014; Vorkamp et al., 2015）、他の研究では、市販の混合物と異なると報告されて
いる（Möller et al., 2010; 2011; Carlsson et al., 2018; Na et al., 2015）。南極大陸における所見は、LRET 中の DP 異性
体比の変化と一致している。南極大陸の Fildes 半島の研究において、Gao et al. (2018)は、土壌と地衣類中の平均
fanti 値をそれぞれ 0.37 と 0.24 と推定した。これらの fanti 値は、市販の製品のそれ（fanti = 0.64～0.80）より低く、著
者らの所見は大気中長距離移送が DP の主発生源であって、DP による負荷は、Möller et al. (2010)が仮定したよう
に、大気中移送の間の syn-異性体 DP の立体選択的濃縮によって引き起こされるかもしれないことを確証すると結
論している。しかし、土壌と地衣類中の DP の濃度がサンプリング現場の間で異なったので、DP レベルは領域の
人為的及び動物の活動により影響されたかもしれないとも、著者は考えている（Gao et al., 2018）。 

2.3 ばく露 

2.3.1 環境レベルと傾向 

76. DP は、さまざまな多くの環境マトリックスと生物相で、また生産現場からリサイクル施設、都市部、村落部
及び遠隔地にわたるさまざまな種類の場所で、世界的に検出されている（Sverko et al., 2011; Wang et al., 2016）。
大気中の最高 DP 濃度は、一般に米国及び中国の既知の生産または電子廃棄物リサイクル現場の近くで、数 ng⋅m-3

までの濃度で検出されている（Sverko et al., 2011）。 

77. 遠隔地及び海域における DP レベルは、一般に生産現場及び都心近くの発生源地域において報告されたレベル
よりかなり低いが、いくつかの高いレベルの例が遠隔地でも観察された（Sverko et al., 2011 で概説、Canada, 
2019a）。下記でも詳述するように、データが限定されているため、DP についての時間的及び空間傾向は曖昧であ
る。 

78. いくつかの DP モニタリング研究が、米国と中国の DP 製造業者及び電子廃棄物リサイクル現場の近くで行わ
れた（Sverko et al., 2011; Ji et al., 2018）。DP の高いレベルがこれらの領域の種々のマトリックスで報告されている
（Wang et al., 2016）。中国の江蘇安邦電化有限公司の生産施設の近くの DP の土壌濃度は 1,200ng/g-dw で、その量
は 7.5 km以内で 1 桁減少した（Wang et al., 2010c）。非常に高い DP 濃度（3,327ng/g）が清遠（中国）の電子廃棄
物リサイクル現場で測定されたが、DP レベルはリサイクル現場から離れると共に劇的に減少した（Yu et al., 
2010）。 

79. 米国では、OxyChem製造施設の近くのナイアガラ川の懸濁堆積物試料から DP が検出された。1980 年から
2006 年に集められた堆積物を検査して、DP の濃度が減少傾向であることを確認した（Shen et al., 2011）。DP 濃度
の減少傾向は、ナイアガラ川の懸濁堆積物については以前にも報告され（Sverko et al., 2008）、ナイアガラ川砂州
の河口の近くで集められた堆積物コアで観察された低下（Sverko et al., 2010）と整合している。また、Shen et al. 
(2011)により観察された懸濁堆積物の濃度の傾向は、湖の沖合の堆積物コアに反映され、それは概して、ナイアガ
ラ盆地における 1980 年以降の DP 濃度の低下を示した。類似の所見が、Mississauga 盆地について報告された
（Shen et al., 2010）。ナイアガラ川の懸濁堆積物サンプルの DP の低下が製造拠点における生産量の変化を示すも
のか、現場で過去 20 年にわたって採用されている排出管理を反映するものかは明瞭でない。 

80. 5 つのラトビア湖からのウナギ中のハロゲン化 FR の研究では、9 つのデクロラン関連化合物（すなわちマイ
レックス、syn-異性体 DP、anti-異性体 DP、Dec 602、Dec 603、Dec 604、ヘキサ-クロロシクロペンタジエニルジ
ブロモシクロオクタン、Cl10DP 及び Cl11DP）を分析した。デクロラン関連化合物の平均総濃度は、0.62ng/g-lw で、
地理的分布は、5 つの湖の間でほぼ均一であった（Zacs et al. 2018）。Dec 602 は、デクロラン関連化合物総濃度の
約 40%を占めている支配的な物質であった。syn-異性体及び anti-異性体の DP 濃度はそれぞれ、非検出から
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0.45ng/g-lw 及び非検出から 0.89ng/g1-lw の範囲で、平均濃度はそれぞれ、0.14ng/g-lw 及び 0.24ng/g-lw であった。
デクロラン関連化合物の総濃度に対する anti-異性体 DP の寄与は約 33%であったが、syn-異性体 DP は平均して約
10%を占めた。syn-異性体 DP と anti-異性体 DP を含む混合物の組成は、OxyChem® DP 商品の組成に近い fanti値を
示し、消費財の処理からの DP の放出を確からしい発生源と示唆している。カナダの研究では、セントローレンス
川の工業地域の Deslauriers 島（モントリオールの下流）に繁殖している都市の食べ物を餌としているオビハシカモ
メは、高レベルの DP を含んでいることが分かった。肝臓の平均 DP 濃度は 230ng/g-lw であった。anti-異性体 DP
と syn-異性体 DP はそれぞれ、調査した肝臓の 100%と 93%において検出された（Gentes et al., 2012）。 

81. 上記と第 2.2.3 節で説明するように、DP は世界的に遠隔地で検出されている。AMAP により実行された新た
な北極の汚染物質についての批評は、北極における大気中の DP 濃度が、PBDE 類のそれと同等であると結論して
いる（AMAP, 2017）。遠隔地の DP 濃度は一般的に低いが、発生源地域における濃度よりも必ずしも低くはない。
例えば、東部チベット台地上の Gongga 山の大気と土壌中のハロゲン化 FR を調査した研究では、DP レベルは大気
及び土壌中でそれぞれ、検出限界未満から 11.5pg/m3 と 8.3pg/g の範囲であると報告されている（Liu et al., 2018）。
チベット台地は世界で最も標高の高い高度台地で、地球上で最も遠く離れて孤立した領域の 1 つと考えられていて、
POP の LRET の研究に理想的である（Yang et al., 2016a）。著者（Liu et al., 2018）によると、チベット台地上の大
気と土壌中 DP 濃度は、五大湖地域の濃度（0.14～4.0pg/m3）より高かったが（Sverko et al., 2011）、中国からの大
気サンプル中の濃度（非検出から 66pg/m3）の範囲内で（Ren et al., 2008）、中国の生産施設の近くで観察された濃
度（7,740～26,700pg/m3）よりもずっと低かった（Wang et al., 2010a）。南東チベット台地の地衣類に関する他の研
究では、サンプルの 89%において DP が検出された（Yang et al., 2016a）。濃度は 20pg/g から 1,121pg/g の範囲で、
平均濃度は 318pg/g であった。報告された濃度は同等であったが、中国の深圳、杭州、及び天津からの木樹皮にお
ける濃度よりわずかに高く（Qiu and Hites, 2008）、韓国及び米国のニューヨークの木樹皮における濃度よりずっ
と低かったが（Qiu and Hites, 2008）、Svalbard の Ny-Ålesund の蘇類の濃度より著しく高かった（Na et al., 2015）。 

82. 南極の土壌、地衣類及び蘚類のすべてのサンプル（100%）から DP が検出された（Gao et al., 2018; Kim et al., 
2018）。南極の土壌の DP 濃度は、中国南部の工業地帯から集められた表面土壌サンプルのレベル（0.0336 ～
4.65ng/g）と電子廃棄物リサイクル施設区域におけるレベル（未検出～47.4ng/g）について報告されたレベルより、
一桁から数桁低かった（Yu et al., 2010）。一方、南極大陸の地衣類と蘚類の DP レベルは、2012 年にノルウェー北
極圏の Ny-Ålesund でサンプリングされた蘚類から測定された値よりも高かった（Na et al., 2015）。南極大陸から
の地衣類の DP 平均濃度は、中国北東部のアシ類の DP 平均濃度（0.63ng/g、乾燥重量（dw）、Wang et al., 2012）
とチベット高地南東部の地衣類の DP 平均濃度（167 pg/g；Yang et a., 2016a）と同様であったが、米国北東部の木
樹皮の DP 平均濃度（0.03～115ng/g）と韓国の木樹皮の DP 平均濃度（1.4ng/g）よりも低かった（Qiu and Hites, 
2008）。 

83.最近の北極圏汚染物質に関するノルウェーの選別評価において、モニタしたすべての種から DP が検出された。
試験した種の検出頻度は、80%であった一般的なケワタガモを除けば 100%であった（Norwegian Environment 
Agency, 2018a）。Svalbard の生物中の syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の濃度は、非検出から 6.9ng/g-ww までの範
囲で、報告された平均値は一般的なケワタガモ（卵）の 0.04ng/g-ww と 0.07ng/g-ww、ミツユビカモメ（卵）の
0.01ng/g-ww と 0.03ng/g-ww、シロカモメ（卵）の 0.24ng/g-ww と 1.8ng/g-ww、シロクマ（血液）の 0.63ng/g-ww と
4.5ng/g-ww であった。さらに、Røst のヨーロッパ鵜（卵）、Sommarøy のミンク（肝臓）、また Tromsø の一般的
なカモメにおいても DP が検出された。これらの種について報告された syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の濃度レ
ベルは、それぞれ、ヨーロッパ鵜の 0.22ng/g-ww と 1.4ng/g-ww、ミンクの 0.21ng/g-ww と 1.2ng/g-ww、及び一般的
なカモメの 0.1ng/g-ww と 0.63ng/g-ww であった。ノルウェー環境庁で行なった他の研究において、DP レベルは、
Svalbard の北極圏地点、Varangerfjord 外縁の Kjøfjord、及び Tromsø 湾地域でからのタラの肝臓で、定量化限度より
低かった（Green et al., 2019）。対照的に、Bergen 湾地域（ノルウェー西海岸上の非北極圏地点）のタラの肝臓に
ついて報告された syn-異性体 DP と anti-異性体 DP は、0.178μg/kg-ww と 0.203μg/kg-ww であった。ノルウェー南部
の Oslofjord 内部のタラの肝臓中の syn-異性体 DP と anti-異性体 DP のレベルは、それぞれ 0.135μg/kg-ww と
0.231μg/kg-ww であった。 

84. 先に述べたグリーンランドの大気中及び生物相中の DP に関する Vorkamp et al. (2019a)による報告では、anti-
異性体 DP は、2014 年から 2016 年のすべての大気サンプル中 92%において、また 2014 年に採取した大気サンプル
の 46%において検出された。第 2.2.3 節ですでに示したように、この研究報告の大気中濃度の平均はそれぞれ、
2014 年から 2016 年の期間については 4.2pg/m3、2014 年については 0.64pg/m3であった。シロカモメを除いて、DP
レベルは生物相試料の定量限界の範囲に近いかそれより低かった。2 つの DP 異性体のいずれも、Thule のワモンア
ザラシ試料からは検出されなかった。グリーンランド東部のワモンアザラシ、アルプスイワナ、及びイッカクには、
anti-異性体 DP だけが存在した。syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の両方は、Thule のすべてのシロカモメ検体の
100%からそれぞれ 0.22ng/g-lw と 0.89ng/g-lw（0.012ng/g-ww と 0.049ng/g-ww）の平均濃度が検出された。グリーン
ランド東部のシロカモメ検体中の syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の検出頻度は、87.5%と 100%で、平均濃度は
syn-異性体については 0.24ng/g-lw で、anti-異性体 DP については 0.93ng/g-lw であった。シロカモメ及びワモンアザ
ラシのサンプルに基づく地理的比較は、比較的均一な DP レベルを示した。この研究において測定された DP レベ
ルは、概して北極の他の場所からの同じ種の一部（例えばワモンアザラシ、シロカモメ、及びアルプスイワナ）に
ついて報告された濃度と同等であった。しかしながら、この研究において報告されたグリーンランドからのシロカ
モメ肝臓サンプルの DP 濃度は、北極圏カナダからの研究において、syn-異性体 DP と anti-異性体 DP は 2012 年の
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雄の肝臓サンプルからそれぞれ 65%と 59%で検出された（Verreault et al., 2018）。これに対応するカナダ北極圏の
サンプルより 5～10 倍低かった（Verreault et al., 2018）。雌では、両異性体の検出頻度は 21%であった。平均濃度
は雄の鳥類からのみ算出されて、syn-異性体 DP と anti-異性体 DP それぞれが 0.18ng/g-ww と 0.16ng/g-ww であった。 

85. 以前、グリーンランドの大気と生物相のサンプルから DP が他の FR とともに検出された（Vorkamp et al., 
2015）。大気中の syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の平均濃度は、2.3pg/m3及び 5.2pg/m3であった。大気中の両異
性体の検出頻度は 46%であったが、anti-異性体 DP と syn-異性体 DP は、それぞれ生物相サンプルの 95%及び 100%
で検出された。生物相において、グリーンランド東部のワモンアザラシが最も高い DP 濃度で、報告された平均脂
肪濃度は syn-異性体 DP と anti-異性体 DP について、それぞれ、0.096ng/g-ww と 0.42ng/g-ww であったが、それら
の結果はグリーンランド西部のワモンアザラシ検体と統計学的に同等であった。他の生物種について報告された
syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の平均濃度は、ヨーロッパウミバトの卵の 0.14ng/g-ww と 0.67ng/g-ww、シロカモ
メの肝臓の 0.023ng/g-ww と 0.11ng/g-ww、グリーンランド西部のワモンアザラシ脂肪の 0.019ng/g-ww と 0.071ng/g-
ww、及びシロクマの脂肪組織中の 0.021ng/g-ww と 0.055ng/g-ww であった。 

86. 北極圏カナダの複数の場所を網羅した他の研究において、DP はワモンアザラシで散発的に検出されるだけで
あった（Houde et al., 2017）。syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の検出可能レベルは、それぞれ 0.04ng/g-lw～
0.41ng/g-lw の範囲と 0.04～6.3ng/g-lw の範囲であった。 

87. St. Lawrence 河口湾のミンククジラとシロイルカ、及び北極圏カナダのシロイルカについても研究された
（Simond et al., 2017）。2013 年には、これらの 3 集団の平均 DP 濃度は、0.31ng/g-lw（ミンククジラ、St. Lawrence
河口湾）、0.44ng/g-lw（シロイルカ、St. Lawrence 河口湾）及び 1.28ng/g-lw（シロイルカ、北極圏）であった。北
極シロイルカ集団の最高濃度 1.28ng/g-lw は、通常観察される汚染物質分布（これは通常、より南の場所でより高
い濃度を示した）とは異り、説明できなかった。St. Lawrence 河口湾及び北極圏カナダのシロイルカの濃度は、グ
リーンランドの 2 匹のシャチで観察された濃度とほぼ同じ桁で、定量化可能なレベルの anti-異性体 DP 濃度であっ
た（Vorkamp et al., 2019）。 

88. King George 島における 4 つの鳥類種についての研究から、DP がジェンツーペンギン、アデリーペンギン、オ
オトウゾクカモメ、及びチャイロオオトウゾクカモメの中に存在することが示された（Kim et al., 2015）。DP の報
告濃度は、ペンギンの組織の 0.250～0.329ng/g-lw と、トウゾクカモメの組織の 2.12～11.1ng/g-lw であった。Dec 
603 及び 604 は検出されなかったが、Dec 602 はすべてのサンプルにおいて検出され、濃度は最も高く、anti-異性
体 DP 及び syn-異性体 DP がそれに続いた。他の南極における研究において、Gao et al. (2018)は、Fildes 半島の 3 か
所の異なる場所（すなわち、沿岸地域、内陸部、及び Ardely 島）の土壌で、0.233±0.089ng/g-dw、0.201±0.086ng/g-
dw、及び 0.15±0.147ng/g-dw の平均 DP 濃度を報告した。同じ場所の地衣類中における報告レベルは、それぞれ
0.449±0.213pg/g-dw、0.337±0.172pg/g-dw、及び 1.513±1.376pg/g-dw であった。DP はすべての試料において検出さ
れた。Kim et al. (2018)は、South Shetland 諸島、King George 島及び南極の Anvers 島にわたる 16 の異なるサンプリ
ング現場からサンプリングされた地衣類と蘚類の中に DP が存在することを報告した。Gao et al. (2018)と同様に、
また DP レベル及び fanti値の地理的違いに基づいて、著者らは LRET、人の活動、溶融する氷河水、及び生物、ペ
ンギンの活動などが、領域の DP の考えられる発生源であると示している（Kim et al., 2018）。Aznar-Alemany et al. 
(2019)は、南極半島の South Shetland 諸島からの死んだ鰭脚類中の DP と他のデクロランを調査した。Dec 602 と
anti-異性体 DP だけが見つかった。DP はミナミゾウアザラシ及びナンキョクオットセイの脂肪組織に、それぞれ
0.60ng/g-lw と 0.16±0.16ng/g-lw の平均濃度で検出されたが、筋肉、脳及び毛皮中では定量化限度より低かった。
Dec 602 は、特に脂肪組織において、anti-異性体 DP よりも高い濃度で検出された（Aznar-Alemany et al., 2019）。 

89. いくつかの研究では、環境試料（例えば堆積物及び魚）の中に 1, 3- または 1, 5-DPMA を検出した（例えば
Sverko et al., 2010; Tomy et al., 2013; Sühring et al., 2014; Wang et al., 2015; Wolschke et al., 2015; Rjabova et al., 2016）。
また、サンプルを調製するときにの浄化手順を使用することに失敗することが、この物質の過小報告につながる可
能性がある（Rjabova et al., 2016）。いくつかの事例では、DPMA 異性体の濃度は同一サンプルの総 DP 濃度より高
く、1, 3-DPMA より小さい分子サイズがより大きな生体内蓄積となる可能性を示唆した
（UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の表 11 を参照のこと）。1, 3-DPMA はレイクトラウト中に 34±43 g/kg-lw の平均
濃度で検出され（1, 5-DPMA は検出されなかった）、それは Tomy et al. (2007)が報告した同じサンプル中の DP の
濃度より約 10 倍高かった。スペイン及びカナダにおいて採取されたハヤブサの卵では、DPMA は 25 個中 24 個の
卵で検出され、濃度範囲はスペイン及びカナダのハヤブサの卵について、それぞれ 1.7∼ 469ng/g-lw、1.2∼1,660ng/g-
lw であった（Guerra et al., 2011）。対応する DP レベルはそれぞれ、0.3∼3.6ng/g-lw 及び 7.5∼209ng/g-lw の範囲であ
った。また、DPMA は King George 島（南極）のチャイロオオトウゾクカモメの組織（血液を除く）においても検
出され、LRET の可能性を示す。検出頻度は DPMA、Dec-604 及び anti-異性体 DP ついて 21%、11%、7.1% だけで
あり、最高濃度はそれぞれ 136pg/g-dw、165pg/g-dw、8.9pg/g-dw であった（Wolschke et al., 2015）。 

90. 遠隔地における DP の空間的傾向が、北極の 5 つの別々の研究において報告された（Möller et al., 2010; 2011; 
Vorkamp et al., 2015; 2019a,b）。上記第 2.4.4 節で述べたように、Möller et al. (2010;2011)は緯度の増加に伴って DP
濃度が減少している様子を大気中では観察したが、水中では観察できなかった。グリーンランドのデータは、ほぼ
均一なレベルまたは空間的傾向がないことを示している。Vorkamp et al. (2015)は、東部と西部のグリーンランドの
ワモンアザラシ検体の中の DP レベルが統計的に違わないことを発見したが、Vorkamp et al. (2019a)はさまざまな
場所のシロカモメとワモンアザラシ検体に DP がほぼ均一にあることを見られた。 
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91. DP の時間的傾向もまた曖昧である。中国ハルビン市からの大気サンプル（ガス相及び粒子相）は、2008 年か
ら 2013 年の期間に、syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の両方が著しく増加する傾向を示した（Li et al., 2016）。
syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の濃度が 2 倍になるのにかかる時間は著しく異なるが、両方の DP 異性体の倍増時
間は、2−エチルヘキシル 2,3,4,5−テトラブロモベンゾエート及びビス（2−エチルヘキシル）テトラブロモフタレー
トについて報告された時間より短く、その研究における他の FR より急速な DP の増加を示した。気塊の遡上軌跡
と発生源の寄与は、局地の発生源からの大きな寄与を示唆している（Li et al., 2016）。 

92. 北アメリカの研究では、大気（ガス相及び粒子相）中の DP 濃度が、2005 年から 2013 年まで増加し、米国五
大湖地域の 3 ヶ所（シカゴ、Sleeping Bear Dunes 及び Eagle Harbor）における倍増時間は 4 年から 6 年であった。
既知の DP 生産現場に最も近い 2 箇所の現場、クリーブランドと Sturgeon Point で、濃度は同期間中安定していて
不変であった（Liu et al., 2016）。五大湖水域のカナダ側の現地（Burnt Island、Egbert 及び Point Petre）の調査では、
2005 年から 2014 年まで、2 ヶ所（Burnt Island 及び Point Petre）における大気中の syn-異性体 DP と anti-異性体 DP
の濃度の傾向が報告された（Shunthirasingham et al., 2018）。大気中の anti-異性体 DP の濃度は時間とともに減少す
ることが観察され、報告された半減期は Burnt Island で 3.4 年、Point Petre で 14 年であった。この減少は 2010 年以
後横ばいになった。Burnt Island では、syn-異性体 DP レベルは 7.6 年の倍増時間で、時間とともに増加したが、
Point Petre では anti-異性体 DP と同様、6.6 年の半減期で減少することがわかった。Olukule et al. (2018)は、大気中
と雨水中の DP、syn-異性体及び anti-異性体の DP 濃度が、Sturgeon Point、Point Petre、クリーブランド、及びシカ
ゴで、2005 年から 2015 年の期間にわたって変化しなかったと報告している。Salamova and Hites (2011)は、DP の
時間的傾向を米国五大湖の現場で、2005 年から 2009 年の期間にわたって評価し、全体的（蒸気相、粒子相、及び
雨水相の組み合わせ）倍増時間が、anti-異性体 DP では 9.5 年で、syn-異性体 DP と総 DP については何ら重要な傾
向はないことを知った。Liu et al. (2016)がシカゴ、Sleeping Bear Dunes、及び Eagle Harbor で観察した増加する DP
レベルと、Shunthirasingham et al. (2018)が Burnt Island で観察した増加する syn-異性体 DP レベルは、著者によると、
Salamova and Hites (2011)により示された結果と整合性がある。しかしながら、Liu et al. (2016)が報告した結果は、
2005 年から 2013 年の五大湖周辺における過去大気中の DP レベルの、Salamova and Hites (2011)によって以前報告
された 2005 年から 2009 年のそれより急速な倍増時間を示唆している。しかしながら、五大湖領域のモニタリング
現場は同じ地域にあるが、それらは同一でない。 

93. 全世界のデータと比較すると、シカゴと Sturgeon Point の大気中レベルはその範囲の高い方の端にあって、中
国太湖の平均 DP レベル（3.5pg/m3）と類似している（Qiu et al., 2010）。いくつかの研究（Li et al., 2016; Liu et al., 
2016; Olunkunle et al., 2018; Salamova and Hites, 2011; Shunthirasingham et al., 2018）において報告された五大湖地域、
及び中国の典型的都会の都市（Li et al., 2016）において観察された DP 濃度の増加は、DP がますます使われている
ことを示しているのかもしれない。DP 濃度の多重線形回帰モデルを用いてサンプリング日及びサンプリング現場
近くの住民による変動を分離することによって、Olukunle et al. (2018)は、五大湖の雨水相、ガス相及び粒子相の大
気サンプル中の DP 濃度がサンプリング日の関数として変化していることを示した。この知見は、この領域で環境
への DP の流入が続いていることを示している。それはおそらく、DP の使用と生産が規制されていないからだと
思われる（Olukunle et al. (2018)）。その一方で前述したように、DP の減少が、オンタリオ湖の懸濁堆積物、堆積
物コア、及びレイクトラウト検体において、1980 年代のピークに続いて観察された（Shen et al., 2011）。五大湖地
域における大気、雨水及び堆積物の時間傾向がさまざまである理由は明瞭でないが、Vorkamp et al. (2018)が示すよ
うに、マトリックスが異なる排出発生源を反映している可能性がある。 

94. 生物相における時間傾向に関するいくつかの情報もある。Vorkamp et al. (2018)による最近の研究（北極におけ
る DP の時間的傾向に関する入手可能な唯一の研究）から、グリーンランド南部のハヤブサの卵について、1986 年
から 2014 年の期間中、0.984ng/g-lw から 37.9ng/g-lw の範囲の DP 濃度が報告された。有意でない増加傾向（年間
変化 3.3%）が観察された（Vorkamp et al. (2018)）。St. Lawrence 河口湾からのシロイルカに関して、DP が 1997 年
から 2000 年ごろまで増加し、その後、おそらく 2010 年ごろに第 2 のピークを示した（Simond et al., 2017）。スペ
インの Doñana Natural Space から 1999 年、2003 年、2011 年、及び 2013 年に採集したシュバシコウまたはトビの卵
の中の DP 濃度には、著しい変化は見られなかった（Báron et al., 2015）。南シナ海のシナウスイロイルカとスナメ
リの FR を調査した研究において、Zhu et al. (2014)は、イルカ検体では 2003 年から 2011 年の間、またスナメリ検
体では 2003 年から 2012 年の間に、DP 対 BDE-209 比に正の時間的傾向を見いだした。著者による研究結果は、
PBDE 市販混合物の生産及び使用が制限された後の、中国南部地域における PBDE 代替品の使用の増加によるもの
である。2005 年から 2015/2016 年までドイツ及び極地の環境におけるさまざまな FR の濃度と傾向を報告している
調査では、ドイツの調査された生物マトリックスの内のいくつか（すなわち、木の葉、木の芽、セグロカモメの卵）
で、DP の減少傾向を、またドイツのタイ類の魚（ヒレ）とイガイ（柔らかい部分）で増加傾向が見られた
（Dreyer et al., 2019）。同期間において、川の懸濁物質にわずかな減少傾向も観察された。しかしながら、この複
数のサンプルの標準偏差はかなり大きかった。著者らが指摘するように、セグロカモメは海洋環境においてイガイ
などを食べているが、地上の食物を摂っている可能性もある。したがって、1 つの可能性は、Dreyer et al., 2019 が
報告した一見対照的な時間傾向は、地上と水生環境との DP の排出と沈着の違いを反映しているということである。 

95. Rauert et al. (2018)は、ポリウレタンフォームパッシブエアサンプラを用いて集められた 5 つの UN 地域の世界
中の 48 の現場の大気モニタリングデータを報告している。その研究は概して、バックグラウンド地点ですべての
FR の検出が低いことを示している。PBDE 類は、新規 FR より高い平均濃度及び検出頻度を示した（Rauert et al. 
(2018)）。syn-異性体 DP は全 48 地点で、anti-異性体 DP はパリ（フランス）を除いたすべての地点で検出限界よ
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り低かった。パリでは、2014 年に高レベルの DP が報告された（その年の第 1 及び第 4 四半期に 19pg/m3、第 2 四
半期に 7.5pg/m3、また第 3 四半期に 116pg/m3）。2005 年及び 2008 年から 2009 年までのモニタリングデータそれ
ぞれと比較すると、パリでは新規 FR の濃度は増加し、PBDE の濃度は減少した。anti-異性体 DP、–テトラブロモ
エチルシクロヘキサン及びビス（2 −エチル− 1 −ヘキシル）テトラブロモフタレートという FR が支配的な新規 FR
であった。Rauert et al. (2018)らは、「代用 FR の濃度が増加しまた PBDE 類の濃度が減少したことは、この都市部
における PBDE 類の使用から代替品 FR への移行を示している可能性がある」と示唆している。 

2.3.2 人へのばく露 

96. 屋内の塵、食品、屋内と環境の大気、水、土壌、堆積物及び母乳から人が DP にばく露される可能性がある。
いくつかの国の屋内の大気及び家庭内のダストの中から DP が検出され、DP を含む製品にばく露されていること
示唆している（Shoeib et al., 2012; Johnson et al., 2013; Wong et al., 2017、UNEP/POPS /POPRC.16/INF/14 の表 12 を参
照のこと）。都市部の環境の大気中で、地方の環境の大気に比べて高い DP レベルが観察された（Ren et al., 2008; 
Chen et al., 2011）。塵中の DP 粒径の通常の分布パターンから、粗粒子よりも微粒子がより多く濃縮することが観
察され、人がばく露を受ける可能性を示している（Cao et al., 2014）。上記第 2.1.3 節で報告したように、中国北京
の屋内の塵では、最高 DP レベル（231ng/g）が教室の統合サンプルで発見され、それは中国官洲島の家庭内ダスト
の濃度（平均 18.9ng/g）より高かった（Cao et al., 2014）。広域カイロ圏（エジプト）のさまざまな微小環境（す
なわち、家庭、職場、車）の屋内ダストについて、syn-異性体 DP と anti-異性体 DP が 100%の車内ダスト検体から
検出され、それぞれ 5ng/g 及び 6ng/g であった（Hassan and Shoeib, 2015）。韓国では、DP はほとんどすべての家
庭の屋内ダスト（0.30∼530ng/g、中央値 9.1ng/g）、オフィス（3.7∼100ng/g、中央値 35ng/g）、及び保育所（6.2～
56ng/g、中央値 12ng/g）のサンプルから検出された（Lee et al., 2020）。インドの 15 世帯の大気サンプルから、DP
レベルが都市と郊外の地点についてそれぞれ、0.2～5.43pg/m3（中央値 2.81pg/m3）及び 0.52～62.7pg/m3（中央値
1.62pg/m3）の範囲であることがわかった（Yadav et al., 2020）。Cequier et al. (2015)は、ノルウェー人女性 46 人を
対象に、室内空気中の DP レベルと、塵埃、血清レベルの間に相関関係がないことを明らかにした。しかしながら、
大気、ダストと血清の両方のレベルは、これらの試料において低かった。血清中の平均 DP レベルは 2.6ng/g-lw で、
対応する家のダストサンプルは、それぞれ 9ng/g と 19ng/g の syn-異性体 DP と anti-異性体 DP のレベルであったが、
大気中濃度はさらにより低かった（Cequier et al., 2014）。高レベルの DP が、1986 年から 2008 年に製造された航
空機のキャビンの換気ダストにおいて検出され、anti-異性体 DP の範囲は 31～9600ng/g であった（Allen et al., 
2013）。 

97. ベルギーの食品では、DP は 1,289 のサンプルの 5% で発見された（堅いチーズ、ウズラの卵及び豚肉、平均
DP レベルはそれぞれ、339pg/g-ww、637pg/g-ww 及び 331pg/g-ww であった）（Poma et al., 2018）。韓国の小売市
場の 35 からの 175 の食品サンプルにおいて、平均 DP は未検出から 170pg/g-ww までの範囲にあって、syn-異性体
DP と anti-異性体 DP はそれぞれ、食品の 83.4%及び 79.4%において検出された（Kim et al., 2014）。1 日あたりの
DP の吸入は 11.2×103 pg/day であると推定され、それは他のデクロラン（Dec 602、Dec 603、Dec 604 及びマイレッ
クス）よりも 3 桁高かった。最高 DP レベルはウシの肝臓から検出された 170pg/g-ww で、次いでサワラ、カキ、
及び乾燥アンチョビのそれぞれ 135pg/g-ww、81pg/g-ww 及び 78pg/g-ww であった。この研究では、タマネギを除
くすべての食品において DP が検出された。この結果は、韓国の環境における DP の広範囲に渡るばく露を示して
いる（Kim et al., 2014）。レバノンでの多脂肪食品群を代表する 58 の食品サンプルに関する研究において、成人人
口について推定された 1 日の食事を通した DP 摂取量は、下限は 1,344pg/day で上限は 1,718pg/day であった
（Malak et al., 2019）。日本の 123 の食品サンプルのマーケットバスケット研究において、DP はグループ Y（砂糖
及び菓子類）、V（マメ科植物及びそれらの製品、例えば大豆、豆腐、油揚げ、納豆、ヒヨコマメ）、X（魚、甲
殻類及びそれらの製品）、及び XI（肉及び卵）で、それぞれ 3.3pg/g-ww、2.8pg/g-ww、1.9pg/g-ww 及び 1.5pg/g-
ww の濃度が検出された（Kakimoto et al., 2014）。大阪市の大気中 DP 濃度は、11 pg/m3であった。平均的なアジア
の成人の吸入及び食事を通した、1 日あたりの推定 DP 摂取量（750pg/day）は、ΣPBDE の推定値（62ng/日）の約
1%であった（Kakimoto ら、 2014）。 

98. 中国南部の製造施設と電子廃棄物リサイクル施設における人へのばく露を比較する研究において、電子廃棄
物リサイクル地点及び生産施設の近くで生産された食品から高い DP レベルが発見された。野菜は、305ng/g-ww
（チンゲンサイ）から 272ng/g-ww（エシャロット）までの DP が含まれていた（Wang et al., 2013a）。穀類（一般
的な小麦、トウモロコシ、及び大豆）はそれぞれ、1370ng/g-ww、760ng/g-ww、及び 498ng/g-ww のレベルで、一
般的なコイ及び他の現地の魚種は 56.8ng/g-ww から 1,110ng/g-ww までのレベルであった（Wang et al., 2013a）。消
費された食品が地元で生産されたという仮定の下で推定された１回分の食事摂取量は、製造現場及び電子廃棄物リ
サイクル現場からの人々それぞれの 1 日あたりの摂取量の 99%及び 93%以上を占めていた（Wang et al., 2013a）。
製造現場の推定された１回分の食事摂取量は、労働者、居住者、及び子供について 1.1×10−2mg/kg/d で、電子廃棄
物リサイクル現場の推定された 1 回分の食事摂取量はより少なく、3.0×10–5mg/kg/d であった（Wang et al., 2013a）。
電子廃棄物リサイクル現場の人々の推定総ばく露量（摂食、経皮、吸入）は 0.03×10−3mg/kg/d であり、製造現場の
それより 300 倍低かった（Wang et al., 2013a）。中国の電子廃棄物リサイクル地域の他の研究において、2010 年、
2013 年及び 2016 年に採取された放し飼いのニワトリの鶏卵は、より高いレベルの FR（DP を含む）を含んでいた。
DP レベルに関する時間的傾向は観察されなかった。最高 DP レベルは 2016 年の卵で観察され、平均及び SD は
5,413±1,978ng/g-lw であった（Huang et al., 2018）。 
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99. いくつかの国の人血清から DP が検出された。フランスの研究では、平均 Σ5 PBDE 類（BDE-47、BDE-99、
BDE-100、BDE-153 及び BDE-154）の濃度（4.32±2.99ng/g-lw）は、西ヨーロッパの典型的なレベルの範囲にあっ
たが、平均 Σ5 デクロラン化合物濃度（6.24±4.16ng/g-lw）より低かった（デクロラン 603 > DP > マイレックス > デ
クロラン 602 > クロルデンプラス）（Brasseur et al., 2014）。観察された DP のレベルは、カナダ、フランス、韓国
及びノルウェーの血清中で、中国で職業上ばく露を受けた人々と比較して低く、中央値はそれぞれ 2.39ng/g-lw、
1.20ng/g-lw、0.73ng/g-lw、1.3ng/g-lw 及び 42.6ng/g-lw であった（Zhou et al., 2014; Brasseur et al., 2014; Kim et al., 
2016; Cequier et al., 2015; Ren et al., 2009）。莱州湾（中国山東省）の南部の海岸の 305 人の被験者含む、さまざま
な年齢層からの人血清サンプルを分析した中国の研究において、DP レベルと年齢とは何の関係もなかった。しか
し、より若いボランティア（年齢 20～29 年）は、すべてのグループの平均 DP の 3.6ng/g-lw と比較して、最も高い
約 7ng/g-lw の平均血清中 DP 濃度であった（Wang et al., 2014）。デクロラン化合物の時間傾向が、韓国の成人から
の 7 つの血清サンプルにおいて、2006 年から 2013 年までの期間を網羅するために調査された。デクロラン化合物
について異なる傾向は観測されなかった（Kim et al., 2016）。 

100. 中国東部の近隣領域と比較して高い DP レベルが、DP 製造工場における職業ばく露から観察された。DP 濃度
は、血中で 89.8∼2,958ng/g-lw また毛髪中で 4.08∼2,159ng/g-dw に及んだ。DP 製造プロセスに直接従事している労働
者ついて、彼らの DP レベルは、2 つの対照群の大部分の個人より著しく高かった（Zhang et al., 2013）。他の研究
において、電子廃棄物リサイクル工場の 70 人の職業ばく露を受けた労働者の血清中 DP レベルと中国南部の都市
部の 3 人の居住者の対照群が評価された。労働者の DP レベルは、都会の居住者の DP レベル（2.7∼91ng/g、中央値
4.6ng/g-lw）よりもて著しく高かった（22∼2200ng/g、中央値 150ng/g-lw）。女性の DP 濃度は彼女らの年齢と関係
があることが分かったが、この関係は男性には見られなかった（Yan et al., 2012）。バングラデシュの電子廃棄物
リサイクル現場で、職業上ばく露を受けた 15 人の労働者に関する研究では、DP ばく露の中央値がシリコン腕輪あ
たり 2.3ng/h、すなわち非職業的にばく露を受けた米国居住者より約 130 倍高かったことがわかった（Wang et al., 
2020b）。 

101. 人に関しては、臍帯血血清（Ben et al., 2014）と母乳（Siddique et al., 2012）から DP が検出され、さまざまな
発育段階で子供へ移行することが示された。子宮内における生物蓄積性物質の母体からの移行は、胚発育に潜在的
リスクであり、生後数年の間に子供たちへの FR 摂取が最も大きな発生源になる可能性がある。ノルウェー、オラ
ンダ及びスロバキアからの 450 件の母乳サンプルについて、syn-異性体 DP と anti-異性体 DP についてそれぞれ、3
～9%と 20～26% の範囲の検出頻度であった。syn-異性体 DP の濃度は 0.05∼2.85ng/g-lw、anti-異性体 DP の濃度は
0.004∼1.60ng/g-lw の範囲であった（Čechová et al., 2017）。より高い検出頻度がカナダからの 87 件の母乳サンプル
において観察され（syn-異性体 DP と anti-異性体 DP についてそれぞれ 76%及び 91%）、syn-異性体 DP と anti-異性
体 DP の平均濃度は、0.27ng/g-lw 及び 0.7ng/g-lw であった（Siddique et al., 2012）。105 件の母乳と 102 件の母親の
血清サンプルに関するカナダの研究において、syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の検出頻度はそれぞれ、乳サンプ
ルついて 40%と 50%、母親の血清サンプルついて 77%と 78%であった（Zhou et al., 2014）。しかしながら、母乳
サンプルの DP 濃度は、カナダの以前の研究のそれより低かった（Siddique et al., 2012）。母親の血清中の総 DP は、
2.37ng/g-lw であり、それは以前の 2 件の中国の研究で見られる値より低かった（Ben et al., 2013; Ren et al., 2009）。
以前の研究では、電子廃棄物リサイクル活動にばく露を受けなかった母親の血清サンプルの総 DP の中間値は、1
つの研究（Ren et al., 2009）で 13.7ng /g-lw、他の研究（Ben ら、2013 年）で 4.0ng/g-lw であった。また、母乳サン
プル中の総 DP レベルは中国の研究においてより高く、中央値は 2.19ng/g-lw であった（Ben et al., 2013）。syn-異
性体 DP と anti-異性体 DP は、すべての母乳サンプル（n = 44）及び血清サンプル（n = 45）において検出された
（Ben et al., 2013）。母乳及び血清の Cl11-DP の検出頻度は、それぞれ 45% 及び 84% で、20 年超泰州に住んでいた
居住者（R(20)グループ）の血液及び母乳中 DP レベルは、そこに住んでいた期間が 3 年に満たなかった人々（R(3)
グループ）におけるそれよりも著しく高かった（Ben et al., 2013）。概要については、
UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の表 13 を参照のこと。 

102. 中国温嶺の電子廃棄物リサイクル地域の 72 人の居住者についての同じ研究の他の出版物では、胎盤と臍帯血
血清から DP が検出され、胎盤を通した DP の出生前ばく露を示している（Ben et al., 2014）。市販 DP 混合物の
fanti比率（0.6～0.8）に近い fanti比率を有することが報告された（Zhou et al., 2014; Siddique et al., 2012; Ben et al., 2013）
人の母乳試料とは対照的に、臍帯血血清と母性血清間の濃度比率は syn-異性体について 0.45 で anti-異性体 DP につ
いて 0.35 と推定され、このことは胎盤が anti-異性体 DP に対して、DP の移行を部分的により大きく制限したこと
を示唆した（Ben et al., 2014）。 

2.4 懸念エンドポイントのためのハザード評価 
103. 入手可能な調査では、DP には、さまざまな生物に生理的変化や有害な影響を引き起こす可能性があることが
示されている。酸化ストレスが、魚（Chen et al., 2017; Hang et al., 2013; Kang et al., 2016）、海洋二枚貝（Barón et 
al., 2016, Gagne et al., 2017）、ミミズ（Zhang et al., 2014; Yang et al., 2016b）、鳥類（Li et al., 2013a）及びマウス
（Wu et al., 2012）に、DP へのばく露後に観察された。生物は、抗酸化防御及び修復機構を起動させて／上方制御
することによって、酸化ストレス／損傷に対処することが可能かもしれない。しかし、反応性酸素種は、細胞の死
及び細胞の生存を調整しているシグナル伝達カスケードを起動させることによって、ならびに DNA、タンパク質、
末端小粒、細胞、組織、その他に損傷を引き起こすことによって、望ましくない影響を起こすかもしれない重要な
シグナル分子である。酸化ストレスは老化及び疾患に関連づけられていて、複数のストレス要因によって野生生物
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の「過負荷」につながる余分のストレス要因であるかもしれない。以下で更に記述されるように、報告された影響
は、大部分の試験生物に対する酸化ストレス、ゼブラフィッシュ及びコイにおける神経毒性（Chen et al., 2017; Li 
et al., 2019b）及びゼブラフィッシュ（Kang et al., 2016）や人（Ben et al., 2014; Guo et al. 2019）における内分泌腺の
調整に対する影響、ならびにをコイにおける免疫調整に対する影響（Li et al., 2019b）を含む。しかし、いくつか
の試験プロトコルが検証されておらず、総合的データベースには限りがある事に言及しなければならない。 

2.4.1 水生生物への毒性 

104. DP は水溶性が非常に低く（< 44ng/l、表 2 を参照のこと）、水環境中で粒子、堆積物及び生物相に分配する。
Zhen et al., (2018)は、自然水中の総 DP レベルは溶解濃度だけよりも高いかもしれず、それは粒子状物質に DP が吸
着することによることを示し、例えば莱州湾では、中間値 DP はろ過された水と微粒子の合計が 11.7ng/L で、ろ過
された水と粒子の水試料中の DP はそれぞれ、未検出から 10ng/L、及び 0.890∼346ng/L の範囲であった（Zhen et al., 
(2018)）。DP について、大部分の入手可能な経験的水性毒性研究の結果はある程度の不確かさを伴っており、そ
れは主に処理濃度が DP の水溶解度限界を上回ったからである。 

105. 底生生物及び底質生物についての慢性ばく露研究は足りていない。土壌や堆積物などの重要な区画での DP の
影響データが不足していることを認識し、ハザードプロファイルの主要なギャップに対処するためのアプローチと
して、アナログデータの使用を検討することができる。類似体を選択するのに、構造、反応性、代謝及び生物学的
利用能などの因子が考慮される。カナダの選別評価は、DP 類似体クロルデンが DP（OECD QSAR Toolbox, 2016）
と構造的及び機能的に類似しているため、その毒性データを使用して、底質生物についての最悪のシナリオとして
データの欠損を埋めて、DP についての予測無影響濃度（PNEC：Predicted No Effect Level）0.0129mg/kg-dw を推定
した（Canada, 2019a）。 

106. 水生藻類についての 2 つの研究では、DP の低用量における光合成及び酸化防止指標に対する影響を調査した
（Gong et al., 2013; 2018）。淡水藻類 P. subcapitata を、設定濃度 13.51ng/L、135.1ng/L 及び 1,351ng/L の DP に、最
高 72 時間ばく露させた（Gong et al., 2013）。72 時間で、エステラーゼの活動に著しい影響は観察されなかった。
2 つの最も高い用量では 2 時間の時点で、135.1ng/L では 24 時間の時点で、一過性の増加が観察された。72 時間の
時点におけるばく露を受けた細胞中の反応性酸素種（reactive oxygen species、ROS）レベルは、対照群の細胞と類
似していたが、著しい一過性の増加がすべての用量で、48 時間の時点で観察された（Gong et al., 2013）。高い用
量（135.1ng/L 及び 1,351ng/L）で、平均クロロフィル aの含有量は、48 時間及び 72 時間で著しく増加した（Gong 
et al., 2013）。成長は測定しなかったので、クロロフィル a の含有量増加の重要性は知られていない。著者は、DP
は低毒性で、P. subcapitata に与える影響は重要でないと結論した。幼生の海洋緑色マクロ藻類 U. pertusa において、
DP の取り込みは、光合成の生理的反応に影響を及ぼし、酸化ストレスを生じた（Gong et al., 2018）。10−8mol-
DP/L への 21 日間のばく露と 21 日間の排泄期間後、anti-異性体 DP は生物濃縮する傾向にあった。生理学的影響が、
10−8～10−6mol/L（約 6.53～653mg/L に等しい）の DP 用量への 14 日間のばく露後に観察された。抗酸化酵素（過酸
化物ジスムターゼ（superoxide dismutase SOD）とカタラーゼ）の活性、脂質（マロンジアルデヒド、MDA）への
酸化損傷とクロロフィル蛍光パラメータが、DP ばく露の 1 日、7 日及び 14 日後に、用量及び時間依存的な形態で
影響を受けた。光合成及び SOD に対する影響は、テストされたすべての濃度で著しかったが、カタラーゼ及び
MDA に対する影響は 2 つの高い用量で著しかった。著者らは、DP が海草の光合成に影響を及ぼし（低率な光エネ
ルギー利用により観察されるように）、この影響が DP の取り込みによって生じる酸化損傷のものかもしれないと
結論した（Gong et al., 2018）。海洋マクロ藻はバイオマス生産の主要な源であり、沿岸の海洋生態系の構造及び機
能に役立っている。また、マクロ藻に対する悪い影響は、他の栄養レベルに影響を及ぼす可能性があるかもしれな
い。その試験において成長が測定されなかったので、観察された影響の重要性は知られていない。 

107. 地中海イガイを、スパイクしたアガロースによって、0、5.6、56、及び 100 μg/L の濃度の DP に 6 日間ばく露
させた。投与直後の水を測定した濃度は 0 μg/L、0.4±0.3、0.3±0.2 及び 0.7±0.5 μg/L で、23 時間ばく露した後のイ
ガイの測定濃度はイガイあたりそれぞれ、4.7±3.1、8.8±2.1、21±9.1 μg/mussel であった（Barón et al., 2016）。すべ
ての用量において DNA 鎖の切断が血球において観察された。明瞭な用量反応が観察されたが、すべての用量は負
の対照群と著しく異なった。それはそれぞれ、13%、23%及び 18%であった。小核形成の増加が、テストされた最
も高い用量（100mg/L）においてのみ観察された（Barón et al., 2016）。より長期の研究において、絶食しているア
オイガイが設定濃度 0、0.001、0.01、0.1 及び 1.0 μg DP/L に 29 日間ばく露され、それぞれ 0ng/g-ww、0.12ng/g-ww、
0.98ng/g-ww、7.26ng/g-ww 及び 57.8ng/g-ww の SDP 組織中濃度になった。DP にばく露した後、性腺の組織的病変
は見られず、血球 DNA 鎖の切断、食菌作用率及び生存度の変化は観察されなかった。エラが最も応答する組織と
して確認された。エラの脂質過酸化は、0.01 及び 1.0 μg DP/L 用量の対照群と比較して、それぞれ 82%及び 67%増
加する（0.01 µg/L のみ有意）ことが見られたが、シクロオキシゲナーゼ活性（cyclooxygenase activity、COX）は１
μg/L の用量で著しく 44% 減少した（Gagné et al., 2017）。COX に与える影響は産卵プロセスに影響し、アオイガ
イの繁殖に影響する可能性がある（Matsutani and Nomura, 1987）。これら 2 つの研究は、DP にばく露されて酸化
ストレスが生じ、イガイがそれを相殺するためにエネルギーを使用しなければならないような、複数のストレス因
子を増すことを示している。 

108. 水媒介性の DP ばく露を伴ったゼブラフィッシュ胚／幼魚による 4 件の研究が確認された（Hang et al., 2013; 
Noyes et al., 2015; Chen et al., 2017; Kang et al., 2016）。Noyes et al. (2015), Chen et al. (2017)及び、Kang et al. (2016)の
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研究において、産卵能力、生存、または奇形に与える著しい悪影響は、4.18mg/L までの濃度における DP へのばく
露後には見られなかった。Kang et al. (2016)は、ゼブラフィッシュ胚を 0.4mg/L、0.8mg/L または 1.6mg/L の設定 DP
濃度に、4∼144 受精後時間（hours post fertilization、hpf）ばく露させた。DP の測定された水中濃度はそれぞれ、0
時間で 140μg-DP/L、248μg-DP/L、267μg-DP/L、及び 48 時間で 28.8μg-DP/L、70.5μg-DP/L 及び 71.7μg-DP/L であっ
た。対照的に、Hang et al. (2013)は、0.037～0.37mg/L の設定濃度で、DP に 8hpf から最長 7 日（168hpf）ばく露さ
れたゼブラフィッシュ胚に、時間及び用量に依存した奇形（脊椎側曲線、心性浮腫、尾部変形）の著しい増加が観
察された。測定濃度は報告されていない。 

109. ゼブラフィッシュ胚／幼魚による短期ばく露研究は、DP が酸化ストレス及び神経行動学的変化を誘発するこ
とを示唆している（Hang et al., 2013; Noyes et al., 2015; Chen et al., 2017）。Noyes et al. (2015)は、設定濃度 6.4 µM-
DP（4.18mg/L）へばく露 120 hpf で、対照群と比較して暗刺激活性化に有意な機能亢進の反応を観察した。反応レ
ベルは、同じテストシステムにおけるリン酸エステル系及び塩素化リン酸エステル系の難燃剤よりずっと低かった。
Chen et al., (2017)は、すべての設定用量（15、30 及び 60 μg/L）について、24 hpf において自発運動の有意な増加、
接触誘発刺激後の時間及び用量による遊泳距離の減少、自由遊泳活性の有意な減少、及び暗い期間及び明るい期間
それぞれの期間の間における遊泳速度の減少を観察した。これらの神経行動学的変化は、軸索及び筋肉の病変に関
連づけられるかもしれない。DP は主要な運動ニューロン軸索成長を著しく阻害し、96 hpf においてすべての用量
で、用量依存的な形態で幼魚の尾領域の筋線維の細胞アポトーシス及び病変を誘発した。軸索成長関連の遺伝子発
現（α1 −チュービュリン及び gap43）は、最高用量（60 μg/L）で著しく増加し、ROS 及び MDA としての酸化スト
レスマーカー、ならびにアポトーシス伝令リボ核酸（messenger ribonucleic acid、mRNA）マーカーは 2 つの高い用
量（30 と 60 μg/L）で増加した（Chen et al., 2017）。 

110. 設定濃度の DP（60 µg/L）及び／または 3 −メチルフェナントレン（3-MP）（5 または 20 µg/L）における、
6∼96hpf でのゼブラフィッシュ胚の共ばく露は、両化合物の高められた生体内蓄積、及び神経行動学的異常、軸索
発展の減少、筋肉のアポトーシスマーカー、及び脳 Ca2+ホメオスタシスに対する相乗効果に帰結した（Chen et al., 
2019）。全魚中の相対的な ROS レベルは、96hpf において、すべてのばく露からの対照群と比較して著しく上昇し
たが、有意な変更は共ばく露については観察されなかった。以前の研究（Chen et al., 2017）のように、自発運動の
有意な増加が 60µg-DP/L による 24 hpf で発生したが、5 または 20 µg/L の 3-MP を伴った共ばく露は、対照群と比
較して有意な減少となった。DP と 3-MP の共ばく露は、接触誘発刺激後の遊泳距離の減少及び自由遊泳性活性に、
相乗効果あるいは付加的な影響を示した。さらに、相乗効果あるいは付加的な影響が、腹部の軸索長さの成長の減
少、尾領域のアポトーシス細胞数の増加、及び軸索関連の遺伝子発現の誘導として観測された。脳 Ca2+ホメオス
タシスが 96 hpf で調査され、有意な相乗効果の増加が脳細胞内 Ca2+濃度において観察され、Ca2+ ATP アーゼ活性
における相乗効果の減少が共ばく露後に観察された。さらに、Ca2+ホメオスタシスに関連した遺伝子の弱められた
発現において、相乗効果が観察された。DP 単独のばく露と比較して、低用量と高用量の 3-MP との共ばく露は、
DP の蓄積をそれぞれ 14%及び 82%増加させた。DP（60 µg/L）の幼魚に対する身体負担は 583.2±33.5ng/g-ww であ
った。一方、5 及び 20  µg/L の 3-MP を伴った共ばく露は、DP レベルをそれぞれ 665±33.5ng/g-ww 及び
1,061±85.7ng/g-ww に増やした。3-MP 単独と比較して、DP（60  µg/L）を伴った共ばく露は、3-MP レベルを 3 及び
20 µg/L の 3-MP グループそれぞれについて 45%及び 47%上昇させた（Chen et al., 2019）。混合ばく露から生じた
高められた生体内蓄積は、組み合わせた化学ばく露で観察される相乗効果の有意な寄与を表すかもしれない。 

111. 研究では、DP が魚類（Zhang et al., 2011）とカエル（Li et al., 2014）において血液脳関門を横断すること、
anti-異性体 DP が肝臓と比較して脳により高い残留性を有すること（Zhang et al., 2011）も示された。脳及び肝臓の
ストレス反応及び組織病理学変化は、設定濃度 0、30、60 または 120 µg/L DP に 1 日、15 日または 30 日ばく露さ
せた一般的なコイの幼魚（グループあたり n = 30）において観察された（Li ら、2019 年 b）。組織形態（細胞異常
率）は、60mg/L 及び 120mg/L に 15 日及び 30 日間ばく露されたグループにおいて著しく変化した。肝臓では不明
瞭な輪郭、空胞化及び細胞核溶解が観察され、脳では粒状層、細胞核の細胞構造、不規則な配列、微少血栓性赤血
球、グリア細胞及び結節数の増加の異常が観察された。肝臓 SOD、グルタチオン（GSH）及び MDA 活性レベル
は、用量とばく露時間の増加と共に減少したが、脳においては逆のパターンが観察された（Li et al., 2019b）。DP
が脳及び肝臓において、免疫調整遺伝子の発現も改変した。CYP1B1 遺伝子の発現は、肝臓及び脳において、すべ
ての時点及び濃度で著しく上方制御された。加えて、CYP2B、CYP3A1、及びアポトーシス関連のファクター bax
及びファクター bcl-2 が、肝臓において改変された。これらの結果は、DP ばく露が肝臓及び脳の代謝を混乱させ、
抗酸化体酵素活性を阻害し、脂質の過酸化を増加させ、炎症を促進し、コイ幼魚において細胞アポトーシスを誘発
することを示している（Li et al., 2019b）。他の実験において、300 匹のコイ胚が、上記と同じ DP 濃度に 3hpf から
120hpf までばく露され、対照群と比較してすべての用量において、DNA 損傷の有意な用量依存的増加が示された。
最高用量において、死亡率の有意な増加、孵化時間の遅れ及び孵化率の減少が観察され、身体長を減少させた。形
態的な変形が、すべての用量の 120hpf において、対照群と比較して著しく増加した（Li et al. 2020）。正の関連が、
DNA 損傷と形態的変形の間に観察された。観察は、重要な形態遺伝子及び酸化防止マーカーの遺伝子発現の変更
によって助長された（Li et al. 2020）。 

112. 上述のコイ幼魚の研究において、炎症誘発性サイトカイン IL-6 及び IL-1b、及び抗炎症性サイトカイン IL-10
は両方とも、すべての用量において 30 日目に、対照群と比較して肝臓内で著しく増加したが、脳では、IL-6 は 2
つの高い濃度によって、IL-1b は最も高い濃度によってのみ、また IL-10 は 30 µg/L によって、著しく上方制御され
た（Li et al., 2019b）。これは、DP の免疫調整効果の可能性を示した最初の研究である。興味深いことに、低用量



UNEP/POPS/POPRC.16/2 

 24 

（10mg/kg-bw に 7 日間）の Dec-602（これは DP と構造的に類似）は、マウスにおいて、T ヘルパー1 及び T ヘル
パー2 のバランスを異常調整することによって、免疫反応を改変し、免疫及び伝達物質関連の代謝の改変を示した
（Feng et al., 2016; Tao et al., 2018）。 

113. 1mg/kg-ww、10mg/kg-ww 及び 100mg/kg-ww の用量の 1 回の腹膜内投与で、14 日間 DP 処理されたカラチョウ
ザメの幼魚において、DP が全身性ストレス応答、小さい G タンパク質のシグナルカスケード、Ca2+の信号送信経
路、及び代謝プロセスに影響を及ぼし、肝臓のアポトーシスを誘発したことを肝臓プロテオミクスが示している
（Liang et al., 2014）。 

114.DP ばく露は、ゼブラフィッシュの成魚の組織に酸化ストレスを誘導する（Kang et al., 2016; Hang et al., 2013）。
0.25mg/g-bw/day、2.5mg/g-bw/day 及び 7.5mg/g-bw/day の用量の DP でスパイクされた食餌に、7 日、14 日及び 28 日
間経口ばく露を受けたゼブラフィッシュにおいて、最高用量は腸のアポトーシスを誘発し、SOD 活性の有意な用
量依存的増加が 1 日目から 28 日目に、すべての用量において観察された（Hang et al., 2013）。7 日目の魚組織中の
測定濃度は、それぞれ 618.4ng/g、762.8ng/g 及び 1,823.4ng/g であった。肝臓及び脳のプロテオミクスプロファイル
は有意に改変され、確認されたタンパク質は DNA 損傷、タンパク質合成、免疫反応、細胞のアポトーシス及び細
胞骨格に関連があった（Hang et al., 2013）。0 日目及び 2 日目に、0、0.3、1 または 3 μg/g ww の用量の DP を強制
経口投与によって受けたゼブラフィッシュにおいて、6 日目に測定された組織中濃度はそれぞれ、5ng/g-ww、
30ng/g-ww、44ng/g-ww 及び 420ng/g-ww であった。カタラーゼ活性の増加が肝臓において観察され、6 日目におけ
る肝臓への酸化ストレス反応を示した（Kang et al., 2016）。加えて、DP の潜在的内分泌撹乱能に関するいくつか
の徴候がでた。脳の甲状腺ホルモン及び性ホルモン関連の遺伝子の転写応答が改変され、甲状腺ホルモン及び性ホ
ルモンに対する DP の潜在的阻害能力の可能性を示した（Kang et al., 2016）。6 日目に、CYP19b（アロマターゼの
脳種）の有意な誘導が、環境的に関連した体内残留レベルで、すべての用量で観察された。加えて、脳エストロゲ
ン受容体（alpha mRNA）は、最も低い用量（0.3 μg/g）のみで著しく上昇した。血漿中チロキシン（T4）濃度は概
して増加したが、その変化は、脳内の副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン及び TSH-β 遺伝子の上方調節とともに、
最高用量（3 μg/g ww、これは魚に 420±13.3ng/g ww の濃度を与えた）で統計的に有意ではなかった（Kang et al., 
2016）。これらは両方とも、非哺乳類脊椎動物において甲状腺ホルモン経路の微調整に関与する（De Groef et al., 
2006）。 

115. 母親を通した DP の摂取及び移行は、いくつかの魚種（例えば、Wu et al., 2013; Sühring et al., 2015; Peng et al., 
2012; Zhang et al., 2011; Zeng et al., 2014）と、カエル（Wu et al., 2018）で見られた。DP 及び他の FR は、雌のサメ
の発育中の胚に見られ、子宮内での母親を通した移行が証明された（Marler et al., 2018）。 

2.4.2 陸生生物への毒性 

116. 酸化ストレス反応と神経毒性がミミズにおいて観察された（hang et al., 2014; Yang et al., 2016b）。設定用量
0.1mg/kg、0.5mg/kg、6.25mg/kg 及び 12.5mg/kg に 28 日間（Yang et al., 2016）、最高 50mg/kg に 14 日間（Zhang et 
al., 2014）、DP にばく露されたミミズにおいて、急性毒性または個体重量の有意な変化は観察されなかった。しか
し、組織内のマーカー［例えば SOD、MDA、グルタチオン、グルタチオンペルオキシダーゼ、カタラーゼ、及び
8 −ヒドロキシ− 2 −デオキシグアノシン（8OHdG）］、ならびに孤立した体腔球のコメット解析における尾部
DNA の改変により酸化ストレスが示唆された。さらに、ミミズのアセチルコリンエステラーゼ（AChE）とセルラ
ーゼの活性が、低用量によってさえも著しく弱められ、ミミズにおける神経毒影響の可能性が示唆された（Yang 
et al., 2016）。これらのバイオマーカ反応に関する全体的 28 日無影響量（no-effect concentration、NOEC）は、< 
0.1mg/kg である（ECHA, 2017b）。 

117. 鳥類において、DP の急性毒性は観察されなかったが、DP が生物学的に吸収可能で、卵から移行されること
を研究で示唆されている。カナダのハクトウワシの卵と血漿のペアサンプルで、DP は血漿よりも卵の中でより富
んでいて、内陸及び五大湖の卵の幾何平均が、それぞれ 0.28ng/g-ww と 0.43ng/g-ww であったのに対して、血漿中
のレベルは 0.02ng/g-ww であった（Guo ら、2018 年）。 

118. Crump et al. (2011)は、家畜のニワトリの胚肝細胞とニワトリ胚において、生体内及び生体外毒性手法を使用し
て、DP の濃度依存的な影響について研究した。DP は定温放置前に卵に注入されて、肝細胞においては 3mM の最
大用量まで、また、ヒヨコの殻破りの成功については卵あたり 500ng/g/の最高設定用量まで、明白な悪影響は観察
されなかった。 

119. Li et al. (2013a)は、90 日間の強制経口投与によって、1mg/kg-bw/d から 100mg/kg-bw/d の範囲の用量濃度で市
販の DP に連続的にばく露された雄の一般的なウズラに与える DP の影響について研究した。死亡率、個体重量及
び肝臓重量は、ばく露グループのいずれにおいても改変されなかった。肝酵素活動と酸化ストレスを測定した。著
者らは、いくつかの酵素活性の測定に与える DP の影響について報告した（例えば、対照群と比較して、すべての
ばく露グループにおける 7 −ペントオキシレゾルフィン− O −デメチラーゼ（PROD）の有意な減少と、対照群と比
較して、高用量に曝したグループのアルコキシレゾルフィン O −デアルキルアーゼ（ERND）と抗酸化酵素カタラ
ーゼの有意な増加）。研究では DP が肝臓でより蓄積しやすく（血清、筋肉に対して）、syn-異性体 DP が（anti-異
性体 DP に対して）2 つの高濃度ばく露グループにおいて蓄積されることを見いだした。 
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120. カナダの選別評価は、マイレックスからの毒性データを最悪のシナリオとして用い（DP に対するその構造的
及び機能的な類似性にも基づき）、地上有機体（植物）のためのデータの欠損を埋め、DP の予想無影響濃度
（predicted no effect concentration、PNEC）を 0.075mg/kg-dw と推定した（Canada, 2019a）。 

2.4.3 人への毒性 

121. 哺乳類を用いた評価と実験室での研究は、DP には発癌性、変異原性、または生殖毒性はないことを暗示して
いる（ECHA, 2017b,c において概説、Canada 2019a）。デカ BDE についての彼らの代替評価において、米国 EPA
（2014 年）は、「クロルデン及びデカ BDE との類似性に基づく発癌性の可能性、後者についてはより長い期間の
研究における悪影響の発現の可能性がある」と述べている（US EPA, 2014）。他のばく露バイオマーカ及び／また
は哺乳類における潜在的な悪影響（例えば、酸化ストレス、肝臓障害、及び後述するような内分泌系への影響）が
報告されている。 

122. in vitro 遺伝子への毒性に関して、Salmonella typhimurium（TA98、TA100、TA1535、TA1537 及び TA1538）を
使用して行ったエームス試験の結果は、代謝活性化（S9）の有無については陰性であった［Mortelmans and Tanaka、
1980 年（OxyChem 2004b にて記述されている）］。また、in vitro マウスリンパ腫アッセイの結果も、S9 の有無に
ついては陰性であった［Jotz and Mitchel、1980 年）（OxyChem 2004b にて記述されている）］。研究で 1 件の in 
vivo 遺伝子毒性が確認された。マウスは、0mg/kg-bw/day、500mg/kg-bw/day、2,000mg/kg-bw/day または
5,000mg/kg-bw/day の DP を、10 日間経口投与された（Wu et al. 2012）。肝臓サンプルがコメットアッセイのため
に採取され、遺伝毒性の結果は陰性であった。 

123. 実験動物における急性毒性試験では、経口、吸入及び経皮ばく露の急性毒性の懸念は低いことが示されてい
る。健康への悪影響は、確認された反復経口投与毒性試験（試験用量にして 5000mg/kg-bw/day までを 10 日または
28 日間）のいずれでも観察されなかった（ECHA, 2017b,c、Canada 2019a; OxyChem 2004b のまとめと下記に記述す
る）。しかし、それにはいくつかのデータの欠損がある。例えば、90 日を超える長期試験がない。このことは、
この物質の明らかに遅い取り込みと長い排出半減期を考慮すれば、重要かもしれない。したがって、反復用量の研
究に関する DP の系統的影響の可能性は、生体内蓄積のより高い可能性に基づいて、またデカ BDE の代替評価に
おいて、より長期間の試験における悪影響の発現の可能性にデカ BDE との類似性があることから、中程度である
と評価されている（US EPA, 2014）。また、高用量が生物のばく露の程度を真に反映しない可能性があるように、
投与媒体がばく露を制限するかもしれない（例えば不溶微結晶の存在により）（ECHA, 2017b, c）。5,000mg/kg-
bw の用量が、特に粘稠性なものとして記述されており（Brock et al., 2010）、それは極めて高用量（OECD テスト
ガイドラインの限界量の 5 倍）である。さらなる毒性試験（in vitro エームス試験と出生前発生毒性試験（pre-natal 
developmental test、PNDT）の研究）が、REACH 登録関係書類の遵守チェックに従う ECHA によって必要とされて
きた（最終期限 2020 年 12 月 21 日）。 

124. Wu et al. (2012)は高用量ばく露でマウスの肝臓障害について報告している。10 日間の経口摂取後、酸化ストレ
スと損傷が、すべての用量（500mg/kg-bw/day、2,000mg/kg-bw/day または 5,000mg/kg-bw/day）で、雄のマウスの肝
臓において誘発された。相対肝臓重量は、2,000mg/kg 群においてのみ有意に増加した。肝臓への酸化ストレスは、
すべての用量で SOD 活性及び酸化 DNA 損傷マーカー8OHdG の有意な増加、ならびに 2,000mg/kg におけるカタラ
ーゼ（catalase、CAT）活性の増加により示された。しかし、DNA 鎖切断の増加はコメットアッセイでは観察され
なかった。マイクロアレイ分析は、DP が肝臓の炭水化物、脂質、ヌクレオチド及びエネルギー代謝、ならびにシ
グナル形質導入プロセスを改変することを示唆した。 

125. 0mg/kg/d、1mg/kg/d、10mg/kg/d または 100mg/kg/d で DP をラットに 90 日間経口投与した試験において、DP
は肝臓に優先して蓄積し、syn-異性体 DP が支配的立体異性体であった（Li et al., 2013b）。臨床血清パラメータ
（例えばアラニンアミノトランスフェラーゼ、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、及びクレアチンキナー
ゼ）は最高用量で有意に減少し、血清グルコースは有意に増加した。また、甲状腺刺激ホルモン（TSH）の有意で
ない増加が観察された。肝臓においては、いくつかの重要な酵素の遺伝子発現（例えば、n −アセチルトランスフ
ェラーゼ、スルホトランスフェラーゼ、及び CYP2B1）が改変された（Li et al., 2013b）。しかし、絶対体重または
絶対肝臓重量、または肝臓病理組織の著有意な変化は観察されなかった。Zhang et al. (2020)は、経胎盤通過及び乳
汁分泌を通して Sprague-Dawley（SD）ラットの児動物への DP（用量 5mg/kg/d）の移行の影響を研究し、児への
DP ばく露が種多様性及び豊富な腸微生物叢を弱めることを発見した。そして、児動物に長期の影響を生ずる代謝
機能に影響して、短鎖脂肪酸の生産を増加させた。 

126. Oxychem (2004b)が提示する以前の調査は、肝臓と卵巣へある程度の影響があるという結果である。しかし、
ECHA (2017c)で述べられるように、これらの試験の信頼性ははっきりせず、また、試験の説明も限定されている。
ラットにおける 13 週間の経口投与試験において、絶対及び相対肝臓重量は 500mg/kg で、雄のみが有意に増加した
が、関連する病理組織変化は観察されなかった［Oscarson, 1975（Oxychem (2004b)にて説明された）］。反復吸入
ばく露試験において、ラットはダスト/m3として 0mg、640mg または 1,524mg の DP に、1 日につき 6 時間、1 週に
つき 5 日、28 日間ばく露した（Bishop 1975）。絶対及び相対肝臓重量の有意な増加が両用量で観察された。小葉
中心部肝細胞の不随する巨大肝細胞（細胞毒性及び壊死の徴候を伴う肝細胞の腫脹）が、雄ラットについて両用量
で、また何匹かの雌において高用量で観察された。肺組織への影響は、肺胞のマクロファージ数の増加として観察
され、絶対肺重量の有意な増加は雌では両用量で、また雄では最高用量で観察された。640mg/m3の最小毒性濃度
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（lowest-observed-adverse-effect concentration、LOAEC）が確認された［Bishop 1975（Oxychem 2004b にて説明され
た）］。反復経皮投与試験において、雄と雌のウサギが、3%メチルセルロース水溶液中の DP に、0mg/kg-bw/d、
500mg/kg-bw/d または 2,000mg/kg-bw/d で、総身体表面の 20%で、4 週間（1 週につき 5 日間）経皮ばく露された
（Trzyna 1975）。塗布した箇所に、紅斑はゼロから最小限であった。雌では絶対及び相対（体重と脳重量に対し
て）卵巣重量の、用量に関連した減少が両用量で観察され、絶対及び相対肝臓重量の減少は、最高用量で観察され
た。しかし、組織病理学的影響は、いずれの器官にも観察されなかった［Trzyna 1975（OxyChem 2004b にて説明
された）］。 

127.反復投与／生殖毒性／発達毒性の併合試験が、OECD ガイドライン 422 にしたがって実行され、Crl:CD（SD）
ラットが、0mg/kg-bw/day、750mg/kg-bw/day、1,500mg/kg-bw/day または 5,000mg/kg-bw/day でトウモロコシ油中の
DP を強制経口投与された（Brock et al. 2010）。10 匹/性/群のラットが 28 日間ばく露された。毒性、身体重量、摂
食量、神経行動学的及び機能的な観察バッテリー評価の臨床徴候に、処理関連の影響は観察されなかった。血液学、
尿検査、凝固または臨床成分パラメータの影響は観察されなかった。器官重量（心臓、肝臓、精巣、卵巣及び甲状
腺／上皮小体）の用量 – 反応に関連した変化は観察されなかった。死亡及び病変は対照群を含むすべての投与群全
体に観察された。それは、強制経口投与による負傷及び、試験物質の胸腔／心膜腔への投与により示されるように、
強制経口投与の投与過失と関連づけられた。結果として、用量が正しかったかどうかは明瞭でない。トウモロコシ
油中の 5,000mg/kg の賦形剤は、特に粘稠性と記載された。著者らは、5,000mg/kg-bw/day の無影響量（no-
observable-effect level、NOEL）を確認した。しかし、いくつかの影響は観察されたが、用量 – 反応関係の欠如（そ
れは強制経口投与関連の過失による可能性がある）のため、著者によって、処理に関連したものとは見なされなか
った。絶対的及び相対的な卵巣重量の有意な増加は 1,500mg/kg のグループにおいてのみ観察され、また、絶対及
び相対的甲状腺／副甲状腺重量の有意な増加は雌の 750mg/kg 群においてのみ観察された。平均早期吸収痕数（1.8）
及び着床後胚損失率（13.90%）が、1,500mg-DP/kg-bw 群において、対照群と比較して（それぞれ、0.8 及び 5.39%）
有意でなく増加していることが観察された。さらに、児動物の体量が、用量＝1,500mg/kg-bw で有意に増加した。
平均児動物体量は、750mg/kg、1,500mg/kg 及び 5,000mg/kg 群において、対照群と比較して 3%、15%及び 13% 増
加した。この影響は、下記の項（Peshdary ら、2019 年）にて説明するように、このシグナル経路の活性化が子宮
機能の強化による妊娠／胎児と関連づけてきた（Hewitt et al., 2006; Díaz et al., 2012）ことから、DP のペルオキシソ
ーム増殖因子活性化受容体 PPAR-γ を起動させる能力の結果であるかもしれないが、甲状腺軸に対する影響かもし
れない。 

128. 甲状腺ホルモン及び肝臓代謝への上述の影響に加えて、肥満の原因となる影響の可能性が DP について観察さ
れた。in vitro のメカニズム研究において、DP はペルオキシソーム増殖因子活性化受容体 PPAR-γ を活性化させて、
マウス及び人の前駆脂肪細胞の脂肪生成（脂肪生成 mRNA 及びタンパク質マーカーの脂質蓄積及び上方制御とし
て観察される）を誘発することを示した。しかし、いくつかの DP により媒介される脂肪生成指標は、PPAR-γ 活
性化から独立しており、DP の作用の他の潜在的作用様式が関与しているかもしれないことを示唆している
（Peshdary et al., 2019）。 

129. 限定的ではあるが、DP と人の甲状腺ホルモン（thyroid hormone、TH）ホメオスタシス及びリポタンパク質と
の間の考えられる関係について調査した。血清 TH と DP レベルの間の関係が、中国の電子廃棄物リサイクル領域
の近くで、人の母親 − 乳児ペアで報告された（Ben et al., 2014）。20 年間居住者グループからの母親の血清中 DP
濃度は、3 年間居住者グループのそれよりも 2～3 倍高かった（幾何平均及び範囲はそれぞれ、13.5ng/g-lw、1.28～
900ng/g-lw 及び 3.68ng/g-lw、1.69～11.6ng/g-lw であった）。syn-異性体 DP と anti-異性体 DP は、胎盤及び臍帯血清
サンプルにおいて検出され、それらが母親から胎児の組織まで移行するかもしれないことを示唆している。20 年
間その地域に住んでいたグループ（n= 44）の母親血清中の TSH の濃度は、母親がその地域に 3 年またはそれより
短い期間住んでいたグループ（n=22）のそれより有意に低かった（p = 0.046）が、相関分析は 20 年間居住者グル
ープの TH と DP レベルの間に有意ではなかった。PBDE 類の濃度が制御変数として使われる場合、DP 濃度は 20
年以上地域に住んでいた母親からの血清中の総トリヨードサイロニン（total triiodothyronine、TT3）の濃度と正の
関係があった（syn-異性体 DP について r = 0.37、p = 0.020、anti-異性体 DP について r = 0.360、p = 0.024）。血清
DP レベルと甲状腺ホルモン TT3 レベルの間の関係は、DP が人の甲状腺ホルモンに対してある程度の影響がある
可能性を示唆している（Ben et al., 2014）。他の研究は、電子廃棄物リサイクル地域に住んでいる成人（n=54）と
対照地域に住んでいる成人（n=58）の血清レベルを比較して、より低い TSH、甲状腺結合グロブリン及び甲状腺
受容体（TRα）の mRNA 発現レベル、及びより高いヨードチロニン脱ヨウ素酵素 1 のレベルが、高ばく露群で観
察された（Guo et al., 2019）。血清中の syn-異性体 DP と anti-異性体 DP の平均及び範囲は、電子廃棄物リサイクル
地域からの居住者では 57ng/g-lw（12～1,000ng/g-lw）及び 58ng/g-lw（11～1,450ng/g-lw）、対照集団では 3.2ng/g-
lw（0.36～12ng/g-lw）及び 5.9ng/g-lw（0.67～38ng/g-lw）であった（Guo et al., 2019）。温嶺（中国）における妊婦
についての他の研究では、血清甲状腺ホルモンと DP レベル間に関連性はなかった。血清中の DP の平均及び範囲
は、13.9ng/g-lw（0.41～252ng/g-lw）であった（Yin et al., 2020）。しかし、DP 血清レベルとアポリポタンパク質 A
との間の正の関連性が総 DP（p = 0.095）及び syn-異性体 DP（p = 0.045）について観察された（Yin et al., 2020）。
被験者のリストバンド中の anti-異性体 DP レベルと TSH 血中濃度の間の正の関連性（b = 0.089、p = 0.023）が、米
国の女性（n= 62）についての研究で見られた（Yin et al., 2020）。 
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2.4.4 その他の懸念事項 

130. DP の副産物 1,3 − 及び 1,5 − デクロランプラスモノ付加体（Dechlorane Plus monoadduct、DPMA）は、場合に
よっては環境試料中における DP より高いレベルで検出され（Sverko et al., 2011; Tomy et al., 2013; Guerra et al., 
2011）、また、南極生物相で（Wolschke et al., 2015）検出された（詳細については第 89 項を参照）。また、
DPMA は、破壊的な試料調整法のため、過少報告されている可能性がある（Rjabova et al., 2016）。予測 QSAR モ
デルの研究に基づくと、DPMA は場合によっては生物蓄積性かもしれず、残留性かもしれない。人及び環境への
その毒性に関する情報はないが、アルドリン及びヘプタクロルとの構造類似性に基づくと、それは環境中でエポキ
シド化され、神経毒性を有するもしれない及び／または肝毒性を生じるかもしれない物質を生成する可能性がある
（ECHA 2017b,c）。追加情報については、UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14 の図 1 及び表 14 を参照のこと。 

131. DP 製品の副産物のいくつか（ヘキサクロロブタジエン、ヘキサクロロベンゼン、ペンタクロロベンゼン、及
びマイレックス）がストックホルム条約の下ですでに記載されている POPs なので、DP を今後も継続的に生産す
ると POPs の生成と放出が追加されるかもしれない。 

3. 情報の統合 

132. DP は、すでに規制されているプラスチックポリマー用 FR の代用品として販売・使用されている、市販の付
加的な塩素化 FR である。主な用途としては、航空及び自動車産業、電線及びケーブル被覆材、プラスチック屋根
ふき材料、TV 及びコンピュータのモニタ用コネクタなどがある。 

133. DP は世界中のさまざまな場所で、環境試料、人及び野生生物から検出されている。それは世界的な汚染物質
で、生産現場と使用現場から離れた遠隔地域（北極、南極及びチベットの高地・山岳地域を含む）で発見されてき
た。また、DP は生産現場や電子廃棄物リサイクル現場から離れた場所にある WWTP のダスト、スラッジ及び廃水
において検出され、消費者製品からの放出とばく露を示唆している。 

134. 入手可能なモニタリングデータから、LRET が進行している証拠が提示されている。生体内蓄積及び生物濃縮
が、いくつかの研究（遠隔地域の生物相も含む）において報告されている。DP は環境残留性で、遠隔地域の既存
の環境レベルは一般に低いものの、そこには憂慮すべき理由がある。いくつかの研究では、遠隔地域の DP レベル
が発生源地域におけるそれと同じ範囲にあることが報告されている。DP は環境において残留性で、生物相におい
て生物濃縮する。何の措置も講じなければ、そのレベルは継続的な使用の結果として時間とともに増加し、将来の
生物相への悪影響につながる可能性がある。 

135. DP はほぼ半世紀の間生産・使用されてきたが、DP の環境中における検出は、2006 年に北アメリカの五大湖
集水域において初めて報告された（Hoh et al., 2006）。その後の調査では、世界的汚染物質として DP が確認され
ている（Wang et al., 2016）。データが限定されているため、DP に関する時間的及び空間傾向は曖昧である。いく
つかの研究において増加傾向が観察されると共に、他の調査ではレベルが変わっていないことが報告されている
（第 2.3.1 節を参照）。 

136. 入手可能な短期的な毒性データから、環境及び人への潜在的悪影響に関する懸念がある。1 つの関連する作用
は、いくつかの生物学的プロセスに影響する酸化ストレスの誘導の可能性がある。成長過程の神経系と脳への影響
が魚で示されている。DP は、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体 γ を活性化させて、肝機能を低下させ、甲
状腺ホルモン経路に影響を及ぼすことが示されている（表 3 参照）。さらに、ゼブラフィッシュの共ばく露試験で
は、他の汚染物質が生体内蓄積を促進し、より高い毒性を示す可能性が指摘されている。より長期間の研究や異な
るばく露経路を含む更なるデータから、DP の毒性に関するより確実な洞察が得られるかもしれない。構造的類似
化学物質（マイレックス、クロルデン、ヘプタクロル、ディルドリン／エンドリン、アルドリン、及びエンドスル
ファン）は、ストックホルム条約の下で、すでに登録されている（表 1、UNEP/ POPS/POPRC.16/INF/14）。 

137. 有害影響の懸念として、ストックホルム条約によってすでに登録されている物質、例えばアルドリン及びヘ
プタクロルと構造類似点を有する DP 副産物、例えば 1,3 − または 1,5 – DPMA がある（表 14、
UNEP/POPS/POPRC.16/INF/14）。これらのモノ付加体のため毒性データはないが、場合によっては、これらは環
境試料から DP より高いレベルで検出される（Sverko et al., 2011; Tomy et al., 2013; Guerra et al., 2011）。 

138. DP は、妊娠中は血液を介して、出産後は母乳を経由して、発生段階の子へ移行する。魚類、鳥類及び両生類
の母動物から卵への移行が説明されており、感受性が高い生活段階のばく露につながっている。高濃度の DP が、
DP 生産工場及び電子廃棄物リサイクル現場の近くの環境試料とそこで生活している人から検出されている。 

139. POPs の特性と広範囲な生産と使用に関連するリスクを考慮して、世界的な行動をとることが DP の更なる放
出を防止するために必要である。 
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表 3 DP とその syn-異性体及び anti-異性体の POPs 特性に関する入手可能な証拠の概要 

基準 基準に合致 
（はい／い

いえ） 

備考 

残留性 はい • 分解の可能性及び微生物代謝経路のモデルから、生物分解性が非常に遅く、スト

ックホルム条約に記載される構造類似体よりも速く分解する可能性が低いことを

示唆している（ECHA, 2017b; Zhang et al., 2016） 
• 土壌中での DP の長期的な分解は限定的であり、260 日後で 4.2%～8.2% しか分解

しない（Cheng et al., 2019） 
• 経時的土壌中分解が限定的（Wang et al., 2010a） 

生物蓄積性 はい • Log Kow = 9.3 （OxyChem, 2007）は生体内蓄積の可能性が高いことを示唆。 
• BCF > 5000（Wang et al., 2019）及び BCF 5,000 に相当する排泄半減期（Tomy et al., 

2008; Tang et al., 2018; Li et al., 2013b） 
• BMF/TMF > 1 が、いくつかの種及び食物網について報告されている（Tomy et al., 

2007; Wu et al., 2018; Sun et al., 2015, Sun et al., 2017; Kurt-Karakus et al., 2019; Na et 
al., 2017） 

環境中長距

離移送の可

能性 

はい • DP が遠隔地の環境及び生物相で検出されている（Canada 2019a; AMAP 2017; 
Möller et al. 2010, 2012; Gao et al. 2018; Kim et al. 2018; Na et al. 2017; Yang et al. 2016; 
Liu et al. 2018）。 

• 長距離移動は、大気中及び海水中の粒子への DP の吸着によって（例えば Möller et 
al., 2010; Möller et al., 2011; Möller et al., 2012; Sverko et al., 2011; Canada 2019a）また

は渡り鳥を介して（Vorkamp ら、2018 年）生じる。 
• 大気中の DP 濃度は、緯度の増加と共に減少する（Möller et al. 2010, 2011）。 

悪影響 はい • ゼブラフィッシュ（Chen et al., 2017; 2019）及びコイ（Li et al., 2019b; 2020）の神

経毒性の徴候。 
• ゼブラフィッシュ（Kang et al., 2016）、ヒト（Ben et al., 2014; Guo et al., 2019）及

びヒト由来細胞（Peshdary et al., 2019）での内分泌調節影響の可能性。 
• マウスとラットで観察される肝臓障害（Wu et al., 2012; Li et al., 2013b）。 
• コイで観察される免疫調整への影響の徴候（Li et al., 2019b）。 
• 魚類（Chen et al., 2017; Hang et al., 2013; Kang et al., 2016; Li et al., 2019b）、海洋二

枚貝類（Barón et al., 2016, Gagne et al., 2017）、ミミズ類（Zhang et al., 2014; Yang 
et al., 2016b）、鳥類（Li et al., 2013a）及びマウス（Wu et al., 2012）における酸化

ストレス。 
 

4. おわりに 

140.DP は、人の活動（例えば製造、使用及び廃棄、及び廃棄物の管理）から環境に放出される。DP は残留性で、
生物蓄積性で、長距離移動を生じ、この物質の排出及び放出は越境汚染問題である。DP は全世界の地域（北極及
び南極も含む）の人、野生生物及び環境試料から検出されている。 

141. DP は人の毛髪、臍帯血、血清及び母乳から検出されている。高濃度の DP が、電子廃棄物リサイクルの現場
及び生産工場の近くの環境試料とそこで生活している人から検出されている。DP はまた、WWTP のダスト、スラ
ッジ及び廃水から検出され、消費者製品のライフサイクル全体にわたる排出とばく露が示唆されている。 

142. 入手可能な科学的文献は、重要な生物学的プロセスに影響を及ぼす可能性がある酸化ストレスによる、成長
過程の水生種及び生物への悪影響の潜在的リスクがあることを示唆している。悪影響の懸念は、肝臓及び内分泌系
の変調の影響について、特に甲状腺ホルモン系及びペルオキシソーム増殖因子活性化受容体 γ 経路において観察さ
れる影響に関するものである。水生生物に関して、発育過程の神経系及び脳への影響が同様に示されている。さら
に、海洋マクロ藻の光合成活性への影響が観察され、一次生産に対する負の影響により伝達される水生生態系への
潜在的影響が示唆されている。 

143. DP に関する混合物の毒性影響（例えば増加した毒性及び生体内蓄積）が 1 つの研究において示され、あらた
な懸念を示唆している。海氷、氷河及び永久凍土に堆積した DP が、淡水及び海洋環境に放出されるので、気候の
温暖化は極地の環境における DP の可動化及び放出を悪化させるかもしれない。気候変動及び他の環境ストレス因
子の複合的影響は、ばく露レベル、生物の脆弱さ及び適応性に（特に極地域において）影響を及ぼしてリスクを増
大させる。 
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144. いくつかの生物での DP の残留性、生体内蓄積性及び悪影響の証拠と、遠隔地を含む全世界の環境におけるそ
の広範囲にわたる発生に基づき、DP とその syn-異性体及び anti-異性体はおそらく、それらの環境での長距離移送
の結果として、世界的行動が必要となるような、人の健康と環境への著しい悪影響につながるものと結論される。 
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Introduction 

1. In the light of the ongoing coronavirus disease (COVID-19) pandemic, it was not possible to

hold the sixteenth meeting of the Chemical Review Committee under the Rotterdam Convention on

the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International

Trade face to face at the headquarters of the Food and Agriculture Organization of the United Nations

(FAO) in Rome, as had originally been planned. Instead, the Bureau decided that, as an exceptional

measure owing to the pandemic, the meeting would be held online from 8 to 11 September 2020.

I. Opening of the meeting

2. The meeting was opened at 1.15 p.m. (UTC+2) on Tuesday, 8 September 2020, by the Chair

of the Committee, Ms. Noluzuko Gwayi (South Africa).

3. Opening remarks were delivered by Mr. Rémi Nono Womdim, Executive Secretary of the

Rotterdam Convention, and Mr. Rolph Payet, Executive Secretary of the Basel Convention on the

Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, the Rotterdam

Convention and the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.

4. Welcoming participants and expressing confidence that the Committee would achieve the

goals set for the meeting, Mr. Womdim noted that, owing to the challenge of meeting virtually across

different time zones, the Committee would not be reviewing the numerous new notifications of final

regulatory action submitted by the Parties until its next meeting. The increased number of notifications

was partly the fruit of increased efforts by the Secretariat to support Parties that requested assistance in

submitting notifications of final regulatory action, and thereby to increase the effectiveness of the

Convention. The environmentally sound management of chemicals, to which the Committee

contributed through its work, in particular through its review of notifications of final regulatory action,

was a prerequisite for achieving the Sustainable Development Goals and specific targets aimed at

substantially reducing the number of deaths and illnesses caused by hazardous chemicals.

5. The FAO part of the Secretariat was focused on reducing the risks from pesticides and other

agrochemicals, to which millions of agricultural workers around the world, many of them children,

were exposed, including by developing awareness-raising materials and implementing various

campaigns and activities in collaboration with other FAO divisions. During the lockdown prompted by

the pandemic, the Secretariat had translated into the six official languages of the United Nations the

general guidance on bridging of pesticide risk assessments, contained in the FAO Pesticide

Registration Toolkit and the Pocket Guide for Effective Participation in the Chemical Review

Committee under the Rotterdam Convention; held ten major online training sessions on various topics;

and organized three webinars for Committee members in lieu of the usual orientation workshop.

6. Welcoming participants, Mr. Payet emphasized the importance of the work of the Committee

in enabling the adoption of informed policy decisions by the Conference of the Parties to the

Rotterdam Convention, and providing robust scientific foundations for policymakers to build back
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better after the COVID-19 pandemic, which had demonstrated that the warnings of scientists could, 

and did, come true. At the current meeting, the Committee had two important tasks, namely, finalizing 

the draft decision guidance document for decabromodiphenyl ether for consideration by the 

Conference of the Parties at its tenth meeting, and determining whether the criteria set out in Annex II 

to the Convention had been met by the new notification of final regulatory action for perfluorooctanoic 

acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds submitted by Norway.  

7. Noting the continuous and significant contributions of the Committee to the operation of the 

Convention, Mr. Payet drew attention to the challenge of reviewing the best available technical and 

scientific information and solutions, as well as socioeconomic considerations which were critical in 

ensuring that the Rotterdam Convention remained relevant and implementable in the context of 

countries’ efforts to meet the Sustainable Development Goals, including the environmentally sound 

management of chemicals and wastes throughout their life cycles. Such focus would significantly 

reduce releases to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and 

the environment, as evidenced by many of the chemicals that had been listed for prior informed 

consent under the Rotterdam Convention. 

 II. Organizational matters 

 A. Attendance  

8. The following members of the Committee attended the meeting: Mr. Jonah Ormond (Antigua 

and Barbuda), Ms. Eliana Rosa Munarriz (Argentina), Ms. Anahit Aleksandryan (Armenia), 

Mr. Juergen Helbig (Austria), Ms. Mara Curaba (Belgium), Mr. Martin Lacroix (Canada), Ms. Jinye 

Sun (China), Ms. Lady Jhoana Dominguez Majin (Colombia), Ms. Gloria Judith Venegas Calderón 

(Ecuador), Mr. Timo Seppälä (Finland), Mr. Joseph Cantamanto Edmund (Ghana), Mr. Suresh Lochan 

Amichand (Guyana), Mr. Dinesh Runiwal (India), Ms. Yenny Meliana (Indonesia), Ms. Kristina 

Kazerovska (Latvia), Mr. Hassan Azhar (Maldives), Mr. Peter Korytár (Malta), Mr. Shankar Prasad 

Paudel (Nepal), Mr. Peter Dawson (New Zealand), Mr. Zaigham Abbas (Pakistan), Ms. Agnieszka 

Jankowska (Poland), Mr. Christian Sekomo Birame (Rwanda), Ms. Aïta Sarr Seck (Senegal), 

Ms. Nolozuko Gwayi (South Africa), Mr. Sumith Jayakody Arachchige (Sri Lanka), Ms. Sarah 

Maillefer (Switzerland), Ms. Nuansri Tayaputch (Thailand), Mr. Youssef Zidi (Tunisia), Mr. Daniel 

William Ndiyo (United Republic of Tanzania), Mr. Clorence Matewe (Zimbabwe). 

9. The member of the Committee from the Congo was unable to attend. 

10. The following States were represented as observers: Argentina, Australia, Burkina Faso, 

Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Estonia, Eswatini, Germany, Ghana, Guatemala, 

Indonesia, Japan, Kenya, Kuwait, Mexico, Netherlands, Norway, Paraguay, Qatar, Romania, 

Russian Federation, Serbia, Slovenia, South Africa, State of Palestine, Suriname, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, United States of America. 

11. The Central Africa Interstate Pesticides Committee was represented as an observer.  

Non-governmental organizations were also represented as observers. The names of those organizations 

are included in the list of participants (UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/12). 

 B. Adoption of the agenda 

12. In considering the sub-item, the Committee had before it the provisional agenda 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/1) and the annotations to the provisional agenda 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/1/Add.1).  

13. The Committee adopted the following agenda on the basis of the provisional agenda: 

1. Opening of the meeting.  

2. Organizational matters:  

(a) Adoption of the agenda;  

(b) Organization of work.  

3. Rotation of the membership. 

4. Technical work: 

(a) Consideration of the draft decision guidance document for decabromodiphenyl 

ether; 
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(b) Report of the Bureau on the preliminary review of a notification of final 

regulatory action; 

(c) Review of a notification of final regulatory action for perfluorooctanoic acid 

(PFOA), its salts and PFOA-related compounds. 

5. Venue and date of the seventeenth meeting of the Committee. 

6. Other matters.  

7. Adoption of the report.  

8. Closure of the meeting. 

14. Responding to a query from a member regarding agenda item 4 (c) (Technical work: review of 

a notification of final regulatory action for perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related 

compounds), the Committee agreed that it would review the information contained in the notification 

to determine whether it met the criteria of Annex II to the Convention. Further to its review, the 

Committee at its current meeting would then consider its recommendation in relation to the chemical, 

which would be forwarded to the Conference of the Parties for consideration at its tenth meeting 

together with the draft decision guidance document and any revisions that might be required thereto.  

15. The Committee decided that, under agenda item 6 (Other matters), the Secretariat would 

present a report on updates to the Handbook of Working Procedures and Policy Guidance for the 

Chemical Review Committee; a report on activities to facilitate effective participation in the work of 

the Committee; and a time schedule for the work to be carried out in the intersessional period between 

the sixteenth and seventeenth meetings of the Committee. 

 C. Organization of work 

16. The Committee decided to conduct the meeting in accordance with the scenario note prepared 

by the Chair (UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/1) and the tentative schedule for the meeting 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/2), subject to adjustment as necessary. It also decided that contact 

groups and drafting groups would be established as needed throughout the meeting. The documents 

pertaining to each agenda item were identified in the annotations to the provisional agenda 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/1/Add.1) and in the list of pre-session documents by agenda item 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/10). 

 III. Rotation of the membership 

17. Introducing the item, the representative of the Secretariat drew attention to the information 

provided in document UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/3, on the rotation of the membership of the 

Chemical Review Committee.  

18. She informed the Committee that since its fifteenth meeting, no replacement of members had 

taken place, but the terms of office of 17 current members would expire on 30 April 2022 and new 

members would therefore need to be appointed by the Conference of the Parties at its tenth meeting, 

scheduled to take place in July 2021, with terms of office from 1 May 2022 to 30 April 2026. The 

Secretariat would, on behalf of the Bureau of the Conference of the Parties, facilitate the nominations 

of new members by circulating information on all the elections scheduled to take place at the tenth 

meeting, including the qualifications and documentation required, together with information on arrears 

in assessed contributions to the general trust fund of the Rotterdam Convention. A deadline of 

19 April 2021 would be proposed for the submission of nominations to enable all the regional groups 

to consult among themselves in advance of, and during, the regional preparatory meetings.  

19. The term of office of the current Chair, unless extended, would expire on 30 April 2022. At its 

tenth meeting, the Conference of the Parties would therefore need to either elect a new Chair to serve 

from 1 May 2022 onwards or, in line with the approach taken by the Conference of the Parties at its 

sixth and eighth meetings, request the Committee to identify an interim Chair for the eighteenth 

meeting of the Committee and elect a new Chair at its eleventh meeting. 

20. The Committee took note of the information provided. 
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 IV. Technical work 

 A. Consideration of the draft decision guidance document for 

decabromodiphenyl ether 

21. Introducing the sub-item, the representative of the Secretariat recalled that, at its fifteenth 

meeting, the Committee had reviewed notifications of final regulatory action for 

decabromodiphenyl ether submitted by Canada, Japan and Norway, along with the supporting 

documentation referenced therein, and, taking into account each of the specific criteria set out in 

Annex II to the Convention, had concluded that the three notifications met the criteria set out in Annex 

II to the Convention. Accordingly, the Committee, by its decision CRC-15/2, had recommended to the 

Conference of the Parties that it list decabromodiphenyl ether (CAS No. 1163-19-5) in Annex III to 

the Convention as an industrial chemical. In addition, the Committee had adopted a rationale for its 

conclusion and established an intersessional drafting group to prepare a draft decision guidance 

document for decabromodiphenyl ether.  

22. At the current meeting, the Committee had before it the draft decision guidance document 

prepared by the intersessional drafting group (UNEP/FAO/RC/CRC.16/3) and a compilation of 

comments and responses relating thereto (UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/6). 

23. Mr. Peter Dawson, drafter of the intersessional drafting group, presented the draft decision 

guidance document on his own behalf and that of the group’s chair, Mr. Suresh Amichand.  

24. Following the presentation, several members proposed changes to the draft decision guidance 

document. A number of members drew attention to the terminology used in the document to identify 

decabromodiphenyl ether, which was different from that used under the Stockholm Convention, 

namely “decabromodiphenyl ether (BDE-209) present in commercial decabromodiphenyl ether 

(CAS No. 1163-19-5)”, suggesting that the document should be revised to use that description. 

Another member expressed support for retaining the terminology used in the draft decision guidance 

document, which was consistent with the recommendation of the Committee in decision CRC-15/2. 

He added that CAS No. 1163-19-5, which was also used in the Stockholm Convention listing, could 

also be included when first mentioning the chemical’s name in section 2 of the draft decision guidance 

document to clarify that the chemical referred to in the draft decision guidance document was the same 

chemical as that listed under the Stockholm Convention. 

25. A number of members proposed changes to specific sections of the draft decision guidance 

document in order to update or correct the information provided. One member suggested that draft 

decision guidance documents should, as a general rule, include only the information provided in the 

notification of final regulatory action and supporting documentation provided by the notifying Parties, 

and additional information from relevant international sources such as the Persistent Organic 

Pollutants Review Committee of the Stockholm Convention, and identify the information as such. 

Another member said that decision guidance documents were not meant to be updated on a regular 

basis, but it was appropriate for members to provide additional information if clarification on specific 

elements was needed. 

26. Responding to comments, Mr. Dawson said that he had taken note of the proposed changes 

and would consult with the Secretariat regarding whether the changes proposed to the introductory 

sections of the draft decision guidance document, which were based on the template set out in section 

1.2 of the updated Handbook of Working Procedures and Policy Guidance for the Chemical Review 

Committee, could be made. With regard to the information provided in the draft decision guidance 

document, he said that it was based on the notifications and supporting documentation provided by 

Canada, Japan and Norway, and documents produced by the Persistent Organic Pollutants Review 

Committee, which could be highlighted in the document. As for the terminology used, the document 

referred to decabromodiphenyl ether because both decision CRC-15/2 and the notifications of final 

regulatory action referred to the chemical itself and not to its commercial mixture. 

27. One member suggested that the response in document UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/6 to a 

question on the chemical identity should be modified in the light of the clarification provided and to 

avoid confusion.  

28. Following the discussion, the Committee requested Mr. Amichand and Mr. Dawson to prepare 

a revised draft decision guidance document taking into account the comments made during the 

discussion and to add those comments to the compilation of comments in document 

UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/6. The Committee also requested the Secretariat to prepare a draft 

decision, by which the Committee would adopt the draft decision guidance document and forward it, 
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together with the related tabular summary of comments, to the Conference of the Parties for 

consideration at its tenth meeting.  

29. The Committee subsequently adopted decision CRC-16/1, by which it adopted the draft 

decision guidance document for decabromodiphenyl ether (UNEP/FAO/RC/CRC.16/3/Rev.1) and 

decided to forward it, together with the related tabular summary of comments 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/6/Rev.1), to the Conference of the Parties for its consideration. The 

decision is set out in the annex to the present report.  

 B. Report of the Bureau on the preliminary review of a notification of final 

regulatory action 

30. In considering the sub-item, the Committee had before it the report of the Bureau on the 

preliminary review of a notification of final regulatory action (UNEP/FAO/RC/CRC.16/2), 

information on trade in chemicals under consideration by the Committee 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/4), and a summary record of notifications of final regulatory action for 

chemicals reviewed by the Interim Committee or the Committee and of notifications scheduled for 

review by the Committee (UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/5).  

31. Presenting the outcome of the preliminary review, Mr. Martin Lacroix, a member of the 

Bureau, said that, in accordance with the relevant procedure, the Bureau had undertaken a preliminary 

review of a new notification of final regulatory action for PFOA, its salts and PFOA-related 

compounds submitted by Norway, together with the relevant supporting documentation. As described 

in its preliminary review (UNEP/FAO/RC/CRC.16/2), the Bureau had recommended that a task group 

on PFOA, its salts and PFOA-related compounds be established to undertake an initial review of the 

new notification and supporting documentation and prepare an analysis as to whether and how the 

notification met the criteria set out in Annex II to the Convention.  

32. The task group had been established and, because it was the only such group established in the 

intersessional period, all the Committee members had taken part in the group. The group had been 

chaired by Ms. Agnieszka Jankowska, while Mr. Timo Seppälä had served as drafter. The report of the 

task group had been posted on the Convention website on 7 August 2020, and the task group had held 

an online meeting on Monday, 7 September 2020, with the participation of observers, in order to 

finalize its report. The Committee had before it a conference room paper containing the report of the 

task group.  

33. The Committee took note of the information provided. 

 C. Review of a notification of final regulatory action for perfluorooctanoic acid 

(PFOA), its salts and PFOA-related compounds 

34. Introducing the sub-item, the representative of the Secretariat recalled that, at its fourteenth 

meeting, the Committee had reviewed notifications of final regulatory action for PFOA, its salts and 

PFOA-related compounds submitted by Canada and Norway and had concluded that both notifications 

had met the criteria of Annex II to the Convention. Accordingly, by its decision CRC-14/5, the 

Committee had recommended to the Conference of the Parties that it list PFOA, its salts and  

PFOA-related compounds in Annex III to the Convention as industrial chemicals and agreed that an 

intersessional drafting group would prepare a draft decision guidance document. At its fifteenth 

meeting, by decision CRC-15/4, the Committee had adopted the draft decision guidance document for 

PFOA, its salts and PFOA-related compounds (CAS Nos. 335-67-1, 3825-26-1, 335-95-5,  

2395-00-8, 335-93-3, 335-66-0, 376-27-2, 3108-24-5) and decided to forward it, together with the 

related tabular summary of comments, to the Conference of the Parties for its consideration.  

35. The Secretariat had subsequently received a new notification from Norway, which was 

intended to replace its previous notification. The Committee had before it the new notification 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/4) and the associated supporting documentation provided by Norway 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/9), together with the original notifications by Canada and Norway 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/7) and decision CRC-14/5, decision CRC-15/4 and the draft decision 

guidance document adopted at its fifteenth meeting (UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/8). The Committee 

also had before it a conference room paper containing the report of the intersessional task group that 

had been established to undertake a preliminary assessment of the notification and supporting 

documentation to determine whether it met the criteria of Annex II to the Convention. 

36. The task of the Committee was to review the information on PFOA, its salts and PFOA-related 

compounds provided in the new notification from Norway, together with the supporting 

documentation, in accordance with the criteria set out in Annex II. If it concluded that the notification 



UNEP/FAO/RC/CRC.16/6 

6 

met those criteria, the Committee could then consider amending its recommendation in decision  

CRC-14/5 and the draft decision guidance document adopted in decision CRC-15/4. 

37. Ms. Jankowska, chair of the intersessional task group, presented the task group’s report, which 

laid out the reasons for the conclusion that the notification and supporting documentation met the 

criteria set out in Annex II to the Rotterdam Convention.  

 1. Notification from Norway 

38. The new notification was substantially identical to the previous notification from Norway, the 

main difference being that the more recent final regulatory action applied to a wider range of 

chemicals. The final regulatory action taken by Norway had been taken to protect human health and 

the environment so the task group had concluded that the criterion in paragraph (a) of Annex II had 

been met.  

39. With respect to the criteria in paragraph (b) of Annex II, like the previous notification, the new 

notification indicated that the final regulatory action was based on three documents describing hazards 

and risks, and that reviews had been performed and documented according to internationally 

recognized scientific principles and procedures, thus satisfying the criteria in paragraphs (b) (i) and 

(ii). The criterion in paragraph (b) (iii) was also considered to have been met, as the final regulatory 

action had been based on a review of relevant scientific data that took into account the conditions 

prevailing in Norway. The notification thus met paragraph (b) of Annex II as a whole. 

40. In terms of the criteria in paragraph (c) of Annex II, although the notification did not contain 

information on actual amounts used, the task group had agreed that the information provided on PFOA 

applications in Norway was sufficient to conclude that the final regulatory action would lead to a 

significant decrease in the quantity of PFOA, its salts and PFOA-related compounds used. Given that, 

according to the Norwegian evaluation, it was impossible to establish an acceptable level for the 

chemicals, and emissions of and exposure to those chemicals should therefore be limited to the 

greatest extent possible, the task group had also concluded that reduced exposure would result in a 

significant reduction of the risk to human health and the environment. Thus, the criteria in paragraphs 

(c) (i) and (ii) of Annex II had been met. The task group had also concluded that the concerns 

identified in Norway were likely to be encountered in other countries where the chemical was used, 

and that the criterion in paragraph (c) (iii) had therefore been met. Finally, while there was no 

information on trade in PFOA in Norway and PFOA was not produced in Norway, it was still used or 

imported as a chemical or impurity or in articles. Furthermore, information from ongoing discussions 

under the Stockholm Convention indicated that international trade in PFOA was ongoing. On that 

basis, the task group had concluded that the criterion in paragraph (c) (iv) had also been met and that 

the criteria in paragraph (c) of Annex II as a whole had thus been satisfied. 

41. Finally, as the notification gave no indication that the regulatory action had been prompted by 

concerns regarding the intentional misuse of PFOA, the task group had concluded that the criterion in 

paragraph (d) of Annex II had been met. 

42. Accordingly, the task group recommended that the Committee consider the new notification 

from Norway to have satisfied the criteria set out in Annex II to the Convention. It also recommended 

that the Committee update the rationale set out in the annex to decision CRC-14/5. 

 2. Discussion 

43. During the ensuing discussion, all those who spoke concurred with the task group’s conclusion 

that the new notification from Norway had met all the criteria set out in Annex II of the Convention. 

44. Based on the views expressed during the discussion, the Committee concluded that the new 

notification met all the criteria in Annex II to the Convention and requested Ms. Jankowska, together 

with Mr. Seppälä, the drafter of the intersessional task group, to prepare a draft rationale for that 

conclusion on the basis of the draft revised rationale contained in the task group’s report. The 

Committee also requested the Secretariat to prepare a draft decision by which the Committee would 

adopt the rationale for the conclusion, recommend the listing of PFOA, its salts and PFOA-related 

compounds in Annex III to the Convention and adopt the draft decision guidance document, should it 

decide to do so.  

 3. Proposed amendments to the draft decision guidance document 

45. The representative of the Secretariat drew attention to a proposed revised draft decision 

guidance document submitted by the chair and the drafter of the intersessional task group, which was 

set out in a conference room paper.  
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46. Mr. Seppälä presented the proposed changes to the previous draft decision guidance document, 

most of which arose from the fact that the new notification from Norway covered a broader range of 

chemicals than the previous notification and the description of the new regulatory measures adopted in 

Norway. 

47. Much of the ensuing discussion focused on the question of whether the draft decision guidance 

document should contain an exhaustive list of the chemicals in question, as well as how to clearly 

designate those chemicals, as some had not yet been assigned a CAS number. Members proposed 

several possible approaches, including referring to the list of PFOA-related compounds already drawn 

up by the Persistent Organic Pollutants Review Committee of the Stockholm Convention; providing a 

description of the chemicals with reference to examples that had CAS numbers, similar to the 

approach used for perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), which was already listed in Annex III to the 

Rotterdam Convention; and providing an indicative list while requesting the Secretariat to publish a 

more extensive list on the Convention website, similar to what had been done for mercury compounds. 

Several members stressed that any ambiguity regarding the chemicals covered would make it difficult 

for Parties to manage the import and export of PFOA, its salts and PFOA-related compounds in the 

future if the chemicals were listed in Annex III. Several members also pointed out that PFOS should 

be excluded from the definition of the chemical in the draft decision guidance document, as it was 

excluded from the regulatory measures of Norway and thus did not overlap with the scope of the 

notification from Canada. 

 4. Next steps 

48. The Committee agreed to establish a contact group on PFOA, its salts and PFOA-related 

compounds to prepare a revised draft decision guidance document on the basis of the proposed text set 

out in the conference room paper, taking into account the comments made during the discussion and 

submitted during the meeting and to add those comments to the compilation of comments 

(UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/6). Ms. Jankowska would serve as the chair of the contact group and 

Mr. Seppälä as the drafter. The chair of the contact group could, if necessary, convert the group to a 

drafting group limited to members of the Committee. 

49. The representative of the Secretariat subsequently drew attention to a draft decision on PFOA, 

its salts and PFOA-related compounds, submitted by the Secretariat, which was set out in a conference 

room paper. 

50. A brief discussion ensued on whether the operative paragraphs of the decision should include 

the new definition of the PFOA-related compounds.  

51. The Committee agreed to request the contact group on PFOA, its salts and PFOA-related 

compounds to also prepare a revised draft decision on PFOA, its salts and PFOA-related compounds, 

on the basis of the draft submitted by the Secretariat and taking into account the comments in plenary. 

52. Subsequently, the chair of the contact group reported back on the group’s work. The 

Committee then considered the revised draft decision guidance document, the related table of 

comments and responses and the draft decision, prepared by the group; along with the revised draft 

rationale for concluding that the new notification from Norway met the criteria set out in Annex II to 

the Convention, prepared by Ms. Jankowska and Mr. Seppälä.  

53. The Committee then adopted decision CRC-16/2, by which it adopted the rationale; 

recommended that perfluorooctanoic acid (CAS No. 335-67-1), its salts and PFOA-related compounds 

be listed in Annex III to the Convention as industrial chemicals; and adopted the revised draft decision 

guidance document for PFOA, its salts and PFOA-related compounds (UNEP/FAO/RC/CRC.16/5) 

and decided to forward it, together with the related tabular summary of comments 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/11), to the Conference of the Parties for its consideration. The decision, 

to which the rationale is annexed, is set out in the annex to the present report.  

 V. Venue and date of the seventeenth meeting of the Committee 

54. The Committee agreed to hold its seventeenth meeting at the headquarters of FAO in Rome 

from 20 to 24 September 2021, back to back with the seventeenth meeting of the Persistent Organic 

Pollutants Review Committee of the Stockholm Convention. The Committee also agreed that the 

arrangements might be adjusted, in consultation with the Bureau, including with respect to the length 

of the meeting, depending on the situation with regard to the COVID-19 pandemic and the number of 

notifications or proposals to be considered by the Committee. 
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 VI. Other matters 

 A. Updates to the Handbook of Working Procedures and Policy Guidance for 

the Chemical Review Committee 

55. Introducing the sub-item, the representative of the Secretariat recalled that, at its fifteenth 

meeting, the Committee had requested the Secretariat to revise the section of the Handbook of 

Working Procedures and Policy Guidance for the Chemical Review Committee in which one Party 

whose notification had been found not to meet all the criteria of Annex II was identified, and to 

describe that notification in generic terms, without naming the Party concerned, and to publish the 

revised Handbook on the website of the Rotterdam Convention. The Handbook had been updated 

accordingly and had been posted on the website of the Rotterdam Convention in October 2019. 

56. Several members thanked the Secretariat for its efforts in updating the Handbook, which was 

an important reference document for the Committee members.  

57. The Committee took note of the information provided. 

 B. Report on activities to facilitate effective participation in the work of the 

Committee  

58. Introducing the sub-item, the representative of the Secretariat recalled that, by decision RC-9/2 

on the operation of the Chemical Review Committee, the Conference of the Parties had welcomed the 

orientation workshop conducted by the Secretariat for new Committee members in 2018 and requested 

the Secretariat to establish and implement training activities within the framework of the technical 

assistance plan, subject to the availability of resources, for new and existing members and to report on 

the results to the Conference of the Parties at its tenth meeting. She then reported on the training 

activities undertaken since the Committee’s fifteenth meeting.  

59. An orientation workshop planned for April 2020 thanks to generous financial support provided 

by FAO had been cancelled due to the COVID-19 pandemic. The Secretariat had instead held a series 

of webinars, including one in May 2020 providing a general introduction to the work of the 

Committee; another in June 2020 to introduce the intersessional task group work and the criteria for 

reviewing notifications of final regulatory action; a third in July 2020 on draft decision guidance 

documents; and, finally, briefing webinars for all Committee members and observers on 20 and 

26 August 2020. The Secretariat also planned to hold two de-briefing webinars on the outcomes of the 

current meeting in conjunction with the briefing webinars for the sixteenth meeting of the Persistent 

Organic Pollutants Review Committee.  

60. A face-to-face subregional training course for the Western African subregion, on enhancing 

the skills of negotiators for meetings of the Basel, Rotterdam and Stockholm conventions and 

enhancing the effectiveness of the Rotterdam Convention by clarifying the process for the listing of 

new chemicals under the Convention, including the work by the Chemical Review Committee, had 

been held in Dakar in February 2020 thanks to the generous financial support provided by the 

Governments of Australia and Germany, and the European Union. Three current Committee members 

had participated in the training course, along with the Chair as a resource person.  

61. Recalling that, in its decision RC-9/2, the Conference of the Parties had also requested the 

Secretariat to translate the Pocket Guide for Effective Participation in the Chemical Review 

Committee under the Rotterdam Convention, the representative of the Secretariat said that the guide 

had been translated and made available in the six official languages of the United Nations.  

62. A video on the work of the Committee had been prepared during the fifteenth meeting with the 

aim of increasing the understanding and awareness of Rotterdam Convention Parties, observers and 

stakeholders of the work of the Committee, and had been made available in the multimedia gallery 

section of the Rotterdam Convention website.1  

63. The representative of the Secretariat also reported on the follow-up to a member’s suggestion 

at the fifteenth meeting of the Committee that the Secretariat seek feedback from the participants of 

orientation workshops for new Committee members immediately following the workshop, as well as 

following their first participation in a meeting of the Committee, and that it use such feedback to 

improve similar workshops in the future. Given that the Secretariat had been unable to hold the  

 
1 http://www.pic.int/Implementation/PublicAwareness/MultimediaGallery/tabid/2251/language/en-

US/Default.aspx.  

http://www.pic.int/Implementation/PublicAwareness/MultimediaGallery/tabid/2251/language/en-US/Default.aspx
http://www.pic.int/Implementation/PublicAwareness/MultimediaGallery/tabid/2251/language/en-US/Default.aspx
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face-to-face orientation workshop to date, the suggested feedback would be collected for the first time 

by means of an email survey for members following the current meeting.  

64. One member encouraged all members to respond to the survey, emphasizing the importance of 

communicating their views so that the Secretariat could improve its guidance, webinars and in-person 

training sessions. 

65. The Committee took note of the information provided.  

 C. Time schedule for intersessional task group work between the sixteenth and 

seventeenth meetings of the Committee 

66. The Chair recalled that, in May 2020, the Secretariat had informed the Bureau and the 

Committee members that notifications of final regulatory action meeting the requirements of Annex I 

to the Convention had been received from at least two prior informed consent regions for nine 

chemicals. The notifications had also been forwarded through the PIC Circular published in 

June 2020. As the consideration of all nine candidate chemicals in addition to the draft decision 

guidance document for decabromodiphenyl ether would have been very challenging in an online 

format, the Bureau had decided that the Committee, at the current meeting, should focus on 

substantive matters for consideration and relevant to the discussion at the tenth meeting of the 

Conference of the Parties, namely PFOA, its salts and PFOA-related compounds and 

decabromodiphenyl ether, and to further consider how to handle the work on the notifications of final 

regulatory action received for the other eight chemicals. Given the possibility of additional 

notifications being received prior to the seventeenth meeting of the Committee and the schedule of the 

tenth meeting of the Conference of the Parties, planned for July 2021, the Bureau had subsequently 

decided to advise the Committee to bring forward its intersessional work on notifications for the other 

eight chemicals.  

67. The representative of the Secretariat outlined the schedule proposed for their review. The 

Secretariat would make the advance version of the relevant documents for the seventeenth meeting of 

the Committee available to the Bureau by mid-November 2020, along with an initial draft of the 

preliminary review for the Bureau, to enable the Bureau to undertake its preliminary review from  

mid-November to mid-December 2020, including the establishment of intersessional task groups. The 

Secretariat would then make the relevant documents available to the Committee by mid-January 2021 

to enable the intersessional task groups to carry out their work, in line with the guidance for 

intersessional task groups set out in section 1.7 of the Handbook, by the end of April 2021, including 

the steps of commenting by observers and finalization of the intersessional task group reports. Any 

additional notifications of chemicals eligible for review at the seventeenth meeting of the Committee 

would be reviewed intersessionally, in accordance with the usual time frame, during the months of 

May to September 2021. 

68. Several members expressed support for the proposed schedule, although a number of new 

members raised concerns regarding the heavy workload involved in reviewing the notifications. 

Several other members noted, however, that the work of considering the chemicals would be divided 

among multiple intersessional task groups and that the Bureau could prioritize the work to ensure that 

it was manageable for the members.  

69. The Committee took note of the information provided. 

 VII. Adoption of the report 

70. The Committee adopted the report on the basis of the draft that had been circulated during the 

meeting, as orally amended and on the understanding that the finalization of the report would be 

entrusted to the Rapporteur, working in consultation with the Secretariat. 

 VIII. Closure of the meeting 

71. Following the customary exchange of courtesies, the Chair declared the meeting closed at 

2.20 p.m. (UTC+2) on Friday, 11 September 2020.  
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Annex 

CRC-16/1: Decabromodiphenyl ether 

The Chemical Review Committee, 

Recalling paragraphs 1 and 2 of Article 7 of the Rotterdam Convention on the Prior Informed 

Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, 

Recalling also its decision CRC-15/2, adopted at its fifteenth meeting, in which it 

recommended, in accordance with paragraph 6 of Article 5 of the Convention, that the Conference of 

the Parties list decabromodiphenyl ether (CAS No. 1163-19-5) in Annex III to the Convention as an 

industrial chemical,  

Adopts the draft decision guidance document for decabromodiphenyl ether1 and decides to 

forward it, together with the related tabular summary of comments,2 to the Conference of the Parties 

for its consideration. 

CRC-16/2: Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and  

PFOA-related compounds 

The Chemical Review Committee, 

Recalling Article 5 of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for 

Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, 

Recalling also paragraphs 1 and 2 of Article 7 of the Convention, 

Recalling further its decision CRC-14/5, adopted at its fourteenth meeting, in which it 

concluded that the notifications of final regulatory action for perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts 

and PFOA-related compounds submitted by Norway and Canada3 met the criteria set out in Annex II 

to the Convention, adopted the rationale for the Committee’s conclusion set out in the annex to that 

decision and recommended, in accordance with paragraph 6 of Article 5 of the Convention, that the 

Conference of the Parties list perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds 

in Annex III to the Convention as industrial chemicals, 

Recalling its decision CRC-15/4, adopted at its fifteenth meeting, by which it adopted the draft 

decision guidance document for perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related 

compounds4 (CAS Nos. 335-67-1, 3825-26-1, 335-95-5, 2395-00-8, 335-93-3, 335-66-0, 376-27-2, 

3108-24-5) and decided to forward it, together with the related tabular summary of comments,5 to the 

Conference of the Parties for its consideration, 

Having considered the notification of final regulatory action for perfluorooctanoic acid 

(PFOA), its salts and PFOA-related compounds submitted by Norway,6 replacing the previously 

submitted notification on the chemicals from Norway, 

1. Concludes that the notification of final regulatory action for perfluorooctanoic acid 

(PFOA), its salts and PFOA-related compounds submitted by Norway7 meets the criteria set out in 

Annex II to the Convention; 

2. Adopts the rationale for the Committee’s conclusion set out in the annex to the present 

decision; 

3. Recommends, in accordance with paragraph 6 of Article 5 of the Convention, that the 

Conference of the Parties list perfluorooctanoic acid (PFOA) (CAS No. 335-67-1), its salts and  

PFOA-related compounds in Annex III to the Convention as industrial chemicals; 

 
1 UNEP/FAO/RC/CRC.16/3/Rev.1. 
2 UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/6/Rev.1. 
3 See UNEP/FAO/RC/CRC.14/8. 
4 UNEP/FAO/RC/CRC.15/3/Rev.1. 
5 UNEP/FAO/RC/CRC.15/INF/6/Rev.1. 
6 See UNEP/FAO/RC/CRC.16/4. 
7 Ibid. 
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4. Notes that the definition of PFOA, its salts and PFOA-related compounds is provided 

in section 1 of the draft decision guidance document for PFOA, its salts and PFOA-related 

compounds;8 

5. Also notes that the definition covers a large number of chemicals and that an 

exhaustive list of CAS numbers is not available; 

6. Recommends that the Conference of the Parties, if it decides to list those chemicals in 

Annex III to the Convention, consider requesting the Secretariat to prepare, in consultation with the 

Chemical Review Committee, an indicative list of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and  

PFOA-related compounds, make it available on the website of the Convention and update it 

periodically; 

7. Adopts the revised draft decision guidance document for perfluorooctanoic acid 

(PFOA), its salts and PFOA-related compounds9 and decides to forward it, together with the related 

tabular summary of comments,10 to the Conference of the Parties for its consideration. 

 Annex to decision CRC-16/2 

 Rationale for the conclusion by the Chemical Review Committee that the 

notification of final regulatory action submitted by Norway in respect of 

perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds in the 

industrial category meets the criteria of Annex II to the Rotterdam 

Convention  

1. The notification on perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds 

from Norway has been verified by the Secretariat as containing the information required by Annex I to 

the Rotterdam Convention. The notification underwent a preliminary review by the Secretariat and the 

Bureau, which evaluated whether or not the notification appeared to meet the requirements of the 

Convention.  

2. The notification, the supporting documentation and the results of the preliminary review were 

made available to the Chemical Review Committee for its consideration (UNEP/FAO/RC/CRC.16/4, 

UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/9). 

 (a) Scope of the regulatory action notified by Norway 

3. The regulatory action notified by Norway relates to perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts 

and PFOA-related compounds (collectively referred to hereinafter as PFOA) as an industrial chemical. 

It states that from July 2020, PFOA: 

(1) Shall not be manufactured, or placed on the market as substances on their own from 

4 July 2020. 

(2) Shall not, from 4 July 2020, be used in the production of, or placed on the market in: 

(a) Another substance, as a constituent;  

(b) A mixture;  

(c) An article, in a concentration equal to or above 25 ppb of PFOA including its 

salts or 1,000 ppb of one or a combination of PFOA-related substances.  

(3) Points 1 and 2 shall apply from:  

(a) 4 July 2022 to:  

(i) Equipment used to manufacture semi-conductors;  

(ii) Latex printing inks.  

(b) 4 July 2023 to:  

(i) Textiles for the protection of workers from risks to their health and 

safety;  

 
8 UNEP/FAO/RC/CRC.16/5. 
9 UNEP/FAO/RC/CRC.16/5. 
10 UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/11. 
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(ii) Membranes intended for use in medical textiles, filtration in water 

treatment, production processes and effluent treatment;  

(iii) Plasma nano-coatings.  

(c) 4 July 2032 to: medical devices other than implantable medical devices within 

the scope of Directive 93/42/EEC. 

(4) Points 1 and 2 shall not apply to any of the following: 

(a) Perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives which are listed in Part A of 

Annex I to Regulation (EC) No 850/2004;11  

(b) The manufacture of a substance where this occurs as an unavoidable  

by-product of the manufacture of fluorochemicals with a carbon chain equal to 

or shorter than 6 atoms;  

(c) A substance that is to be used, or is used, as a transported isolated intermediate, 

provided that the conditions in points (a) to (f) of Article 18(4) of Regulation 

(EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of Chemicals (REACH) are met;  

(d) A substance, constituent of another substance or mixture that is to be used, or is 

used:  

(i) In the production of implantable medical devices within the scope of 

Directive 93/42/EEC;  

(ii) In photographic coatings applied to films, papers or printing plates;  

(iii) In photo-lithography processes for semiconductors or in etching 

processes for compound semiconductors;  

(e) Concentrated fire-fighting foam mixtures that were placed on the market before 

4 July 2020 and are to be used, or are used, in the production of other  

fire-fighting foam mixtures. 

(5) Point 2 (b) shall not apply to fire-fighting foam mixtures which were:  

(a) Placed on the market before 4 July 2020; or  

(b) Produced in accordance with point 4 (e), provided that, where they are used for 

training purposes, emissions to the environment are minimized and effluents 

collected are safely disposed of.  

(6) Point 2 (c) shall not apply to:  

(a) Articles placed on the market before 4 July 2020;  

(b) Implantable medical devices produced in accordance with point 4 (d) (i);  

(c) Articles coated with the photographic coatings referred to in point 4 (d) (ii);  

(d) Semiconductors or compound semiconductors referred to in point 4 (d) (iii). 

PFOA, its salts and PFOA-related compounds in the scope of the regulation are defined as 

follows:  

(1) Perfluorooctanoic acid (PFOA) CAS No. 335-67-1 EC No. 206-397-9 and its salts; 

(2) Any related substance (including its salts and polymers) having a linear or branched 

perfluoroheptyl group with the formula C7F15- directly attached to another carbon atom 

as one of the structural elements; 

(3) Any related substance (including its salts and polymers) having a linear or branched 

perfluorooctyl group with the formula C8F17- as one of the structural elements.  

 
11 Regulation (EC) No 850/2004 was replaced with Regulation (EU) No 2019/1021 in 2019. 
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The following substances are excluded from this designation:  

(1) C8F17-X, where X = F, Cl, Br; 

(2) C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X′ or C8F17-CF2-X′ (where X′ = any group, including 

salts).  

 (b) Annex II paragraph (a) criterion 

(a) Confirm that the final regulatory action has been taken in order to protect human 

health or the environment; 

4. The Committee confirms that the regulatory action was taken to protect human health and the 

environment. The notification states that PFOA is a substance of very high concern with respect to its 

health and environmental properties. PFOA is harmful to the reproductive system, is carcinogenic, 

toxic and harmful to human health through repeated exposure, and is also an irritant. PFOA does not 

degrade in the environment. The notification describes the specific risks and concludes that it is 

impossible to establish an acceptable level for substances with such properties in the environment, and 

that emissions and exposure should be limited to the greatest extent possible. 

5. In Norway, PFOA has been used in coating agents for carpets, textiles, furniture, shoes, paper, 

food wraps, printing plates, paint, floor wax, glue and photographic film. It is also present in products 

as a chemical impurity or as trace amounts of remaining starting materials from the production of 

other perfluorinated compounds. PFOA has been found in imported products such as textiles treated 

with perfluorinated compounds as well as in food contact materials with non-stick properties. PFOA 

was previously often present in small amounts in ski wax as a chemical impurity of the perfluorinated 

constituents in the wax. 

6. The notification refers to a wide range of regulatory agency reviews: the impact assessment of 

regulating perfluorooctanoic acid (PFOA) and individual PFOA salts and esters in consumer products 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/9, annex); European Food and Safety Agency (EFSA) document 

“Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts: scientific opinion 

of the Panel on Contaminants in the Food Chain” (EFSA Journal 2008, 653, 1–131; 

UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/9, annex); European Chemicals Agency document “Member State 

Committee Support Document for Identification of Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) as a 

substance of very high concern because of its CMR and PBT properties” 

(UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/9, annex). 

7. The Committee therefore confirms that the criterion in paragraph (a) of Annex II is met. 

 (c) Annex II paragraph (b) criteria  

(b) Establish that the final regulatory action has been taken as a consequence of a risk 

evaluation. This evaluation shall be based on a review of scientific data in the context of the 

conditions prevailing in the Party in question. For this purpose, the documentation provided shall 

demonstrate that: 

(i) Data have been generated according to scientifically recognized methods; 

(ii) Data reviews have been performed and documented according to generally recognized 

scientific principles and procedures; 

8. The government and agency reviews (UNEP/FAO/RC/CRC.16/INF/9, annex) provided are 

considered to be scientifically sound, generated according to scientifically recognized methods and 

reported according to generally recognized scientific principles and procedures.  

9. The notification refers to a number of articles published in scientific peer-reviewed journals or 

government agency reports. 

10. The Committee confirms that the criteria in paragraph (b) (i) and (ii) of Annex II are met. 

(iii) The final regulatory action was based on a risk evaluation involving prevailing 

conditions within the Party taking the action; 

11. The notification from Norway and the supporting material provide a large amount of data 

relating to human exposure, as well as information from European Food and Safety Agency document 

“Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts: scientific opinion 

of the Panel on Contaminants in the Food Chain” and European Chemicals Agency document 

“Member State Committee Support Document for Identification of Pentadecafluorooctanoic acid 

(PFOA) as a substance of very high concern because of its CMR and PBT properties”. The Norwegian 
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studies show that PFOA is transferred from the mother to the foetus, and that relatively high plasma 

concentrations are detected in blood samples from small children. Information on occupational 

exposure of professional Norwegian ski-waxers, leading to higher PFOA concentrations in blood 

serum, is also provided. Information in the risk evaluation points to widespread occurrence and 

concentrations of PFOA in the Norwegian environment (air, water and sediment). Persistence, 

bioaccumulation, temporal trends in some Arctic species (e.g., the polar bear) and evidence of  

long-range transport warrant concern. 

12. The notification indicates that PFOA is a substance of very high concern with respect to its 

health and environmental properties. PFOA is harmful to the reproductive system, is carcinogenic, 

toxic and harmful to human health through repeated exposure, and is also an irritant. PFOA does not 

degrade in the environment. PFOA is a persistent, bioaccumulating and toxic (PBT) substance.  

13. The notification concludes that it is impossible to establish an acceptable level for substances 

with such properties in the environment, and that emissions and exposure should be limited to the 

greatest extent possible. 

14. The Committee therefore confirms that the criterion in paragraph (b) (iii) of Annex II is met. 

15. The Committee confirms that the criteria of paragraph (b) of Annex II are met. 

 (d) Annex II paragraph (c) criteria 

(c) Consider whether the final regulatory action provides a sufficiently broad basis to 

merit listing of the chemical in Annex III, by taking into account: 

(i) Whether the final regulatory action led, or would be expected to lead, to a significant 

decrease in the quantity of the chemical used or the number of its uses; 

16. The notification does not provide information on the amount used, but identifies different 

applications of PFOA in Norway. According to the regulatory action by Norway, PFOA shall not be 

manufactured or placed on the market as substances on their own, or be used in the production of or 

placed on the market in another substance, as a constituent, a mixture or an article, in a concentration 

equal to or above 25 ppb of PFOA including its salts or 1,000 ppb of one or a combination of  

PFOA-related substances. The restriction identifies several exemptions, some of which are  

time-limited and some open-ended. 

17. Although the restriction contains several exemptions, the main use for PFOA, i.e., in the 

manufacture of polytetrafluoroethylene (PTFE), is prohibited. It can therefore be concluded that the 

restrictions have led to a significant decrease in the quantity of the chemical used in Norway. 

18. The Committee therefore confirms that the criterion in paragraph (c) (i) is met.  

(ii) Whether the final regulatory action led to an actual reduction of risk or would be 

expected to result in a significant reduction of risk for human health or the 

environment of the Party that submitted the notification; 

19. The notification notes that it is impossible to establish an acceptable level for substances with 

such properties in the environment, and that emissions and exposure should be limited to the greatest 

extent possible. Therefore, the reduction of exposure of humans and the environment is expected to 

result in a significant risk reduction, especially considering the carcinogenic, mutagenic or reprotoxic 

(CMR) as well as PBT properties of PFOA.  

20. The Committee confirms that the criterion in paragraph (c) (ii) is met.  

(iii) Whether the considerations that led to the final regulatory action being taken are 

applicable only in a limited geographical area or in other limited circumstances; 

21. The notification notes that concerns similar to those identified in Norway are likely to be 

encountered in other countries where the substance is used. PFOA is present in various globally 

distributed products. Adaptation of manufacturing methods to meet the Norwegian requirements may 

lead to reduced levels of PFOA in products in other countries as well. Several textile brands have 

phased out the use of perfluorinated compounds for water repellence treatment because of the negative 

attention directed at such compounds by various stakeholders.  

22. The notification also cites Norway’s “Evaluation of consequences of regulating PFOA and 

selected salts and esters of PFOA in consumer products”, according to which PFOA is transported 

long distances via air and sea currents, and its presence has been detected in the Arctic in a variety of 

species, including sea birds, seals and polar bears. The substance has also been identified as CMR and 

PBT, which are relevant concerns for any State or region in which PFOA may be released.  
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23. The Committee therefore confirms that the criterion in paragraph (c) (iii) is met.  

(iv) Whether there is evidence of ongoing international trade in the chemical; 

24. There is no information on trade of PFOA in Norway. However, the notification notes that, 

while PFOA is not produced in Norway, it is still used or imported either as a chemical impurity or in 

articles.  

25. Information from the Persistent Organic Pollutants Review Committee of the Stockholm 

Convention on Persistent Organic Pollutants indicates ongoing international trade 

(UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2 and UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2). 

26. The Committee therefore confirms that the criterion in paragraph (c) (iv) is met. 

27. The Committee confirms that the criteria of paragraph (c) of Annex II are met. 

 (e) Annex II paragraph (d) criterion 

(d) Take into account that intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a 

chemical in Annex III. 

28. There is no indication in the notification that concerns about intentional misuse prompted the 

regulatory action. 

29. On the basis of the above point, the Committee confirms that the criterion in paragraph (d) of 

Annex II is met.  

 (f) Conclusion 

30. The Committee concludes that the notification of final regulatory action by Norway meets the 

criteria set out in Annex II to the Convention. 
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